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平成２１年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期３月４日（水）～３月１８日（水）    （会期１５日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ３月 ４日 水 本会議（開会） ・理事者提案説明 

 ３月 ５日 木 本 会 議 ・一般質問 

 ３月 ６日 金 本 会 議 
・質疑 

・即決議案採決及び委員会付託 

 ３月 ７日 土 休   会  

 ３月 ８日 日 休   会  

 ３月 ９日 月 常任委員会  

 ３月１０日 火 常任委員会  

 ３月１１日 水 常任委員会  

 ３月１２日 木 常任委員会  

 ３月１３日 金 常任委員会  

 ３月１４日 土 休   会  

 ３月１５日 日 休   会  

 ３月１６日 月 休   会  

 ３月１７日 火 休   会  

 ３月１８日 水 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

 



 

－1－ 

       平成２１年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２１年３月４日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２１年３月４日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２１年３月４日 

          午後 ３時３４分 

１．出 席 議 員        

    １番  兵 頭   竜 

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  角 藤 和 幸 

 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  炭 倉 貞 明 

   教 育 部 長  森   精 一 

   明浜総合支所長  高 岡 和 廣 

   野村総合支所長  西 田 光 和 

   城川総合支所長  清 水 享 司 

   三瓶総合支所長  芝   則 重 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  上 甲 憲 章 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  上 田 甚 正 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （１３番 森川一義、１４番 藤井朝廣） 

 ２ 会期の決定 

  （３月４日～３月１８日 １５日間） 

 ３ 議案第１０号 西予市介護従事者処遇改善 

          臨時特例基金条例制定につ 

          いて 

   議案第１１号 西予市例規の見直しに伴う 

          関係条例の整理に関する条 

          例制定について 

   議案第１２号 西予市職員の勤務時間の改 

          定に伴う関係条例の整理に 

          関する条例制定について 

   議案第１３号 西予市非常勤の職員の公務 

          災害補償等に関する条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第１４号 西予市税条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第１５号 西予市育英会設置条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 
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   議案第１６号 西予市城川地域育英会設置 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１７号 西予市三瓶地域育英会設置 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市公民館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市青少年補導センター 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２０号 西予市社会体育施設条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２４号 西予市使用料及び手数料条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第２５号 西予市中小企業振興資金融 

          資条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２６号 西予市あけはまオートキャ 

          ンプ場条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２７号 西予市明浜民宿故郷条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２８号 西予市明浜塩風呂条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第２９号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３０号 西予市病院事業の設置等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第３１号 西予市城川堆肥製造用施設 

          条例を廃止する条例制定に 

          ついて 

   議案第３２号 西予市野村キャッスルラン 

          ド深山条例を廃止する条例 

          制定について 

   議案第３３号 西予市宇和文化会館の指定 

          管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市游の里デイサービス 

          センターの指定管理者の指 

          定について 

   議案第３５号 西予市游の里健康センター 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３６号 西予市游の里ふれあい広場 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３７号 西予市惣川高齢者生活福祉 

          センターの指定管理者の指 

          定について 

   議案第３８号 西予市明浜ふるさと創生館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３９号 西予市あけはまオートキャ 

          ンプ場の指定管理者の指定 

          について 

   議案第４０号 西予市明浜民宿故郷の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４１号 西予市明浜塩風呂の指定管 

          理者の指定について 

   議案第４２号 西予市物産会館の指定管理 

          者の指定について 

   議案第４３号 西予市野村農業公園の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市野村青汁工場の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４５号 西予市渓筋農林水産物処理 

          加工施設の指定管理者の指 

          定について 

   議案第４６号 西予市野村畜産総合振興セ 

          ンターの指定管理者の指定 

          について 

   議案第４７号 西予市野村飼料混合施設の 

          指定管理者の指定について 

   議案第４８号 西予市大野ケ原集落環境管 

          理施設の指定管理者の指定 
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          について 

   議案第４９号 西予市城川産地形成等促進 

          施設の指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５０号 西予市城川食肉加工センタ 

          ーの指定管理者の指定につ 

          いて 

   議案第５１号 西予市城川特産品センター 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５２号 西予市城川農産物加工セン 

          ターの指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５３号 西予市有料駐車場の指定管 

          理者の指定について 

   議案第５４号 西予市乙亥の里の指定管理 

          者の指定について 

   議案第５５号 西予市城川ふるさと交流館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５６号 西予市三滝ロッジの指定管 

          理者の指定について 

   議案第５７号 市道路線の廃止について 

   議案第５８号 市道路線の認定について 

   議案第５９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（宇和町下松葉 

          地区） 

   議案第６０号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（城川町魚成地 

          区） 

   議案第６１号 辺地に係る公共的施設総合 

          整備計画の変更について 

   議案第６２号 平成２０年度西予市一般会 

          計補正予算（第６号） 

   議案第６３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計補正予算（第２ 

          号） 

   議案第６４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

    

議案第６５号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６６号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６７号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第６８号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第６９号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第７０号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第７１号 平成２１年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第７２号 平成２１年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第７３号 平成２１年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第７４号 平成２１年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第７５号 平成２１年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第７６号 平成２１年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第７７号 平成２１年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第７８号 平成２１年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第７９号 平成２１年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第８０号 平成２１年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第８１号 平成２１年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第８２号 平成２１年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第８３号 平成２１年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第８４号 平成２１年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 
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本日の会議に付した事件 

 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第１０号 西予市介護従事者処遇改善 

          臨時特例基金条例制定につ 

          いて 

   議案第１１号 西予市例規の見直しに伴う 

          関係条例の整理に関する条 

          例制定について 

   議案第１２号 西予市職員の勤務時間の改 

          定に伴う関係条例の整理に 

          関する条例制定について 

   議案第１３号 西予市非常勤の職員の公務 

          災害補償等に関する条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第１４号 西予市税条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第１５号 西予市育英会設置条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第１６号 西予市城川地域育英会設置 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１７号 西予市三瓶地域育英会設置 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市公民館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市青少年補導センター 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２０号 西予市社会体育施設条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２４号 西予市使用料及び手数料条 

       

    例の一部を改正する条例

          制定について 

   議案第２５号 西予市中小企業振興資金融 

          資条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２６号 西予市あけはまオートキャ 

          ンプ場条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２７号 西予市明浜民宿故郷条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２８号 西予市明浜塩風呂条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第２９号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３０号 西予市病院事業の設置等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第３１号 西予市城川堆肥製造用施設 

          条例を廃止する条例制定に 

          ついて 

   議案第３２号 西予市野村キャッスルラン 

          ド深山条例を廃止する条例 

          制定について 

   議案第３３号 西予市宇和文化会館の指定 

          管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市游の里デイサービス 

          センターの指定管理者の指 

          定について 

   議案第３５号 西予市游の里健康センター 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３６号 西予市游の里ふれあい広場 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３７号 西予市惣川高齢者生活福祉 

          センターの指定管理者の指 

          定について 

   議案第３８号 西予市明浜ふるさと創生館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 
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   議案第３９号 西予市あけはまオートキャ 

          ンプ場の指定管理者の指定 

          について 

   議案第４０号 西予市明浜民宿故郷の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４１号 西予市明浜塩風呂の指定管 

          理者の指定について 

   議案第４２号 西予市物産会館の指定管理 

          者の指定について 

   議案第４３号 西予市野村農業公園の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市野村青汁工場の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４５号 西予市渓筋農林水産物処理 

          加工施設の指定管理者の指 

          定について 

   議案第４６号 西予市野村畜産総合振興セ 

          ンターの指定管理者の指定 

          について 

   議案第４７号 西予市野村飼料混合施設の 

          指定管理者の指定について 

   議案第４８号 西予市大野ケ原集落環境管 

          理施設の指定管理者の指定 

          について 

   議案第４９号 西予市城川産地形成等促進 

          施設の指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５０号 西予市城川食肉加工センタ 

          ーの指定管理者の指定につ 

          いて 

   議案第５１号 西予市城川特産品センター 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５２号 西予市城川農産物加工セン 

          ターの指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５３号 西予市有料駐車場の指定管 

          理者の指定について 

   議案第５４号 西予市乙亥の里の指定管理 

          者の指定について 

   議案第５５号 西予市城川ふるさと交流館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５６号 西予市三滝ロッジの指定管 

          理者の指定について 

   議案第５７号 市道路線の廃止について 

   議案第５８号 市道路線の認定について 

   議案第５９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（宇和町下松葉 

          地区） 

   議案第６０号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（城川町魚成地 

          区） 

   議案第６１号 辺地に係る公共的施設総合 

          整備計画の変更について 

   議案第６２号 平成２０年度西予市一般会 

          計補正予算（第６号） 

   議案第６３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計補正予算（第２ 

          号） 

   議案第６４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第６５号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６６号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６７号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第６８号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第６９号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第７０号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第７１号 平成２１年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第７２号 平成２１年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第７３号 平成２１年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第７４号 平成２１年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 
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   議案第７５号 平成２１年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第７６号 平成２１年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第７７号 平成２１年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第７８号 平成２１年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第７９号 平成２１年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第８０号 平成２１年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第８１号 平成２１年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第８２号 平成２１年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第８３号 平成２１年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第８４号 平成２１年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

 

  開会 午前１０時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は２４名でありま

す。これより平成２１年第１回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 平成２１年第１回西予市議会定例会の開会に当

たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 日増しに春らしくなってまいりましたきょうこ

のごろでございますが、議員の皆様におかれまし

ては、年度末を控え、公私とも大変多忙のところ

本定例会にご出席を賜り厚くお礼を申し上げま

す。 

 さて、季節そのものは冬の厳しさも幾分和らぎ

春めいてまいりましたが、現実の社会経済情勢は

暗く寒い冬空のままで、一向に暖かく明るい兆し

が見えない状況が続いており、一刻も早くこのよ

うな不況から脱却できることを切に願っていると

ころでございます。 

 こういった厳しい社会経済情勢の中で、西予市

にとっては、今どの分野においてどのような形で

政策展開を進めれば、市民の皆様に少しでも安心

して暮らしていただけるようになるのか、慎重に

検討をしているところであります。この方向づけ

のいかんによっては、そのすべてに影響が出かね

ないだけに、大きな課題を突きつけられているの

が現状であります。 

 このような大きな課題を早期に対応するよう

に、議会と行政がともに地域活性化と雇用創出の

推進に全身全霊を傾注しながら最善の道を選択し

なければならないとこのように思っている次第で

ございます。何とぞご理解とご尽力を賜りますよ

うお願い申し上げますとともに、これからの具体

的な政策につきましては、後ほど所信表明並びに

平成２１年度当初予算説明の中で詳しく述べさせ

ていただきたいと存じます。 

 ３月定例会は、西予市の平成２１年度施策の指

針となるべく当初予算を審議いただく最も重要な

会議でございます。３月１８日までの１５日間と

いう長丁場と三寒四温のこの時期でございますの

で、議員の皆様におかれましては、健康には十分

ご留意をされた上で、活発なご議論を交わせてい

ただきたいと思っております。 

 また現在、新聞紙上等で盛んに取り上げられて

おります定額給付金や子育て応援特別手当につき

ましては、関連法案成立後、速やかに給付の諸手

続に入りたいと考えており、その関連法案につい

ては、本定例会会期中におきましては、国会の動

向と連動をして対応してまいりたいと存じますの

で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本定例会におきましては、議員の皆様か

らの一般質問をお受けするとともに、先ほど申し

上げましたように、私の平成２１年度の市政に対

する所信の一端を申し上げるほか、条例制定３

件、改正１８件、廃止２件、指定管理者の指定２

４件、その他５件、平成２０年度補正予算９件、

平成２１年度当初予算１４件の合計７５案件につ

きましてご審議をお願い申し上げるものでござい

ます。諸議案の提案理由につきましては、上程の

際にご説明いたしますので、何とぞ慎重にご審議

をいただき、それぞれ決定を賜りますようお願い

申し上げ、簡単でございますが、招集のごあいさ

つとさせていただきます。皆さんよろしくお願い

いたします。 
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○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

及び監査委員から提出されました例月出納検査報

告書は、お手元に配付のとおりであります。お目

通しを願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に１３番森川一義君、１

４番藤井朝廣君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月１８日までの１５

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本日か

ら３月１８日までの１５日間と決定いたしまし

た。 

  （日程３） 

○議長 日程第３、議案第１０号「西予市介護従

事者処遇改善臨時特例基金条例制定について」か

ら議案第８４号「平成２１年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計予算」についてまでの７５件

を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 議案第１０号「西予市介護

従事者処遇改善臨時特別基金条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 国の緊急特別対策の一つとして介護従事者の処

遇改善を図ることを目的に、平成２１年度から平

成２３年度における第４期介護保険事業計画期間

中に見込んだ介護従事者への報酬増額に伴う保険

料の影響額について、平成２１年度は全額、平成

２２年度は半額が交付される特別対策が実施され

ます。 

 また、この特別対策では、この措置に対する被

保険者への周知等の経費も交付対象とされており

ます。本条例はこれらの経費に係る財源として、

国からの交付金を受け、介護保険料の上昇を抑制

するための基金を創設することに伴い制定するも

のであります。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第１１号「西予市例規

の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 近年、法令等のデータベースシステムの技術革

新が進んでおり、本市におきましても、例規改廃

作業の合理化、効率化を図るため、平成２１年度

から新システムにより、西予市例規の管理を行う

ことといたしております。これにあわせまして、

西予市例規の全面的な精査、見直しを行ったとこ

ろ、政治倫理の確立のための西予市長の資産等の

公開に関する条例など２５条例において、各種法

令等を引用している箇所が、現行の法令条文の番

号及び用字・用語等と不整合となっていることが

判明いたしました。本条例は、そうした関係法令

等の整合を必要とする条例について、一括して所

要の整備を行うものであります。 

 続きまして、議案第１２号「西予市職員の勤務

時間の改定に伴う関係条例の整理に関する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 民間企業の所定労働時間との均衡を図るという

人事院勧告に基づき、平成２０年１２月に一般職

の職員の給与に関する法令等の一部を改正する法

律が可決成立し、これにより国家公務員の勤務時

間が、平成２１年４月１日から週３８時間４５分

に改正されることとなりました。地方公務員につ

いても、国との均衡を図ることとされており、今

回県や県内自治体と同様に本条例を制定するもの

であります。 

 内容は、１日の勤務時間を現状の８時間から７

時間４５分へ、１週間の勤務時間を４０時間から

３８時間４５分へ短縮するもので、これによりま

して、執務時間につきましては、午前８時３０分

から午後５時１５分までに変更するものでありま

す。勤務時間の改定に当たっては、公務能率の一

層の向上に努め、行政サービスを維持するととも

に、行政コストの増加を招かないよう努めてまい

りたいと考えます。 

 続きまして、議案第１３号「西予市非常勤の職
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員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す

る条例について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、障害者自立支援法の施行及び通

勤の範囲の改定等のための地方公務員災害補償法

の一部を改正する法律の施行に伴うもので、労働

者災害補償保険制度との均衡を図るため、非常勤

職員の通勤による災害補償の範囲に、単身赴任者

や複数就業者の通勤形態を合理的な経路として加

えるものであります。実態に即した運用により、

事故等が生じた場合の非常勤の職員及びその遺族

の生活の安定と福祉の向上に寄与するものと考え

ます。 

 次に、議案第１４号「西予市税条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 西予市では、合併以来個人の市民税、固定資産

税におきまして、納期前に一括納付した場合、そ

れぞれに前納報奨金を交付いたしております。前

納報奨金制度の本来の目的は、税収の早期確保に

よる行政運営上の財源の安定化にありましたが、

現在の状況からすると、本制度の意義は希薄化し

ていると思われます。 

 また、特別徴収となる給与所得者の市民税は、

制度の対象にならないこと、担税力に比較的余裕

のある方が利用できる優遇措置であるという公平

性に欠ける点が指摘されております。今回の改正

は、そうした納税制度を取り巻く環境変化及び行

政評価による事務事業見直しの一環として、前納

報奨金制度の廃止を行うものであります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 森教育部長。 

 

○森教育部長 議案第１５号「西予市育英会設置

条例の一部を改正する条例制定について」、議案

第１６号「西予市城川地域育英会設置条例の一部

を改正する条例制定について」、議案第１７号

「西予市三瓶地域育英会設置条例の一部を改正す

る条例制定について」一括して提案理由の説明を

申し上げます。 

 議案第１５号及び議案第１６号は、育英会理事

の変更に伴い、それぞれの条例の一部を改正する

ものであります。 

 西予市育英会及び西予市城川地域育英会では、

育英会役職員に野村高等学校土居分校教頭が含ま

れておりますが、野村高等学校土居分校は、平成

２１年度から教職員の配置がなくなり、平成２１

年度末をもって廃校になることが決定しておりま

す。これに伴い、野村高等学校土居分校教頭を両

育英会理事から除くものであります。 

 議案第１７号は、今回の例規の見直しにより役

職員の規定について、現在の運営状態と一部不整

合がありましたので、所要の整備を行うものであ

ります。 

 続いて、議案第１８号「西予市公民館条例の一

部を改正する条例制定について」、議案第１９号

「西予市青少年補導センター条例の一部を改正す

る条例制定について」関連がございますので、一

括して提案理由の説明を申し上げます。 

 新庁舎建設に伴い、本年７月から西予市中央公

民館建物の取り壊しに入る予定になっておりま

す。これに伴い、新庁舎建設の期間中、西予市中

央公民館を廃止するとともに、宇和公民館事務所

及び青少年補導センターを代替施設である現農協

本所に移転するため所要の整備を行うものでござ

います。 

 次に、議案第２０号「西予市社会体育施設条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

説明を申し上げます。 

 今回の改正は、西予市立魚成小学校改築に伴

い、城川西広場の所在地の地番が変更されたこと

及び城川西体育館が魚成小学校の体育館とされた

ことにより、社会体育施設としての位置づけがな

くなったため所要の整備を行うものであります。 

 以上、６議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 議案第２１号「西予市母子

家庭医療費助成条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、知的障害者と判断された者であ

って、受給要件となる身体障害者に該当する者の

基準について、交付された療養手帳に記載された

障害のランクをあらわす記号によるものとして具

体的に定めるものであります。あわせて、例規の

見直しに伴い、所要の整備を行っております。 
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 続いて、議案第２２号「西予市隣保館条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、本県の最低賃金が昨年１０月に

引き上げられたことに伴い、その最低賃金を基礎

に算定している隣保館館長の報酬額を増額改定す

るものであります。 

 次に、議案第２３号「西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 ６５歳以上の方、いわゆる第１号被保険者の介

護保険料については、介護保険法の規定により３

カ年を１期とする介護保険事業計画期間において

見直しを行うことと定められております。これに

基づき、平成２１年度から２３年度の計画期間中

の保険料について、今後の高齢者人口の推移や介

護保険サービスの利用される方の人数から居宅サ

ービス、施設サービス費用の必要量、また今後実

施する介護予防事業の経費等から本市における介

護サービスに必要な経費を見込み、西予市第４期

高齢者福祉計画並びに介護保険事業計画において

算定することになります。 

 また、この計画期間におきましては、国の緊急

特別対策の一つとして、介護従事者の処遇改善を

目的とする報酬改定が予定されておりますが、そ

の影響額の一部については、議案第１０号でご説

明いたしました介護従事者処遇改善臨時特例基金

によりまして、介護保険料の上昇を抑制すること

といたしております。 

 以上によりまして、第４期計画期間中における

保険料を改定するよう本条例の一部を改正するも

のであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第２４号「西予市使用

料及び手数料条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成１２年に施行された地方分権一括法によ

り、当市におきましても、順次愛媛県から事務の

権限移譲が進められているところですが、このた

び平成２１年度から都市計画法に基づく開発許可

事務の権限移譲を受けることになりました。これ

によりまして、開発行為に係る許可手続を迅速に

処理することができるようになり、住民サービス

の向上が図られるものと考えております。 

 今回の改正は、この開発許可事務の権限移譲に

伴い、審査に係る手数料を定めるものでありま

す。 

 また、あわせまして、例規の見直しに伴い、関

係法令との整合等の所要の整備を行っておりま

す。 

 次に、議案第２５号「西予市中小企業振興資金

融資条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 先の見えない世界的な大不況が続く中、中小企

業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増しており

ます。こうした状況の中で、他の融資制度と比較

すると、かなり有利である本市の融資制度を利用

する中小企業者も増加しており、今まで以上に迅

速な対応が要求されております。現在の本市の制

度では、中小企業振興資金の融資申し込みを受け

た場合、関係金融機関とともに融資先の調査を実

施し、毎月１回定期的に開催する審査委員会で融

資の可否を仮決定いたしております。したがいま

して、申請がなされて仮決定に至るまで、最大１

カ月を要するケースも発生いたしますので、緊急

の場合の即時対応が問題となっておりました。こ

うした問題点を解消するため検討いたしましたと

ころ、申し込みの際、申請内容については、金融

機関と保証協会との間で事前調査がなされてお

り、現在に至るまで当審査委員会において融資の

否決をされた事例がないこと、また平成１９年１

０月からは、責任共有制度が導入され、融資した

企業が倒産した時点で、代位弁済が発生した場合

の市の負担がなくなったこと、さらに、近隣市町

において、この審査委員会を開催しているところ

は非常に少ないことなどから、当市におきまして

も審査委員会を廃止し、現下の厳しい経済情勢の

中におきまして、融資制度の円滑な運用により、

市内中小企業の金融難の緩和と経営の立て直しが

迅速に図られるよう本条例の一部を改正するもの

であります。 

 次に、議案第２６号「西予市あけはまオートキ

ャンプ場条例の一部を改正する条例制定につい

て」、議案第２７号「西予市明浜民宿故郷条例の

一部を改正する条例制定について」、議案第２８

号「西予市明浜塩風呂条例の一部を改正する条例
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制定について」一括して提案理由のご説明を申し

上げます。 

 あけはまシーサイドサンパーク関連施設につき

ましては、市民に健全な保健休養、憩いの場を提

供し、生活福祉の向上と健康の増進を図り、あわ

せて一般行楽客の利用に供することを目的とした

施設であり、平成１８年度から指定管理者制度に

より管理運営を行っているところであります。 

 しかしながら、これら３施設は、原油高騰に端

を発した物価上昇、特にＡ重油、原材料の値上が

りにより、経営状況が一気に悪化しつつあり、経

営方法の改善を必要としています。今回の改正

は、こうした状況を踏まえ、それぞれの施設の安

定経営のため利用料金を改定するとともに、休業

日、営業時間等について、指定管理者による弾力

運用を可能とするよう所要の整備を行うものであ

ります。 

 また、あけはまオートキャンプ場につきまして

は、シーカヤックの艇庫と休憩公園の新設に伴

い、所要の改正を加えるもので、これによりまし

て、集客力のさらなる向上と来訪者や市民への憩

いの場の提供に努めるものであります。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第２９号「西予市簡易

水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 大野ケ原地区は、豊富な農地を有しており、人

口は減少傾向にあるものの、家畜や野菜、農機の

洗浄等で水道の配水量は増加しており、現況の浄

水施設能力１日７０．６立米では、限界状態とな

っていました。このような状況を踏まえ、昨年１

０月には、給水人口を１０２人とし、１日最大給

水量を３９．４立米ふやして１日１１０立米に増

加することにつき、愛媛県知事の認可を受け、現

在水源の安定的な確保や浄水施設の整備、老朽化

した送配水管の整備を中山間総合整備事業により

行っております。今回の改正は、本年度この工事

の完了後、経営変更をし、新たな施設での供用開

始を予定するために所要の整備を行うものであり

ます。 

 次に、議案第３０号「西予市病院事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、野村病院の診療科目の削減に伴

う改正であります。 

 野村病院の婦人科につきましては、平成１９年

３月まで愛媛大学医学部産婦人科医局より週２回

非常勤医師の派遣により診療を行っていました

が、医師不足と患者数の減少により、平成１９年

４月より医師派遣が中止となっていました。婦人

科の診療再開が困難なことと、保健所の指摘もあ

りまして、婦人科の標榜の取り下げをするもので

あります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第３１号「西予市城川

堆肥製造用施設条例を廃止する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 この施設は、平成７年度に城川町下相地区に設

置され、木材の皮などを活用した堆肥原料を加

工、製造してまいりましたが、施設の老朽化が著

しく、修繕経費等の面からも維持管理が困難な状

況となっております。このたび運営の見直しを行

いました結果、本施設を継続運営することは、費

用対効果の面からも妥当性を欠いており、廃止す

ることが適当と判断しましたので、本条例を廃止

するものであります。 

 なお、本施設の一部については、再利用の可能

な機能も残っており、隣接している森林組合製造

所において利用の意向が示されていることから、

それに沿った取り扱いを考えております。 

 続きまして、議案第３２号「西予市野村キャッ

スルランド深山条例を廃止する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 この施設の土地及び建物は、平成９年度に野村

町在住でありました故滝野保昭氏から旧野村町に

寄贈されたもので、旧野村町直営の宿泊及び休養

施設として西予市が引き継ぎ、平成１７年度まで

管理運営を行ってまいりました。平成１８年度か

らは、指定管理者による管理運営を予定しており

ましたが、耐震性や消防設備等に不備があること

が判明し、改修経費の問題もあり、当面の間休業
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扱いにすることといたしました。その後、再開に

向けて協議検討を続けてまいりましたが、施設の

老朽化及び不審者の侵入等の安全管理上の問題も

あり、昨年９月には侵入防止用フェンスを設置

し、本施設は完全閉鎖の状態となっております。

このような状況を踏まえ、本施設の営業再開は将

来的にも実現不可能と判断し、施設を廃止するこ

とに伴い本条例を廃止するものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 議案第３３号「西予市宇和文化会館

の指定管理者の指定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本施設は、市民の芸術文化の向上及び福祉の増

進を図ることを目的に整備された施設であり、現

在財団法人宇和文化会館に管理委託し、運営をい

たしております。今回、この施設の指定管理者の

候補として、非公募により財団法人宇和文化会館

を選定いたしましたので、その指定について議会

の議決を求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、財団法人宇和文化会館の当該

施設におけるこれまでの実績、運営方針等を審査

し、蓄積された運営ノウハウ、経営改善に対する

取り組み等を総合的に勘案し、この施設の管理を

引き続き行わせることが適当と判断したものであ

ります。 

 なお、財団法人宇和文化会館の概要及び施設運

営計画概要につきましては、別添の参考資料をご

参照ください。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 続きまして、生活福祉部所

管の施設についてご説明を申し上げます。 

 まず、議案第３４号「西予市游の里デイサービ

スセンターの指定管理者の指定について」、議案

第３５号「西予市游の里健康センターの指定管理

者の指定について」、議案第３６号「西予市游の

里ふれあい広場の指定管理者の指定について」一

括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 これらの施設は、高齢者福祉の向上並びに市民

の健康と活力の増進を図ることを目的に整備され

た施設であり、現在社会福祉法人西予総合福祉会

に管理委託し、運営しております。今回これらの

施設の指定管理者の候補者として、非公募により

社会福祉法人西予総合福祉会を選定いたしました

ので、その指定について議会の議決を求めるもの

であります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、西予総合福祉会のそれぞれの

施設におけるこれまでの実績、運営方針等を審査

し、蓄積された運営ノウハウ、経営改善に対する

取り組み、地域との連携等を総合的に勘案し、こ

れらの施設の管理を引き続き行わせることが適当

と判断したものであります。 

 続いて、議案第３７号「西予市惣川高齢者生活

福祉センターの指定管理者の指定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 西予市惣川高齢者生活福祉センターは、高齢者

福祉の増進並びに福祉サービスの向上を図ること

を目的に整備された施設であり、現在社会福祉法

人野村町社会福祉協会に管理委託し、運営してお

ります。今回、当施設の施設管理者の候補者とし

て非公募により社会福祉法人野村町社会福祉協会

を選定いたしましたので、その指定について議会

の議決を求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、野村町社会福祉協会のこれま

での実績、運営方針等を審査し、蓄積された運営

ノウハウ、経営改善に対する取り組み、地域との

連携等を総合的に勘案し、当施設の管理を引き続

き行わせることが適当と判断したものでありま

す。 

 なお、各指定管理者候補団体の概要及びそれぞ

れの施設の運営計画概要につきましては、別添の

参考資料をご参照ください。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 それでは、産業建設部が担

当する管理施設に関しましてご説明を申し上げま

す。 

 まず、議案第３８号「西予市明浜ふるさと創生
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館の指定管理者の指定について」、議案第３９号

「西予市あけはまオートキャンプ場の指定管理者

の指定について」、議案第４０号「西予市明浜塩

風呂の指定管理者の指定について」、議案第４１

号「西予市明浜民宿故郷の指定管理者の指定につ

いて」４議案の提案理由を一括してご説明申し上

げます。 

 この４施設は、明浜地域を代表する交流拠点と

して整備され、年間を通じて憩いと地域間交流の

場として多くの市民や来訪者に利用いただいてお

り、健康の維持増進及び地域産業の振興に大きな

役割が期待されている施設であります。今回、４

施設の指定管理者の候補者として、非公募により

あけはまシーサイドサンパーク株式会社を選定い

たしましたので、その指定について議会の議決を

求めるものであります。 

 その理由といたしましては、あけはまシーサイ

ドサンパーク株式会社は、平成１３年度から一貫

して施設の管理運営に当たっており、各施設の設

置目的の達成に関するノウハウが十分に蓄積され

ていること、さらにこれまでの経営改善と営業努

力により、施設運営の効率化が推進されており、

域外観光客等の確保や地域振興及び活性化のため

の取り組みの成果が認められることなどから、こ

れら施設の管理運営を引き続き行わせることが適

当と判断したものであります。 

 続いて、議案第４２号「西予市物産会館の指定

管理者の指定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本施設は、平成１１年度に建設され、以来西予

市産の農林水産物や農山加工品の販売、地域食材

を活用した食の提供等で大きな実績を上げてお

り、西予市を代表する直販施設として、地域の１

次産業及び観光の振興などのためになくてはなら

ない施設となっております。今回、指定期間の終

了に伴い、本施設の指定管理者の候補者として、

非公募により株式会社どんぶり館を選定いたしま

したので、その指定について議会の議決を求める

ものであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来９年

間一貫して運営管理を行ってきており、施設の設

置目的達成に関するノウハウが蓄積されていると

ともに、経営的にも安定した収益が確保されてお

り、年間５０万人にも及ぶ利用者を確保するな

ど、市の玄関口の顔として施設運営実績が認めら

れること、また西予市が今後目指している地域産

品の販売拠点、観光情報の発信拠点としての負託

にこたえ得る人的、物的能力を持った会社である

ことなど、株式会社どんぶり館にこの施設の運営

管理を引き続き行わせることが適当と判断したも

のであります。 

 続いて、議案第４３号「西予市野村農業公園の

指定管理者の指定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 本施設は、平成１０年度から１１年度にかけて

建設されたもので、乳製品の加工販売及び地域食

材の供給等を通じた総合交流ターミナル施設とし

て、また都市との交流、地域農産物の交流及び地

域情報の受発信を行うことにより、地域の活性化

を図る施設であります。今回、本施設の指定管理

者の候補者として、非公募により株式会社野村町

地域振興センターを選定いたしましたので、その

指定について議会の議決を求めるものでありま

す。 

 その理由といたしましては、施設開設以来１１

年間一貫して管理運営を行ってきており、事業推

進に関するノウハウが蓄積されており、これまで

の特産品開発や交流人口の増加を図るためのイベ

ント開催並びに地域ＰＲ活動の取り組みに一定の

成果をもたらしていること、また施設を利用した

乳製品製造及び地域食材の供給事業は、地域ブラ

ンドの育成、地場産業の振興につながるものであ

り、そうした事業展開を着実に推進する能力を持

った会社であること、さらに効率化やコスト低減

の計画的な取り組みを進めていることなども総合

的に評価し、株式会社野村町地域振興センターに

この施設の管理運営を引き続き行わせることが適

当と判断したものであります。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時４４分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

４５分） 

 

○安藤産業建設部長 済みません。先ほどご説明

申し上げました議案第４０号の西予市明浜塩風呂

の指定管理者の指定というところを議案第４１号

の民宿故郷の指定管理者というのが正解でござい

まして、ちょっと読み間違いまして、議案第４０

号が民宿故郷の指定管理者の指定、議案第４１号
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が明浜塩風呂の指定管理者の指定ということでご

訂正願ったらと思います。 

 続きまして、議案第４４号「西予市野村青汁工

場の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本施設は、平成１３年度に建設されたもので、

市内で生産された農産物の処理、加工、出荷の一

貫体制を行うことにより、地域農産物の流通及び

地域情報の受発信を通して農家所得の向上と地域

雇用の創出及び地域活性化を図る施設として位置

づけられている施設であります。今回、本施設の

指定管理者の候補者として、非公募により株式会

社グリーンヒルを選定いたしましたので、その指

定について議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設開設以来７年

間一貫して運営管理を行ってきており、すぐれた

製造ノウハウとともに、順調な販売実績を達成し

ていること、さらに先進的な取り組みとして、Ｈ

ＡＣＣＰの導入により、商品の品質向上と地域農

業振興並びに地域雇用の安定を図っていること、

また今後とも製品の販売を株式会社ファンケル関

連会社が担うことが想定されるため、西予市、東

宇和農協、株式会社ファンケルが合同出資した当

該会社が妥当であることなどから株式会社グリー

ンヒルにこの施設の管理運営を引き続き行わせる

ことが適当と判断したものであります。 

 続いて、議案第４５号「西予市渓筋農林水産物

処理加工施設の指定管理者の指定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成１４年度に建設されたもので、

市内で生産される農林水産物を活用し、特産品の

開発、加工品の試作、研究及び販売活動を行うこ

とにより、地域農産物の流通、販売拡大と農業者

の生産、経営意欲の向上に努め、農林業の振興並

びに農山地域の活性化を目的としている施設であ

ります。今回、本施設の指定管理者の候補者とし

て、非公募により渓筋農産物加工組合を選定いた

しましたので、その指定について議会の議決を求

めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設開設以来６年

間一貫して運営管理を行ってきており、目的達成

に関するノウハウが蓄積されていること、さらに

これまでの経営状況分析によって、効率的、健全

経営及び運営がなされており、地元組織で運営さ

れることにより、地域農業者の生産、経営意欲の

向上を図るための事業の実績が認められることな

どから、渓筋農産物加工組合にこの施設の管理運

営を引き続き行わせることが適当と判断したもの

であります。 

 続きまして、議案第４６号「西予市野村畜産総

合振興センターの指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成５年度から６年度にかけて建設

されたもので、市内畜産農家の生産性向上、経営

体質の強化、担い手の育成確保を図り、合理的な

営農活動の推進を目的としている施設でありま

す。今回、本施設の指定管理者の候補者として、

非公募により、東宇和農業協同組合を選定いたし

たもので、その指定について議会の議決を求める

ものであります。 

 その理由といたしましては、施設開設以来１５

年間一貫して運営管理を行ってきており、目的達

成に関するノウハウが蓄積されていること、さら

にこれまで効率的健全経営運営がなされており、

地元組織で運営されることにより、地域農業者の

生産、経営意欲の向上、経営体質の強化を図るた

めの事業の実績が認められること、また当施設

は、東宇和農協畜産部、愛媛県酪連、西予農業指

導班等の関係機関の総合事務所として活用してお

り、本市の畜産の拠点施設として定着しているこ

と、以上の点により、東宇和農業協同組合にこの

施設の管理運営を引き続き行わせることが適当と

判断したものであります。 

 続いて、議案第４７号「西予市野村飼料混合施

設の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本施設は、平成６年度に野村町畜産総合振興セ

ンター関連施設として建設され、酪農、肉用牛、

養豚等、畜産経営における購入飼料のコスト低減

と高品質畜産物の生産を目指し、共同作業による

効率的な混合飼料の製造と新しい飼料供給システ

ムの構築により経営の安定を図ることを目的とし

ている施設であります。今回、本施設の指定管理

者の候補者として、非公募により農事組合法人野

村町飼料混合施設利用組合を選定いたしましたの

で、その指定について議会の議決を求めるもので

あります。 

 その理由といたしまして、施設開設以来１４年

間運営管理を一貫して行ってきており、目的達成

に関するノウハウが蓄積されていること、さらに
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これまでの経営状況分析によって効率的健全経

営、運営がなされており、地域畜産農家の生産、

経営意欲の向上を図るための実績が認められるこ

となどから、この施設の管理を引き続き行わせる

ことが適当と判断したものであります。 

 続いて、議案第４８号「西予市大野ケ原集落環

境管理施設の指定管理者について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本施設は平成１７年度及び１８年度に整備さ

れ、西予市大野ケ原地区における畜産業の振興と

集落内の環境保全に努めることを目的としている

施設であります。施設については、堆肥舎２棟と

汚水処理施設から成っております。今回、本施設

の指定管理者の候補者として、非公募により大野

ケ原環境施設組合を選定いたしましたので、その

指定について議会の議決を求めるものでありま

す。 

 その理由といたしまして、本施設は、事業計画

の段階から地元組合で施設の管理運営をすること

が前提となっており、施設整備事業完了と同時

に、地元酪農家を主体として当組合が設立され、

施設の管理運営について適切に処理されると見込

まれることから、大野ケ原環境施設組合が非公募

要件である機能、性質等を考慮し、合理的な理由

があると認められる組織であり、この施設の指定

管理者として適当と判断したものであります。 

 続いて、議案第４９号「西予市城川産地形成等

促進施設の指定管理者の指定について」、議案第

５０号「西予市城川食肉加工センターの指定管理

者の指定について」、議案第５１号「西予市城川

特産品センターの指定管理者の指定について」、

議案第５２号「西予市城川農産物加工センターの

指定管理者の指定について」の４議案の提案理由

を一括してご説明申し上げます。 

 議案の４施設は、市内農畜産物の加工販売を行

い、またこれらの施設を通して都市との交流促進

を図ることなど、地域の活性化に寄与するために

設置された施設であります。今回、当該４施設の

指定管理者の候補者として、非公募により株式会

社城川開発公社を選定いたしましたので、その指

定について議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設設置以来一貫

して運営管理を行ってきたことから、施設の経営

に関する十分なノウハウを有しており、さらにこ

れまでの経営戦略や営業努力により、地域の期待

にこたえる売上実績が達成されており、施設設置

目的に沿った適切な運営がなされていることなど

から、これら４施設の管理を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

 続いて、議案第５３号「西予市有料駐車場の指

定管理者の指定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 西予市有料駐車場は、自動車を利用する外来者

の一時的な利便に供し、地域の発展に寄与するこ

とを目的として、宇和町商店街の中に４つの駐車

場を整備したもので、現在宇和町駐車場管理組合

と協定書を締結し、管理運営を行っております。

今回、指定期間の終了に伴い、新たな指定管理者

の候補者といたしまして、審査委員会での協議の

結果、非公募により宇和町駐車場管理組合を選定

いたしましたので、その指定について議会の議決

を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、駐車場の設置目的

である商工及び観光の発展につながる管理運営を

行う経営方針であること、また同組合は、地域の

状況に熟知しているとともに、効率的、効果的な

管理運営がされており、経営状況も安定している

ことなどから、当施設を引き続き管理運営させる

ことが適当と判断したものであります。 

 続いて、議案第５４号「西予市乙亥の里の指定

管理の指定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 本施設は地域の歴史文化の継承を図るととも

に、地域商業活性化に資する施設として整備され

た施設であります。平成１７年４月から旧野村町

商工会、現在の西予市商工会が指定管理者として

管理運営を行っております。今回、指定管理者で

あります西予市商工会が、今後の指定管理者とし

て継続要望の意向がないことから、１月２０日か

ら２月３日までの間、指定管理者の公募を実施い

たしましたところ、野村町商業協同組合の一事業

者から応募があり、審査委員会での審査及び協議

を経て指定管理者の候補者として選定いたしまし

たので、議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、野村町商業協同組

合は、事業者として西予市商工会と密接な関係で

あり、中心市街地活性化計画にも携わっており、

商業活性化の核となる乙亥の里を活用すること

で、商業発展に大いに寄与できると意欲を示して

おります。 
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 また、集客に対しての一層の努力や徹底した人

的教育を実施して、サービスに支障が生じないよ

う最善の努力を図ると申し出ていることから、万

全の態勢が図られると判断したものであります。 

 続いて、議案第５５号「西予市城川ふるさと交

流館の指定管理者の指定について」、議案第５６

号「西予市三滝ロッジの指定管理者の指定につい

て」一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 これらの施設は、平成２年度開設以来、地域間

及び都市と農村の交流の場、健全な保健休養の場

として多くの利用者を受け入れてまいりました。

今回、本施設の指定管理者の候補者として、現在

の管理者である株式会社城川自然ロッジを非公募

により選定いたしましたので、その指定について

議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、これまでの各種企

画ＰＲに努めるなど、前向きな努力がなされてき

たこと、今後の経営方針においても、限られた委

託料ながら地元食材の活用やイベントの開催、ま

た県内外施設との連携を計画するなど、意欲的な

取り組み姿勢が見られること、さらにこれまでの

経営状況分析によると、効率化に努め、施設目的

に沿った前向きな運営がなされており、実績が認

められることなど、これらを総合的に判断し、株

式会社城川自然ロッジにこれら施設の管理を引き

続き行わせることが適当と判断したものでありま

す。 

 以上、１９施設の指定管理者の指定についてご

説明申し上げましたが、それぞれの指定管理者候

補団体の概要及び施設の運営計画概要につきまし

ては、別添の参考資料をご参照いただきたいと存

じます。 

 以上、１９議案よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５７号「市道路線の廃止に

ついて」、議案第５８号「市道路線の認定につい

て」一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回、３路線の廃止と１７路線の認定をお願い

するものであります。 

 まず、市道の廃止ですが、中川地区７５号線

は、一般県道平野坂戸線終点部の重複区間を廃止

するものであります。 

 旧町地区２１６号線は、市街地内道路として機

能していますが、西予市本庁舎の建設工事に伴

い、廃止の後、延長を短縮して再認定するもので

あります。 

 池野々古市線は、池野々地区と東古市地区を結

ぶ生活道路でありますが、農林水産省の交付金事

業で改良を計画しているため廃止するものであり

ます。 

 続いて、市道認定につきましては、旧町地区４

０２号線は、一般県道鳥坂宇和線終点部のルート

変更に伴い、旧道敷区間を認定するものでありま

す。 

 旧町地区４０３号線は、永長地区と若宮地区集

落間の連絡道を認定するものであります。 

 田之筋地区１３６号線から１４６号線の１１路

線につきましては、さくら団地内の造成工事の完

了に伴い、開発道路を認定するものであります。 

 肱川右岸幹線道路は、遊歩道や児童の通学路と

して機能している地域内生活道路を認定するもの

であります。 

 今田池下線は、構造改善事業により開設された

道路でありますが、地域内の重要な生活道路とし

て機能しているため認定するものであります。 

 二及３２号線は、一般国道３７８号バイパス道

路の完成に伴い、旧道敷区間を認定するものであ

ります。 

 なお、本件に係る市道の廃止、認定につきまし

ては、さきの２月１３日に開催いたしました西予

市道路格付専門委員会において承認をいただいて

いるものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第５９号及び議案第６０号「西予市

営土地改良事業の施行について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本案は、平成２１年度に宇和町下松葉、城川町

魚成の２地区において県単独土地改良事業を施行

することに伴い、西予市営土地改良事業施行条例

第５条の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。 

 事業内容につきましては、宇和町下松葉、城川

町魚成の２地区のかんがい排水工事を施行するも

ので、これにより効率的な農業経営を図るもので

あります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時０７分） 
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○議長 再開をいたします。（再開 午前１１時

２３分） 

 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第６１号「辺地に係る

公共的施設総合整備計画の変更について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 本市におきましては、平成２０年度に野村町、

城川町及び明浜町において１６の地区が辺地の指

定を受けており、それぞれ辺地総合整備計画を定

めております。このたび野村町長谷、城川町窪野

の２つの辺地において、平成２１年度に消防施設

及び市道の整備を実施することといたしました。

これに伴いまして、国に変更計画を提出するた

め、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律第３条の規定によ

り、議会の議決をお願いするものであります。よ

ろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願

い申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 議案第６２号「平成２０年度西予市

一般会計補正予算（第６号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、物件費等の事業費

確定による増減額と工事請負費の入札減少金、事

業の不採択による減額などが主なものでありま

す。 

 このほか、国民健康保険特別会計事業勘定繰出

金、介護保険事業勘定繰出金、宇和福祉の里事業

補助金、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金

及び高山診療所勘定ほか５診療所勘定への繰出金

を計上しております。 

 また、国の第２次補正予算による緊急雇用創出

事業で２人を１カ月雇用する経費、私立幼稚園就

園奨励補助金、さらに災害対策基金及び明浜出身

の方からいただいたふるさと納税に係る寄附金の

一部を明浜町地域ふるさと基金へ積み立てる経費

を計上しております。 

 歳入につきましては、決定額及び決定見込み額

を計上しておりますが、寄附金につきましては、

ふるさと納税寄附金１，０８８万円を計上してお

ります。これは平成２０年度から始まった制度で

ございますが、現在までに１５名の方からご寄附

をいただきました。寄附申し込み際に、その使途

についてお伺いしましたところ、１５名の方のう

ち４名の方からご希望がありましたので、その希

望を尊重して使わせていただきました。中でも明

浜町出身の方からのご寄附１，０００万円につき

ましては、ご希望に沿い、明浜小・中学校の図書

購入費とかっぱ祭り事業に使わせていただきまし

た。その残りにつきましては、先ほど説明いたし

ましたとおり、明浜町地域ふるさと基金に積み立

てておりますが、平成２１年度以降、この意向に

沿って使わせていただきたいと思っております。 

 また、使途の指定がなかったご寄附につきまし

ては、誇れる地域づくり事業等に充当させていた

だきました。 

 なお、ご寄附いただいた方々には、個別にこれ

らを報告するとともに、これからも温かいおつき

合いをお願いしたいと考えております。 

 以上によりまして、本予算の補正額は、歳入歳

出予算からそれぞれ５億６，７６０万２，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を２５２億３，

０８０万１，０００円と定めるものであります。 

 また、庁舎建設事業と大野ケ原小学校改築事業

におきまして、継続費の補正を行っております。 

 庁舎建設事業につきましては、庁舎建設に係る

設計工事監理委託料を平成１９年度から平成２２

年度までの４年間で継続費の設定をしておりまし

たが、庁舎の本体工事が平成２３年度まで延長し

たことにより、継続費につきましても１年間延長

したものでございます。 

 大野ケ原小学校改築事業につきましては、工事

が完了したことによる継続費の額の変更でござい

ます。 

 また、例規集データベースシステム導入事業の

債務負担行為補正を行っておりますが、これは新

システムの初期導入に要する構築費用について

１，２００万円の設定を行っておりましたが、入

札の結果、現行データを有する現在の業者が落札

したため経費が発生せず、システム使用料も大幅

な減額となったため減額補正を行ったものでござ

います。 

 以上、ご説明してまいりましたが、詳細につき

ましては、担当課長に説明させますので、よろし

くご審議を賜り、ご決定をいただきますようお願

い申し上げます。 
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○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 それでは、予算書に沿って補足

説明をさせていただきます。 

 今回の補正予算は、事業費の確定による調整が

主なものであります。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 ２８ページをお開き願います。 

 ９目電算管理費マイナス３，６０５万６，００

０円でありますが、これは住基や税等の総合行政

システムの新規導入磁気の変更及び西予市の公共

ネットワークの業務系と情報系システムの統合に

おいてセキュリティー対策を前もって講じる必要

が生じたことによる統合磁気の変更により減額す

るものであります。 

 次に、２９ページでございますが、１２目情報

推進事業費マイナス１億９，３８１万４，０００

円でありますが、これはケーブルテレビ事業の総

務省所管事業の確定による減額であります。 

 ３１ページをお開き願います。 

 ２目１３節固定資産事務委託料１０１万５，０

００円でありますが、これは固定資産の税制改正

のための電算システム変更委託料であります。 

 ３４ページをお開き願います。 

 １目１５節工事請負費マイナス１，３２１万

４，０００円でありますが、この主なものは、当

初手都合集会所新築工事を自治総合センター助成

事業として申請しておりましたが、不採択になり

ましたので減額しております。 

 なお、当集会所建築につきましては、誇れる地

域づくり事業で実施をしております。 

 ３７ページをお開き願います。 

 地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金７

５０万円でありますが、これは宇和福祉の里のあ

んしんの家建築に対する国からの補助でありま

す。 

 また、同じく宇和福祉の里事業補助金３７５万

円につきましては、同建築に対して市から補助を

するものであります。 

 ３９ページをお開き願います。 

 ２８節繰出金３５９万９，０００円であります

が、これは償還金の未納に対する住宅新築資金等

貸付事業特別会計への繰出金であります。 

 次に、３９ページでございますが、２目１９節

民間保育所運営費負担金マイナス８９５万７，０

００円でありますが、これは西予総合福祉会の保

育園と三瓶ひまわり保育園の運営に対する負担金

でありますが、保育入所児の減及び人事院の人件

費に対する増額勧告がなかったことにより負担金

を減額するものであります。 

 ４７ページをお開き願います。 

 ３目緊急雇用創出事業費３１万７，０００円で

ありますが、これは国の第２次補正予算による事

業であります。市内の自然公園や名所旧跡など、

通常の管理が困難な箇所の手入れ、清掃を行うと

ともに、各地区で実施されております交流イベン

トの準備作業等を実施するため、作業員２名を１

カ月間雇用するものであります。 

 ５０ページをお開き願います。 

 ９目１８節機械器具費２４１万５，０００円で

ありますが、これは明浜ふるさと創生館のフォー

クリフトの老朽化による買いかえに係る経費であ

ります。 

 ５４ページをお開き願います。 

 ５目１３節施設設備管理委託料２６０万円であ

りますが、これは乙亥の里管理に対する経費であ

ります。 

 ５７ページをお開き願います。 

 ３目道路新設改良費マイナス１，６４５万３，

０００円でありますが、これは事業費の確定によ

るものであります。 

 なお、各事業内事業間での経費の組み替えも行

っております。 

 ６３ページをお開き願います。 

 ６目１９節私立幼稚園就園奨励費補助金１６０

万円でありますが、これは園児の増によるもので

あります。 

 ６４ページをお開き願います。 

 １目１１節修繕料１４２万３，０００円であり

ますが、これは蔵貫小、俵津小、高川小、二木生

小、田之浜小における修繕料であります。 

 ７３ページをお開き願います。 

 １目２５節積立金６，００４万円であります

が、これは主に基金利子の積み立てを計上してお

りますが、そのうち明浜町地域ふるさと基金事業

につきましては、積立金７０１万４，０００円の

うち６９９万７，０００円につきましては、ふる

さと納税寄附金を充てております。 

 また、災害対策基金事業につきましては、新た
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に５，０００万円を積み立てております。 

 さらに、城川地域育英資金貸付基金事業につき

ましては、寄附金１００万円を充てております。 

 次に、歳入でありますが、１１ページをお開き

願います。 

 １項市民税につきましては、個人所得の低迷に

より減額修正をしております。 

 ２項固定資産税につきましては、実績により増

額修正をしております。 

 １２ページをお開き願います。 

 ９款１目１節普通交付税７億６，１１７万５，

０００円でありますが、これは普通交付税の確定

によるものであります。 

 なお、平成２０年度の交付決定額は、１０６億

６，６２２万５，０００円となりました。 

 １６ページをお開き願います。 

 ７目１節学校建設費国庫補助金１，３９２万

９，０００円でありますが、これは大野ケ原小学

校改築に係る補助金であります。 

 ２１ページをお開き願います。 

 １目１節財政調整基金に８億７，０１８万円、

１２目１節減債基金に２億円を繰り戻しておりま

す。 

 ２５ページをお開き願います。 

 １目１節情報基盤整備事業マイナス１億９２０

万円でありますが、これはケーブルテレビ事業の

総務省所管事業の確定による起債の減額でありま

す。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 議案第６３号「平成２０年

度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の精査によるもので、歳

入歳出それぞれ１３０万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を１，８２９万５，０００円とするもの

であります。 

 歳出につきましては、施設授産場費の臨時雇用

賃金を１３０万円減額いたしております。 

 歳入では、事業収入１５万３，０００円を増額

し、一般会計繰入金を１５１万８，０００円減額

し、雑入を６万５，０００円増額いたしておりま

す。 

 以上で本補正予算（第２号）の説明を終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第６４号「平成２０年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入歳出総額は変わらず、貸付

金返済の滞納による歳入財源の内訳を変更処理す

るものであります。 

 歳入におきましては、償還金の貸付元利収入３

５９万８，０００円、県補助金１，０００円を減

額し、一般会計繰入金３５９万９，０００円を増

額いたしております。 

 以上で本補正予算（第２号）の説明を終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第６５号「平成２０年度西予

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、事業勘定予算からご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳出では、各項目実績見込みに

伴う不用額の減額、共同事業拠出金確定に伴う調

整、基金積立金の増額、直営診療所繰出金の増

額、歳入では、実績見込みによる国民健康保険税

繰入金の調整及び国庫、県支出金、前期高齢者交

付金並びに共同事業交付金の確定に伴う調整が主

なものであります。 

 ４ページの歳出では、総務費を２３６万５，０

００円、保険給付費を７，０００万円それぞれ減

額し、共同事業拠出金を２，９７９万４，０００

円増額、保健事業費を１，２１３万円減額、基金

積立金を３１万７，０００円、諸支出金を１４３

万１，０００円それぞれ増額いたしました。 

 ３ページの歳入では、国民健康保険税を２，４

１５万２，０００円減額、国庫支出金を１億１，

９２８万９，０００円増額、県支出金を６２万

８，０００円減額、前期高齢者交付金を２億４，

０９５万円減額、共同事業交付金を１，２４１万

２，０００円、財産収入を３１万７，０００円、

繰入金を８，０７５万９，０００円それぞれ増額

いたしました。 

 これによりまして議決いただいております歳入

歳出予算からそれぞれ５，２９５万３，０００円

を減額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を５

８億７，６５３万５，０００円と定めるものであ

ります。 
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 次に、診療施設勘定予算についてですが、今回

の補正の主な内容は、歳出では、総務費と医業費

の精査による調整、歳入では、外来収入の精査に

よる減額とそれに伴う一般会計繰入金、事業勘定

繰入金の増額であります。 

 それでは、診療所別にご説明をいたします。 

 １８ページですが、俵津診療所の歳出では、総

務費を７７万６，０００円増額、医業費を７４５

万円減額、諸支出金を５万５，０００円増額いた

しました。 

 １７ページの歳入では、診療収入を１，８７２

万１，０００円減額、繰入金を１，２０７万円増

額、諸収入を３万２，０００円増額し、歳入歳出

予算の総額を７，７６２万６，０００円といたし

ました。 

 次に、２６ページですが、狩江診療所の歳出で

は、総務費を２万円、医業費を２９０万円増額い

たしました。 

 ２５ページの歳入では、診療収入を６１万２，

０００円、使用料及び手数料を１万７，０００円

減額し、繰入金を３５４万８，０００円、諸収入

を１，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を

６，７８６万５，０００円といたしました。 

 次に、３４ページ、高山診療所の歳出では、総

務費を２万円減額、医業費を１６３万４，０００

円増額いたしました。 

 ３３ページの歳入では、診療収入を１６６万

８，０００円、使用料及び手数料を１０万４，０

００円減額、繰入金を３１６万２，０００円、諸

収入を２２万４，０００円増額し、歳入歳出予算

の総額を７，８９５万２，０００円といたしまし

た。 

 次に、４２ページ、田之浜診療所の歳出では、

総務費を１０万円減額、医業費を２０万円増額い

たしました。 

 ４１ページの歳入では、診療収入を９万２，０

００円増額、使用料及び手数料を５万２，０００

円、繰入金を５万１，０００円減額、諸収入を１

１万１，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を

１，９９２万１，０００円といたしました。 

 次に、５０ページ、惣川診療所の歳出では、総

務費を２万５，０００円減額、医業費を３万９，

０００円増額いたしました。 

 ４９ページの歳入では、診療収入を６５万８，

０００円減額、繰入金を６７万２，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を９１１万１，０００円

といたしました。 

 次に、５６ページ、土居診療所の歳出では、医

業費を４６４万１，０００円増額いたしました。 

 ５５ページの歳入では、繰入金で他会計繰入金

を２５８万５，０００円、事業勘定繰入金を２０

５万６，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を

１億２，９２７万２，０００円といたしました。 

 次に、６２ページ、遊子川出張診療所の歳出で

は、総務費を１４万円増額いたしました。 

 ６１ページの歳入では、繰入金を１４万円増額

し、歳入歳出予算の総額を４５３万２，０００円

といたしました。 

 次に、６８ページ、二及診療所の歳出では、総

務費を２９万６，０００円、医業費を２３５万

７，０００円、基金積立金を１７８万円それぞれ

増額いたしました。 

 ６７ページの歳入では、診療収入を４２３万

６，０００円、諸収入を１９万７，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を５，５８５万７，００

０円といたしました。 

 次に、７６ページ、周木診療所の歳出では、総

務費を８万４，０００円減額、医業費を１２７万

１，０００円増額、基金積立金を１５０万９，０

００円、予備費を１３１万７，０００円減額いた

しました。 

 ７５ページの歳入では、診療収入を２０２万

３，０００円、財産収入を１，０００円減額、諸

収入を３８万５，０００円増額し、歳入歳出予算

の総額を４，７７０万５，０００円といたしまし

た。 

 以上で本補正予算（第４号）の説明を終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第６６号「平成２０年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、総務費において不用

額の見込まれるものの、減額補正と後期高齢者医

療広域連合納付金においては、政府による被保険

者の負担の見直し等により保険料が減額となった

ための保険料負担金の減額補正で、歳入歳出それ

ぞれ８，８０９万９，０００円を減額し、歳入歳

出の総額を５億６，８４６万１，０００円と定め

るものであります。 

 歳出につきましては、総務費を１２６万３，０
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００円減額いたしました。内訳は、総務管理費が

６３万円、徴収費が６３万３，０００円の減額と

なります。 

 次に、後期高齢者医療広域連合納付金を８，６

８３万６，０００円減額いたしました。 

 歳入につきましては、保険料徴収見込み額の減

少により、後期高齢者医療保険料を８，６８３万

６，０００円減額し、不用額等の調整により一般

会計繰入金を１７６万３，０００円を減額し、諸

収入として広域連合より交付される高齢者医療制

度特別対策補助金５０万円を増額いたしました。 

 以上で本補正予算（第４号）の説明を終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第６７号「平成２０年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、年度末精査に当た

り、歳入歳出とも調整を行うものとサービス施設

勘定については、３月末で各事業所廃止に伴う打

ち切り決算に当たり精査を行うものであります。 

 それでは、予算の説明を申し上げます。 

 本予算の事業勘定では、歳入歳出それぞれ４，

０４４万９，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を４５億６，３９７万１，０００円にいたし

ました。内訳といたしまして、歳出では、総務費

で介護保険報酬改定に伴うシステム改修経費等を

６０５万２，０００円、賦課徴収費４万２，００

０円を減額し、介護認定審査会費４万１，０００

円を増額いたしました。 

 次に、保険給付費では、要介護、要支援の対象

者の増減による支出科目内で調整を行い、保険給

付費全体で２，３３１万円増額いたしました。 

 次に、地域支援事業費では、介護予防事業費と

包括的支援事業費、任意事業費の精査として８８

４万２，０００円減額いたしました。 

 次に、基金積立金では、本年度からの介護従事

者の処遇改善に伴い、保険料の影響額を軽減する

国からの交付金として介護従事者処遇改善臨時特

例基金積立金３，１８１万円の計上並びに介護給

付費準備基金の利子分２２万４，０００円を上積

みすることにより基金積立金全体で３，２０３万

４，０００円増額いたしました。 

 歳入では、保険料を１，６７１万２，０００円

減額し、各事業費に応じた負担金や交付金等を見

込んで分担金及び負担金を２２２万５，０００円

減額、国庫支出金では、介護従事者処遇改善臨時

特例交付金を含め３，２４６万１，０００円増

額、県支出金では７２６万４，０００円減額、支

払基金交付金を１０６万９，０００円減額、介護

給付費準備基金利子分として財産収入を２２万

４，０００円増額、繰入金で一般会計繰入金を４

８７万円減額し、財源不足を補うため介護給付費

準備基金から３，９９０万４，０００円繰り入れ

ることにいたしました。 

 次に、サービス施設勘定予算についてでありま

すが、明浜特別養護老人ホーム勘定では、歳入歳

出それぞれ７２９万１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を３億４，７４４万６，０００円

にいたしました。本勘定では、今年度末の事業所

譲渡を予定しており、打ち切り決算による補正を

行ったものです。内訳としましては、歳出では、

不用額の調整により総務費で４０４万２，０００

円減額し、サービス事業費は賄い材料費、利用者

への処遇費を２９８万１，０００円減額いたしま

した。また、運営基金利子として基金積立金２３

万２，０００円を増額し、諸支出金として明浜デ

イサービス特別会計繰出金５０万円を減額いたし

ました。 

 歳入につきましては、打ち切り決算に伴う２カ

月分のサービス収入５，３７７万７，０００円を

減額し、財産収入として基金利子収入を２３万

２，０００円増額、財源不足を補うための基金繰

入金を４，６５７万７，０００円増額し、諸収入

に３２万３，０００円を減額いたしました。 

 次に、明浜デイサービス勘定では、歳入歳出そ

れぞれ６６３万５，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を２，９３３万２，０００円といたし

ました。内訳といたしまして、明浜特別養護老人

ホーム勘定と同様に打ち切り決算に伴うもので、

歳出では、総務費で主に燃料費、光熱水費７０万

６，０００円、サービス事業費として主に賄い材

料費を２３万３，０００円、予備費を５６９万

６，０００円減額いたしました。 

 歳入につきましては、サービス収入４０４万

９，０００円、繰入金５０万円を減額し、高齢者

福祉事業である生きがいデイサービスの利用者が

当初見込みより少なかったため諸収入２０８万

６，０００円を減額いたしました。 

 次に、城川居宅介護支援勘定では、歳入歳出そ

れぞれ１８９万７，０００円を減額し、歳入歳出
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予算の総額を２，０１５万４，０００円にいたし

ました。内訳としましては、歳出では、総務費は

主に人件費の不用額の調整で１５７万８，０００

円、サービス事業費３１万８，０００円、予備費

１，０００円を減額いたしました。 

 歳入につきましては、本事業の廃止に伴う利用

者の移行によりサービス収入５９４万７，０００

円を減額し、繰入金４０５万円を増額いたしまし

た。サービス施設勘定の未収・未払いについて

は、一般会計へ引き継ぎ精査を行うこととし、一

般会計当初予算に予算計上しております。 

 以上で本補正予算（第４号）の説明を終わりま

す。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後０

時０１分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後１時１

３分） 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第６８号「平成２０年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、事業費の確定に伴うもので、歳

入歳出それぞれ５５３万２，０００円減額し、歳

入歳出予算を６億８，８５６万６，０００円と定

めるものであります。 

 歳出につきましては、施設管理費におきまし

て、中川農業集落排水施設維持管理事業に係る工

事費１９８万３，０００円を減額し、施設整備に

おきまして、明間合併浄化槽施設整備事業に係る

工事費３５４万９，０００円を減額しておりま

す。 

 歳入につきましては、消費税還付金等の雑入８

０５万７，０００円を増額し、新規加入に伴う分

担金及び負担金３３６万４，０００円、浄化槽市

町村整備推進事業国庫補助金８５万７，０００

円、浄化槽市町村整備推進事業県補助金２３万

１，０００円、一般会計繰入金７１３万７，００

０円、浄化槽市町村整備推進債２００万円を減額

いたしております。 

 また、今回の補正では、地方債の限度額の減額

に伴います地方債補正を行っております。 

 以上で本補正予算（第４号）の説明を終わりま

す。 

 続きまして、議案第６９号「平成２０年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり、

不用額等の調整を行うもので、歳入歳出予算から

それぞれ２，５８９万３，０００円減額し、歳入

歳出予算を８億５，０２４万１，０００円と定め

るものであります。 

 歳出につきましては、事業費を精査した結果、

不用額を減額するもので、施設管理費で８３８万

４，０００円、施設整備費の事業推進費で７万

５，０００円、施設整備費で１，４０９万４，０

００円、公債費で３３４万円それぞれ減額するも

のであります。 

 歳入といたしましては、分担金１，６６０万

円、繰入金１，４４５万５，０００円、公債費

１，０００万円の減額と事業収入２６２万７，０

００円、消費税還付金等の雑入で１，２５３万

５，０００円を増額しております。 

 以上で本補正予算（第４号）の説明を終わりま

す。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 議案第７０号「平成２０年

度西予市上水道事業会計補正予算（第４号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、国道３７８号線改良

工事における三瓶上水道事業の県工事に伴います

配水管移設に係る補償金及び工事請負費を調整す

るもののほか、経常経費の実績見込みによる減額

であります。 

 まず、収益的収入及び支出の補正についてご説

明いたします。 

 今回の補正は、支出のみの補正となっており、

宇和上水道及び野村上水道の修繕費、動力費の不

用額及び予備費を９７２万４，０００円減額計上

いたしております。これによりまして収益的支出

の総額は６億３，５８４万４，０００円となりま

した。 
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 次に、資本的収入及び支出の補正であります

が、支出におきましては、工事請負費を１，３５

０万円減額いたしております。これは予定してお

りました朝立地区国道３７８号線の配水管移設工

事を県工事の進捗状況に合わせて行う必要がある

ためであります。 

 収入におきましては、工事負担金９４６万５，

０００円を減額いたしております。これは先ほど

申し上げました三瓶地区の上水道改良事業による

ものであります。 

 以上によりまして、資本的収入の総額は３億

６，１６７万４，０００円、資本的支出の総額は

６億３，９８０万５，０００円となりました。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額を補てんする財源につきましては、第３条

括弧書きのとおり改めております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 議案第７１号、平成２１年度予算及

び諸議案の審議をお願いするに当たり、今年度の

市政運営の所信並びに予算編成の概要を申し上げ

ます。 

 振り返りますと、平成２０年は振幅の激しい年

でありました。北京オリンピックは４年に１度の

スポーツの祭典にふさわしく、すばらしい感動を

世界に発信してくれました。 

 一方、世界経済はグローバル化と市場の暴走に

より、瞬時に金融危機へと突き進む恐ろしさを目

の当たりにしました。 

 また、生命の源である食が、生産と流通の過程

にむしばまれていることに衝撃を受けた年であり

ました。 

 さらに、集中豪雨や猛暑で地球温暖化が身近に

迫りつつあることを感じさせられた年でもありま

した。 

 合併という大事業をなし遂げて６年目を迎えよ

うとしておりますが、三位一体の改革という町に

とって逆風の中、私はこれまでの合併の最大のメ

リットを生かし、合併に当たって策定されました

建設計画に沿い、緊急性、効率性の高い事業を展

開してまいりました。結果、健全財政を堅持しな

がら全国都市財政ランキングの投資的経費率部門

では、愛媛県下１１市中、平成１７年度１位、平

成１８年度２位、平成１９年度１位、四国内にお

きましても、３８市中それぞれ３位、２位、２位

を占めております。このことは、旧町時代にはで

きなかった事業が実施でき、またこれらの公共事

業を施行することにより、他市以上に地域の活性

化にも貢献できたというあかしではないかと思っ

ております。 

 しかしながら、自主財源の脆弱な西予市が、こ

の先もこのような状態を続けることは不可能であ

ります。国、県にももっと頑張ってもらわなくて

はならないと思っておりますが、国・県の財政状

況を考えますと、西予市独自の経済基盤の構築が

急務と感じております。西予市は少子・高齢化の

急速な進展や景気減速による地方疲弊の波に飲ま

れつつあります。 

 しかし、今世界が直面している資源や食糧、環

境分野の問題は、バラエティーに富んだ地形や気

候を持つ西予市にとっては、意外と対応できる分

野かもしれません。第１次産業は、斜陽産業、構

造的不況業種と言われて久しいのですが、アメリ

カ合衆国のオバマ大統領が掲げましたグリーン・

ニューディール政策が省エネルギーと環境に重点

を置いた新たな経済施策であることからもうかが

い知ることができるように、食の安全と二酸化炭

素の排出権、農山・漁村景観が唱えられる時代背

景こそ第１次産業にとってビッグチャンスの到来

させる機会となることを予感せます。 

 さて、平成２１年度は、かねてから進めており

ます新庁舎建設に着手する運びとなりますし、Ｃ

ＡＴＶ整備では、一部地域が運用開始となり、情

報化社会へ一歩前進いたします。また、将来に備

えて地球温暖化や環境保全の取り組みも具体化す

るためにバイオマスタウン構想を進めていく考え

でございます。 

 限界集落対策では、何といいましても、地域に

人が住み続ける仕組みづくり、そのために第１次

産業で現金収入が得る仕組みづくりが重要である

と考えております。今後市民の皆様や職員の方々

からさまざまなアイデアを出していただき、それ

らを政策へと転換してまいりたいと考えておりま

す。その上で集落機能の維持が困難な地域に対し

まして、地域で抱える諸問題への直接的な対応を

図る集落支援員設置事業に取り組むとともに、地

域活性化臨時交付金を活用した地域づくりプログ
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ラムを実施し、地域がみずから考え、みずから行

動する地域づくりの計画の策定を支援し、地域み

ずからが本当に必要とする活性化策をみずからの

手で実行できるよう具体的な取り組みを進めてま

いります。 

 また、病院対策では、医師不足の問題はなかな

か一朝一夕に解決できるものではありませんが、

国において、地域医療再構築のための対策が講じ

られつつあり、地方からも現状の打開に向けて一

層強く国に要望しなければならないと感じており

ます。そうした中、昨日本市の病院改革プランに

ついて諮問いたしておりました西予市市立病院の

あり方に関する検討委員会から西予市市立病院の

あり方に関する検討結果について答申があったと

ころでございます。今後はこの答申を踏まえて、

病院経営の効率化、宇和病院、野村病院の機能分

担、新病院建設に関する検討を行い、地域医療機

能の維持向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 このほかにも学校再編、耐震化対策、し尿処理

場建設対策等、マニフェスト２００８に掲げまし

た６つの西予市づくりと２８の政策提言実現のた

め計画的に着実に取り組んでまいりたいと存じま

す。 

 また、先の見えない長引く不況の中で、失業者

対策、雇用の創出は、喫緊の課題となっており、

平成２１年度におきましては、国の緊急雇用創出

事業等による各種用務での臨時職員の雇用も予定

いたしております。 

 しかしながら、そうした直接雇用だけでは地域

全体にわたる景気浮揚策としての効果は希薄であ

り、本市におきましては、非常に厳しい財政状況

の中でありますが、国の交付税算定項目に地域雇

用創出に関する事項が創設されたことを受け、こ

れを積極的に活用することといたしました。これ

によりまして、特に現下の厳しい不況の影響を受

けている産業分野に対し、公共事業の前倒し等の

積極的な展開や受注機会の増加あるいは経営の安

定化に結びつく各種補助金制度の拡充など、さま

ざまな経済対策を実施し、現在の厳しい状況を乗

り切り、また経営立て直しのきっかけとしていた

だきたいと考えております。 

 政府は、地方分権改革推進委員会で国と地方の

あり方を検討しており、大胆な改革が打ち出され

ることが想定されます。地方分権を受けて立つに

は、地域の問題や課題を解決できる能力を高めな

くてはなりません。変革の波は西予市にとっては

高いハードルになりましょうが、その先に誇れ

る、愛着の持てる西予市が形づくられることを希

求し、求めなくてはなりません。アメリカ合衆国

のオバマ大統領は、イエス・ウィ・キャン、そう

私たちはできると国民に呼びかけました。私たち

の西予市もそうありたいと願っております。 

 以上、西予市の６年目を迎えるに当たり、私の

所信を述べさせていただきました。 

 それでは次に、平成２１年度予算案の概要につ

いてご説明いたします。 

 平成２１年度の予算は、合併６年目を迎え、歳

出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算であ

ることを踏まえ、持続可能な財政構造を構築する

ことを基本に据えた上で、特にことしは生活防衛

のための緊急対策を掲げ、次の３つの基本的な考

えのもとで予算編成をいたしております。 

 その１点目として、厳しい財政状況に対応する

ための改革へ踏み込んでいく予算、２点目とし

て、西予市総合計画を着実に推進する予算、３点

目として、地域経済状況、雇用状況に迅速、的確

に対応する予算、この３つの方針のもとで平成２

１年度各会計は、一般会計で２４６億３，３００

万円、特別会計で１３７億８，１６９万２，００

０円、公営企業会計で４７億２，５３７万４，０

００円、全会計では４３１億４，００６万６，０

００円となり、一般会計では、前年度比６％の増

で１３億９，９００万円の増額となっておりま

す。 

 以上、一般会計予算案の新規事業と主な事業に

ついて、款項の区分を基準とした目的別分類でご

説明をいたします。 

 初めに、議会費でございますが、議会活動を広

く市民に周知するための議会だよりの経費や各常

任委員会の研修費を計上しております。総額で１

億９，０７８万４，０００円としております。 

 次に、総務費でございますが、冒頭で申し上げ

ましたとおり、ＣＡＴＶ事業と庁舎建設事業に係

る経費を計上させていただいております。 

 ＣＡＴＶ事業につきましては、平成２０年度か

ら宇和地区と野村地区の中心部の本体工事に着手

しておりますが、本年度は宇和地区の残りの地区

と野村地区の惣川、大野ケ原地区を除く残りの地

区、明浜地区について工事を実施いたします。 
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 庁舎建築事業につきましては、本年度は７月に

中央公民館の解体工事に取りかかり、１０月から

本体工事に着手し、平成２３年４月完成を目指し

ております。また、そのための継続費の設定をし

ております。 

 コミュニティーでは、平成２０年度の地域活性

化・生活対策臨時交付金による基金を財源とし

て、拠点となる集会施設６カ所の整備事業費を計

上しております。 

 また、集会所等の改修費や地域の伝統行事の保

存・継承、組織の育成を図るとともに、学び、交

流する場の充実を進めるため、コミュニティー助

成事業費、誇れる地域づくり事業費、地域自治活

動支援事業費とともに地域環境、地域特産物、地

域活動を再認識、再発見し、特徴ある地域づくり

を支援するための西予地域づくり自慢事業費を計

上しております。 

 さらに、所信の中でも述べましたが、過疎化、

高齢化の進展に伴う限界集落対策として市民検討

委員会、集落支援員の設置や限界集落対策モデル

地区の設定等による集落の維持、地域活性化を図

るための限界集落対策事業費を計上しておりま

す。 

 また、郵便事業株式会社が実施する流通拠点施

設の整備に対し支援促進を図るため、流通開拓連

携促進事業費を計上しております。総額で３８億

６，０２４万８，０００円としております。 

 次に、民生費でございますが、高齢者福祉で

は、市民にとっての利便性と質の高いサービス提

供、経営の効率化、安定化等を図るため、高齢者

福祉施設の一部民間譲渡を行ったところであり、

今後さらに進展する高齢化に対応し、養護老人ホ

ーム等の老人福祉施設のサービス向上、基盤強化

を目指すべく管理運営事業費を計上しておりま

す。 

 障害者福祉では、障害者自立支援法に基づき、

障害者の社会参加を促進し、安心して生活できる

まちづくりを推進するため、障害者自立支援給付

事業費、医療費給付事業費、日常生活用具給付事

業費、手話通訳者派遣事業費等を計上しておりま

す。 

 子育て支援では、保育所の機能充実や多様化す

る子育てニーズに対応するため、病児・病後児保

育事業や子育て支援センター事業費、保護者が仕

事等により昼間家庭にいない児童に対して、子供

の安全で健やかな居場所の確保と勉強やスポー

ツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組

みの充実を図るため、放課後児童健全育成事業

費、保育所の効率的な運営について検討を行う保

育所法人化運営委員会事業費を計上しておりま

す。 

 また、次代の社会を担う子供が健やかに生ま

れ、育成される社会の形成に資することを目的と

して、地域における子育て支援に関する行動計画

を策定する次世代育成支援地域活動対策策定経費

を計上しております。総額で５８億３，４６９万

８，０００円としております。 

 次に、衛生費でございますが、保健医療では、

健康診断の実施、栄養指導等による生活習慣病の

予防、疾病の早期発見、早期治療を促進する健康

増進事業費や各種検診等事業費、休日等における

小児初期急患診療に対する支援を行う小児在宅当

番医運営事業費、市内の温泉施設を利用した温泉

巡回バス事業費等を計上しております。 

 また、病院診療所の経営が厳しさを増す中で、

救急医療等住民の多様で高度な医療ニーズをこた

える地域内での基幹病院である宇和病院、野村病

院の維持充実を図るため、病院運営事業における

拠出金の見直しを行っております。 

 さらに、平成２０年度施行された７５歳以上の

高齢者を対象とした後期高齢者医療制度の実施見

込み、高齢化の進展等を考慮し、後期高齢者医療

保険事業費、同特別会計繰出金を計上しておりま

す。 

 また、老朽化している西部衛生センターと東部

衛生センターを集約して新しく汚泥再生処理施設

を整備するための計画策定、地質及び測量調整業

務に係る汚泥再生処理施設整備事業費を計上して

おります。総額で１８億４，７９３万８，０００

円としております。 

 次に、労働費でございますが、金融経済情勢の

悪化に伴い、非正規労働者の解雇、雇いどめ等を

中心とした雇用状況の悪化に対応し、平成２０年

度の国の第２次補正予算で創設された緊急雇用創

出事業により公園管理、交流イベント準備、下水

道加入促進、一般事務補助等に従事する臨時職員

１２名を直接雇用する経費を計上しております。 

 同じくふるさと雇用再生特別交付金事業により

民間企業等へ委託し、地上デジタル放送の推進、

コミュニティーバス運行に従事する臨時職員６名
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を雇用する経費を計上しております。 

 さらに、現下の厳しい地域経済、雇用失業情勢

にかんがみ、地方公共団体が雇用創出につながる

地域の実情に応じた事業を実施することができる

よう地方交付税措置の中に地域雇用創出推進費が

創設されたことに対応し、市道改良事業、市産材

木造住宅建築促進事業、市単独作業道開設事業、

預託金事業、中小企業振興資金利子補給事業、誇

れる地域づくり事業等の充実拡充を図り、地域経

済の活性化や雇用の維持創出に努めるための地域

雇用創出推進事業費を計上しております。 

 また、勤労者に対する福利厚生資金融資制度に

より生活の安定を図るため、勤労者福利厚生資金

融資事業費を計上しております。総額で５億６，

２９３万円としております。 

 次に、農林水産業費でございますが、農業の振

興では、地域農業を総合的に管理、調整、支援す

る体制整備のため、農村環境保全向上活動支援事

業、中山間地域等直接支払制度事業費及び農作物

生産振興対策事業費、圃場整備等の生産基盤の整

備充実を図る中山間地域総合整備事業費、里地、

棚田保全事業等を計上しております。 

 また、輸入畜産粗飼料高騰に対応するため、畜

産産地粗飼料流通緊急支援事業費、稲わら収集組

織の育成やバイオマス資源の利活用推進、耕畜連

携の推進等、自給飼料の生産利用推進に立脚した

輸入に頼ることのない生産基盤の強化を図るため

粗飼料生産組織育成事業費を計上しております。 

 林業の振興では、国・県を含めた総合的な施策

に基づき、自然環境を守る貴重な資源として森林

整備保全を図るため森林整備地域活動支援事業

費、林道開設舗装のための林道小振鍵山線ほか２

本の事業費、間伐材出荷促進対策事業費、地域材

の利用拡大を図るための市産材木造住宅建設促進

事業費等を計上しております。 

 水産業の振興では、漁業環境の整備保全と地域

漁業の振興を図るため魚礁整備事業費を計上して

おります。 

 また、漁港施設の整備を図るため、田之浜、高

山漁港地域水産物供給基盤整備事業費、国道３７

８号線俵津バイパス改良工事負担金等を計上して

おります。 

 下水道整備では、施設の整備を推進し、生活雑

排水による水質汚濁を防止し、住環境の改善を図

るため宇和町多田地区、明間地区における農業集

落排水事業特別会計繰出金を計上しております。

総額で２６億５５４万８，０００円としておりま

す。 

 次に、商工費でございますが、商業の振興で

は、中小企業に対する経営資金融資制度を設け、

中小企業の育成振興を図るため預託金事業費、そ

れに関連した中小企業振興資金利子補給事業費を

計上しております。 

 消費生活では、悪徳商法による被害が増加する

中で、関係機関との連携により情報提供、被害者

相談、苦情等に対応するための県が設置する消費

者行政活性化基金を活用して消費生活相談員を設

置する消費生活事業費を計上しております。 

 観光の振興では、観光レクリエーション施設の

維持充実のため、維持管理事業費、宇和れんげ祭

りの事業費等の各種イベント助成事業費を計上し

ております。 

 工業の振興では、優良企業の誘致を促進し、若

者の市外流出を抑制し、地元定着を図るため、企

業誘致奨励金事業費、地域内発型産業創出事業費

等を計上しております。総額で３億４，６３２万

５，０００円としております。 

 次に、土木費でございますが、道路交通網整備

として、広域的な地域内の連携強化、安全性等の

向上に向け県営道路事業負担金事業、道整備交付

金事業として４路線、市道市単独道路改良事業と

して２４路線等の幹線道路の整備費を計上してお

ります。 

 また、平成１９年度に橋梁長寿化計画策定が義

務づけられましたことに伴う橋梁長寿化修繕計画

策定委託料を計上しております。 

 市街地整備では、社会情勢の変化や長期的な視

点のもとに野村地区、三瓶地区において、愛媛県

都市計画道路見直しガイドラインに沿った都市計

画道路の見直しを行うとともに、宇和町用途地区

において、愛媛県都市計画区域マスタープランの

見直しにあわせて現在指定されている用途地区の

見直しを行うための委託料を計上しております。 

 環境景観保全では、水質の浄化と環境保全に努

めるため、下松葉地区排水路整備事業費、太田地

区排水路整備事業費等を計上しております。 

 また、平成１７年度に景観行政団体に指定さ

れ、景観法に基づき潤いのある豊かな生活環境の

創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図る

ため、景観計画を策定する経費を計上しておりま
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す。 

 住宅宅地の整備では、若者から高齢者まで暮ら

しやすい定住環境と安全・安心な定住環境づくり

のため木造住宅耐震診断補助金を計上しておりま

す。 

 下水道整備では、施設の整備を推進し、生活雑

排水による水質汚濁を防止し、住環境の改善を図

るため、宇和処理区、野村処理区における公共下

水道事業特別会計繰出金を計上しております。 

 さらに、急傾斜地等がけ崩れ危険箇所６カ所の

防災対策工事費を計上しております。総額で１６

億２，５５８万２，０００円としております。 

 次に、消防費におきましては、消防・防災・救

急では、災害救急に速やかに対応できる体制の整

備を図り、住民の生命・財産を守り、安心して暮

らせるまちづくりを築くため、消防団組織の充実

を図るとともに、消防ポンプ車１台、耐震性貯水

槽５基の整備等の事業費を計上しております。 

 また、災害への対応として防災意識の高揚に努

めるため、住宅用火災警報器設置推進事業補助金

及び自主防災組織活動育成補助金を計上しており

ます。総額では８億７，５８３万円としておりま

す。 

 次に、教育費でございますが、学校教育では、

安全で安心して学べる教育環境の整備を図るた

め、昨年度から事業取り組みを行っている宇和中

学校体育館改築事業費を計上しております。 

 さらに、耐震診断を受けての小・中学校耐震補

強に係る設計委託料を計上しております。 

 また、国際化や学習指導要領改訂への対応とし

て、語学指導外国青年、これはＡＬＴ招致の増員

を図ることとしております。 

 生涯学習では、生涯を通じた教育機会の充実を

図るため、市民セミナー開催事業費や公民館維持

管理事業費を計上しております。 

 青少年育成では、家庭・地域・学校が連携協力

して、地域に根差した心豊かな青少年を育てる取

り組みとしてアドベンチャースクール事業費、山

の子スクール事業費等を計上しております。 

 芸術・文化財として、文化施設の整備を図るた

め、町並み建造物修理補助事業費、国の重要伝統

的建造群保存地区指定を目指す推進事業費、埋蔵

文化財発掘調査事業費、古代ロマンの里構想推進

事業費、文化的資源や地域環境を生かした個性豊

かなまちづくりや文化活動を展開するため、全国

かまぼこ板の絵展覧会事業費や文とかまぼこ板の

絵の物語事業経費を計上しております。 

 また、開智・開明学校姉妹館交流青少年派遣事

業費を計上しております。 

 スポーツ活動では、スポーツ立市構想に基づく

スポーツ立市振興計画によりスポーツ団体、クラ

ブ及び指導者の育成を推進するため、スポーツ立

市振興計画管理事業費や総合スポーツクラブ補助

事業費、住民の健康と地域の交流によるコミュニ

ティーの推進を図る各種スポーツ大会開催事業

費、公認４種認定施設となるための宇和運動公園

陸上競技場改修事業費等を計上しております。総

額では２８億５，８０９万３，０００円としてお

ります。 

 以上、歳出予算の目的別の概要でございました

が、続きまして歳入につきましてご説明いたしま

す。 

 まず、市税につきましては、経済状況悪化の影

響等を考慮し、市民税におきましては４，２３８

万円の減額、固定資産税におきましては、３年に

１度の評価がえによる影響額を考慮して４，７１

２万９，０００円の減額として、市税総額では１

億２４０万３，０００円の減額としております。 

 一方、地方譲与税につきましては、平成２１年

度からの道路特定財源の一般財源化に伴う制度改

正等を考慮し１，５１３万９，０００円の減額と

しております。 

 利子割交付金、配当割交付金、地方消費税交付

金、自動車取得税交付金につきましては、平成２

１年度地方財政計画における基準財政収入額の増

減率をもとに見積額を計上し、地方特例交付金に

つきましては、減収補てん特例交付金の創設を考

慮して２，２３０万７，０００円の増額といたし

ました。 

 地方交付税につきましては、地域雇用創出推進

費等の創設等により、地方財政計画で対前年度比

２．７％の増となっていることを考慮して２億

３，７１３万３，０００円の増額といたしまし

た。 

 国庫支出金及び県支出金につきましては、補助

金等の終了等により１億４，８７３万９，０００

円の減額を見込んでおります。 

 繰入金につきましては、庁舎建設事業の本格的

な実施に伴う庁舎建設事業基金の繰り入れ、平成

２０年度に地域活性化・生活対策臨時交付金によ
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り基金積み立てを行いました地域振興基金の繰り

入れ等により２億５，６５６万６，０００円の増

額といたしました。 

 市債につきましては、庁舎建設事業、ＣＡＴＶ

整備事業、宇和中学校屋内運動場改築事業等大型

事業の実施、臨時財政対策債の増等により１１億

９，６８０万円の増額としておりますが、合併特

例債、過疎債並びに辺地債の財政上有利な起債を

活用しております。 

 また、庁舎建設事業の本体工事につきまして継

続費の設定を行っております。 

 景観計画策定業務委託と愛媛県漁業信用基金出

資金につきまして、債務負担行為の設定を行って

おります。 

 以上、説明してまいりましたが、平成２１年度

予算は、将来を見据えた大型事業を計画し、また

住民の暮らしを守るための緊急経済対策事業費を

積極的に実施し景気の下支えを図っておりますの

で、前年度比１３億９，９００万円、６％の増と

し、前年度に比較し増額の予算としております。 

 以上、説明させていただきましたが、よろしく

ご審議を賜り、ご決定いただきますようお願いを

申し上げ、私の市政運営に対する一端と平成２１

年度予算の概要について申し上げるものでありま

す。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から説明

をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 それでは、まず初めに、平成２

１年度当初予算編成の概況についてご説明を申し

上げます。 

 西予市は、合併以来、財政の健全性を大原則と

して、それぞれの人が学び、喜び、それぞれの地

域が輝き、市民が納得する予算を目指し、市内各

地域の均衡、統一を図りながらグローバルに考

え、ローカルに実践する予算編成に努めてまいり

ました。 

 しかしながら、国の三位一体改革による影響

で、大幅な交付税の削減と国県支出金の見直し、

削減等により極めて厳しい財政運営を強いられ、

全事務事業についてマイナスシーリングや各種補

助金の見直し、削減、廃止等を余儀なくされてお

ります。平成２１年度当初予算編成に当たって

も、退職予定者の２分の１以内の新規採用、早期

退職者制度、職員手当の一部カット等の継続によ

る人件費の削減、行政評価システムによる事務事

業全般にわたり、徹底した歳出の見直しと各種施

策の優先順位についての厳しい選択を行い、施策

枠予算により限られた財源を必要な事業に重点

的、効率的に配分し、財政健全化に努めておりま

す。 

 また、そうした従来の基本方針を堅持しつつ、

平成２１年度の地方財計画において、平成２０年

１２月に策定された生活防衛のための緊急対策に

基づき地方交付税が１兆円増額となり、そのうち

５，０００億円は地域雇用創出推進費として地域

の知恵を生かした事業を推進し、地域の雇用を創

出するため、雇用情勢や経済財政状況の厳しい地

域に重点的に配分されることとなっており、その

財源を活用し、本市の直面する課題や将来につな

がる事業等、住民の暮らしを守るための緊急経済

対策事業費等を積極的に実施し、景気の下支えを

図ることといたしました。 

 なお、歳出削減では、対応できない財源不足に

つきましては、本年度も財政調整基金等の繰り入

れで穴埋めせざるを得ない状況となっておりま

す。 

 では、予算書に沿って新規事業並びに主な事業

についてご説明を申し上げます。 

 まず、歳出につきまして説明をいたします。 

 ５８ページをお開き願います。 

 １７節公有財産購入費９，０００万円でありま

すが、これは現宇和郵便局の土地１，３６４．９

１平方メートル、局舎建物延べ面積９９５．２３

平方メートル、機械室延べ面積５．３８平方メー

トル、車庫建物延べ面積１１６．９５平方メート

ルを購入するための経費であります。 

 ６０ページをお開き願います。 

 ９目電算管理費が前年度比９，３０５万７，０

００円の増額となっておりますが、この主な原因

は、新規総合行政システム導入と公共ネットワー

ク事業においてハード機器の５年の保守契約期間

終了により新たに保守料が必要となることによる

ものであります。 

 ６３ページをお開き願います。 

 １２目情報推進事業費１１億５，９４３万３，

０００円でありますが、これは難視聴対策及び高

速通信網の整備を行うＣＡＴＶ整備事業に係る経
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費であります。平成２１年度は宇和町の残りと惣

川地区と大野ケ原地区を除く野村町の残りと明浜

の全域の伝送路施設工事及び明浜サブセンター施

設の整備を予定しております。 

 ６６ページをお開き願います。 

 １８目庁舎建設事業費４億８，６５１万７，０

００円でありますが、これは西予市中央公民館解

体工事費と本体建設工事費等に係る経費でありま

す。本体工事費は、平成２１年度から平成２３年

度までの継続費とし、２４億２，４４５万円を見

込んでおります。 

 ８１ページをお開き願います。 

 １９節誇れる地域づくり活動事業費補助金２，

４３６万円は、住民が自主的に行う地域整備や地

域づくりなどの特色ある地域づくり活動事業に要

する経費に対する補助金であります。 

 ８４ページをお開き願います。 

 ９目限界集落対策費７６８万３，０００円であ

りますが、これは限界集落対策市民検討委員会や

集落支援員の設置及びモデル地区を中心とした地

域づくり学習会に係る経費であります。これは地

域活性化・生活対策臨時交付金の基金対応事業で

あります。 

 次に、８５ページでございますが、１０目地域

整備費１億５，３４６万円でありますが、これも

地域活性化・生活対策臨時交付金の基金対応事業

として、集会所６カ所の整備を行うものでありま

す。 

 ９３ページをお開き願います。 

 ２８節繰出金７億１，３１３万８，０００円で

ありますが、これは介護保険事業勘定繰出金と老

人保健特別会計繰出金であります。 

 ９５ページをお開き願います。 

 ２０節その他扶助費２億３，８４７万３，００

０円でありますが、この主なものは、特別障害者

手当、障害者更生医療費給付費、重度身体障害者

日常生活用具給付貸与費、重度心身障害者医療扶

助費であります。 

 ９８ページをお開き願います。 

 ８目１５節工事請負費９，８００万円でありま

すが、これは地方改善施設整備事業で、野村町市

道奈良野名場連線道路改良に係る工事費でありま

す。 

 次に、９９ページでございますが、９目１９節

療養給付費負担金５億８，０７２万１，０００円

でありますが、これは７５歳以上を対象とした後

期高齢者医療制度で、愛媛県後期高齢者医療広域

連合が医療関係の事務を実施しておりますが、そ

の広域連合に対する医療費の負担金であります。

また、２８節繰出金２億７，０５８万２，０００

円でありますが、これは愛媛県後期高齢者医療広

域連合が実施します医療関係事務以外の事業費に

つきましては、後期高齢者医療特別会計で経理す

ることとなりますので、その特別会計への繰出金

であります。 

 １０１ページをお開き願います。 

 ２０節医療扶助費６，０００万円であります

が、これは少子化対策事業として、平成２０年４

月から乳幼児医療助成制度を拡充し、就学前の乳

幼児医療費を無料化するものであります。同じく

児童生活扶助費１億４，３６２万８，０００円で

ありますが、これは母子家庭の生活の安定と自立

の促進、経済的負担の軽減を目的として、児童扶

養手当法に基づき実施されております児童扶養手

当であります。 

 １１１ページをお開き願います。 

 ２８節繰出金１億９９万４，０００円でありま

すが、これは田之浜診療所ほか５診療所に対する

繰出金であります。 

 １１６ページをお開き願います。 

 ６目１３節妊婦健診委託料２，３９９万９，０

００円でありますが、これは地域の子育て支援事

業として、妊婦健康診査の充実を図るため、現在

５回の健診回数に対し支援を行っているところで

ありますが、国の少子化対策を受け、平成２２年

度まで健診回数を１４回に拡大支援するものであ

ります。 

 １１９ページをお開き願います。 

 １３節可燃ごみ処理委託料２億１，０８８万

３，０００円でありますが、これは八幡浜市に委

託しております可燃ごみ処理委託料であります。 

 １２２ページをお開き願います。 

 １３節衛生センター施設整備計画策定業務委託

料８１９万円、地質及び測量調査業務委託料８７

１万５，０００円でありますが、これは老朽化し

ております西部衛生センターと東部衛生センター

を集約して新しく汚泥再生処理施設を整備するた

めの計画策定、地質測量調査業務に係る経費であ

ります。 

 １２５ページをお開き願います。 
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 ２目ふるさと雇用再生特別交付金事業費１，６

６２万７，０００円につきましては、国の第２次

補正予算関連事業であります。地デジ推進対策事

業とコミュニティーバス運行事業で６名の雇用を

見込んでおります。この事業は委託事業で、雇用

期間は１年でありますが、最大３年間雇用が可能

であります。 

 同じく３目緊急雇用創出事業費１，３５５万

３，０００円でありますが、これも国の第２次補

正予算関連事業であります。６カ月以内の直接雇

用となりますが、この緊急雇用として１２名の雇

用を予定しております。 

 同じく４目地域雇用創出推進事業費５億２，７

７５万円でありますが、これは地方交付税に地域

雇用創出推進費が算入されたことに対応し、地域

経済の活性化や雇用の維持創出につながる事業と

して、従来の事務事業の別枠として特別に計上し

たものであります。 

 １３１ページをお開き願います。 

 １９節農作物生産振興対策事業費補助金５，０

００万円でありますが、これは多田、大江地区営

農飲雑用水事業に係る経費であります。 

 １３３ページをお開き願います。 

 １９節畜産産地粗飼料流通緊急支援事業補助金

１，３７０万６，０００円でありますが、これは

バイオエタノール燃料の需要拡大等により輸入飼

料が高騰し、畜産農家の経営を圧迫しております

ので、畜産粗飼料に係る間接経費分を緊急支援す

るものであります。 

 同じく粗飼料生産組織育成補助金３３７万円で

ありますが、これは耕種農家と畜産農家の連携に

より、自給飼料の生産利用推進に立脚した輸入飼

料の動向に左右されにくい足腰の強い畜産業の推

進に係る経費であります。 

 １４２ページをお開き願います。 

 ２目１５節工事請負費国庫補助分１億９８９万

５，０００円でありますが、これは宇和町の林道

竜王線と林道成谷線の舗装工事、野村町の林道小

振鍵山線開設工事に係る工事費であります。 

 １４８ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費２，４５７万円であります

が、これは明浜町における魚礁整備工事に係る経

費であります。 

 １５１ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費２億５，１３０万円でありま

すが、これは明浜町田之浜地区、高山地区の特定

漁港整備工事、明浜町高山漁港漁村再生交付金工

事、三瓶町周木漁港漁村再生交付金工事、明浜町

田之浜漁港越波防止対策工事、明浜町狩浜漁港網

干し護岸高潮対策工事に係る経費であります。 

 １６４ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費５，４２２万６，０００円で

ありますが、これは野村町の平野地区、旭Ｆ地

区、明浜町の明浜１０地区、城川町の下遊子Ａ地

区、成地区、菊之谷Ｌ地区のそれぞれのがけ崩れ

防災対策工事を行うものであります。 

 また、明浜町の県営下谷急傾斜地崩壊対策事業

に伴うモノレール及びスプリンクラー敷設がえ工

事も計上しております。 

 １６８ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費５億８，７８９万円でありま

すが、これは宇和町の旧町地区２７７号線、石城

地区１８５・Ⅱ－７号線、石城地区１６５号線、

石城地区２８号線、田之筋地区１３５号線、旧町

地区２９７号線のそれぞれの改良工事と石城地区

９４号線ほか４路線の舗装工事を行うものであり

ます。 

 また、明浜町では、すてきな集落整備事業によ

る道路改良、野村町では、馬地惣財久線、中筋大

洲線、岡上線、深山線、大和田前石線の改良工事

と坂石大領地線、伊勢井谷フキノトシ線の舗装工

事、市道のり面防災工事を計上、城川町では、本

村窪ケ市線、下高野子線、日浦線、蔭ノ地杉之瀬

線の改良工事を計上、三瓶町では、蔵貫２２号

線、和泉１号線、垣生４号線、安土１８号線の改

良工事を行うものであります。 

 １７２ページをお開き願います。 

 １目１３節景観計画策定委託料１７４万６，０

００円でありますが、これは景観法に基づき西予

市景観計画を作成するものであります。同じく都

市計画道路変更委託料８４５万９，０００円であ

りますが、これは三瓶地区及び野村地区におきま

して、長期未着手になっておりました都市計画道

路を愛媛県都市計画道路見直しガイドラインに沿

って見直し及び変更をするものであります。同じ

く都市計画宇和用途地域変更委託料１，１１０万

９，０００円でありますが、これは平成１１年１

１月に宇和町用途地域が指定されたところであり

ますが、今後の市街地環境の開発や改善、企業の

誘致等を視野に入れた新しい用途地域の指定をす
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るものであります。 

 １７９ページをお開き願います。 

 １９節住宅用火災警報器設置推進事業補助金７

００万円でありますが、これは一般住宅に設置が

義務づけられました住宅用火災警報器の普及を支

援するため、１個当たり１，０００円、２個を限

度として補助するものであります。 

 １８２ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費国庫補助分２，６１８万円で

ありますが、これは耐震性貯水槽新設工事に係る

経費であります。５カ所を計画しております。 

 次に、１８３ページでございますが、１９節自

主防災組織活動育成補助金２５７万４，０００円

でありますが、これは大規模災害から身を守るた

めに、自助・共助の考えのもと、市民により自主

的に結成され自発的な地域防災活動を行う自主防

災組織に対して活動育成補助を行うものでありま

す。 

 １９８ページをお開き願います。 

 ３目学校建設費６億６，５３０万１，０００円

でありますが、この主なものは、宇和中学校屋内

運動場改築事業に係る経費であります。鉄筋コン

クリート一部木造づくり２階建て、延べ面積２，

４５８平方メートルを計画しております。 

 ２２６ページをお開き願います。 

 １５節工事請負費１億５，６１７万６，０００

円でございますが、これは宇和運動公園陸上競技

場の公認４種認定のための改修工事と宇和体育館

照明修繕工事に係る経費であります。 

 ２３３ページをお開き願います。 

 １目２５節積立金５，４２４万４，０００円で

ありますが、これは基金に対する利子を積み立て

るものでありますが、うち４，６１５万円につき

ましては、平成２１年４月から明浜特別養護老人

ホームの民営化に伴い、平成２０年度末で明浜特

別養護老人ホーム特別会計が廃止になることか

ら、それまでの未収、未払いについて一般会計で

経理し、その余剰金について明浜特別養護老人ホ

ーム運営基金に積み立てるものであります。 

 次に、歳入でございますが、１５ページをお開

き願います。 

 １項１目個人市民税及び２目法人税であります

が、このような経済状況の悪化を考慮し、前年度

比較４，２３８万円の減額見込みといたしまし

た。 

 同じく２項１目固定資産税におきましては、平

成２０年度の実績見込み、３年に１度の評価がえ

等を考慮し、４，６７９万１，０００円の減額を

見込んでおります。 

 １６ページをお開き願います。 

 ２款地方譲与税でありますが、平成２１年度か

ら道路特定財源の一般財源化に伴い、地方揮発油

譲与税を新設し、９，２６８万円を見込んでおり

ます。 

 また、平成２１年度地方財政計画を考慮し、自

動車重量譲与税を７，３３０万１，０００円、地

方道路譲与税を３，４５１万８，０００円減額し

ております。 

 １９ページをお開き願います。 

 ９款１項１目地方交付税１１０億５，２１８万

３，０００円につきましては、普通交付税におい

て地域雇用創出推進費の創設等により、地方財政

計画で対前年度比２．７％の増となっていること

等を勘案し、前年度比較２億３，７１３万３，０

００円の増額を見込んでおります。 

 ２７ページをお開き願います。 

 ７目２節学校建設費国庫補助金１億４，９０３

万３，０００円でありますが、これは宇和中学校

体育館改築に係る国庫補助金であります。 

 ２９ページをお開き願います。 

 １目３節情報基盤整備事業費県補助金３億５，

２１０万円でありますが、これはＣＡＴＶ整備事

業に係る県補助金であります。 

 ３６ページをお開き願います。 

 ３２目１節地域振興基金繰入金１億６，２１６

万７，０００円でありますが、このうち１億５，

７１６万７，０００円につきましては、平成２０

年度の地域活性化・生活対策臨時交付金事業にお

いて、一部地域振興基金に積み立てをし、平成２

１年度に事業を実施することとしておりますが、

そのための繰入金であります。 

 ４５ページをお開き願います。 

 １目１節総務管理債１２億２８０万円でありま

すが、これはＣＡＴＶ整備事業庁舎建設事業補償

金免除繰上償還に係る借換債の発行によるもので

あります。 

 ４７ページをお開き願います。 

 ８目臨時財政対策債の前年度比較３億７，００

０万円の増額につきましては、国の地方財政計画

による発行可能額の増によるものであります。 



 

－31－ 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２

時２７分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時４５

分） 

 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 議案第７２号「平成２１年

度西予市授産場特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 予算書１ページをお開きください。 

 本予算書の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞ

れ１，６５７万円といたしております。 

 歳出の主なものは、施設授産場費の事務費で人

件費等で９０３万１，０００円、事務費で賃金等

で７５３万９，０００円であります。職員の配置

転換等が見込まれるため、前年度と比較しまして

人件費の大幅な減額となっております。 

 歳入では、手袋加工賃金の施設授産場事業収入

４９４万６，０００円、繰入金で一般会計繰入金

及び保護施設事務費繰入金の１，１６２万２，０

００円を予定しております。 

 以上、本予算の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、議案第７３号「平成２１年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 予算書１５ページをお開きください。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

１，３０７万３，０００円といたしております。 

 歳出の主なものは、住宅新築資金並びに改良資

金に借り入れている公債費の元金１，０８２万

１，０００円と利子１７９万７，０００円であり

ます。 

 歳入の主なものは、住宅改修資金貸付金元利収

入３７万円及び住宅新築資金等貸付金元利収入７

９１万６，０００円並びに住宅新築資金等貸付事

業費県補助金６８万５，０００円、繰上償還借換

債４１０万円を計上いたしております。 

 以上で本予算の説明を終わらせていただきま

す。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 議案第７４号「平成２１年度西予市

育英会奨学資金貸付特別会計予算」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生・生

徒であって、経済的理由により就学が困難な者に

対し定額を無利子で貸し付けるものであります。 

 それでは、予算書２７ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、新規貸付予定者６５名、継続貸付者

７５名、計１４０名分及び運営費を合わせ６，７

９９万６，０００円計上いたしました。 

 歳入は、償還金５，２９９万５，０００円及び

前年度繰越金１，５００万円等を計上し運営する

ものであります。 

 なお、奨学資金の貸し付けに当たっては、西予

市育英会理事会に諮り、公正な決定運用を図るこ

とといたしております。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 議案第７５号「平成２１年

度西予市国民健康保険特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と１０の診療所勘定予算で構成されておりま

す。 

 まず、事業勘定予算から説明申し上げます。 

 平成２１年度の予算編成に当たりましては、平

成２０年度から制度改正により変更となりました

予算実績を踏まえながら国民健康保険事業の適正

かつ安定的な運営を図るため、医療費の動向、医

療制度の改正の対応等国が示す留意事項に基づき

編成いたしました。今後とも保険給付費、後期高

齢者支援金等の増加が見込まれることなどから、

財政状況は一層厳しい状況になることが予想され

ますので、健全な財政運営のため、最重点課題で

ある保険税収納の確保や医療費適正化対策等を考

慮し、必要な経費を計上いたしました。 

 それでは、４１ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、１款総務費で９，９２０万

３，０００円、２款保険給付費４１億１，５６４

万１，０００円、３款後期高齢者支援金等６億
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７，９１１万７，０００円、４款前期高齢者納付

金等２１７万６，０００円、５款老人保健拠出金

２，８６３万５，０００円、６款介護納付金２億

６，８８９万８，０００円、７款共同事業拠出金

６億６，３３８万４，０００円、８款保健事業費

６，８２６万４，０００円、９款基金積立金５０

万円、１１款諸費支出金９０１万１，０００円、

１２款予備費１，７００万円を計上いたしまし

た。 

 続きまして、３９ページをお開きください。 

 歳入の主なものにつきましては、１款国民健康

保険税９億８，３７２万円、４款国庫支出金１６

億６，０８４万７，０００円、５款県支出金２億

４，２６４万８，０００円、６款療養給付費等交

付金２億５，１９０万５，０００円、７款前期高

齢者交付金１６億３，３００万円、８款共同事業

交付金６億１，８３８万７，０００円、９款財産

収入５０万円、１０款繰入金５億４，４１３万

２，０００円、１２款諸収入１，６０６万７，０

００円を計上いたしました。 

 以上によりまして、事業勘定予算は、歳入歳出

それぞれ５９億５，１８２万９，０００円といた

しました。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 各診療所の受診者は減少傾向にあり、診療収入

も減収が見込まれ、一般会計からの繰入金に頼る

傾向が強くなり、年々厳しい経営を余儀なくされ

てまいりますが、経費節減に努め、物心両面にわ

たる経営改善を積極的に努め、今後とも地域にな

くてはならない診療所づくりを目指す所存であり

ます。 

 明浜の各診療所勘定歳入歳出予算総額並びに診

療収入の占める割合並びに一般会計繰入金は、４

３ページ、４４ページの俵津診療所が７，２０１

万円であり、診療収入は５，８０９万７，０００

円であります。診療収入が占める割合は８１％、

一般会計繰入金は１，３０３万２，０００円であ

ります。 

 ４５、４６ページの狩江診療所ですが、６，７

３９万５，０００円であり、診療収入は４，４１

７万６，０００円、割合は６６％、一般会計繰入

金は１，７８９万円であります。 

 続きまして、４７、４８ページの高山診療所は

９，９３８万５，０００円で、診療収入は４，３

６４万６，０００円、割合は４４％、一般会計繰

入金は１２８ページになりますが、４，９０５万

９，０００円であります。 

 続きまして、４９、５０ページの田之浜診療所

は１，４８８万６，０００円で、診療収入は１，

４７８万４，０００円、割合は９９％、一般会計

繰入金は１，０００円の頭出しのみであります。 

 野村町の診療所勘定予算総額は、５１、５２ペ

ージの惣川診療所が１，１２４万９，０００円

で、診療収入は６８６万３，０００円、割合は６

１％、一般会計からの繰入金は３５７万８，００

０円であります。 

 城川の各診療所勘定予算総額は、５３、５４ペ

ージの土居診療所が１億２，３５４万５，０００

円で、診療収入は８，６３８万円、割合は７０％

で、一般会計繰入金は１５８ページになります

が、１，７４３万４，０００円であります。 

 続きまして、５５、５６ページの杉野瀬出張診

療所が１，２７７万８，０００円で、診療収入が

１，２７０万６，０００円、割合が９９％、５

７、５８ページの遊子川出張診療所が４１９万

６，０００円で、診療収入は３４８万４，０００

円、割合が８３％で、いずれも一般会計からの繰

入金であります。 

 三瓶町の各診療所勘定予算総額は、５９、６０

ページの二及診療所が７，０６５万円で、診療収

入は４，６４７万７，０００円、割合は６６％、

６１ページ、６２ページの周木診療所が４，４３

１万４，０００円で、診療収入は４，２８７万

７，０００円、割合は９７％で、いずれも繰入金

ではありません。 

 なお、本予算案につきましては、去る２月２６

日に開催しました国保運営協議会におきまして慎

重な協議をいただき、本日提案申し上げる次第で

ございます。 

 以上、本予算の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、議案第７６号「平成２１年度西予

市老人保健特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 平成２１年度の老人保健特別会計におきまして

は、平成２０年４月より老人保健制度にかわり後

期高齢者医療制度が施行されておりますので、昨

年同様平成２０年３月までの診療等に係る月おく

れの請求分に係る費用等の予算計上となります。 
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 それでは、予算書２０７ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１，３８２万円と定めるものであります。 

 歳出の主なものについては、２０９ページにな

りますが、１款総務費で１１万２，０００円、２

款医療諸費で１，３６７万４，０００円を計上い

たしました。内容としては、総務費については、

すべて事務経費等で、医療諸費につきましては、

月おくれ請求分としての医療給付費及び医療費支

給費とそれに係る審査支払手数料となります。 

 また、予備費として３万１，０００円を計上い

たしました。 

 次に、２０８ページに戻っていただき、歳入に

つきましては、１款支払基金交付金で６５０万

６，０００円、２款国庫支出金で４１１万４，０

００円、３款県支出金で１０２万８，０００円を

計上いたしました。これは医療給付費等に対する

それぞれの交付金となります。 

 次に、４款繰入金を１１６万６，０００円計上

いたしました。これは医療費給付費等及び事務費

等に対する一般会計からの繰入金となります。 

 次に、６款諸収入を１００万５，０００円計上

いたしました。主なものは、交通事故等損害賠償

請求による第三者納付金となります。 

 以上、本予算の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、議案第７７号「平成２１年度西予

市後期高齢者医療特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 昨年４月施行の後期高齢者医療制度も１年が経

過しましたが、その間制度そのものに対する高齢

者の方々の感情的な面などでさまざまな問題が指

摘されました。そうしたことに配慮して、国は被

保険者の負担の見直し等を実施し、その後徐々に

制度も理解され、浸透が図られているところで

す。今後も国はさまざまな指摘を踏まえ、５年後

をめどに実施予定であった制度の修正を前倒しし

て行うこととしております。こうした動きを踏ま

え、平成２１年度の予算編成を行いました。 

 それでは、２１９ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６億５，６８０万円と定めるものでありま

す。 

 歳出の主なものにつきましては、２２１ページ

になりますが、１款総務費５，０８３万７，００

０円で、その内訳としましては、総務管理費が

４，７５４万円、徴収費が３２９万７，０００円

となります。総務管理費につきましては、職員給

与費、窓口業務に係る庶務事業経費で、徴収費に

ついては、後期高齢者医療保険料の賦課徴収業務

に係る経費を計上いたしました。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金を５

億７，９７３万４，０００円計上しました。これ

は愛媛県後期高齢者医療広域連合への負担金で、

その内容については、西予市が徴収した後期高齢

者医療保険料負担金、また低額所得者の方の保険

料軽減分に対する保険基盤安定負担金並びに愛媛

県後期高齢者医療広域連合の運営経費に対する事

務費負担金などとなります。 

 次に、３款保健事業費を２，５２８万５，００

０円計上いたしました。これは後期高齢者を対象

に実施する健康診査事業の経費となります。 

 次に、４款諸支出金を３０万２，０００円計上

しました。これは後期高齢者医療保険料の過年度

分に対する還付金となります。 

 また、予備費で６４万２，０００円を計上しま

した。 

 ２２０ページに戻っていただき、歳入につきま

しては、主なものとして、１款後期高齢者医療保

険料として３億６，１３５万９，０００円を計上

しました。内容は、被保険者から徴収した後期高

齢者医療保険で、内訳として特別徴収保険料が３

億６３２万２，０００円、普通徴収保険料が５，

５０３万７，０００円となります。 

 次に、３款繰入金として２億７，０５８万２，

０００円計上しました。これは一般会計からの繰

入金で、内訳としましては、事務費繰入金が７，

５８１万７，０００円、保険基盤安定繰入金が１

億９，４７６万５，０００円となります。 

 また、５款諸収入として２，４８５万７，００

０円を計上しました。主なものは、過年度保険料

の還付金が３０万１，０００円、後期高齢者の健

康診査事業実施に伴う広域連合からの受託事業収

入が２，４５５万円となります。 

 以上で本予算の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、議案第７８号「平成２１年度西予

市介護保険特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 
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 本予算につきましては、昨年度までは市が直接

運営する介護サービス事業所である明浜特別養護

老人ホーム、明浜デイサービス、城川居宅介護支

援事業所の予算を施設勘定として予算計上をして

いましたが、本年度から民営化になり、社会福祉

法人の経営となりますので、施設勘定に係る予算

の計上はなくなります。したがいまして、本予算

は、主に要介護状態または要支援状態の者に対し

必要な介護給付を行うことと要介護状態となるこ

とを予防するための事業等に関する予算の計上と

なっております。 

 それでは、２３７ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４６億１７０万７，０００円と定めるもので

あります。内訳といたしまして、歳出の主なもの

は、総務費の総務管理費で８，５８４万３，００

０円、賦課徴収費で１３０万５，０００円、介護

認定審査会費で３，７９３万１，０００円、保険

給付費の介護サービス等諸費で３７億７，４００

万円、介護予防サービス等諸費で２億５，０８０

万円、その他諸費５２４万４，０００円、高額療

養費等サービス８，６４０万円、特定入所者介護

サービス等費が２億３，０７６万円、地域支援事

業費の介護予防事業費で２，２０４万円、包括支

援事業で任意事業１億１２５万５，０００円であ

ります。 

 歳入の主なものは、６５歳以上の方に納付して

いただく保険料の介護保険料で６億９，９３５万

１，０００円、歳出の地域支援事業費の事業実施

に伴う利用者の負担金で７２４万７，０００円、

国庫支出金の国庫負担金で７億５，９０４万２，

０００円、国庫補助金４億２，１１６万６，００

０円、県支出金の県負担金で６億５，３８０万

１，０００円、県補助金１，６２２万３，０００

円、支払基金交付金の支払基金交付金で１３億

１，０２４万８，０００円、繰入金の一般会計繰

入金で７億１，１９７万２，０００円、基金繰入

金２，１９６万４，０００円を予定しておりま

す。 

 以上で本予算の説明を終わらせていただきま

す。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第７９号「平成２１年

度西予市農業集落排水事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２１年度の西予市農業集落排水事業におけ

る主な事業といたしましては、汚水処理を実施し

ております８地区の施設の維持管理業務と継続し

て事業を進めております宇和町多田地区、明間地

区の施設整備であります。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、予算書２９１ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出総額をそれぞれ７億６５２

万４，０００円と定めるものでございます。 

 歳出の主なものは、事業費の施設管理費で７，

９５１万８，０００円計上しておりますが、これ

は処理施設に係る光熱水費１，９７２万３，００

０円、くみ取り等の手数料２，３５３万５，００

０円、機械機具保守点検委託料２，６６９万３，

０００円等でございます。 

 次に、施設整備費では、３億５，６７９万６，

０００円を計上しておりますが、これは工事設計

のための委託料９７７万５，０００円、処理施

設、管路施設整備のための工事請負費３億１，０

６７万５，０００円及びこれに関連する事務費、

人件費等を計上しております。 

 次に、公債費でありますが、今までに建設され

た施設整備に対する元利償還金で、２億６，９５

２万５，０００円を計上しております。 

 また、予備費として６８万５，０００円を計上

いたしております。 

 歳入の主なものにつきましては、汚水処理に伴

う施設使用料６，２８５万２，０００円、施設整

備事業における受益者の分担金８８５万円、供用

開始地区における新規加入者の負担金４２０万

円、農業集落排水資源循環統合補助事業における

県の補助金１億７，６８５万円、市債の元利償還

並びに施設整備等として一般会計繰入金２億９，

５５８万９，０００円、前年度からの繰越金８０

０万円、消費税還付金等の諸収入７１８万３，０

００円、市債１億３，２５０万円を充当しており

ます。 

 また、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第２表により定めております。 

 あと事業内容等につきましては、配付いたして

おります事業一覧表をご参照いただきたいと存じ
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ます。 

 以上で本予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第８０号「平成２１年度西予

市公共下水道事業特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 西予市の公共下水道事業については、平成１６

年度末より供用を開始している野村処理区では平

成１１年度から、平成１８年度末に供用を開始し

ている宇和処理区では平成１２年度からそれぞれ

事業に着手しております。 

 平成２１年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区では、延長約１，６００メーター

の管路整備工事を、野村処理区では、延長約３，

０００メートルの管路整備工事をそれぞれ予定い

たしております。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、予算書３１３ページをお開きいただきたいと

存じます。 

 本予算は、歳入歳出総額をそれぞれ８億９，９

４７万３，０００円と定めるものであります。 

 歳出の主なものは、事業費の施設管理費で６，

３５２万５，０００円計上いたしておりますが、

これは主に宇和、野村両処理区の維持管理費用と

公共下水道接続奨励金に係るもので、施設維持管

理に係る消耗品費、光熱水費等の需用費１，４０

０万３，０００円、浄化センター維持管理費委託

料等の委託料３，３５７万７，０００円、公共下

水道接続推進に係る補助金７９６万円、肱川上流

の町環境保全運動推進事業４１５万円等を計上い

たしております。 

 次に、施設整備費の事業推進費５２万円でござ

いますが、宇和処理区における公共下水道事業の

推進及び普及促進などに要する経費を計上いたし

ております。 

 次に、施設整備費では、６億３，１３１万３，

０００円を計上しておりますが、主なものとして

は、管路実施設計等の委託料５，５５０万円、管

路整備に関します工事請負費５億１０５万円及び

これに関連する事務費、人件費等を計上いたして

おります。 

 また、今までに建設された施設整備に対する元

利償還金で２億４１１万５，０００円を計上いた

しております。 

 歳入につきましては、施設使用料３，９２３万

３，０００円、公共下水道事業費分担金３，３０

０万円、公共下水道国庫補助金２億３，０００万

円、市債の元利償還金及び施設整備費として一般

会計繰入金３億１０４万５，０００円、前年度繰

越金３１５万円、消費税還付金等の諸収入１，１

２４万５，０００円及び市債２億８，１８０万円

を充当いたしております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第２表により定めております。 

 あと事業内容につきましては、配付いたしてお

ります一覧表をご参照いただいたらと存じます。 

 以上で本予算の説明を終わります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 それでは、議案第８１号

「平成２１年度西予市簡易水道事業特別会計予

算」について提案理由のご説明を申し上げます。 

 ただいまの特別会計予算書の２６９ページから

になります。 

 平成２１年度予算の主なものは、各施設の維持

管理費及び施設の整備に伴う経費で、歳入歳出の

総額をそれぞれ３億３，３４９万２，０００円と

定めるものであります。 

 その主な内容につきまして、事項別明細にてご

説明を申し上げます。 

 ２７８ページをお開きください。 

 歳出の主なものとして、事業費の総務管理費に

おいて、職員等の人件費と関係する事務費及び施

設管理費等の委託料、また中山間総合整備事業負

担金１，６２５万円など合わせまして１億４，８

４６万６，０００円を計上しております。 

 次に、２８０ページになりますが、施設整備事

業費ですが、工事請負費で多田地区営農飲雑用水

事業に伴います市単独工事分２，７５０万円、三

瓶南地区簡易水道水源整備工事４，６００万円の

ほか委託料、土地購入費等を合わせまして１億

１，８６０万円を計上しております。 

 次の公債費は、元利合計して６，４５２万６，

０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入ですが、２７５ページからになりま

す。 

 主なものといたしまして、給水収入１億１，８

３３万８，０００円、繰入金で人件費分など一般
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会計繰入金８，６６６万７，０００円、それと基

金繰入金４，７６９万２，０００円、また市債

６，６７０万円につきましては、多田地区営農飲

雑用水施設事業に係る中山間総合整備事業負担金

と三瓶南地区簡易水道水源整備事業に係るものを

予定いたしております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第２表により定めております。 

 以上で本予算の説明を終わります。 

 続きまして、公営企業会計予算に移ります。 

 公営企業会計予算書をお願いします。 

 議案第８２号「平成２１年度西予市上水道事業

会計予算」について提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 公営企業会計予算書１ページ目をお開きくださ

い。 

 まず、第２条、業務の予定量についてご説明い

たします。 

 給水戸数は、前年度計画から３０２戸の減で１

万３，０７１戸を予定しております。その内訳

は、宇和上水道事業が５，７００戸、明浜上水道

事業が１，８９０戸、野村上水道事業が２，４０

１戸、三瓶上水道事業が３，０８０戸でありま

す。 

 次に、西予市全体における年間総給水量を４２

６万６，２３８立米、１日平均給水量を１万１，

６８８立米と予定しております。 

 次に、主な建設改良事業としましては、宇和上

水道事業における永長久枝地区配水管布設がえ工

事３，０００万円、野村上水道事業における浄水

場場内配管改良工事１，７００万円、西、坂石配

水池計装設備工事１，３００万円、三瓶上水道事

業における朝立送水管移設工事１，３５０万円を

それぞれ予定しております。 

 続いて、第３条、収益的収入及び支出について

ご説明を申し上げます。 

 収益的収入におきましては、水道事業収益の総

額を６億４，０７３万４，０００円とし、主なも

のとしまして、営業活動に基づく給水収益の６億

１，２４３万８，０００円、それから営業外収益

として２，１１６万６，０００円を見込み計上し

ております。 

 支出につきましては、水道事業費用の総額を６

億２，９８８万円とし、主なものとしまして、営

業活動に係る営業費用として５億６，７５０万

９，０００円、企業債償還利息等の営業外費用と

して６，０２９万５，０００円を見込み計上して

おります。 

 次に、２ページ、第４条の資本的収入及び支出

についてご説明いたします。 

 資本的収入におきましては、総額を３，５３１

万８，０００円とし、内訳は、送水管移設工事に

おける県補償金７４６万円を含む工事負担金１，

７７１万７，０００円、企業債元金償還金に対す

る一般会計からの繰入金１，７６０万１，０００

円を見込むものであります。 

 支出におきましては、総額を３億９０３万２，

０００円とし、内訳は建設改良費を２億１，２５

３万６，０００円、企業債償還金を９，５４９万

６，０００円として計上しておりますが、資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額２億７，

３７１万４，０００円を補てんする財源につきま

しては、第４条の括弧書きのとおりであります。 

 続きまして、第５条では、一時借入金の限度額

を２億４，０００万円と定め、第６条では、予定

支出の各項の経費の金額の流用、第７条では、議

会の議決を経なければ流用することのできない経

費として職員給与費１億２，５１１万５，０００

円、交際費１０万円と定めるものであります。 

 また、第８条では、企業債の償還に対して一般

会計から受ける補助金として１，８８０万円を定

め、次の第９条では、棚卸資産購入限度額を１，

６００万円に定めるものであります。 

 以上で上水道事業会計の予算の説明を終わりま

す。 

 次に、議案第８３号「平成２１年度西予市病院

事業会計予算」について提案理由のご説明を申し

上げます。 

 １０３ページをお開き願います。 

 説明は、宇和・野村病院を合わせた西予市病院

事業についてご説明いたします。 

 なお、病院ごとの内訳を記載しておりますの

で、ご参照を願います。 

 それでは、第２条の業務予定量からご説明申し

上げます。 

 病床数は、一般病床２１０床、療養病床５２

床、感染症２床、合計２６４床であります。 

 年間患者数を入院７万４，０９５人、外来１２

万１，２４２人で、１日平均患者数は、入院が２

０３人、外来５０１人を見込んでおります。 
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 次の第３条、収益的収入及び支出の予定額であ

りますが、収入は、第１款事業収入２９億６，２

７３万４，０００円を計上しています。その内訳

は、外来・入院の診療収入や検診収入などの医業

収益２８億１１万８，０００円、第２項の医業外

収益は、企業債償還利息や救急医療に対する繰入

基準による一般会計負担金など１億６，２５７万

６，０００円でございます。 

 支出では、第１款事業費用として３１億１，５

００万９，０００円を計上しておりますが、その

内訳は、職員の人件費や事務費、材料費、経費等

の医業費用が３０億２２８万１，０００円で、特

に対前年度より増額となったものは、医師の地域

手当の予算化や職員共済組合や退職手当組合の負

担率が上がったもののほか、宇和病院の耐震診断

委託料３５３万９，０００円を計上いたしまし

た。 

 第２項では、企業債の支払い利息など医業外費

用が１億１，２６８万８，０００円でございま

す。 

 なお、収益的支出額が収入を上回る予算を当該

年度において損益計算上、やむ得なく編成するこ

ととなりました。これは、医師不足等による患者

数の減少が見込まれるためでありますが、当年度

損益勘定留保資金や国の公立病院に関する財政措

置の改正で交付税の増額が見込まれており、交付

税措置額が決定次第、一般会計からの負担金も視

野に入れ、病院改革プランによる経営改善になお

一層努力いたしまして収支の均衡を回復するよう

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、第４条資本的収入及び支出についてご説

明を申し上げます。 

 まず、収入で、第１款基本的収入として７，９

９６万１，０００円を計上いたしております。内

訳として、出資金５，７９６万円は、企業債の償

還に係る一般会計負担金でございます。 

 次に、支出で、第１款資本的支出として２億

１，２３８万３，０００円を計上いたしておりま

す。内訳として、建設改良費１億２，０６１万円

と企業債償還金９，１７７万３，０００円であり

ます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額１億３，２４２万２，０００円は、当年

度及び過年度分の損益勘定留保資金で補てんをす

るものであります。 

 次に、第５条、企業債につきましては、限度額

を医療機器整備事業で２，２００万円と定めるも

のです。 

 次に、第６条は、一時借入金の限度額を５億円

と定め、第７条では、予定支出の各項の経費の金

額の流用、第８条では、議会の議決を経なければ

流用することができない経費として職員給与費１

８億６，２４７万８，０００円、交際費２９０万

円と定めるものです。 

 また、第９条では、棚卸資産の購入限度額を６

億５，０００万円と定め、第１０条では、一般会

計から受ける補助金を４９１万８，０００円と

し、第１１条では、重要な資産の取得として、野

村病院においてデジタルエックス線テレビシステ

ム一式及び医療画像管理システム一式を取得しよ

うとするものであります。 

 以上、病院事業会計予算の説明を終わります。 

 次に、議案第８４号「平成２１年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 １５３ページをお願いします。 

 介護老人保健施設つくし苑の事業につきまして

は、老人の心身の状況に応じた適切な介護及び機

能訓練、必要な医療等を提供し、日常生活の自立

と家庭復帰を支援し、地域に親しまれ、信頼され

る施設を目指してサービスの提供に努めてまいり

たいというふうに考えております。 

 それでは、第２条、業務の予定量についてご説

明をいたします。 

 入所定員は８０床で、１日当たりの通所者定数

は２５名であります。療養者数は年間３万６，３

３５人と見込んでおります。その内訳は、入所者

が２万８，８３５人で、１日平均７９人、入所率

９８％を予定し、通所者数では、年金７，５００

人で、１日平均２５人を予定しております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出の予定でご

ざいますが、歳入歳出それぞれ４億２，５９４万

６，０００円とするものであります。 

 収入では、施設運営事業収益が４億１，６３８

万８，０００円で、その主なものは、施設介護給

付費収益３億３，９２５万円であります。 

 また、施設運営事業外収益では、一般会計から

企業債支払い利息に対する繰入金９２２万８，０

００円を計上いたしております。 

 支出では、施設運営事業費用が４億７４３万
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９，０００円で、その主なものは、給与費３億

１，６１０万５，０００円であります。施設運営

事業外費用では、企業債支払い利息等１，８５０

万７，０００円を計上しております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出でございま

すが、資本的支出のみで３，３１２万４，０００

円を計上いたしております。その主なものは、企

業債元金償還金３，１１８万１，０００円であり

ます。 

 なお、資本的支出額に対する財源につきまして

は、全額過年度の損益勘定留保資金で補うように

いたしております。 

 また、第５条では、一時借入金の限度額を５，

０００万円と定め、第６条では、予定支出の各項

の経費の金額の流用、第７条では議会の議決を経

なけば流用することのできない経費として職員給

与費３億１，５８９万５，０００円、交際費２万

円と定め、第８条では、棚卸資産購入限度額を５

００万円に定めるものでございます。 

 以上で本予算の説明を終わります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

 明日３月５日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後３時３４分 
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       平成２１年第１回西予市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２１年３月５日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２１年３月５日 

          午前９時００分 

１．散     会 平成２１年３月５日 

          午後４時１４分 

１．出 席 議 員        

    １番  兵 頭   竜 

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  角 藤 和 幸 

   総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  安 藤 芳 夫 

   生活福祉部長  炭 倉 貞 明 

 

   教 育 部 長  森   精 一 

   明浜総合支所長  高 岡 和 廣 

   野村総合支所長  西 田 光 和 

   城川総合支所長  清 水 享 司 

   三瓶総合支所長  芝   則 重 

   消防本部消防長  中 野 竹 夫 

   総 務 課 長  上 甲 憲 章 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  上 田 甚 正 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 

      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

 

○議長 おはようございます。 

 本日はこのように大勢の傍聴者の皆様にお越し

をいただきまして、本当にありがとうございま

す。きょう一日間、一般質問でとっておりますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、これより一般質問を行いま

す。 

 この際、申し上げますけれども、各議員の発言

は申し合わせを遵守しながらお願いをいたしたい

と思います。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 まず、６番小野正昭君。 
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○６番小野正昭君 先ほど議長より一般質問の許

可をいただきましたが、本日は多くの傍聴の方々

がおいでになり、多分に緊張をいたしながら一般

質問をさせていただきます。 

 その前に、先般質問をいたしました総合支所の

あり方で、市民サービスの低下にならないように

支所機能の充実について、個人情報の取り扱いに

ついての質問をいたしましたが、その後どのよう

な対応をされたのか、今後のためにまずもってお

伺いをいたしておきます。 

 さて、２回目である今回は、財政について及び

医療体制について、大きく分けてこの２点につい

て質問をいたします。 

 その前に、去る１月１３日、愛媛新聞掲載の言

論の中で、慶應大学の片山善博教授は「魚河岸の

ような地方議会」と題し、大変意義深い文面があ

りましたので、参考までにまずその要点を紹介を

させていただきます。 

 その第１点は、教授のゼミに所属をする学生が

ある地方議会を傍聴し、「現在の地方議会は質問

と答弁をひたすら読み合う、まるでお経を聞いて

いるようだ」と、このように報告をしたそうで

す。まことに残念ながら、私は的を射た意見だと

思っております。 

 ２点目は、そもそも議会とは何か、議会を魚河

岸のようだと評した人物がおいでになります。そ

の人は、幕末咸臨丸で遣米使節団の副使を務めた

村垣淡路守範正であります。彼は米国議会を見

て、まるで日本の魚河岸の様に似ていると日記に

書きとめたそうです。魚河岸で行われるのは、ご

案内のとおり競りであります。議会本来の機能も

競りのようなものであり、議会は理事者と私たち

議員との政策の競り合いの場であって、一字一句

すり合わせるような議論の形骸化にならないよ

う、理事者と私ども議員も心しなければと私は思

ってます。 

 さてそこで、そのことを踏まえて財政と医療体

制につき何点か質問をいたします。 

 まず、財政力の向上の件について質問をいたし

ます。 

 私は平成１６年の選挙、また先般の選挙での街

頭でのごあいさつの中で、２１世紀は福祉と環境

の世紀であり、このことに対する施策が行政にお

いて重要な施策となり、またお金も多く必要にな

ってくる、このようにあいさつをさせていただき

ました。しかし、私はこのことを逆に産業興しの

一助としてとらえ、雇用の拡充、若年労働者の確

保並びに定着につながり、ひいては財政力向上に

なるとも訴えてまいりました。 

 そこで、当市の財政力指数を見たとき、平成１

８年度が３カ年平均で０．２８２、１９年度同じ

く３カ年平均で０．２８３であり、また当市の

中・長期財政見通し、仮試算でありますけれど

も、平成２９年度、すなわち９年先の財政力指数

は０．２７９になっており、平成１９年度と比べ

てまことに残念ながら０．００４ポイント下がっ

ているのが現状であります。 

 また、市では産業創出課を設立され、産業興

し、企業興しを目途といたし、地域の活性化、ひ

いいては財政力の向上のために設置されたと思考

をいたしております。しかしながら、優秀な職員

がいるにもかかわらず、現在の内容は産業誘致

課、企業誘致課になっているのではないのかと懸

念をいたしております。 

 昨日の市長の所信表明の中で、平成２１年度第

１回定例議会に当たり、市長の所信表明には国、

県の財政状況を考えますと西予市独自の経済基盤

の構築が急務と感じております、このように昨日

所信表明をされました。産業創出課本来の目的も

あり、さきに述べた福祉、環境を利用、また目途

とした西予市独自の産業の創出について検討され

たことがあるのか、また計画はあるのか、その予

定があるのか。このことが働く場所づくりであ

り、地域の活性化であり、ひいては財政力向上に

つながると考えます。市長の見解をまずお聞きを

いたしておきます。 

 次に、積立金及び基金、その関連について何点

か質問をいたします。 

 財政調整基金は、地方自治法第２３３条の２に

おいて歳計剰余金の処分の運用について、また同

２４１条第１項には基金の設置について、さらに

地方財政法第４条では予算の執行、財政の運営、

年度内の財源の調整、積立金の処分について、ま

た第７条では剰余金の運用方法の規定について規

定をいたしておることはご承知のとおりでありま

す。 

 さきの平成１９年度決算において、正司監査委

員から、当市には３８の基金があり、近隣の市と

比べると類似した基金が多くあり、この際統一す

るなり整理すべき時期だとの指摘がありました
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が、その後どのような対処をされたのかお伺いを

いたします。 

 また、平成１９年度一般会計の決算では約５１

億１，４００万円の基金があり、お金がないと言

って市民の方々に多大なご迷惑と協力をお願いを

いたし、また我慢をしていただきながら、例えば

老人福祉費を見ても、敬老会活動支援事業で合併

後対象者年齢を７５歳に引き上げ、また金額にお

いても平成１８年度実績が１，５６６万８，００

０円、同じく１９年度が１，６０７万７，０００

円であり、若干金額は増加をいたしております

が、ここに落とし穴があります。平成１８年度の

対象人員は８，２９８人、同じく１９年度が８，

６２４人、１人当たりでは減額となっておりま

す。 

 また、老人福祉全体を見ても同様に減額をいた

しております。 

 さらに、旧町の折から引き続き西予市進展のた

めにご尽力をいただきましたご老人の方々の無医

療者表彰、すなわち１年間お医者さんにかからな

かったご老人の表彰においては、平成１６年合併

と同時に廃止をいたし、また苦楽をともにされ、

めでたく金婚式、銀婚式を迎えられた方々のお祝

い金においても平成１７年に廃止をされておりま

すが、その根拠はどこにあるのかお伺いをいたし

ます。 

 また、先般聞きそびれました職員の資質向上の

ための研修費及び出張費についても、計画した予

算がついてないやに聞き及んでおりますが、先ほ

ど申し上げましたとおり、市民の方々及び職員に

無理押しをしてまで基金を積み立て、また一方で

は平成１８年の繰越金が約７億８，７００万円、

１９年度では約６億８，９００万円も繰り越しを

されております。こんなに繰り越す必要がどこに

あるのか、その整合性についてお伺いをいたしま

す。 

 次に、市庁舎の建設事業基金についてお伺いを

いたします。 

 平成１８年度当初予算では３１万３，０００円

を計上し、決算では３億１，６０４万５，０００

円。平成１９年度当初には３１万８，０００円を

計上し、決算では３億４９万７，０００円を繰り

入れ、１９年度末で６億１，６５４万２，０００

円となり、さらに２０年度当初予算でも１８３万

４，０００円の予算を計上し、６億１，８３７万

６，０００円の基金があるにもかかわらず、さら

に平成２１年度一般会計予算においても２５１万

７，０００円を計上し、６億２，０８９万３，０

００円の積立金になると思われますが、その根拠

と必要性はどこにあるのかお伺いをいたします。 

 さらに、関連質問として、現時点での市庁舎建

設事業費はどのようになっているのか、また財源

の内訳はどのように計画されているのかお伺いを

いたします。 

 さらに、旧５町が保有した基金についてお伺い

をいたします。 

 合併の申し合わせ事項として協定した中で、各

５町の基金は誠意を持って持ち寄ることとなって

いたと思います。現在、的確に経理されているの

かどうか。以前マスコミに問題になった隠し基金

的なもの、別会計的なものは当市に、特に旧町に

はないと思いますが、この点つまびらかにお答え

をいただきたい。 

 最後に、医療体制について何点か質問をいたし

ます。 

 私はさきの一般質問において、地方自治体の事

務、すなわち仕事について突き詰めたところは市

政の進展、福祉の向上、民生の安定であると申し

上げましたが、最も重要なことは市民の方々の生

命並びに健康の保持であります。 

 そこで、市長にお伺いをいたしますが、市民の

方々から私によく言われるのは、立派な市庁舎よ

りも我々の命を守ってもらう病院の充実のほうが

より大切なのに、行政やあんたら議員はなぜそれ

を言わんのぞな、話をする人はおらんがかなとよ

く言われます。まさにそのとおりであります。そ

れが主権者である市民の方々の真の声であると私

は思っています。市長はこの声に対してどのよう

に受けとめ、どのように考えられているのか、ま

ずお伺いをいたします。 

 この件につきましては、本市の危機的な医療体

制を踏まえ、さきの平成１９年１２月２４日付総

財経第１３４号により、総務省からの通知により

公立病院改革プランの策定に基づき、西予市独自

の医療体制のあり方を検討する検討委員会が設立

されたやに聞き及んでおります。前段の件を踏ま

え、本市の医療体制につき何点か質問をいたしま

す。 

 １点目、先般７月１６日金曜日、ＮＨＫ四国羅

針盤の中で宇和病院の耐震について放送され、問
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題となりました。改めて認識をいたしておりま

す。現在の宇和病院の耐震強度はどのようになっ

ているのか。さきのことを踏まえて適応されてな

いのであれば、宇和病院の建てかえがあるのか。

あるのであらば、その計画及びスケジュールはど

のようになっているのか。 

 また、先般決議をいたしました器具を含めて、

現在の設備器具はどのようになっているのか。ま

た、現在の設備器具で十分対応できるのか。 

 ３、医師及び看護師の定員はどのようになって

いるのか。また、福利厚生は十分なのか。勤務さ

れている方々の意見なりアンケートなどの調査を

されているのか。お医者さんの定数は充足されて

いるのか、なければその確保につきどのような対

応を考えられているのかお伺いをいたします。 

 以上、大きく分けて財政についてと医療体制の

２点につき質問をいたしました。 

 さきの１２月定例議会にも申し上げましたとお

り、私は地方自治法及び標準市議会規則第６２条

に基づき、市民の方々の代弁者としてこの議場で

質問をいたしております。的確で誠意ある理事者

の答弁を期待をいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 本日は、一般質問に久しぶりに１１人の大勢の

議員各位の方々から多方面にわたるご質問をいた

だくことになります。 

 市民が安全で安心できる社会、あるいは福祉向

上に向けて立脚した建設的な議員の方々の質問を

期待するものでございます。 

 また、本日は傍聴席にこのように多くの市民の

方々がご来場をいただいております。皆様方の温

かく、また厳しい目がこの議場の活力につながる

と思っておりますので、各議論の本質を見きわめ

てほしいと思っております。 

 また、今小野議員のほうから議論が形骸化にな

らんようにというようなことが冒頭の中にありま

した。これも確かでありますし、ただ議論が暴走

しないことを切に願っておるわけでございます。 

 それでは、小野議員の最初のご質問であります

財政力について、福祉、環境分野の産業興しに関

する財政力の向上についての質問についてお答え

をさせていただきます。 

 いわゆる産業創出の究極的なねらいは、雇用の

場の拡充と所得の向上による市民生活の安定及び

地域経済の活性化にあり、財政力の向上はそれら

の成果が行財政にもたらす果実であると私は思っ

ております。 

 産業雇用を創出する方法にはいろんな考え方が

あるかと思いますが、企業誘致も産業創出の方策

の一つでありまして、同様に地域資源を活用した

観光産業や、あるいは１．５次産業の育成も就労

の場を拡大する一つの方法だと存じております。

もちろん、福祉や環境が地域産業経済の主役にな

り得ないという考えはなく、小野議員同様、２１

世紀の我が国の産業は医療、介護を中心とした福

祉分野や環境ビジネス及び情報通信等の分野への

戦略的な展開を進めなければならない時代になっ

ておりまして、今後最も成長が期待される産業分

野であるという認識を持っております。 

 世界を見れば、オバマ米大統領はアメリカの新

しい再生のためにグリーン・ニューディール政策

を掲げまして、１０年間で１，５００億ドルのク

リーンエネルギー投資により５００万人の雇用創

出とともに、世界をリードする環境関連産業を育

成しようとしておられます。 

 我が国においても、これまでの輸出主導型の製

造業が世界同時不況の荒波を受けまして、非正規

労働者の解雇やあるいは生産調整に追い込まれ、

戦後最悪の経済情勢とともに、深刻な雇用不安に

直面しておるということは議員もご案内のことだ

と思います。さらなる雇用情勢の悪化を食いとめ

るためには、戦略的に雇用をふやす対策が必要と

なってまいります。 

 その一つが、人手不足が社会的問題になってお

ります医療、介護を中心とした福祉の重点施策、

もう一つが地球温暖化対策に絡めた省エネ、再可

能エネルギー、緑の雇用等をキーワードとした新

たな環境産業育成であろうかと思っております。

もちろん福祉も環境も非常に重要であり、産業政

策として分離してでも対策が必要な分野でござい

ますので、財政全体としてのバランスを考慮しな

がら、本市の主要政策の一つとして取り組んでま

いります。ただ、これらの分野を産業としてとら

え育成するためには、人材育成、税制の優遇措

置、社会的負担の国民的合意など、まず国が長期

かつ戦略的な対策を示す必要があろうかと思って

おります。 
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 当面、本市の中期計画では福祉、環境分野での

大規模事業の計画はありませんけれども、今後国

の対策と絡めて慎重に検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、私のほうからは

５点ほどお答えをさせていただきます。 

 まず１点目の、監査委員からの３８の基金の統

一、あるいは整理すべき時期ではないかという指

摘に対するご質問でございますが、現在西予市の

基金は普通会計に属する基金で合計３８基金があ

ります。これらの基金につきましては、合併協議

の中で統一できるものは統一また調整し、西予市

に引き継がれました基金と、災害対策基金や一般

廃棄物処理施設等建設基金など合併後新規に設立

した基金であります。 

 基金それぞれに設立の経緯や目的が違っており

まして、すぐに統一、整理をすることはそれぞれ

５町の皆様方のご理解がなければ難しい部分があ

ろうかと思っております。また、いずれにいたし

ましても、これらの基金は西予市の重要な貴重な

財産でありますので、目的を尊重しながら的確な

運用をしてまいりたいと存じます。 

 次に２点目でございますが、老人の方々の無医

療者表彰廃止と金婚式、銀婚式を迎えた方々の祝

い金の廃止の根拠ということでございますが、老

人の方々の無医療者表彰廃止についてであります

が、無医療者表彰は医療費を抑制するという観点

から老人保健特別会計で予算計上し、合併後平成

１８年度までの３年間、対象者に個別に商品券を

贈っておりましたが、対象者が年々減少していた

こと、そして実施していない市町があったこと、

実施していても国保、老人だけが対象であるこ

と、表彰者が固定化してきたこと、表彰のために

受診を抑制することが早期治療の妨げとなり、結

果的には医療費増額につながることもある、そう

いった総合的に判断いたしまして、医療費の削減

効果が見込めない等々の理由によりまして、平成

１９年度から廃止をしたところであります。 

 続きまして、金婚式、銀婚式を迎えた方々の祝

い金の廃止についてのご質問でありますが、平成

１７年度当初におきまして、高齢者記念品、８８

歳及び１００歳以上及び金婚者への記念品を廃止

したところでありますが、金婚者につきまして

は、対象者を把握する上には全員の戸籍確認をす

ることはもとより、戸籍上の記載の婚姻日、結婚

日と実際の婚姻日が違っていることが多く、また

個人情報の問題がありまして、公平なお祝いをす

るには事務的に無理があると判断をいたしまし

た。 

 このようなことを踏まえまして、平成１７年度

に住民基本台帳で確認できる公平にお祝ができる

方法といたしまして、満８８歳、満１００歳を迎

えられた方への敬老祝い金としたところでありま

す。なお、銀婚式を迎えられた方への祝いは、当

市の制度としてはもともと行っておりません。 

 次に３点目でありますが、無理押しをしてまで

基金や繰越金をこんなに残す必要がどこにあるの

かというご質問でありますが、西予市の重要な財

源であります普通交付税が合併後１１年度目から

段階的に削減され、そして合併後１６年度目の平

成３２年度には、合併当初と比較いたしまして単

年度で約２０億円もの削減がされる予定でありま

す。このような大変厳しい財政状況を見据えまし

て、西予市民が安心して住めるまちづくりを行う

ために、事務事業評価システムを導入し、そして

各事業を評価しながら、あれもこれもではなく、

あれかこれかの選択をして事業を進めておりま

す。 

 また、将来を見据えた財政基盤の確立を図るこ

とも最重要施策の一つであります。基金につきま

しても、その中の一つであります。 

 当然、職員につきましても無駄を省く努力を率

先して行ってもらっておりますが、職員の資質の

向上につきましては、職員研修事業に平成２１年

度も約２４０万円の予算を計上しているところで

あります。 

 また、繰越金でありますが、一般会計では平成

１７年度は７億８，７５５万１，０００円、１８

年度は６億８，９２７万７，０００円、１９年度

は６億２，９４１万円であります。不用額は３月

補正予算編成時に調整するように指示をしている

ところでありますが、これらの繰越金は３月補正

予算編成時期と決算時期との時間差の関係で結果

的に残ったものであります。 

 繰り越す額から事業繰り越しに伴い翌年度へ繰

り越しすべき財源を差し引いた額、これを実質収
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支と申しますが、地方公共団体の実質収支の額の

適否を判断する指標といたしまして、一般会計を

含めた普通会計において、標準財政規模に対する

実質収支額の割合は３％から５％程度が望ましい

とされております。西予市のこの割合は平成１７

年度が５．１％、平成１８年度が４．６％、平成

１９年度が３．６％であります。 

 次に４点目、市庁舎の建設事業基金についてで

ありますが、一度に多額の一般財源を必要とする

大事業を行う場合、計画的にその財源を積み立て

ておくことが必要であります。庁舎建設事業基金

はそのためのものであります。 

 また、予算といたしましては、当初に利子相当

分を計上し、予算の収支の状況を見ながら積立可

能額を補正で計上したものであります。 

 次に、関連質問であります庁舎建設事業費とそ

の財源計画についてでありますが、庁舎建設事業

につきましては、平成２０年１２月に基本設計業

務を終了し、現在実施設計業務を進めているとこ

ろであります。 

 現時点での事業費につきましては、庁舎本体建

築工事で概算２４億２，０００万円、また既存施

設の解体、改修ほか関連工事、業務委託費、事務

費等を含めまして平成１９年度から２３年度の全

体事業費を約２９億９，０００万円と見込んでい

るところであります。この財源につきましては起

債、つまり合併特例債と一般財源を予定しており

ます。また、起債の額につきましては、各年度ご

とに県、国との協議、申請手続が必要とされてお

ります。現時点での財源計画といたしましては、

全体事業費約２９億９，０００万円のうち、起債

額を概算２４億円、残り概算６億円程度を一般財

源として見込んでいるところであります。なお、

平成２１年度から約２年余りの間、既存施設の解

体、改修工事とこれに伴う事務所等の移転作業、

またこの間の市民の皆様の利便性、安全性の確保

対策など、大変複雑な事業推進となりますため

に、格別のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げるものであります。 

 次に５点目でありますが、旧５町が保有してい

た基金についてであります。 

 第１点目のご質問でも申しましたが、西予市で

は現在３８の基金があります。これらの基金につ

きましては、旧５町が誠意を持って持ち寄られた

基金であります。また、この経理につきまして

は、監査委員により厳格に監査をしていただいて

おりますし、隠し基金とか別会計的なものは全く

ございませんので、市民に不審を抱かせるような

ご発言をされることは大変遺憾なことであると、

このように思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、小野議員の医療体制につ

いてのご質問にお答えさせていただきます。 

 ご質問の前段にあります医療に対する考え方で

ありますが、当然のことながら市民の生命と健康

を守ることは行政施策においても最優先されるべ

きものだと考えております。 

 国の社会保障費削減による制度的な影響が西予

市の病院経営に影を落とし始めました平成１８年

度には、合併前のまま引き継いでおります２つの

病院と１１の診療所についてどうあるべきか、お

医者さんなどの関係者による検討会を設置し、平

成１９年２月には医師、医療資源の集約化を図

り、医師、患者双方にとって魅力ある病院の整備

が必要であるとの西予市医療問題等の基本理念の

答申を受けているところであります。 

 また、２期目の私の市長選挙におきましてマニ

フェスト２００８の政策提言を行っておりますけ

れども、その中で安心できる病院体制の堅持と変

革を平成２３年度末までにお示しできるよう政策

として掲げており、先般公立病院のあり方検討委

員会から答申を受けているところでありまして、

平成２１年度中には具体的な方針を決定したいと

考えております。 

 次に、宇和病院の建てかえの計画があるのかと

いうご質問でございますが、先ほど申し上げまし

たけれども、答申を受けました公立病院改革プラ

ンの中において、経営効率化、再編、ネットワー

ク化、経営の見直し、さらには耐震診断の結果な

どを合わせ、新病院の建設についても検討の必要

があるのではないかという答申をいただいている

ところでございますので、建設計画については今

後の重要な検討課題とさせていただきたいと思っ

ております。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 
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○九鬼公営企業部長 それでは、宇和病院につい

ての具体的な質問についてお答えをいたします。 

 まず、設備器具の件でございますが、病院とい

たしまして診療科目に応じた必要な医療機器はエ

ックス線ＣＴやＭＲＩなどを初め、各種備えてお

ります。ただ、医療機器は日進月歩で開発されて

おりますので、順次整備をして対応をいたしたい

と思います。 

 次に、宇和病院の耐震の件でございますが、昨

日ご提案を申し上げました平成２１年度予算にお

きまして、耐震強度の検査を実施する予定にして

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、医師、看護師の定員などの件でございま

すが、前年度の実績を基準に医療法で定められま

した必要数を算定いたしますと、医師数は最低で

も９人、看護師については患者数と看護職員比率

を昨年１０月から１０対１の基準認定を受けてお

りまして、最低でも６０人は必要ではないかと思

っております。 

 今の宇和病院の常勤医師数は６名で、非常勤医

師を含めましても医師不足の状態が続いておりま

して、やむなく医師には過重な労働をお願いして

いる状況でございます。 

 また、看護師についても現在総数６５名でござ

いますが、そのうち育児休業中の職員が５名、ま

た臨時職員も９名含まれておりまして、１週間に

２日から３日の深夜勤務をこなし、どうにか基準

を満たしている状況であります。 

 次に、福利厚生につきましては、市の職員と同

じく市町村職員共済組合等で対応をいたしており

ます。また、意見、アンケートにつきましても年

１回自己申告書や、看護師につきましては年２回

の面接を総師長のもとで実施をしておるところで

あります。 

 最後に、医師確保対策でございますが、これも

市長を先頭にいたしまして、愛媛県や各大学の医

学部、また西予市出身の医師等への招聘活動を行

っております。引き続き、各方面の協力をいただ

き、努力をしてまいりたいと思います。 

 今後とも根本的には医師が働きたいと賛同して

いただけるような基本理念をしっかり確立した病

院を目指さなければならないのではないかという

ふうに思っております。市民の皆さんにも一緒に

なって我が病院、おらが先生の思いを持っていた

だいて、市立病院を守り育てていただくようにご

協力もぜひお願いしたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 まず最初に、形骸化にならぬ

ようにということで、市長は暴走的なというよう

なこともおっしゃられましたけども、なぜ前回の

質問のことについて再度お伺いをしたかという答

弁がなかったのですけれども、これはまず先にこ

の聞いたのは、先般２月８日に今治市長選挙が行

われましたけれども、大方の予想を覆しまして新

人の方が約７，０００票の差で当選をされまし

た。 

 その当選の原因となりますのが、愛媛新聞に掲

載をされておりましたが、それを読みますと、市

民主体のまちづくりが基軸、支所への権限、財源

の付与、市長巡回制度を打ち出したと、こういう

ことを打ち出して勝ったのだと。ということは、

裏返せば市長にはそれがなかったということであ

ります。したがって、老婆心ながら三好市長にも

こういうことを大事にしてこれからの市政に当た

ってくれということで質問をさせていただきまし

たので、僣越ながら申し上げておきます。 

 それから、財政力及び雇用の考え方、財政全般

につきましては、まだまだ私も勉強不足の点があ

りますので、今後ゆっくりと時間を割いて再度こ

の件については質問をいたしたいと思います。 

 それから、参考までに無駄な基金がないという

ふうな答弁でしたけれども、八幡浜市が１９、大

洲が１７、宇和島１２の基金となっており、やは

り当市の場合は３８、特に今年度、２１年度の一

般会計で明浜特別養護老人ホームの基金を１つふ

やされましたんで３９になるんではないかなと、

このように自覚をしておりますが、その辺のとこ

ろ鋭意また努力をしなければならないのではない

かなと思い、私もまた十分見てまいりたいと思い

ます。 

 それから、基金の持ち寄りの件で、大変私は憤

慨をしております。私は質問の中でないと思いま

すがと言っています。市民に混乱を抱かせるよう

な質問はしておりません。ないと思いますが、な

ければないと答えてもろうたらいいだけであっ

て、挑戦的な発言は厳に慎んでもらいたい。 

 それから、老人医療の表彰の制度ですけれど
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も、参考までに国民健康保険の老人の１人当たり

の保険者負担額、１９年度には約６７万円、１人

当たり要っとるわけです。ですから、このお医者

さんにかからなかったお金をお年寄りに還元して

も、仮に５，０００円渡しても１，０００人おっ

ても５００万円なんです。そういう意味で、１０

人おれば６７０万円、そんな金はすぐ浮いてくる

んです。ですから、そういうところに今まで苦労

したお年寄りの方にそういう手厚い福祉の向上の

ために血の通った行政をされたらどうですかと、

私はこのように申し上げているのであって、そう

いう面からすれば私は合理的なことだと思ってお

ります。 

 それから、職員の件も確かにそのとおりです

よ。１９年度から２０年、２１年度と４０万円ず

つふえてます。先ほど部長が答弁されたように、

２１年度一般当初予算会計は２４０万１，０００

円という予算が計上されておるのも承知しており

ます。やはり、要は市民の頭脳であり市の核であ

る職員の質の向上に今後なおさら鋭意努力をして

いただきたい、そのように私は思っています。こ

れが市民のためです。 

 それから次に、医療の件ですけれども、医師が

不足しておると、それから市長の答弁は今回の答

弁がここまでなんかなあということで、市長の答

弁には今回の答弁には尊重をいたしております。 

 それと、先ほど１２月５日付の愛媛新聞で厚生

省は臨床研修制度の見直しを発表をされておりま

すけども、この新聞の記載によりますと、見直し

ても医師不足の解消の効果は未知数であるという

論評を出しておりました。 

 それから、あいテレビで２月１７日ですけれど

も、追跡アイという、地域医療に光を出して、前

の野村病院の先生でありました川本愛大教授の特

集を放映されて、まことにすばらしい取り組み方

だなあといって感心をして私も見ておりましたけ

れども、私は医師不足というのは西予市独自で対

応する必要があるのではないかなと。西予市独自

の方法を考えてもいいんではないかなということ

で、そこで私なりの考えを申し上げます。 

 先般、昨年ですけれども、産業建設常任委員会

の帰りの飛行機の中で大変興味のある記事があり

ました。これスクラップもとっておりますけれど

も、立命館大学の医療経済教授で内科医の柿原浩

明先生が出した視点というとこで投稿されており

ましたけれども、その要点は、厚生省は１９８２

年以降医師不足が深刻であり、平成２０年６月医

師不足解消のために現在の国公、私立大の医学生

の定員約７，８００人を約４００人ふやしてピー

ク時に近づけたいと、このように載っておりまし

た。しかし、増員分に枠があるなど、設けられた

ところで地域や診療所の医療医師の確保には余り

つながらないのではないか。そこで活用したいの

が、私大を中心にした学生さんへの修学資金の方

法であります。 

 大体国公立で１年間計算した場合、５３万５，

８００円の授業料が要ります。６年間で見ると

１，１００万円から１，１５０万円が要るのに対

して、私立大学は３，０００万円から６，０００

万円の６年間での学費が要ります。そのことを踏

まえて、そういう制度を私立大学希望者に貸し与

えるような奨学資金を導入したらどうかというふ

うなことを書いておられました。 

 この国立大学、国公立大学の費用、私立大学の

費用についてもインターネットで全部とってみま

したが、大体今先ほど言いましたように国立大学

は１，１００万円から１，１５０万円、私立大学

が３，０００万円から６，０００万円というとこ

におさまっております。そういうことで、私はこ

の私大の医学生の資金援助について米国の軍医の

若者には大変この制度がありがたがられていると

いうように聞き及んでおりますので、私はこの

際、当町にも私立大学希望の学生に、例えば宇和

町ゆかりの日本最初の女医でもあるおイネさん基

金等の設立をして、西予市独自のお医者さんの確

保を将来考えてみるべき時期にあるのではないか

なと、このように考えておりますので、市長のお

考えをお聞きをいたします。よろしくお願いをい

たします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、小野議員の再質問につい

てお答えさせていただきますが、非常に最初の質

問よりか後ほど長かったところがありまして、ど

れをどう答えていいかというところがあるわけで

ございますが、まず一番最初に、先般の質問があ

った後の経過についてのことについてちょっと触

れられましたが、これはあえて答えなかったの

は、議長のほうに出されてなかったことについ
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て、当初に出るというのは私はちょっとこれは暴

走だということで答えられなかったとこでありま

して、これはやはり当初からそれなりのご質問が

されるんだったら出すべきだと私は思っておると

ころでございます。 

 ただ、愛媛新聞に今治市長選挙のいろいろなこ

とが言われましたが、これは今治市長選挙のこと

でありますので、私たちのところに触れるという

のはちょっとないかと思いますので、触れること

は控えさせていただきますが、私個人としては、

西予市の中のいろいろなところへ行って、いろい

ろな方の声を聞くことを一番大事なことだと思っ

て、いろんなところで動いております。そういう

ことをもって西予市の中の身近な声を聞くという

のが私の大事な役目だと思っておりますので、私

はそのことをやっておることもまたご理解をいた

だきたいと思っております。 

 それで、その中でちょっと最後の医療の問題に

ついてお答えをさせていただきますが、私どもも

医師不足というのはこれは大変な問題でございま

して、非常に重くのしかかっております。これも

国の制度の矛盾がここまで来ておるわけでありま

すが、そうかと言って私どもがそれを放置するわ

けにはいかんわけであります。 

 しかしながら、おかげをもちまして、愛媛大学

の地域医療講座で川本先生が教授として行ってい

ただきました。そのおかげで野村病院がサテライ

トとしての指定を受けて、また新しい活動が始ま

りました。そういう中で、医療研修をしたいとい

うお医者さんが１名出てきましたので、４月から

その方が１名、野村病院に研修に来られるという

ことになります。 

 また、宇和病院のほうもおかげをもちまして４

月から自治医大の先生が１名ふえるようになりま

す。だから、両病院に１名ずつふえるようなこと

になってきます。少しずつ努力が出始めたかなと

いう気がいたしておるとこでございます。 

 また、私立大学の医学部への奨学金というよう

な意味だと思いますが、そういう考え方もあろう

かと思いますが、今のところ西予市はその方向を

持っておるわけではございません。したがって、

今までのいろんなところの結果を見ましても、医

師になりたい、あるいは医師を育てたいというこ

とでそういう養成の奨学金を旧町時代もつくられ

たところがありますが、だれひとりとして借りら

れませんでした。そういう結果を見ても、それが

果たしてつながるかというと、私はつながること

は少ないかなと、このように思っております。 

 したがって、別の観点から医師の招聘等々を一

生懸命努力をしていきたいと、このように考えて

おるところでございます。 

 それ以外については、恐らくご要望等々の中

の、いろいろすごく勉強もされておられまして、

それぞれの中で思われていることのご発言だと思

って認識をいたして、ご質問に対する回答を控え

させていただきます。 

 以上でございます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 先ほど私のほうが答弁した

ことによりまして、ちょっと挑戦的ではないかな

という再質問でございましたが、実は私は決して

挑戦的なことと思うてお答えしたわけではござい

ません。 

 実は、これは議員さんもご承知のとおり、住民

代表の監査委員さんと、そして議会代表の監査委

員さん、この２人がおられます。そういった中

で、毎月定例監査ということで厳格に監査をして

いただいております。そういったその監査のまと

めを９月の定例会で上程し、そしてそれぞれの議

員さんでご承認されておる、いわゆる議決されて

おるといった意味であのような答弁をさせていた

だきましたので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長 小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 くどいようですけども、なぜ

答弁、質問にないからということですけども、で

すから私はあえて冒頭に議会は形骸化にならない

ように政策の競りであると、競り合いをしなけれ

ばいけないというふうな観点から前回の質問に対

して、それもまたやはり市民の方を思って市長さ

んどういうふうな対応をされましたかという質問

をしたのであって、別に暴走するつもりもない

し、挑発する気持ちもありません。ただ単に市民

の方々に私の質問に対してどのように対応された

か、それを再度お聞きをしたものであります。 

 それと、市長さん以下部長さんは行政のベテラ

ンですので、言葉を上手に使ってうまく何かこう
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されたような気がしますけど、これを言うとまた

根拠がないことやということで苦情を言われます

ので、この辺でやめますけれども、どうも納得が

いきませんので、私は私なりに再度基金の件につ

いても調べてみたいと思います。 

 それと、最後の医師の確保については、西予市

独自でいろいろな方策を考えなければならないと

いうふうな市長の答弁でしたけれども、私は先ほ

ど来申し上げましたように、やはりこの西予市は

幕末の西洋医学の先進地であると思っています。

ご案内のように、村田蔵六、これは靖国神社の銅

像にありますように、これは大村益次郎です、後

の。それから、高野長英、それからもう少し時間

がかかりますんであと２分ほどお願いをします。

高野長英、それから二宮敬作、楠本イネ、こうい

う方全部西予市にゆかりのある方なんですよ。で

すから、日本に先駆けて西予市がそういうふうな

ことをされたら、なおまちおこし、村おこし、そ

してまた医師の確保につながるんではないかなと

いう意味でおイネさん基金の設立を考えてみては

どうかというふうな私の政策的な一環としてお話

をさせていただきました。 

 市長は、年末に三瓶の文化会館で愛媛文楽講堂

講演会の中で、松尾芭蕉の「不易流行」というこ

とわざをたしか言われたと思います。守れるべき

はもうしっかりと守っていかなければならない

と、このようにおっしゃったと思います、あいさ

つの中で。私はやはり市長が一番先に守らなけれ

ばならないのは市民の生命、健康の保持だと思い

ます。そのことを強く申し添えて、まことに僣越

ですけれども今回の一般質問も時間を多少オーバ

ーしましたが、まことに申しわけありません。 

 以上で終わります。 

 

○議長 次に、１０番元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 皆さんおはようございま

す。 

 きょうは本当にたくさんの皆さんに傍聴におい

でいただきまして、心からお礼申し上げたいと思

います。 

 実は、先般議会に対して苦情の手紙がまいりま

した。それは１２月定例議会において、この傍聴

席にわずか３名しか傍聴者がいなかったというこ

とで、私どもが自主制作をいたしております議会

だよりの中で、これを「リーマンショックか、傍

聴席は閑古鳥」という見出しで私出しました。こ

れに対して市民の皆さんから、暇な議会に我々つ

き合ってる暇はないんだと。上から物を言うよう

な表現は謹んでほしいというふうなおしかりの手

紙をいただきました。 

 そういうご意見もあろうと思いますけれども、

我々議員２４名は西予市のために何とかしなけれ

ばいけないという思いで日々一生懸命頑張ってお

るつもりでございます。もちろん十分であるとは

さらさら思っておりませんけれども、我々はやっ

ておるつもりでございますので、どうかまた市民

の皆さんが我々をチェック、監視をしていただい

て、いけないところは大いに叱咤激励をしていた

だきたい、そのように思っております。そういう

意味で、きょうたくさんおいでいただきましたこ

とに心から感謝を申し上げまして、私の質問をさ

せていただきたいと思います。 

 きょうは２点ばかり質問をさせていただきま

す。 

 まず初めに、集落支援員制度についてお伺いを

したいと思います。 

 ご案内のように、西予市は過疎地域自立促進特

別措置法第２条第１項に規定する過疎指定地域で

あります。愛媛県内では１７の市と町が指定を受

けております。これらの地域は人口減少や高齢化

が著しく進展し、それに伴い、生活扶助機能の低

下や生活交通手段不足、空き家の増加、農地や森

林の荒廃等、重大な問題が発生をいたしておりま

す。今後、さらなる高齢化によりこれらの問題は

さらに一層深刻化することは火を見るより明らか

であります。 

 １９７０年、過疎法が制定されて以来、数字の

上では過疎対策に７５兆円が投入されたことにな

っておりますが、過疎化をとめることは残念なが

らできませんでした。総務省ではこのような状態

を重く受けとめ、平成１５年、有識者による過疎

問題懇談会を設置し、過疎地域等の集落対策につ

いて提言書を総務省に提出をされました。これら

の提言のすべてを受け入れる形で、ことし４月よ

り特別交付税による過疎対策が実施されることが

決定をされました。これが集落支援員制度であり

ます。 

 新制度は、従来の道路とかあるいは箱物への投

資から、人への転換だと言われております。国の
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過疎対策への大転換であることに期待は大変大き

いわけであります。この制度は、新潟県上越市の

ＮＰＯ法人かみえちご山里ファン倶楽部をモデル

にした事業であります。地域のお年寄りと連携を

しながら、高齢者がそれまでの経験を生かして、

山の生活を伝える先生として子供たちに環境につ

いての学習会を受け持ったり、ひとり暮らしのお

年寄りにはお互いが声をかけ合ったり、道路や河

川の環境整備を地元の人と一緒になって行ってお

ります。その結果、お年寄りに安心の笑顔が戻っ

たと言われております。 

 しかし、ＮＰＯ法人の若者にとっては、生活は

大変苦しいわけであります。町からの環境学習に

対する補助や野菜の通信販売などを行って生活の

足しにしてまいりましたが、生活は決して楽では

ありません。そこで、もしこれが若者たちの生活

費を国が負担することができたら、過疎対策につ

ながるのではないか、そんな発想が集落支援員制

度につながったと言われております。 

 全国には既に集落支援員制度を取り入れている

ところがあります。島根県では２年以上前から県

単独で支援員制度を導入いたしております。地元

の聞き取り調査を行ったり、話し合いの場に参加

したり、草刈りの手伝いをしながら現在９人が働

いております。県からの支給は月額２２万円、２

年契約であります。新潟県、あるいは島根県で

は、若者たちがいろいろなアイデアを出し合って

ユニークな地域おこしが既に始まっておるわけで

あります。 

 私は、この制度に大きな期待をしております。

地域を見渡して大変不安に感じることは、集落の

中にリーダーがいないということであります。リ

ーダーをつくろうにも自分のことが精いっぱい、

他人の世話どころではない。しかし、リーダー不

在では、地域がまとまって今の課題や将来のこと

を考えたりできるはずはありません。これを国が

面倒を見るというのですから画期的なことであ

り、西予市としてもいち早く手を挙げていただき

たいと私は思っております。 

 また同時に、社会の流れも今大きく変わり始め

ております。脱都会の流れであります。都会での

労働と暮らしに別れを告げて、人間らしい生き方

を求めて農村にＵターン、Ｉターンする層が確実

にふえております。さらに今回の世界同時不況で

これに拍車がかかると私は思っております。受け

皿づくりが急がれるわけであります。 

 今回の制度がどこまで期待できるかはこれから

でありますが、制度をよく研究して、一人でも多

くの若者を都会から受け入れていただきたい。 

 そこで、以下の点についてお伺いをしたいと思

います。 

 まず、この制度について国の予算規模は年間ど

の程度なのか。実際問題として、全国に何人ぐら

いの支援員を配置できる事業なのか。 

 ２つ目として、さきの地域活性化・生活対策臨

時交付金の中で、西予市も限界集落対策として７

１１万１，０００円が計上されておりますが、こ

の制度と連動してのことなのか、お伺いをしたい

と思います。 

 ３点目として、市の限界集落対策事業の要綱に

は、モデル地区を中心にして地域づくりの学習

会、講演会、先進地視察等を実施するための経費

を交付するとなっておりますが、モデル地区とは

どういう地域を想定しているのか、その数は市内

にどれくらい想定しているのか、またあわせて何

年計画なのか、お伺いをしたいと思います。 

 それから４点目として、西予市には多くの課題

が山積をいたしております。それらのいずれも重

要であることは当然でありますが、中でも限界集

落問題は特に重要課題であります。そのために

は、市独自の支援員制度的なものも必要ではない

かと私は考えております。国の制度とセットにし

て検討する考えはあるのかどうか、お伺いをした

いと思います。 

 次に、２点目として、特色のあるまちづくりの

推進についてお伺いをしたいと思います。 

 ある一つの町を例に挙げて質問をさせていただ

きます。 

 長野県の南に位置したところに下條村という人

口わずか４，２００人が住む小さな村がありま

す。平成の合併に対しても、仮に地方交付税が４

割削減されても自主財源でやっていけるとの理由

から、合併はしないを宣言されております。 

 この村が全国的な評価を得ているのは、合計特

殊出生率が２．０４であることであります。今、

全国平均の合計特殊出生率は１．２５であること

を考えれば、驚くべき数字であります。既に全国

から２５０以上の自治体関係者が視察に訪れてい

ると言われております。なぜこのようなことがこ

の村でできるのか。それは、徹底した行財政改革
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と、子供をふやすことが最大の高齢化対策という

政策の実行にあります。 

 行財政改革については、歳入をふやすことは容

易ではないが、歳出を減らすことはある面簡単に

できるという考えのもとで、職員の徹底した意識

改革と住民の要望にけじめをつけることをこの村

では実行をされております。合計特殊出生率につ

いては、人がふえる村、村民倍増計画のスローガ

ンがあります。そのためには、徹底した子育て支

援策が功を奏しております。若者定住のための安

くて充実した村営の集合住宅の建設、中学校３年

までは医療費がただという政策など挙げれば切り

がありません。 

 この下條村で何が一番すばらしいのか。私が一

つ挙げるとすれば、村の政策がだれにもわかるよ

うに単純明快なことであります。村の政策は人が

ふえる村、すなわち村民倍増計画。私もこれで十

分だと考えております。 

 翻って西予市の場合はどうなのでしょうか。西

予市には、５つの政策と３６の施策が掲げられて

おります。その１つ、暮らしを支え地域を結ぶ住

みよいまち、２つ、人も自然も環境も元気で安心

できるまち、３つ、人が輝き文化が薫る学びのま

ち、４つ、本州すっぽり西予豊かさを実感できる

まち、５つ、共に考え共に創る魅力あるまち。確

かに隅々まできめ細かく網羅した非の打ちどころ

のない政策であるとは思いますが、しかし市民が

これを聞いて、まちづくりとして何が実感として

イメージできるのでしょうか。具体的であるよう

でその実、大変抽象的であるように私は思いま

す。 

 とりあえず、一つ目標として掲げるとすれば、

市長、限界集落問題を何とかしましょうや。これ

ぐらいで十分じゃないかと私は思っております。

そのためには何をしなければならないのか、これ

からの先の政策はいや応でも出てくると思いま

す。 

 西予市の最大の課題は、村から人がいなくなる

ことであります。西予市の特色あるまちづくりと

して何を第一目標に掲げるのか、改めて市長の所

信をお伺いいたしまして、私の質問を終わりま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の質問について

お答えをさせていただきますが、限界集落問題に

ついては、私どもの西予市は愛媛の先駆的な役割

を今果たしておるという認識の中で今やらせてい

ただいておると思います。そういうことを踏まえ

てのご質問だと思って、このご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 ご質問のありました西予市における集落支援員

制度についての答弁をいたしたいと思います。 

 集落支援員につきましては、総務省自治行政局

過疎対策室から平成２０年８月に過疎地域等にお

ける集落対策の推進についての通知があったとこ

ろでございますが、ご質問１の集落支援員制度の

国の予算規模につきましては、特別交付税措置の

ため公表されていないのが現状でございます。た

だし、総務省が設置しました過疎問題懇談会の第

１回目の会合における質疑応答の中で、平均的な

過疎市町村の姿を人口約１万と見た場合、行政区

数を４２集落と仮定したということで、全国で１

万２，０００人の支援員の設置を予想されておる

みたいでございます。そういう回答が示されてお

りますが、また経費は報酬、活動旅費、会議等々

とされています。 

 次に、２番目の地域活性化臨時交付金の関係

と、３番目のモデル地区の想定でございますが、

来年度の限界集落対策事業につきましては、大き

く２つの財源を柱にして事業を進めてまいりま

す。 

 １つは総務省の集落支援員の設置、もう一つは

地域活性化臨時交付金事業を活用したものであり

ます。 

 集落支援員の設置につきましては、昨年実施い

たしました集落へのアンケート調査、聞き取り調

査をもとに、みずからの集落機能の維持が困難な

集落を対象に、市内５カ所程度をモデル地区とし

て、この５カ所っていうのは一つの集落単位とい

う考えではありません。もうちょっと広い考えで

おりますが、そういうのを単位として、地域とと

もに取り組みを開始するよう検討しておるところ

でございます。 

 地域活性化臨時交付金事業での西予市における

限界集落対策の事業は、次の３点の取り組みを予

定しております。 

 １点目は、地域づくりプログラム事業で、みず

から集落の問題点や将来を考える積極的な集落に
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対して、計５回程度のワークショップの開催や先

進地視察を通して自立的な地域おこしに取り組ん

でもらいたいという趣旨でございます。 

 ２点目は、限界集落問題研究会の実施で、限界

集落問題に関しまして、著名な講師を招き、意識

づくりを図るためのシンポジウムのような形式の

研究会を年２回ぐらい実施する予定でございま

す。 

 ３点目は、限界集落問題市民検討委員会の設置

でございまして、西予市版の限界集落問題を検討

する組織を設置して、事例研究、研修、活動のプ

ログラムの検討などを行う予定でございます。 

 また、市、国、県の既存の施策、事業及び担当

者を体系化し、対策につなげていきたいと考えて

おりますし、これらの限界集落対策事業につきま

しては、地域とのパートナーシップの形式が必要

なことから、順次地域に入りまして推進してまい

りたいと考えております。 

 限界集落対策につきましては、市としましても

継続的に取り組んでいく予定でございますので、

市民の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思

います。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 ご質問のございました西予市の特

色のあるまちづくりについてにお答えをいたしま

す。 

 まず最初に、西予市の先ほどございました５つ

の政策と３６の施策がちょっと抽象的ではないか

と、このようなお話がございました。 

 これはご案内のように、西予市の総合計画の中

で示されているものでございまして、ご案内のよ

うに総合計画は大きく基本構想と基本計画に分け

られておりまして、その中の重要政策、施策の方

向を示すものが総合計画であるということをまず

ご理解をいただきたいと思います。 

 政策の第一の目標という、先ほどのご質問の中

にございました第一目標と優先度の設定でござい

ますが、私たちを取り巻く社会情勢は日々変化を

いたしておりますので、そのときの社会の流れに

マッチした政策課題を取り上げていきたいと考え

ております。 

 例えば、一昨年のごみ減量化運動など、市民の

皆様の関心が集まる課題こそが時流にマッチした

課題だというふうに考えております。 

 ご質問のございました限界集落につきまして

は、市民の皆さんの大変関心の高い問題だという

ふうに考えております。先ほど市長が答弁いたし

ましたように、引き続き継続的に取り組みを進め

たいということでもございました。さらに、昨日

市長の所信表明で述べられましたように、地域に

人が住み続けられる仕組み、さらに第１次産業で

生活できる収入が見込まれるような仕組み、対策

を今後本格的に取り組む姿勢が強調されたわけで

ありますが、これが具体的な目標を示されたもの

ではないかと、このように考えておるわけであり

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 それでは、集落支援員制度

につきまして、再質問させていただきたいと思い

ます。 

 実は私この質問書を出した後で、東京でこれに

ついてのフォーラムがあるということを耳にしま

して、申し込みまして先週の土日で行って帰りま

した。 

 そこには全国から約４００名の方が集まってお

られました。そこで、私幾つかの点を感じ取りま

したので、そのことをまずちょっと報告をさせて

いただきたいと思いますが、本来この集落支援員

制度とか過疎問題というのは、これ地方の問題で

あるにもかかわらず、なぜ中央の東京でこれだけ

熱気に満ちた議論がなされておるのか大変不思議

に感じたわけですけれども、結果的には今の情報

化社会の中でも、中央に行かなければ真の情報は

得られないというのが、これ現実かなということ

を実感いたしました。これは何を言いたいかとい

いますと、先ほども出ておりましたが、西予市の

中で今職員の研修費、財政の事情もあって大変厳

しくなっております。しかし、それは財政事情は

わかりますけれども、やはり今こういう時代であ

ればこそ、職員は積極的にみずからが問題意識を

持ってこういった研修をしていただきたい。その

予算化を当然市はしていただきたい、そのことに

ついて１点お伺いしたいと思います。 

 それから２点目ですが、今回のフォーラムの中
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で山口県の元町長って言われた吉本町長でした

か、非常に参考になる話をされておりましたが、

その中でその町長が言われた話は、今回の平成の

大合併というものについて、全国の自治体のアン

ケートからもわかるように、この平成の大合併は

平成の大失敗だというふうに言われておりまし

た。幾分うなずけるわけですが、それとあわせ

て、それはなぜそういうことが言えるかという話

をされました。それは合併をして町は大変大きく

なった。その結果今何が起こっているか。大きな

町は今面倒くさいことはやらなくなったと。なぜ

やらないかって聞いてみると予算がないって言

う。結局予算がないという理由でやらないことを

今正当化していると、これじゃあ合併後の町がよ

くなるはずがないというふうなことを言われまし

た。 

 それからもう一点は、今の自治体は非常に慎重

過ぎると。石橋をたたいてたたいて、たたいてし

か渡らない。渡るときには石橋は崩れておるんじ

ゃないかというふうな話までされましたが、やは

り行政もこういう非常事態の中ではある程度の見

切り発車も要るんじゃないかというふうな話もさ

れまして、私も非常にうなずいて帰ってきたとこ

ろでございます。 

 それと、今回の私の研修の中で思ったことは、

今全国的に今の過疎問題の取り扱い、非常に活発

になされております。その一つが今回私が研修し

ました中山間地域フォーラムという、これ非常に

構成メンバー立派でございます。それからまた、

三好市長も参画をされておりますが、全国水源の

里連絡協議会、これも非常にいいメンバーで構成

されております。それから、今回気がつきました

が、全国緑化センターというのがありまして、こ

こは既に１５年間集落支援員を全国に派遣いたし

ております。その数今４００人と言われておりま

すが、こういったすばらしい活動が全国にあるわ

けですから、積極的にこの情報収集を私は急いで

いただきたい。そして、先般も実際に現地で働い

ておるボランティアの若者が自分たちの体験報告

をされておりましたが、まだまだこの集落支援員

制度には多くの課題もあるなというふうに感じて

まいりました。ですから、積極的な情報収集を急

いでいただきたいということがあります。 

 それから、３点目か４点目かになりますけど

も、もう一つ、西予市の中に産業創出課がありま

す。これは三好市長が先ほども言われましたが、

産業創出課が目指す最後の目的っていうのは、雇

用創出であろうというふうに思います。 

 今まで雇用創出というのは、産業があって雇用

という形であったわけですが、今回のような集落

支援員制度のように非産業部門で雇用が発生する

という新しい社会が今始まろうといたしておりま

す。 

 ですから、私はこの厳しい時代の中で、先ほど

全国で市長が１万２，０００人程度と言われまし

たが、もう少し私は思い切って西予市も独自に３

０人、５０人ぐらい西予市の中で採用するぐらい

な意気込みで、雇用を兼ねた取り組みもされては

どうかなというふうに思いますので、その点につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の再質問につい

ての数点についてお答えをさせていただきます。 

 最初は集落支援員の関係で、職員等々もそうい

ういろいろな勉強会に参加するような経費等々も

含めて予算化をしたらどうだろうかなということ

を言われましたが、既に私どももそういうことを

含めて職員の研修、予算化をしておるつもりであ

ります。 

 職員の中もそういう研究グループをつくられ

て、そういうことを積極的に私どもに提案をし

て、研修に行きたいというグループがあるものに

ついては出しております。そういうグループがそ

ういう勉強をされて実際おられます。そういう有

能なグループがあるということもご認識をいただ

きたいと、このように思うわけでございます。 

 次に、自治体のそれぞれの考え方があろうと思

いますが、平成の大合併の問題について山口のあ

る町長さんがご発言されたことについては、そう

いう考えもあるんだろうと思いますが、全国町村

会の考え方は、この合併に対して反対的な考え方

が非常に強い色彩を持っておられるので、その町

長はそういう関係の中のご発言だったんではなか

ろうかと、このように推察するわけであります

が、私ども西予市においては、この５つの町が西

予市をつくって５年をもうすぐ終わって６年目に

入ります。そういう中で、私どもがやはりやるべ

きことは、慎重だけではなしに大胆にやっていく
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必要があるということで、いろいろ今までもやら

せてきていただいたところでありまして、昨日も

私の所信の中でもちょっと触れましたけれども、

投資的経費については愛媛の中で率として１番、

四国の中で２番、３番ぐらいの市としてやってお

るわけでありまして、これはほかから見たら何だ

ろうかなと思われるぐらいだと思うわけでありま

すが、積極的に投資もしておることもご理解をい

ただきたいと思うわけでございます。 

 また、情報の収集でございますが、私も今ご紹

介いただきましたが全国水源の里の協議会に入ら

せていただいて、積極的に勉強をしております

し、愛媛県においては過疎地域自立促進協議会の

会長職におります。４月１８日には総決起大会を

愛媛県と私どもの過疎地域自立促進協議会で県文

でやらさせていただく予定におります。 

 そういうことを含めて、いろいろな点で私ども

はそういうことや、あるいは全国のそういう過疎

の連盟等も通じまして情報を収集しながら今後も

やっていこうと、このように思っておるところで

ございます。 

 次に、産業創出の関係でございますが、確かに

産業分野の新しい雇用という意味で集落支援員制

度っていうのはおもしろいとこだと思っておりま

して、ご指摘のとおりだと思います。今はモデル

として、５モデル地区という５人ぐらいに思って

おりますが、これはふやしていこうと思っており

ますので、今のお考えについては賛同をいたしま

すが、ニーズ的にはちょっと今まだどれくらいに

なるのかっていうのはまだ考えられておるところ

ではありません。今後の次第によって、そういう

発想もあるんかなと思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 それから、もう一点です

が、特色あるまちづくりについてお伺いしたいと

思いますが、その前に、今市長の答弁の中で行政

はいろいろやっているんだという話をされまし

た。それはもう私も十分認めております。むしろ

今行政がされておることを見たときに、我々議会

がやがてついていけなくなりますよということを

我々議会の中で言っています。もう行政は行政評

価システムの導入、公会計の導入、あらゆる分野

において時代の先を今西予市は行かれておりま

す。これは本当に我々私ども議会として尊敬いた

しておりますし、むしろ我々が一つの危機感を持

って、我々もしっかりついていかないと行政と相

当の差ができてくるときがそう遠からず来るよと

いう話を今いたしております。 

 そういう中で、今私どもが非常に残念なのは、

行政がいろんなことをやられてるんだけども、ど

こで、何を、どうやられてるかっていうのが議会

に全くわからない。当然議会がわからないわけで

すから、市民の皆さんがおおよそわかるわけない

と思うんですよね。今言われたいいことをたくさ

んやられてる、それはどこの部、どこの課でこう

いったことをやってますよっというようなこと

を、やっぱり適当な時期に、適当なご報告をいた

だければ、我々としても相談もできますし、また

お互いのコミュニケーションもとれるんじゃない

かということで、我々議会の不満とすればちょっ

と情報公開が少ないんじゃないかという、それは

私の努力が足りない面も踏まえて、そういう印象

を受けておりますので、今後よろしければまたそ

ういうことに気を使っていただければというふう

に思っております。 

 本題の特色あるまちづくりについてお伺いした

いと思いますが、実は今世界経済、大変なことに

なっております。そういう中で、今一人一人が何

やっているかというと、自己防衛という形に走っ

ております。これはどういうことかと言います

と、それぞれがこの不況の中で自分をどう守る

か。そのためには、ぜいたくを抑えよう、消費を

抑えよう、そういった動きが今起こっておりま

す。その結果として、けさも出ておりましたアメ

リカの車も売り上げが四十数％落ちてるとか、ト

ヨタも６０％ぐらい生産調整するとか、とにかく

物が売れないという時期に今来ております。これ

はどういうことかということなんですが、一人一

人が自分を守るために質素倹約をやる、これは正

しいんですよね。ところが、これを日本じゅうみ

んながそうしたらどうなるかということなんです

が、そうすると物が売れない、売れなければ会社

は経営できない、リストラしなければいけない、

倒産しなければいけない、こういう負の連鎖が今

起ころうといたしております。これを経済学でこ

ういうんですが、一つ一つは正しいと。しかし、

それの合計、総和は正しくないと。これを合成の
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誤謬というらしいんですけども、今まさに世の

中、合成の誤謬に向かっておるという一つの危機

感があります。 

 そこで、私は提案ですけども、一つ一つは正し

い、しかし全体は今正しくないという方向に行っ

ておる、これを一人一人は正しい、そして全体も

正しいというふうにするにはどうしたらいいかと

いうことなんですが、今個人はもう恐怖で借金で

きません。であれば、全体で借金するしかないと

思うんです。それはどういうことかと言います

と、財政出動だというふうに思っております。国

や自治体がもう今個人にかわって借金をして事業

をやらなければ、景気はよくならないんじゃない

かということで、西予市もこれから近未来いろん

な事業を予定されておりますが、ことし、来年が

非常に厳しいと思います、経済。だったら、それ

を前倒しで、今言う特色のある町として３年分を

前倒してとにかく一気にやって、この不景気を乗

り切るというふうな思い切った施策というものが

西予市としてとれないものなのでしょうか、その

ことをお伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員の再々質問につ

いてお答えをさせていただきますが、経済ってい

うのは本当動いておりまして、経済は心理学だと

言われますが、人の心に動くもんだと私は思って

おりますから、その経済の心を、人の心をどう上

げることによって、経済は浮揚することに係って

くるんだと、このように思うわけでありますが、

合成の誤謬ということもなかなかいい言葉をお聞

きしたので今後利用させていただきたいと、この

ように思うわけでございます。 

 それはさておきまして、全体として借金をする

という考え方っていうのは、これは私は西予市と

いうレベルで考えますと、借金がふえ過ぎますと

大変な後に禍根を残すことになります、後世にで

すね。そういうことに、借金の限度的なところを

踏まえながら私どもはやっていきたいと思います

し、特に西予市の場合は過疎債、辺地債、合併特

例債等々、有利起債を使っておりますので、現実

にある借金額の半分ぐらいが事実上の借金だとい

う認識でおっていただいてよろしいんではないか

と、このように思っておるところでございます

が、今度の当初予算等々にも昨日ご提案を申し上

げましたように、緊急出動として財政出動はさせ

ていただくようにさせていただいております。ご

案内のとおり、プラスアルファとしてことしは５

億円緊急出動としてやらさせていただきました。

２年間で１０億円ぐらいの前倒しを一つの予算の

プラスアルファとして今回入れさせていただいて

おるところでございまして、先般の２月１６日の

臨時議会に議決をいただきましたとおり、臨時交

付金７億円を使って８億円の事業をあわせてやり

ますと、西予市は相当の緊急出動をやっておるん

だという認識もいただきたいと、このように思う

次第でございます。 

 以上、答弁にさせていただきます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時３１分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

４４分） 

 次に、７番松山清君。 

 

○７番松山清君 平成２１年第１回定例議会にお

きまして質問の機会を得ましたので、通告に基づ

き質問いたします。 

 私は１１年前に、宇和町を南予の中心として発

展させたいという思いを抱き町議会議員になりま

した。その後、５町が合併して西予市が誕生し、

今は西予市が南予でどのような役割を果たしてい

けるのか、南予の中でどう将来に向かって歩んで

いくべきなのかを考えなければならないと思って

おります。 

 西予市は南予の中心部にあるため、どの市や町

に行くのにも交通が一番便利なところに位置して

おり、かつ中心部に十分活用できる土地が残され

ております。地の利のよい西予市からは、転勤が

あっても南予一円が通勤範囲として考えられた

り、今後流通の中心としての役割を果たしていく

ことが期待されます。郵便事業会社の配送センタ

ーなど、企業やメーカーの営業拠点、配送センタ

ーなどの集積、集約の可能性も高いと思われま

す。 

 しかし、そうは言うものの、時代の変化の中で

３世代が同居している世帯が減少し、西予市のよ

うな地方でも核家族化が進み、過疎化、超少子・

高齢化も想像を超えるようなスピードで押し寄せ
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てまいりました。そして、限界集落問題は避けて

通れない課題となっているのが今の現実でありま

す。 

 このような中で、昨日の市長の所信表明にもあ

ったように、西予市は合併後５年である程度の合

併の成果を上げてきたものと認められるところで

あります。合併協議会の決定事項に基づき、見渡

してみますと、まちづくりもそれぞれの町で独自

の事業が展開されてまいりました。それでも問題

点もまだまだ山積していると言えます。それは今

後我々も神経を研ぎ澄まして解決していかなけれ

ばならないことも多く、西予市の合併後、一番最

初の時期、このまちづくりを担ったもののターニ

ングポイントに差しかかっているとある意味言え

るのであります。 

 財政の厳しさも、１００年に一度と言われる金

融危機のためにさらに一層拍車がかかっておりま

す。そこで、今後取り組むべき課題３点について

質問をさせていただきます。 

 まず初めに、西予市立宇和病院の医療体制の充

実について伺います。 

 西予市立宇和病院に行ってみると、最近外来患

者の激減を感じます。このままでは経営が継続で

きるのか不安になってきます。宇和病院が今後地

域にとって必要であるという以上は、地域の住民

や特に行政関係職員などは率先して宇和病院を利

用していくべきであります。しかし、宇和病院へ

患者が行かない理由の一つとして、以前から待ち

時間の問題がありますが、予約制の導入など、そ

の解決方策のＰＲなども積極的に行い、イメージ

改善を図る必要があると思います。 

 また、国の方針で電子カルテの導入なども示さ

れていますが、これらの機会を利用して待ち時間

の改善を図っていただきたいと痛感します。電子

カルテについては、これまで何度も指摘されてい

ることであり、待ち時間の短縮を図る一つのファ

クターであると思います。 

 宇和病院では、現在の病院が建てられる旧宇和

病院の時代から、カルテをまとめて人の手で診療

窓口まで運んでいました。そして、診察が終わっ

て数分から十数分、診察室の前にカルテが置いた

ままになっているのですが、それを集めに回って

事務窓口まで返ってきて、やっと処方せん発行の

手順へ回されたり、会計の計算が始まったりする

のです。その間、患者はいらいらしながら、そし

て次は自分の番か、次は自分の番かと思いながら

長い時間をあの入り口付近で費やすことになりま

す。これは電子カルテの導入により解決できる問

題だと思います。ほかに待ち時間に関して検討す

べき課題があるのは承知していますが、一つずつ

でも前向きに取り組んでほしいと思うのです。 

 また、人間ドックなどについてももっと積極的

に対応できるよう、また市民が市外の病院で人間

ドックを受けるなどということがなくなるよう、

医療体制の整備が望まれるところであります。 

 それもさることながら、宇和病院も全国の公立

病院と同じく、医師不足により診療科目の削減や

所属医師の過重労働、診療報酬の低下が大きな問

題となっており、その対策が喫緊の課題となって

いることは周知の事実です。特に、医師の数を確

保するということが、経営改善にも大きくかかわ

ることから、そこに重点を置いた対策に取り組ま

なければならないというのは、だれもが指摘する

ところです。 

 西予市内には開業医は多いのですが、入院施設

まである病院は極めて少なく、入院の必要な治療

や手術などの場合は西予市民は宇和病院を頼らな

ければならないという現実があります。また、開

業医の中にも宇和病院が必要かつ重要な役割を果

たしていると認識している医師は多く、また宇和

病院の経営改善のために協力するという話も私は

聞いております。このような現状を打開するため

には、医師を確保するための抜本的な対策を講じ

ていくべきではないかと考えます。 

 昨日、宇和病院の医師が来年度から１名増員に

なるという話も市長からお聞きしましたが、さら

に医師会にも積極的に働きかける必要があるだろ

うし、また診療所の体制も見直し、外来を市内の

開業医や診療所の医師に担当してもらい、宇和病

院勤務医の入院、外来の診察のバランスをとって

いくようにしていくべきではないでしょうか。 

 今回提案されている予算を見ましても、診療所

においては診療収入の減少や一般会計からの繰り

入れが増加している傾向が見られ、生活福祉部長

の議案説明でも、診療所へかかる患者の数が減少

しているとの心配の説明もございました。昨日い

ただいた西予市立病院及び国保診療所将来構想策

定業務報告書にも、順次統合病院に医療資源を集

約させていくことが望ましいという方針が示され

ております。今後は診療所の診察時間など調整
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し、宇和病院の外来をサポートするという可能性

も考えていかなければならないと思われます。ま

た、手術などについても、開業医が宇和病院でで

きるようにして、かつ経営改善につなげるという

ことも考えていくべきではないでしょうか。 

 今後の宇和病院に位置づけられる役割につい

て、また継続に当たっての市内の開業医の意識に

ついて調査し、協力できるところは協力していた

だくなどの方針を市として示していくべきではな

いかと思います。そのような新しい方向性もあわ

せて考えていかないと、今のままでは患者離れが

ますます加速し、経営危機に陥ることも心配され

ます。今後は宇和病院単独でなく、市内の開業医

とのコラボレーションも模索しながら、地域の中

で果たしていく役割を検討し、市民の期待にこた

えられるような病院となってほしいものです。 

 西予市版病院改革プランが昨日私ども議会に報

告されたわけですが、その中にも病院の再編、ネ

ットワークについてが指摘されており、地域開業

医と連携した外来機能を担う必要があると検討委

員会から答申されており、西予市の医療体制の中

で重要なことであると再認識したわけでありま

す。理事者の考えをお伺いいたします。 

 次に、行政区の見直しについて伺います。 

 西予市も合併して５年を経過しようとしていま

すが、行政区については合併からの枠組みもその

まま踏襲しており、少子化や過疎化の影響を受

け、区民の減少や区の役員のなり手がいないな

ど、問題を抱える区、地域が増大しております。

特に高齢者ばかりの地区も限界集落の増加ととも

に多く見受けられており、これからの地域のあり

方、行政区の枠組みが今のままでよいのかなど、

見直す時期が目前の課題であると言えます。ま

た、西予市での行政区のあるべき姿への指導や計

画などが消極的であると思われるため、市民にお

いてもさまざまな不平不満はあるものの、今後ど

うしていくかなどの議論も少しずつ起こってきて

いるのが現実であるかと思います。 

 そこで、今後５年ぐらいをかけて統合すべき地

域や統合を分割すべき地域は細分化を検討してい

くべきだと思いますが、理事者のお考えをお聞か

せ願います。 

 最後に、庁舎駐車場の管理について伺います。 

 庁舎の周りには恵まれた広い土地があります

が、今後新庁舎建設や来庁者の増加などにより、

手狭になってくることも推定されます。文化会館

裏の大駐車場にしても、西予市が多額の賃借料を

支払って民間から借り上げているところもあるた

め、その認識を忘れず、有効に利用していかなけ

ればならないと思います。 

 私が問題だと思うのは、西予市役所への来庁者

や職員、公用車などの駐車以外に、私的目的で朝

から晩まで駐車している車が多いことでありま

す。これは駐車場の管理が開放型であるため、夜

の閉鎖のみしかできないことにあります。そのた

め、本来利用してもらうべき来庁者の駐車スペー

スが庁舎から随分遠くにしかないとか、極端に少

なくなってしまっていることです。あるときは、

駐車場を探して庁舎の周りをうろうろしている車

を見かけることも結構あります。駐車場を管理す

るということになると有料化などという手法もあ

りますが、西予市においてはそこまですることは

なく、しっかりとあるべき姿として有効に利用で

きる駐車場であるべきだと思います。 

 今後、新庁舎においても広い駐車スペースは確

保されていますが、その利用の仕方次第では一日

じゅう、あるいは毎日動かない車が一番庁舎に近

い、本当は来庁者が利用したい場所にとまったま

まなどという事態も想定できます。これらは西予

市職員以外の周辺部の一般企業や店舗に勤めてい

る人の駐車場として利用されていることにも起因

していると考えられます。 

 一つうまく管理ができている駐車場の例とし

て、道後温泉本館の駐車場があります。私は道後

温泉本館のファンでよく温泉に行くのですが、そ

れに隣接する市営駐車場は１時間まで無料です。

駐車場に入るとき受け取る駐車券を入浴後に本館

に設置してある小さな機械に差し込むと１時間無

料の措置が講じられます。それ以上とめる場合は

追加料金を精算機に入れなければなりません。 

 西予市の場合、来庁者についてはそのような無

料の措置ができるのが望ましく、また会議などの

場合は無料となる券を配るなど、駐車場の管理に

ついてはさまざまなやり方が考えられると思いま

す。現状は改善すべきであると思います。新庁舎

の駐車場の管理についてどう予定しているのか伺

います。また、自由にだれでも駐車できるオープ

ンな状態ではなく、来庁者や職員、関係者と、西

予市には関係のない自己都合の通勤や個人目的で

長時間駐車場を占有する人などとは区別して管理
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していくべきだと思いますが、理事者の考えをお

伺いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員の質問にお答え

をさせていただきます。 

 宇和病院の医療体制につきましては、先ほどの

小野議員の質問でも医師確保や医療体制につきま

して現状のお答えをいたしましたが、宇和病院に

限らず、今全国の自治体病院において医師不足と

経営の悪化が表面化をしております。これは行政

改革の名のもとで行われた社会保障費の削減な

ど、国の政策転換だと言われております。このこ

とは最近になって見直しが具体化され始めまし

た。愛媛大学医学部では、２１年度から地域医療

に携わる専門医師を育てるために１０名の入学枠

を新たに設け、地域医療学講座が開設されました

し、この地域医療学には先ほど言いましたように

野村病院におられます川本先生が教授として行っ

ていただくことになります。２２年度からは臨床

研修医制度も見直されるようでありまして、都市

と地方の医師偏在を解消しようとしています。ま

た、総務省でも過疎地の中核病院の経営を支援す

るため、交付税などにより財政支援が予定されて

いるところであります。しかし、公立病院だから

といって旧態依然とした公共性だけを主張するの

ではなく、新たな医療の質や透明性、さらには効

率性が求められていることも十分自覚しなければ

なりません。 

 また、基本的な西予市の医療体制については、

先日公立病院のあり方検討委員会からも答申をい

ただき、当面２つの病院機能を分担しながら維持

するようご意見をいただいております。これらを

受けて、平成２１年度中には市民の皆さんのご意

見をお聞きするとともに、議会からのご意見やご

提言を承った上で具体的な宇和病院のあり方につ

いて方針を決定したいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 それでは、宇和病院につい

ての具体的なご質問にお答えをいたします。 

 まず、宇和病院の現状を申し上げますと、常勤

医師は現在６名であり、救急や１００名近い入院

患者を診察していくためには大変な過重労働が余

儀なくされております。医者は月に１０日から１

５日の宿直が必要でありまして、献身的な医者の

熱意によってどうにか維持されているというのが

状況であります。 

 そういった中で、予約制度につきましても既に

一部取り入れをさせていただいておりますが、初

診の外来患者さんで特定の医師を指名される場合

にはお待ちをいただく場合があるのも現実であり

ます。また、ありました電子カルテにつきまして

も、新しい病院を考えたときには当然それらも必

要になってくるのではないかと考えております。 

 また、人間ドックにつきましても、今後積極的

な利用促進を図ってまいりたいというふうに思っ

ております。 

 これらのさまざまな問題の中で一番の解決策

は、やはり医師の確保ではないかというふうに考

えております。 

 ご質問のありました地域の開業医や診療所の医

師との協力体制についてでありますが、当然なが

ら市民の命を守る地域医療には地域の開業医の先

生方や医師会との連携協力は不可欠だと考えてお

りますし、ご質問の診療所や開業医の先生方に宇

和病院の施設や設備を開放して地域医療を行うシ

ステム、これは開放型病院オープンシステムを取

り入れるということだと思われますが、その開放

型病院になるためには、医師会との契約、院内規

定の整備、医師会の５割以上の参加登録、そして

２割以上の共同診療の実績など、国の基準を満た

し、さらにはその上で愛媛県知事の承認を受ける

必要があるようであります。 

 また、具体的には、開業医の先生からのご紹介

で入院をされた患者さんの主治医は、あくまで宇

和病院の医師が務めることとなり、開業医の先生

と共同で診療を行うこととなるようでありますの

で、医師同士の意思疎通が今まで以上に重要かと

思われます。 

 今後は宇和病院院内の医局の院長先生を初め、

医師のコンセンサスを得た上で、さらには西予市

医師会でも十分にご検討をお願いする必要がある

のではないかというふうに考えます。 

 いずれにいたしましても、新しい地域医療のあ

り方については、今根本的な検討が求められてい
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るところであるというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、行政区の見直し

についてのご質問にお答えいたします。 

 西予市内の行政区につきましては、旧５町それ

ぞれ違いがあり、数世帯の単位の行政区から宇和

地区下松葉のような４７６世帯の行政区までさま

ざまであります。 

 議員ご指摘のとおり、過疎化、高齢化とともに

区長ほか役員さんのなり手がなくなっておりま

す。そういったことで、自治活動を行うことが困

難な行政区もあらわれております。 

 これまでの行政区は、行政情報の周知や行政に

対する地域要望の取りまとめなど、行政運営に対

して多大の協力をしていただいており、行政区を

単位とする住民参加の活動を通じましてコミュニ

ティー意識が醸成され、そして住民福祉が増進さ

れてきたものと思っております。しかし、今後人

口減少や高齢化とともに、地域活力の減退や地域

コミュニティー意識の希薄化が心配され、大変憂

慮すべき事案だと認識している次第であります。 

 そういう中で、行政区の見直しにつきまして

は、それぞれの行政区に歴史的な背景があり、慎

重な対応が必要かと思いますが、限界集落問題と

ともに、活気ある住みよい地域づくりを推進して

いくために、今後西予市行政連絡協議会とも十分

に協議して進めていきたいと、このように思って

おります。 

 次に、庁舎駐車場の管理についてであります

が、現在庁舎関係駐車場は文化会館前の宇和中央

駐車場と文化会館裏の宇和文化会館駐車場、そし

て庁舎及び中央公民館周りの駐車場がありまし

て、全体で約４４０台の駐車台数の確保をしてお

ります。その中で、庁舎及び中央公民館周りの駐

車場につきましては、来庁者専用としております

が、しかし宇和中央駐車場につきましては、一般

公共用に供することを目的といたしました都市計

画駐車場であることから、一般開放をしていると

ころであります。ただし、長時間駐車する方や職

員につきましては、宇和文化会館駐車場を利用す

るように指導しておりますが、ＪＲ駅前の中心地

でこのように無料開放されているところは県下で

もなく、住民の方々はもとより、西予市を訪れる

方々からも大変喜ばれているところであります。 

 現在は西予市宇和中央駐車場につきましては、

個人の専用駐車場とならないよう、その対応とし

て開放時間をおくらせたり、そして長時間駐車場

する場合またはしている場合には、個別または勤

め先に対し宇和文化会館駐車場を開放しているの

でそちらにとめるよう指導しておりますが、時間

がたちますとまた再びとめる者が出てくる状況で

あります。 

 ことしから庁舎建設が始まりますので、来庁者

と工事関係者の駐車場をどうするか、また完成後

は本庁職員がふえる予定でありますので駐車場が

手狭になり、現在のような運用はできなくなるお

それも生じてまいります。こういったことも含め

まして、今後庁舎関係駐車場全体をどう運用すべ

きか、議員提案の機械設置も視野に入れながら現

在検討中であります。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○７番松山清君 それでは、再質問をさせていた

だきたいと思います。 

 宇和病院の医療体制について私なりの意見を述

べたわけですが、公営企業部長のほうからは概略

的な説明はありましたが、そうするのかしないの

か、取り組むのか取り組まないのか、そこのあた

りが最後の一言が出なかったような気がしとるの

で、それをもう一遍改めて聞きたいというふうに

思うわけであります。 

 それじゃあつけ加えて言いますと、私はちょっ

ときのうあのような答申の説明とかこういうよう

な将来業務策定業務の報告書とかがきのう示され

るとは思わなかったもので、質問をして今の状況

についてお伺いせにゃあいけんなと思ったんです

が、こういうものがあるならば、もっと早く、例

えばこのきのう示された将来想定業務というのは

０８年３月にまとめられておって、できたのは１

０月だということでしたが、そしたら１２月の定

例議会でも説明できたと思うし、そしたら私がこ

ういう質問をしなくても、もっと具体的なところ

を考えることができたんじゃないかと、市民の方

も宇和病院どうなるんやろうかと思うて不安を持

っておられる方も多いんですよ。ですので、こう
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いったことをやっておられるんやったら、早く報

告が出た段階で示していただきたいというふうに

思います。 

 そして、きのうは政策秘書室のほうから説明が

あったわけですが、私はこういったことをやるた

めに公営企業部というのができて、病院の問題、

医師の問題に取り組んでもろうたと思って認識し

とったわけですが、きのう話を聞くところによる

と、企画調整課の中で今後やっていくんだという

ような課長のお話がありましたが、そこらあたり

は一体どうなっとるのかと、追審体制についてで

すね。公営企業部は一体どういう役割なのかとい

うようなちょっと疑問を持ちました。それでこの

際それについてお聞きしたいのと、今後その宇和

病院の見直しといいますか、建てかえ計画に進ん

でいくわけですが、その見直しのスケジュールと

か方向性、どういうやり方でどういう方針でやっ

ていくのかということも関連してお聞きしたいと

いうふうに思うわけでございます。 

 そしてあともう一点は、行政区の見直しについ

て、歴史的な背景があるので行政連絡協議会と歩

調を合わせて相談してやっていきたいというよう

なご答弁でありましたが、その際に住民の意識調

査等々がどうなのかと、歴史的背景があるという

のは住民が今のままであってほしいと願っている

ということを言われたんじゃと思うんですけど

も、そこらあたりがもういいよという意識なの

か、あるいはもう絶対このままじゃないといけな

いというような意識なのかということもあると思

うんで、そこらについては今言われた行政連絡協

議会だけではなくて、もっと幅広く意見等々を収

集して、慎重にかつ適切にやっていただきたいと

思うわけです。 

 それと、やはりその意見を聞くだけじゃなく

て、行政として行政区というのはこうあるべきだ

とか、今後こうしていきたいとかという理想的な

ものはある程度お示しをして、それに対してどう

思うのかということをやらないと、何か言われた

ことだけやっていくとか、求めていく目的がなし

に、糸の切れたたこみたいにどっか飛んで行くよ

うな話ではいけないんで、しっかりとあるべき姿

を示した上でどう考えるのかというようなストー

リーにすべきじゃないかと私は思うんですが、そ

の点についてどうかお伺いをいたします。 

○議長 九鬼公営企業部長。 

○九鬼公営企業部長 それでは、再質問にお答え

をいたします。 

 具体的に取り組むのかどうかというご質問であ

りましたが、ご案内のように、大変今医師不足と

いうのは異常事態ともいっていい平成１８年度か

らここ２１年度にかけての状態でありました。し

たがいまして、対費用効果ですとか電子カルテに

してもオープンシステムについても現在の先生

方、内部におられる医局の先生方の考え方とか当

面必死で現場で取り組んでおられる先生方に対し

て、新しい取り組みについてはかなりのまた新た

なご負担をかけるようなこともあったりしますの

で、今の時点で市、設置者側として新しいシステ

ムをすぐ取り入れますよというようなご提言はな

かなかできにくいのが現状でありますが、ご指摘

のあったものは将来、平成２１年度には新しい宇

和病院のあり方を各方面で検討していただくとい

う方向になっておりますので、そういった中であ

わせてそれらも含めて検討をしてまいりたいとい

うふうに思っておりますので、今ご提案なったこ

とは確かに必要であるという認識には間違いあり

ませんので、ご理解をいただいたらと思います。 

 それから、報告書が遅かったんではないかとい

うことでありますが、これは昨日もご報告を申し

上げましたけれども、小野議員の質問にも市長が

お答えましたように、平成１８年度、大変病院の

問題が出た時点に西予市の医療等問題検討委員会

からの答申も受け、さらにこれではいけんという

ことで、専門の機関からも調査をしていただこう

ということでこの報告書が出てまいりました。 

 そのときにあわせまして総務省からの病院改革

プランの報告が今年度末求められましたので、ち

ょうど時期が重なりまして、病院改革プラン検討

委員会の中でこの報告書や内部で検討しました答

申をあわせて参考資料にしていただいて、西予市

の病院のあり方について答申をいただこうという

ことになりましたので、そちらが先般検討委員会

が終わって議会の報告をさせていただくという形

になりましたので、あわせて議会のほうにもその

報告書を参考として使っていただくためにお渡し

をしたといいますか、報告をさせていただいたと

いう経緯でありますので、ご理解をいただきたい

というふうに思います。それから、推進体制につ

きましては市長のほうから答弁をいたしますので

よろしくお願いします。 
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○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員の推進体制等々

について、まずお答えをさせていただきますが、

なぜ政策秘書室がその中に主たるものとして加わ

っておるかといいますと、公営企業局を私どもは

つくらせていただいて、やはり企業的な感覚を持

って市としてもしっかりしたものを持ってやって

いくに当たっては、やはり公営企業部というのを

つくるのが大事だということでつくらせていただ

きましたが、今スタッフとしては部長の以下にス

タッフがありません。そういうときに大事な西予

市の病院のあり方をやるときに、そのスタッフと

して政策秘書室が持って、そこに加わっていくの

が大事ではなかろうかということで、政策秘書室

の政策担当のほうがそのスタッフの中で事務的な

まとめをしていくことも今後もやっていこうと、

このように思っておるところであります。 

 次に、今後のスケジュール等々につきまして

は、２１年度から始まる、いわゆる４月以降に始

める検討委員会の中でどういう目標を持ってどう

やって行くかということを検討していきたいとい

うことでありまして、まだ答申を受けた段階だけ

でございますので、まだまだスケジュールを示さ

れる段階ではないと、このように思っておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 松山議員の再質問の行政区

の見直しについてでありますが、その中で住民に

幅広く意見を聞くような意識調査をしたらどうか

というようなことと、またあるいは理想的な行政

区をするにはどのような姿がいいのか、そういっ

たことを主導すべきではないかというご質問であ

りましたが、実はこういった町内会という組織に

つきましては、市長の権限で下部組織を組み込む

ということができないといったような一つの自治

法的なものがあります。それを強制的な主導を行

いますと、法に抵触するおそれもありますので、

やはりまずもって代表区長さん方の会議におい

て、まずそこに諮っていきながら、そして代表区

長さんの意見を聞きながら進めていくことが大事

であろうと、私はこのように思っております。 

○議長 松山清君。 

 

○７番松山清君 関連してもう一点だけお伺いさ

せていただきたいと思います。 

 今の市長の推進体制の件なんですが、私公営企

業部というのはできたときからこの組織で本当に

やれるんだろうかという疑問を持ってました。と

いうのは、今度病院も政策秘書室がやるといいま

すけど、政策秘書室は新庁舎の建設で割と手いっ

ぱいやっとるんじゃないかなというような気がし

てまして、我々に病院の情報の問題が来なかった

のもそういうところに原因があるんじゃないかと

いうような私なりの感想を持っています。 

 それで、公営企業部長の下には上下水道課があ

りますけども、上下水道課も産業建設部の下にも

あるし、組織的に公営企業部の下に政策秘書室が

あるわけではなくて、政策秘書室はあくまでも企

画調整課の下にあります。そういう中で、やはり

組織としては、そういう業務の流れがスムーズに

いくような組織にするのか、あるいは前回私一般

質問で言いましたけれども、マトリックス的なそ

ういうプロジェクトチームみたいな形でやるの

か、そういうことをきちっとしてやるほうが業務

がきちっと進むだろうし、また私たちも聞くのに

政策秘書室長に聞いたらいいのか公営企業部長に

聞いたらいいのか、だれにどういうふうに意見を

言ったらいいのか、そういうこともあるかと思い

ます。ですから、あるべき姿というのがどういう

推進体制がいいのか、私はそこんところは今の公

営企業部というあり方についてちょっと中途半端

な感じがするんですけども、そこは市長の考えい

かがでしょう。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 この公営企業部のあり方についてで

ありますが、まず昨年７月に発足をさせていただ

いて新たなスタートをとっておるところでありま

すが、まだまだ組織としての十分機能がしてない

というご指摘に対しては、確かにそのとおりだと

思います。ただ、先ほど言いましたとおり、やは

り公営企業会計の部分は、独立してしっかりした

体制づくりをとっていくというのは基本として持

っておかなくてはならないというのは先ほど言っ

たとおりであります。 

 もう一つ、政策秘書室というのは、政策という

のを今後重要な役割を担うということで私は政策
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秘書室をつくらせていただいております。これは

確かに企画部門の下に形は存在いたしますけれど

も、政策という一つの流れの中で、縦横無尽にい

ろいろなところへ入っていくというのが政策担当

だと思っておりますので、ただそこの下に組織に

ある縦だけでやるんではなしに、横の流れをしっ

かりつかまえていって、施策をつくっていくとい

う意味で政策秘書室をつくっておるわけでありま

して、それが現実的になろうとしたときに、例え

ば庁舎建設の問題をとらえますと、今までは政策

秘書室にこの３月末まではやりますけども、もう

具体的に動きますと新たに庁舎の推進室をつくっ

てそこへやらせて建設部門に行きます。だから、

企画段階と施策段階と現実に動く段階とは違うわ

けでありますから、その段階では施策というもの

は縦横無尽でやっていけるようなことを今後もし

ていきたい、そういう発想で政策秘書室をつくっ

ておることもご理解をいただきたいと思うわけで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 次に、２番二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でございま

す。 

 議長より許可をいただきましたので、通告に従

いまして質問をさせていただきます。 

 昨年来の１００年に一度と言われる未曾有の経

済危機の中、自民党、公明党の政府・与党が策定

した総額７５兆円の経済対策の中の一つでありま

す第２次補正予算が去る１月２７日に成立をいた

しました。その後、民主党を中心とした野党の皆

さんの政局絡みや、庶民の痛みを感じていない国

民不在とも思われるような国会での議論の中で大

変待ちぼうけをさせられておりました。第２次補

正予算関連法案が昨日、３月４日ようやく成立を

いたしました。この第２次補正予算は今まで経験

したことのない大不況を乗り切り、国民の皆様に

希望と勇気を与え、日本再生のきっかけづくりの

ために来年度予算と合わせて切れ目なく執行して

いくことが求められている性質のものだと思って

おります。 

 昨日のニュースでは、早速この定額給付金をき

ょうから現金支給を行うという青森県の自治体が

紹介をされており、また県内では上島町が今月中

に支給を予定されている報道がございました。そ

れぞれの自治体が全国で住民の皆さんの窮状を的

確に認識をされて、一日でも早く支給したいとい

うこの行政の思いは必ず住民の皆さんに届くと思

いますし、頑張ろうという今後の意欲につながる

ものだと思っております。これこそが今回の定額

給付金の役割であり、第２次補正予算の役割だと

思っております。 

 そこで、私は今回の第２次補正予算に対しての

西予市の対応について何点かお伺いをいたしま

す。 

 まず最初に、今回の第２次補正予算の西予市へ

の配分としてどれくらいの財源が入ってくること

になるのでしょうか。 

 また、今回の予算の中には交付金や給付金、手

当や基金などもあると思いますが、項目ごとにお

示しをください。そして、西予市への経済効果に

ついての所見があればお伺いをしたいと思ってお

ります。 

 ２番目に、定額給付金についてお伺いをいたし

ます。 

 定額給付金については、１２月の一般質問でも

申しましたが、支給を待たれている市民の皆さん

の声を数多くお聞きをしております。三好市長は

昨日の協議会の中で、国会の状況を見ながら対応

する旨のご発言があり、今会期中にも上程される

認識を持っております。そこで、申請から支給に

向けての具体的なスケジュールをお示しをくださ

い。また、支給方法や給付事務、配送業務、申請

作業の中での雇用の創出などのお考えがあればお

示しをください。そして、高齢者世帯やひとり暮

らしの高齢者などの申請漏れなどへの対応の方法

とか、何か考慮をされているのでしょうか。そし

て、全国で次々と言われておりますプレミアム商

品券について、昨日の愛媛新聞の記事によると西

予市も検討中とありましたが、その現在の進捗状

況と考え方をお伺いいたします。 

 ３点目に、婦人健診臨時交付金についてお伺い

をいたします。 

 婦人健診の１４回無料化につきましては、１２

月議会で答弁をいただいたとおり、昨日ご説明い

ただきました当初予算に入っており大変うれしく

思っております。しかし、今回の対応は愛媛県が

２０１０年までの基金を新設した時限的な措置で

あります。西予市において、将来的にこの１４回
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無料化を継続していくお考えがあるのかどうか、

またその必要性の認識についてお考えをお示しを

ください。 

 ４点目に、介護従事者処遇改善臨時交付金につ

いてお伺いをいたします。 

 この交付金につきましては、介護保険料上昇の

激変緩和とともに、介護従事者の処遇改善が主な

目的だと理解をしております。通告しております

基金の創設の件につきましては、昨日の提案理由

の説明を受けましたので理解をいたしております

けれども、処遇改善については介護従事者の皆さ

んも期待を寄せておられます。そこで、行政とし

て介護従事者の皆さんの処遇改善につながってい

くような今後の指導監督の強化についてのお考え

をお示しください。 

 最後に、子育て応援特別手当についてお伺いを

いたします。 

 子育て応援特別手当は、今年度の緊急措置とし

て幼児教育期の平成１４年４月２日から平成１７

年４月１日までにお生まれになった第２子以降の

子供さん１人当たりについて３万６，０００円が

支給をされるものですが、新年度を控えていろい

ろ入り用が多くて待ち望まれているご家庭は決し

て少なくないと思っております。西予市において

の支給対象者の数と支給総額をお示しください。

また、対象者へのお知らせの方法や申請から給付

までの流れと支給できる時期がいつになるのかを

お示しいただきたいと思っております。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。大

変にありがとうございました。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、国の第２次補正

予算が西予市には幾ら配分があるのか、また西予

市における経済効果についてのお答えをいたしま

す。 

 西予市に関係する国の第２次補正予算の項目と

配分についてでありますが、まず西予市に関係す

るその種類につきましては、定額給付金、地域活

性化・生活対策臨時交付金、子育て応援特別手

当、介護従事者処遇改善臨時特例交付金、緊急雇

用創出事業、ふるさと雇用再生特別交付金、妊婦

健康健診臨時特例交付金、地方消費者行政活性化

交付金の８項目を想定しております。 

 それらの西予市への配分につきましては、定額

給付金を７億３，７３６万２，０００円、地域活

性化対策臨時交付金を７億１３９万５，０００

円、そして子育て応援特別手当を２，１４４万

４，０００円、介護従事者処遇改善臨時特例交付

金を３，１８０万９，０００円、緊急雇用創出事

業を１，３８７万円、ふるさと雇用再生特別交付

金を１，６６２万７，０００円、妊婦健康診査臨

時特例交付金を１，７６４万円、地方消費者行政

活性化交付金を６３万円、合わせて合計１５億

４，０７７万７，０００円を見込んでおります。 

 定額給付金、地域活性化・生活対策臨時交付

金、子育て応援特別手当、そして介護従事者処遇

改善臨時特例交付金と緊急雇用創出事業の一部に

つきましては、平成２０年度に予算計上をし、そ

して緊急雇用創出事業の一部とふるさと雇用再生

特別交付金、妊婦健康診査臨時特例交付金、そし

て地方消費者行政活性化交付金につきましては、

平成２１年度当初予算に計上しております。 

 西予市への経済効果についてでありますが、地

域活性化・生活対策臨時交付金につきましては７

億３９万５，０００円を見込んでおりますが、総

事業費は約８億５，４００万円を予定しておりま

す。そのうち、市内業者では対応が難しい事業を

約２億円と見込んでみますと、他の交付金につき

ましてはすべて西予市民が対象でございますの

で、約１４億９，３００万円以上の経済効果があ

るものと思っております。 

 次に、定額給付金についてでありますが、景気

後退のもとでの住民の不安に対処するため、住民

への生活支援を行うとともに地域の経済対策に資

することを目的としておりますが、その概要は、

平成２１年２月１日の基準日において西予市に住

民登録されている外国人を含むすべての人に対

し、１人につき１万２，０００円を支給するもの

でありまして、６５歳以上及び１８歳以下の人に

ついては８，０００円を加算いたしまして給付す

るものであります。事業の実施につきましては、

国会で財源関連法案が可決しましたので、今会期

中に補正予算を議会に提出いたしまして審議、可

決していただいてから給付事務をスタートしたい

と考えております。 

 定額給付金に関する質問の１点目の給付時期及

び支給方法につきましては、シミュレーションで

は事務がスタートしてからおおむね３０日後に申
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請書兼請求書を発送する予定で、同日から受け付

けを開始し、支払いは事務が整い次第順次行って

いく予定であります。給付金の支払いにつきまし

ては、世帯主の本人名義口座への振り込みを原則

に考えております。口座を開設できない人や持っ

ていない人など振り込みが困難な方には、本庁舎

内の指定金融機関及び各総合支所出納係の窓口で

現金により支払いする予定であります。 

 次に、２点目の雇用の創出につきましては、申

請受給者数が外国人を含めまして約１万９，００

０人になり、その給付台帳の作成、申請書等の郵

送、受け付け、要件の確認等の膨大な事務量が見

込まれることから、現状の職員体制では対応が非

常に困難なため、事務補助員を本庁２名、各総合

支所１名の合計６名の臨時雇用を考えておりま

す。 

 次に、３点目のプレミアム商品券と地域経済の

ための取り組みにつきましては、現在プレミアム

つき商品券の発行について西予市商工会と協議中

でございます。定額給付金の経済効果は、国の試

算では支給額の約４割が消費に回ると想定してお

りますので、これを契機に地域経済が浮揚するこ

とを強く望んでいるところであります。 

 ４点目の独居老人などの申請漏れへの対応につ

きましては、給付台帳の徹底管理により未申請者

を常時把握しまして適宜申請の広報活動を行いま

すとともに、独居老人等で本人申請が困難な人に

対しましては関係機関などに依頼をしまして、そ

して代理による申請、受給を促したいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 ３点目の質問であります妊

婦健診取り組み状況、交付金額の見込みについて

お答えをいたします。 

 取り組み状況でありますが、妊婦健診助成につ

いて県下統一した方向で協議が進められていると

ころであります。対象者に健診助成券を作成し配

布するよう準備を進めておりますが、配布時期が

５月上旬となるため、３月中に４月１日から実施

する妊婦健診助成の説明文書を個別に通知いたし

ます。 

 歳入予算につきましては、県補助金１回当たり

７，０００円、人数２８０人、９回分の２分の１

に当たる８８２万円を計上しております。 

 現在、単価につきましては、県、市町とで協議

が進められているところであり、決まり次第統一

した単価での対応となりますので、補正が必要に

なろうかと考えております。なお、県下統一の利

点といたしまして、県一括の委託契約ができます

ので、県内どこでも受診ができるという利便性が

あります。 

 次に、将来の１４回無料化の認識についてであ

りますが、国庫補助地方財政措置は２０１０年ま

でで時限措置であります。この助成措置は、生活

対策の一環として打ち出されたものであるとの認

識をしております。この公費助成は、妊婦の受診

奨励の取り組みの推進や経済的負担の軽減になり

ますので、国に対して引き続き助成措置を要望す

る次第であります。 

 次に、介護従事者処遇改善臨時交付金について

お答えをいたします。 

 第１点目の第１号被保険者の保険料分について

は、市は基金を創設する必要があるが、それに伴

って条例制定の時期とその進捗状況との基金規模

についてでございますが、条例制定については、

この交付金は平成２０年度で予算措置されますの

で、基金も年度内に造成するよう国からの指示に

より今回の議会に介護従事者処遇改善臨時特例基

金条例の制定を提案させていただいております。 

 進捗状況につきましては、国においては交付金

の内示額が決定した趣旨の連絡を県から受けてお

りますので、規模につきましては国から示された

算定シートにより計算し、今回の介護従事者に対

する報酬改定に伴う保険料影響分として、平成２

１年度は全額、２２年度は半額の計２，８６７万

４，２６４円、周知等の経費として３１３万４，

８００円、合計で３，１８０万９，０６４円を予

定いたしております。 

 第２点目の介護保険料見直しによる介護保険料

の改定等に対し、どの程度介護保険料アップの抑

制につながるのかでございますが、この特例交付

金が交付されなかった場合、介護保険施行令第３

８条に規定する介護料率の算定に関する基準であ

る介護料の段階を６段階として設定しています

が、第４段階、本人が市民税非課税で世帯員が課

税の場合の基準月額が４，１５８円で、交付金措

置されるために４，１００円となり、５８円の保
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険料の抑制につながることになります。 

 第３点目のプラス３％がきちんと介護従事者の

処遇改善につながるような指導、監査の強化につ

いての考えをという質問でございますが、報酬改

定が介護従事者の処遇改善に反映されているかに

ついては、検証する機関としては国の社会保障審

議会介護給付費分科会に調査実施委員会を設置す

ることで検討がされております。その中で、介護

従事者処遇状況調査等の実施が予定されておりま

す。主な調査内容につきましては、介護従事者の

改定前、改定後の賃金の状況、各施設、事業所ご

との介護従事者への就業形態の状況等の調査が予

定されております。その結果、介護サービス事業

所、施設、都道府県、市町村に周知されることと

なっております。その後、市としては、介護サー

ビスの事業所への指導については今後国、県から

の関係通知に基づき対応をさせていただきたいと

考えております。 

 次に、子育て応援特別手当についてお答えをさ

せていただきます。 

 子育て応援特別手当は、国において平成２０年

１０月３０日に決定された生活対策の一環として

設けられた手当でございます。議員のご指摘のと

おり、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観

点から、平成２０年度限りの措置として小学校就

学前３年間に該当する子供であって第２子以降の

子供に１人当たり３万６，０００円が支給されま

す。 

 そこで質問の１点目、支給対象数と支給総額で

ございますが、現時点で５６０名を対象に総額

２，０１６万円の支給を予定しております。 

 ２点目の対象者の事前の支給案内でございます

が、あらかじめ制度の啓発ポスターを市内の児童

福祉施設などへ掲出するとともに、対象者全員へ

支給のお知らせやチラシ、申請書などを同封した

ＤＭ、つまり郵便による直送を通じ、支給漏れや

円滑な交付手続に万全を期するようにしておりま

す。 

 次に、３点目の申請書の交付体制についてでご

ざいますが、この手当は定額給付金の場合と状況

が異なり、支給対象資格が第２子以降の就学前３

年間に該当する子と限定されていることや申請書

様式の複雑さに加え、受付窓口での対象外世帯か

らの苦情や専門的な質問が多く寄せられると予測

されております。したがいまして、簡易な書類、

受け付けを超えた専門的な窓口対応が求められる

と想定されることから、受け付けのたらい回しを

回避するため、現時点では専従職員が配置されて

いる本庁社会福祉課、各総合支所保健福祉課での

受け付け体制を予定しております。また、不要な

混乱が起きないよう、指定された受付窓口の周知

徹底にも配慮してまいります。なお、公民館や支

所での申請あるいは相談に対しましては、受け付

けの円滑な窓口誘導依頼について関係職員への働

きかけをする予定にしております。また、定額給

付金との混同を避けるため、封筒や用紙の色を違

え、いたずらな混乱が生じないよう工夫させてい

ただいております。 

 ４点目の支給日についてでございますが、議決

後、可能な限り迅速な支給に向けての準備を滞り

なくしてまいりたいと考えております。 

 最後に、５点目の相談窓口の設置に関しまして

でございますが、これにつきましては３点目の回

答部分と重複する部分がございますが、支給件数

規模やこの手当がこれまでの児童手当の支給対象

と重なるケースが多く、相談窓口としてはこれま

での本庁、各総合支所の担当課において十分に答

えられると推測しております。したがいまして、

特にこれ以上の相談窓口を設置することは現時点

では考えておりません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 明確なご答弁、大変にありが

とうございました。 

 何点か質問をさせていただきます。 

 まず、今の炭倉部長のご答弁の中の最後の専門

窓口なんですけれども、これは通告をした時期が

２０日でありまして今回は聞いてなかったわけで

すけれども、タイムラグのある今回の質問でござ

いますので、ちょっと微妙なところがありまして

大変失礼をいたしました。 

 それで、何点かちょっとご質問をさせていただ

きます。 

 まず、定額給付金の件ですけれども、定額給付

金は先ほども申しましたような経緯でできた政策

だと私自身は認識をしておるんですけれども、今

回全国であのように、全国まちまちではあります

けれどもいろんな対応がされております。きょう
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から申請をされるところもあれば、支給をされる

ところもあればという中で、今のご答弁では今後

議決を受けて事務作業をしてということになる

と、約１カ月以上、１カ月半ぐらい先ですかね、

西予市の場合は。そういうふうにちょっと認識を

しておりますけれども。 

 今回の定額給付金自体が、以前から議論があり

ますように、私自身も金額的にこれで満足という

ものでは決してありません。ただ、先ほども申し

ましたように、国で決まったことを行政がいかに

市民、住民の方に伝えていくかという中で、やっ

ぱりスピード感を持ってやるということが僕は大

事じゃないかなと。そういう意欲が、行政の意欲

が市民の今後のいろんな意欲に、勇気とか希望に

つながるんじゃないんかなという思いがあって質

問をさせていただきました。今の手順では、多分

今の総務部長のお話が最短だとは思いますが、極

力前倒しをぜひお願いしたいなと思っておりま

す。 

 それともう一点、定額給付金の基準日が２月１

日というのは存じておりますけれども、全国のニ

ュースを見てましたら、２月１日以降に出生され

た方も期間中であれば自主財源を使って出そうか

なという自治体もあるように聞いておりますけれ

ども、西予市におかれましては何人その後出生さ

れるかわかりませんけれども、金額的には微々た

るもんじゃないかなと思うんですが、そういうと

ころもぜひ、半年間ですか、対応の中であればぜ

ひ積極的にやっていただければありがたいなと私

自身は思っております。 

 それと、高齢者世帯の対応ですけども、おひと

り暮らしとか、今部長が言われました各種機関へ

お願いして代理申請をされるということでありま

したけれども、例えば近隣で伊方町などでは職員

の方が休日に独居老人とか高齢者世帯とかという

ところに訪問をして、直接申請書を説明してそこ

で書いてもらって受け取って帰るというふうに考

えておられるというふうなこともお聞きしており

ます。規模が違いますんで一概には言えません

が、例えば代理とかじゃなくて公民館とかへ行っ

て申請を受け付けるとかいろんな方法がまた考え

られるんじゃないかなと思いますんで、その地域

性もあると思いますが、各総合支所等とのお考え

の中でまた工夫があればぜひ住民の方に申請漏れ

がないような方法でよろしくお願いしたいと思っ

ております。 

 最後に、３点目に介護従事者の処遇改善につい

てでありますけれども、この介護現場の現状は、

重労働や低賃金のために仕事を続けられない介護

従事者が少なくありません。過酷な仕事を福祉へ

の情熱を支えに働いてきたものの生計の見通しが

立たず退職を余儀なくされ、厚生労働省の調査で

は２００７年度の介護職員の離職率は２１．

６％、これは全産業平均の１５．４％を大きく上

回っております。また、平均年収の試算額でも、

介護現場のほうは若年齢者が多いということもあ

りますけれども、全産業の男性労働者の約６割程

度という結果も、そういう現実もあるということ

で、今部長のほうからもご答弁ありましたけれど

も、そういう改善に対してのいろんな調査をされ

て結果が出ましたら、ぜひしかるべき時期には議

会のほうにもご報告をお願いをしたいなと思って

おりますし、以前も何かの会議の中でありました

が、特に西予市の場合福祉の施設が多いもんです

から、それも民営化に向けて今進んでいる中です

けれども、市長が市もかかわっているところだか

ら今後も指導はしていくという、介護施設の件で

言われましたんで、この処遇改善の件もぜひ指導

力を発揮されて、介護従事者の方にいいメリット

が贈れるような今回の政策にしていただきたいな

と思っておりますんで、よろしくお願いします。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 二宮議員の再質問にお答え

いたします。 

 まず１点目の、スピード感を持つべきではない

かというご質問でありましたが、当然私もそのと

おりだと思っております。しかし、これは大変な

事務量でございます。申請書の送付やら返送用の

書類のチェック、またそういったことやら振り込

みの口座の確認、そして関連システム、電算関係

の構築、そういったことやとにかく膨大で煩雑な

事務が待っております。そういったことで、とに

かく間違いのないようにしなければならない。そ

れがまず１点目であります。 

 そういったことやら、また前倒しをしてという

ご発言でございましたが、これは私の考えるとこ

ろによりますと、やはり法案が通らない前に事務

を進めるっていうことはいかがかなと思っており
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ます。と申しますのは、今回はきのう法案が通っ

たわけでありますが、これが仮に万に一つ否決さ

れた場合これはどうなるかと、じゃ今まで事務を

進めていたその事務費というものは当然これは西

予市がかぶらざるを得ない、そういった危険性も

あります。そういったことで、とにかく法案が通

って迅速に事務を進めていく、これが一番大事じ

ゃなかろうかと、このように思っております。 

 それから、２点目の自主財源につきましては、

これは市長がお答えになろうかと思います。 

 それから、３点目の職員が直接出向いて申請書

を受け取ったらどうかというご質問でございます

が、これにつきましては、先ほども公民館等に出

向いて対応しますよという話をしておりますの

で、そういったところで対応したいと、このよう

に思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、二宮議員の質問の一つに

ついてお答えをさせていただきますが、基準日の

２月１日以降の出生についての自主財源でどうだ

ろうかというご発想でございますが、私自身、こ

れちょっと初めてそういう発想もあるんかなと思

って聞かせていただきまして、ちょっと今ここで

即断できづらい状況にあります。初めてそういう

発想もあるんかなと思って聞きました。 

 ただ、私どもはこの定額給付金の絡みでは、今

商工会と話しておりますプラスアルファのプレミ

アつきの商品券について前向きに今話しておりま

すので、そちらのほうに結構財源を投入したいと

いう考えにおります。したがって、何もかにもと

いうのはなかなか私ども難しいとこもありますの

で、その辺だけはご理解をいただいたらと、この

ように思っておる次第でございます。 

 以上です。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 二宮議員からの再質問であ

りますが、介護従事者処遇状況の調査が参りまし

たら、議会のほうへも報告をさせていただいたら

と思います。市のほうとしても、介護サービスの

事業所等には周知をして徹底をしていきたいとい

うように考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮一朗君。 

 

○２番二宮一朗君 それでは、最後に１点だけ。 

 今、市長がお答えいただきました２月１日の件

でございますが、西予市の出生者数から見ると、

約半年間超というと１００人ちょっとぐらいです

か、というと２００万円ぐらいになるんですか。

私の理想というか思いは、給付時期が終わる最後

までの間に出生された方にはぜひしていただきた

いなという思いがあるんですけれども、できなけ

れば例えば申請の発送作業が行われるまでに生ま

れた方にはせめて差し上げていただきたいなとい

うのが私自身の思いでありますんで、また今後ぜ

ひ検討をお願いして、私の質問を終わらさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時５９分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後１時０

０分） 

 次に、３番兵頭学君。 

 

○３番兵頭学君 一般質問をさせていただく前

に、昨年６月の定例会で自主防災組織について質

問をいたしましたところ、市長の答弁で、市民の

皆さんに自主防災の必要を認識していただき、今

後組織率１００％を目指し、説明会などを開くな

どして結成推進と育成を図っていくとの答弁でし

た。この時点で、野村町の５地区がまだ組織がで

きていませんでしたので、それから設立の機運が

上がり、ことしの１月に町地区、そして２月には

農友地区が設立総会を立ち上げることができまし

た。そういった中で、お忙しい中三好市長も来賓

として来ていただきましてご祝辞をいただき、あ

りがとうございました。残る野村の３地区も設立

の準備をしているとのことで、防災西予市に一歩

近づいたと思っております。今後とも市民の安

心・安全のために西予市の自主防災組織率１０

０％を推進していただくことをお願いして、一般

質問に入らさせていただきます。 

 １番目に、資源ごみの持ち帰り禁止条例につい

てお伺いします。 
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 昨年、松山市において資源ごみ持ち去り禁止条

例が県内で初めて制定されました。その取り締ま

りの影響で違法回収業者が周辺市町村に出向いて

資源ごみを回収する事態になり、周辺自治体でも

対策を検討し、四国中央市では４月から、砥部町

では７月から条例が制定され、東温市では３月の

議会に上程と聞き及んでいます。 

 西予市におきましても、昨年からことしにかけ

て松山方面の回収業者が頻繁に資源ごみを違法に

持ち去っています。昨年からの不況により、古紙

の単価も下がっています。また、これからも下が

ると予想されますが、そのことから採算が合わな

くなれば違法業者が来なくなるという意見も聞き

ますが、合併以来、ごみ分別収集推進のおかげで

経費の削減につながっていますと市民にアピール

しているのに、違法持ち去りを見逃すと市民の理

解と協力が得られないのではと思います。そこ

で、西予市としてもこの条例を検討される予定が

あるのかないのかお伺いします。 

 ２点目に、野村少年自然の家休止についてお伺

いします。 

 平成２０年１０月から惣川にある少年自然の家

が耐震化等の問題で休止になり、今年度も休止を

継続と聞き及びます。また、検討委員会の最終提

出が一般質問提出後になるとのことで、どのよう

な結論が出るのかまだ答申が出ていませんが、地

元の人やこの施設を利用した子供たちや親には継

続を願う方たちが大勢いることをまず申し上げま

す。 

 この施設は、旧惣川小学校を利用して昭和４６

年４月に開設、平成２０年９月まで３８年間、約

１０万人の利用者がありました。このほとんどが

小学生、中学生と引率の先生です。最近の少子化

等の影響により、施設の利用者が落ちているのが

現状です。また、建物の耐震化に要する費用も３

棟で約１億円と試算されていますが、子供の教育

に数字だけでは判断できないと思います。このこ

とに対して理事者の考えと、現在の建物が使用不

可ならば、規模を縮小してでも改修し継続する考

えがおありなのかお伺いします。 

 ３点目に、西予市のホームページについてお伺

いします。 

 最近のインターネット普及により、各家庭にパ

ソコンがあり、いろいろな情報を知ることができ

ます。西予ＣＡＴＶのケーブル敷設が全市に進ん

でますます利用者がふえると思われます。西予市

のホームページを見ても、県内の市町村のホーム

ページを見ても似たような内容ですが、県内では

新居浜市と西条市で市長への直行便やご意見、お

問い合わせのコーナーがあり、市の内外を問わず

広く募集されています。そんな意見を言えるコー

ナーがあれば、西予市出身の方でもホームページ

を見られる方も多いと思いますし、違った視点か

らいろいろな意見を出していただけると思いま

す。市民の方でもメールなら意見が出せる方もい

らっしゃると思いますので、個人情報の絡みはあ

りますが、ぜひ設置を検討していただきたいと思

いますが、市長のお考えをお伺いします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、兵頭議員の一般質問につ

いてお答えをさせていただきますが、その前に自

主防災の組織について私も少し触れたいと思いま

すけれども。おかげをもちまして、自主防災組織

１００％を目指しておりまして、市内の各地にそ

れぞれ自主防災組織をつくっていただくような流

れになりました。自助、共助の意識も高まってき

ておると思っておりますので、今後とも１００％

に目指していきたいと思いますので、何とぞ議員

の皆さんも、各地域の皆さんもご協力のほどをお

願いをしたいと思っておるところでございます。 

 それでは、質問にお答えをさせていただきま

す。 

 資源ごみの持ち帰り禁止条例についてをお答え

をいたします。 

 ご承知のとおり、西予市におきましては、平成

１８年度よりごみ処理経費の削減及び循環型社会

構築に向けごみの分別区分を大きく変更し、ごみ

ステーションあるいは市民の直接搬入による生活

系ごみを収集しております。 

 ご質問の件ですが、資源ごみの持ち去りは数年

前から全国的な問題となっており、西予市内の宇

和、野村、城川地区では、昨年の秋ごろより資源

ごみの中でも特に古紙類の新聞、雑誌が持ち去ら

れている事態が発生してきました。原因としまし

ては昨年までの古紙価格の高騰が考えられます

が、この行為を刑法上の犯罪として取り締まるこ
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とは現実的には厳しい課題があり、市ではその対

策として、担当職員による早朝パトロールの実施

や、環境委員さんのご協力によって資源ごみの持

ち去り行為の周知を図っておるところでございま

す。その結果、宇和地区では、昨年１１月、１２

月に早朝パトロールによって持ち去り業者と遭遇

し、厳重に口頭注意を行いました。県内では資源

ごみ持ち去り禁止条例を定める市町が東予、中予

地区を中心に大きくふえてまいりましたけれど

も、西予市としましては、広報紙においてごみの

排出時間の徹底を図ることや持ち去り禁止条例の

意義と効果、また今年に入り古紙価格の大幅な下

落などもあり、これらを勘案しながら検討してい

きたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 それでは、兵頭議員の２点目、野村

少年自然の家休止についての質問にお答えをいた

します。 

 野村少年自然の家は、昭和３０年に建設された

旧惣川小学校の校舎を整備し、昭和４６年１１月

に開設をいたしております。築後５３年を経過し

ており、老朽化が進み、安全性の問題等により平

成２１年度から休止することにいたしておりま

す。特に、近年公共施設の耐震の問題が取り上げ

られておりまして、教育委員会としても憂慮して

いる状況であります。 

 また、市では限られた財源を有効に活用するた

め、施策や事業成果を把握した評価により事務事

業の見直しや廃止を進めていることはご案内のと

おりであります。その一環といたしまして、昨年

の８月１日付で１３名の委員を委嘱し、野村少年

自然の家存続廃止検討委員会を設置いたしまし

て、利用状況、耐震性、教育的役割について諮問

している状況であります。間もなく答申をいただ

くことになっておりますので、その答申によりま

して教育委員会で十分審議を行い、方向づけをし

ていきたいと考えています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、西予市のホーム

ページについてのご質問にお答えいたします。 

 西予市のホームページでは、現在代表メール、

またお問い合わせ、それから担当課への質問はこ

ちらというような３つの方法で、市へのご質問、

ご意見、ご提言などを受け付けております。届い

たご質問やご意見、ご提言などにつきましては、

それぞれの担当課で対応してるのが現状でござい

ます。 

 ご質問の市長コーナーにつきましては、現在の

トップページの市長マニフェストを市長室という

メニューに変更しまして、議員のご指摘のとおり

４月１日の開設を目指して準備を進めます。この

ことによりまして市長へ直接届くことから、質問

者と市長との距離が縮まるため、より多くの皆様

からご意見、ご提言をいただけるものと考えま

す。また、より多くの皆様にホームページに関心

を持っていただけるものと考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭学君。 

 

○３番兵頭学君 それでは、再質問をさせていた

だきます。 

 まず１点目ですが、１番目のごみ持ち帰り条例

についての私の質問の本当の意味は、資源ごみを

市民にいかに理解してもらうか、その後に引き続

くのが生ごみだと思います。資源ごみを分別して

皆さんに資源ということを理解していただいた後

で、それ以降に生ごみの処理も同じことだという

ことで市民の協力が得られるのではないかと思っ

て、そちらのほうの意味で質問させていただきま

したので、この条例の設置ということは市長の今

のお考えのように当然まだ現況を見ている返事で

したが、ぜひとも資源ごみの持ち帰り禁止条例と

いう意味をもって生ごみの処理対策も皆さん一般

市民の人にさらに理解していただくための質問で

ありましたので、そこら辺をまたご考慮願ったら

と思います。 

 それから２番目ですが、今教育長にお答えいた

だきました。実は、昨日の市長の当初所信表明に

おきましても、青少年育成事業では、家族、地

域、学校が連携、協力して地域に根差した心豊か

な青少年を育てる取り組みとしてアドベンチャー

スクール事業、山の子スクール事業を掲載されて

おりますが、このアドベンと山の子は、アドベン
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が平成元年、それから山の子が平成５年から事業

とされとります。この事業も実を申しますと、少

年自然の家でアドベンが６日間、それから山の子

が３日間宿泊をして自然体験を積むという事業で

す。 

 ことし聞きますと、その事業も宿泊施設が使用

できないということで、６日間テント生活になる

のではという公民館の話を聞き及びましたので、

子供たちには大変貴重な経験の場ですので、それ

もテント生活も６日間という時期的な、期間的な

もんが健全育成につながるのかなと。私自身もア

ドベンチャースクール、山の子事業には直接は携

わっておりませんけど、これは継続していただき

たいと思いますが、今回公民館のほうで聞きます

とそういう返答でしたので、この点だけは再考を

お願いするということで、またそういう施設を利

用する子供たちが６日間もテントに過ごすという

こと自体で、ことしはもう間に合いませんけど、

答申もまだ出ておりませんが、市長にはぜひそう

いう子供たちの経験を積ますという意味において

も、少年自然の家の再開をお願いしまして、この

ことに対して答弁は要りません。 

 それから最後に、清水部長さんにも市長コーナ

ーを設置するということをいただきまして、ほか

の近隣市町村から、西予市から出られた方も、恐

らく西予市に対しても、Ｉターン、Ｕターン、そ

れからふるさと納税等に対してもますます興味を

持っていただけるんじゃないかと思いますので、

４月１日からの開設を私も喜んでおります。 

 以上です。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、兵頭学議員の再質問につ

いてお答えをさせていただきます。 

 ごみ持ち帰り条例以外のことについて深く考え

ることがあるのでというご質問だったと思うわけ

でございますが、私どももご案内のとおり、西予

市が合併をしたときに、できたときに、非常にご

み問題が大きな問題であるということに気づきま

した。したがいまして、ごみの１億円減額運動と

銘打ってあのように住民を巻き込んでやらさせて

いただいたところでございます。おかげをもちま

して、前と後ではごみの量も減ってきますし、ま

た減額も１億５，０００万円近くの減額になって

まいりました。それは、４種類１５分類という一

つの皆さん方の、私どもの市のほうがお示しした

ような分類の仕方でみんなやっていただいておる

成果だと思っております。 

 そういう中で、私どもは貴重な資源ごみはリサ

イクルとして今までずっとそのように回すことに

よって、また新たな資源としての価値を見出して

おるところでございまして、そちらのほうも順調

に進んでおると私は理解をしておるところであり

ます。 

 あと、生ごみの問題につきましては、以前から

申しておりますとおり、生ごみがやはり３割以上

を占めておるところでございまして、生ごみをど

う対応していくか、退治するかというのが今後の

大きな問題になってまいります。したがって、バ

イオマスタウン構想を今後進めていきますよとい

うところは、そのものを含めて今後大きな流れに

なってバイオマスタウン構想がいくんではなかろ

うかと私は考えておるところでございまして、そ

の辺のところもともに私どもも研修を積みます

し、兵頭議員も一緒にその場に入っていただくこ

とを切に願っておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 次に、９番松島義幸君。 

 

○９番松島義幸君 議長より質問の許可を得まし

たので、ただいまより一般質問をさせていただき

ます。 

 まず１番目に、第１次産業への緊急支援につい

てお伺いいたします。 

 三好市長を初め理事者におかれましては、長期

的な経済の低迷、国からの補助金等の削減という

厳しい財政状況の中で、西予市の健全財政の維持

と市の活性化のため獅子奮迅のご尽力をいただ

き、大きな成果を上げておられることに議会の一

員として敬意と感謝を申し上げるものでありま

す。 

 しかしながら、私たちを取り巻く情勢は、予想

を上回る危機的な状況を呈し始めております。米

国のサブプライム問題に端を発した世界同時不況

は、１００年に一度の未曾有の経済危機と言われ

ており、国内はもとより西予市においても深刻な

経済危機をもたらしております。理事者におかれ

ましては、当然のこととして経済振興策に資さ
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れ、その推進のため英知を絞って対策を講じてい

ると思いますが、我々議会議員も市民からの負託

にこたえるべく力を尽くさねばなりません。 

 このような情勢の中において、西予市市民が一

丸となって、特に行政と議会は共通の課題に対し

情報を共有し力を一つにして、政策の企画立案に

取り組み、この経済危機を乗り切っていかなけれ

ばなりません。そのためには、理事者サイドに集

積した情報をいち早く議会にも提出していただか

なければならないと考えております。 

 さて、西予市の経済問題を考えるとき、当然の

こととしてしっかりとした産業基盤の確立という

ことが大きな課題となります。西予市の産業構造

を見てみますと、その基礎、その基盤をすなわち

第１次産業であろうと考えております。また、第

１次産業は、西予市の将来においてもさまざまな

可能性を秘めた分野であると思っております。現

に、農林漁業において意欲を持って新しい取り組

みで成果を上げている人たちもたくさんおりま

す。しかし、第１次産業全般では、個々の経営規

模は小さく、生産性も低く、個人経営で世襲制が

強く、経営後継者問題を初め厳しいものがありま

す。しかし、この西予市の産業の基礎とも言うべ

き第１次産業の経営基盤は、何が何でも守り育て

ていかなければならないと考えております。 

 そこで、第１次産業への緊急支援について理事

者の考えをお聞きしたいとともに、二、三、提言

を申し上げまして、所見をお伺いしたいと思いま

す。 

 １点目は、農業支援であります。 

 農家は経営基盤が脆弱で、生産施設の整備充実

が難しい現状であります。今、再生産サイクルの

強化が農業維持、振興の大きな課題となっており

ます。 

 その中の一つに、急傾斜地の多い農業地域での

生産設備としてモノラックがあります。急傾斜地

の農業生産にはモノラックによる運搬が不可欠で

あり、多くの園地でモノラックが整備されており

ます。しかし、整備されてから年月がたち老朽化

している施設も多くあります。施設の劣化は、効

率の低下のみならず大きな事故につながりかねま

せん。零細な経営と農産物価格の低迷、さらには

資材の値上がりが続く中、モノラックの施設更新

や新設ができないという現状があります。このよ

うな実情を踏まえ、西予市の農業支援策として、

モノラック施設の新設、更新支援、大型農業機械

導入支援として補助をしていくお考えはないか。 

 ２点目は漁業支援ですが、高額を要する漁業施

設整備による借入金の負担を軽減するために、近

代化資金利子補給事業の拡大による漁業支援の考

えはないか。 

 ３点目には林業支援ですが、林業は第１次産業

全体の環境サイクルとしての森林保全の重要性を

認識し、林業の維持、振興のため、林業機械の整

備に対する支援、また西予市産材の利用促進のた

めの木材販売補助制度の拡大によるさらなる林業

支援の考えはないか。 

 ２番目に、商店街活性化についてであります

が、これは午前中に二宮議員からもありました賛

否両論ある中、住民への生活支援と経済対策を目

的とした定額給付金事業が実施されるようになり

ました。１人につき１万２，０００円、６５歳以

上及び１８歳以下の者については１人につき２万

円が給付されます。 

 この事業の相乗効果として、地元商業活性化の

ために、プレミアムつき商品券で地元商店街での

購入を対象に１割上乗せした商品券等の対策によ

る地元購買力の底上げ対策に対する支援の考えは

ないか。このことについては、２月１５日付読売

新聞の全国１，８０４市区町村への調査では、２

７８市区町村で独自の割り増しを検討していると

の回答が寄せられております。西予市としても、

ぜひとも市独自での商店街活性化策として検討を

実施していただきたい。 

 以上の点について理事者の答弁をお願いいたし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松島議員の一般質問につ

いてお答えをさせていただきます。 

 当市の基幹産業である農林水産業は、最近の原

油市場、原材料等の価格高騰の影響により厳しい

状況にありますのは、今ほど松島議員ご指摘のと

おりでございます。西予市のような地域では、何

といっても産業基盤を担っている第１次産業が元

気にならないといけません。そのためには、多様

な資源の持続的な維持を図る対策が必要であり、

また地域の創意工夫を生かしたきめ細やかな生産

基盤の整備や地域経済を支える経営基盤の整備に
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対して積極的に支援をしてまいりたいと考えてい

る所存でございます。 

 それでは、第１点目の農業支援でありますモノ

ラック施設の新設、更新及び大型農業機械導入に

対する助成はできないかというご質問でございま

すが、これについてお答えをさせていただきま

す。 

 急傾斜地におけるかんきつ栽培は、担い手の減

少に加え高齢化の進行により荒廃園の増加が危惧

されてる中で、省力化及び効率化を図ることが重

要であると理解をしております。今の施設は主に

昭和５０年代から６０年代にかけて導入されたと

聞いておりますが、そうなりますと老朽化が進ん

でいる現状であると思っております。対応としま

しては、まず早急に現状を調査した上で、おのお

のの農家と協議を行いまして、適切な対応の検討

をしてまいりたいと今は考えておるところでござ

います。 

 次に、第２点目の近代化資金利子補給事業の拡

大による漁業支援についてのご質問でございます

が、漁業を取り巻く環境は、灯油の高騰と長引く

魚価安の、さらには養殖業においてはえさ料の高

騰が相次ぎ、経営は極めて厳しい状況であると思

っております。 

 このような中で、国の制度資金である近代化資

金利子補給事業を有効に利用し、漁業経営に要す

る施設整備を初めとした経営近代化と合理化を促

進するための支援は不可欠であると理解をしてお

ります。昨年末に、八幡浜漁業協同組合から経営

安定を図るための本事業の拡大についての要望が

あったところでございまして、これまでの事業の

対象を愛媛県信用漁業協同組合からの、いわゆる

転貸分については、対象貸し付けの１％以内の利

子補給金を交付することとしておりましたけれど

も、愛媛県信用漁業協同組合の直貸分にも拡大し

て利子補給事業の対象とすることとしまして、西

予市農林漁業資金利子補給金交付規定の一部改正

を行ったところでございまして、この直貸分をや

っていくということでご理解をいただいたらと思

っております。 

 最後に、３点目の林業支援についてお答えしま

す。 

 林業は、ご質問のとおり、第１次産業全体はも

とより、地域資源環境型の社会を目指す施策によ

る関連産業の経済波及効果が期待でき、当市の林

業振興は重要であると認識をしております。これ

まで各種事業を実施しておりますが、さらに市産

材の利用促進に向けた緊急の取り組みが重要であ

ることから、今議会の当初予算に計上してご提案

させていただいているところでございます。 

 事業内容は、地域雇用創出推進事業として、市

内で直面する課題に対応して地域の雇用創出につ

ながる事業としまして、事務事業の別枠として計

上させていただいております。事業の詳細は、林

業振興対策補助事業として、森林組合及びエフシ

ーが新たに雇用する場合のその雇用に対する補助

金や市産材利用促進につながる市産材木造住宅建

築促進事業、間伐材出荷促進事業及び作業道の開

設事業の経費を合わせまして５，４００万円計上

しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 松島議員２点目の商店街の

活性化につきまして答弁させていただきます。 

 我が国経済は、世界的な景気の悪化で、２月１

６日内閣府が発表した２００８年１０月から１２

月期のＧＤＰは、速報値は３．３％の減、年率換

算で１２．７％減となっております。日本経済は

かつてない景気の急降下に直面し、不況が長期化

するとの懸念が広がっております。 

 西予市におきましても、市内中小企業者の資金

需要が多く、中小企業振興資金融資制度の利用者

が極端にふえており、１月末現在で昨年度比、件

数にして約２倍、金額にして約３倍にふえている

状況であります。このことから、雇用の悪化や所

得の減少、個人消費の落ち込みによる市内商店街

での消費額も激減していると想定できます。商店

街の活性化について取り組んでいく必要があると

考えております。 

 議員ご指摘のプレミアムつきの商品券の発行に

ついてでございますが、さきの二宮議員の質問に

お答えしましたように、現在西予市商工会と詳細

について協議中でございまして、協議の結果、プ

レミアムつきの商品券の発行の実施となりました

ら、この機会にぜひ市内商店街での活用がなさ

れ、商店街の活性化につながりますように強く望

んでおります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 松島義幸君。 

 

○９番松島義幸君 大変前向きな答弁、まことに

ありがとうございます。 

 それでは、市長。２点ほど関連になるんです

が、ちょっと質問をさせていただきます。 

 先ほど、理事者サイドに集積する情報の提供に

ついて、私は少し議会に流れるのが遅いのではな

いかなという心配を１点しております。これに対

して、市長はどのように考えているのか。 

 そしてもう一点なんですが、これも関連になる

んですが、この未曾有の経済危機を乗り切ってい

くためには専門的に取り組んでいくことが必要で

あり、二、三年の期限について、緊急経済活性化

検討チームのような形で３人から５人程度の職員

を選任して活性化策を検討していく考えはない

か。 

 この２点について伺います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松島議員の再質問につい

てお答えさせていただきますが、ちょっと質問が

急に飛びましたんで、ちょっと関連かどうかちょ

っとわかりづらいところがありますが、それなり

に答えをさせていただきますが。 

 情報の提供の問題でございますが、これは非常

に議会という一つの組織と私たち行政の組織とい

う一つの大きな組織があって、その中で遅いとい

う観点に立たれますと非常に私どもつらいところ

もありますが、それなりに私どもはやってはおる

とは思っておりますが、その遅いという感覚の認

識があるとしたら、それなりの私どもも早い形で

やっていかせていただきたいと思いますし、本来

なら地方自治制度の中に想定をされてはおらない

わけではございますが、私どもの行政側の委員の

いろいろやる中で、今は議員の方々入っていただ

いております。これは地方自治法の制度上として

は余りよろしくないという側面はございます。 

 しかしながら、そうすることによって、入って

いただくことによって、議会の中でも認識度が深

まるということでやっている側面もありまして、

ああいうことを私どもは生かしながら今後もやっ

ていきたいと、このように思っておるところでご

ざいまして、提供はご指摘の方向にやっていきた

いと、このように思っております。 

 未曾有の経済危機の問題に対して、市の中での

専門チームの問題でございますが、私どもはこの

西予市という一つの段階で考えますと、専門チー

ムとしてそれだけで特定するのが果たしていいか

というのはちょっと疑問に私は思うんです。そう

なると、私どものやっておる政策秘書室、企画、

あるいは産業創出課等々を中心とするところがプ

ロジェクト的にやっていくほど流れがいいんでは

なかろうかという気がします。そして、それぞれ

の各課がそれに対する、いわゆるプロジェクトと

しての支援体制づくりの中でそれぞれ個別問題に

ついて対応していくのが、今かえって流れが私ど

もの組織ではいいんじゃないかという気は私はそ

ういう認識はしておりますが、この辺はちょっと

想定されておるご質問とちょっと違うのかもわか

りませんが、そういう認識をしておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松島義幸君。 

 

○９番松島義幸君 最後に、これは理事者側の答

弁は要りません。私、今の少し思いを理事者側に

伝えたいと、このように思っております。 

 第１次産業、農、林、水とあるわけなんです

が、私の専門分野は林のほうであろうと、このよ

うに思っております。三好市長は、西予市産材に

は私は愛媛県では特に力を入れているトップであ

ろうと、このように思っております。 

 ここに一つ、私、文句というほどではないので

すが、一つ気に入らないことがあります。それ

は、去年、おととしと三瓶町に、おととしが潮彩

館でしたか、去年が体育館をやりました。その

折、西予市は、トップは木造建築に取り組んでい

ただきました。これは、私らにとって大変ありが

たいことであります。 

 しかし、それに対して１点だけ私は腑に落ちな

いことがあるんです。それは、あの両方の建物も

構造材は集成材であります。あの集成材は西予市

の木は一本たりとも使っておりません。これは、

どこが悪いというとなかなか問題があるわけなん

です。集成材をつくるには約半年間かかります。

集成材の原料、杉、それをひきますと、その原料

の名前をラミナーと言います。そのラミナーをひ
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いて乾燥をし、集成材にしなくてはなりません。

約半年間かかります。その半年間の頭がなけれ

ば、入札をして木材は西予市産材でやりなさいと

言ってもこれは不可能なことなんですよ。私は建

設課に聞きますと西予市産材でやっていますよと

言いますが、それは使えるはずはないのです。そ

れは、工期が半年延びますし、そういうことをす

ると。 

 それで、私が今までのことはいいんです。こと

しの当初予算に宇和中学校の体育館の計画があり

ます。私ざっとあの金額を見ますと、その集成材

の原料、原木は約８００立方ぐらいは要るのでは

ないかなと、このように思います。私、この木材

の世界に入って３６年目になるんですが、今ほど

価格低迷していることはありません。今、市長の

ほうの方針で、集成材の原料も西予市産材でやれ

というような考えがあれば、この西予市には西予

市森林組合という組織があります。やはりこうい

うものに対してはそういう組織でなくては私はい

けないと思っております。そうすると、森林組合

が４月１日から杉の中目を買うということになれ

ば、杉の価格は８月、９月まではもう暴落しませ

ん。私は、２割、３割は上がるであろうと、この

ように思っております。 

 やはりそこまでの思いで、そういう思い、これ

は林業だけではありません、水産業にしても、農

業にしてもこれほど低迷すれば、市長をトップと

して理事者が１，０００人ぐらい、その中の方が

そういう意識を持ち、またこの議会２４人がそう

いう思いで町の取り組みをすれば、私はこの西予

市はどこにも負けない町になると思います。生意

気な言い方かもしれんが、それが本当の町の思い

やり、人に対しての思いやりではなかろうかと、

このように思っております。 

 少し気分は害したかもしれませんが、私の思い

は伝えましたので、以上で質問を終わらせていた

だきます。 

 

○議長 次に、１５番浅野忠昭君。 

 

○１５番浅野忠昭君 議長より一般質問の許可を

得ましたので、通告により４点につきまして一般

質問を行います。 

 現在の社会は激動の社会であり、１００年に一

度の大不況とか、新聞もテレビも情報メディアは

こぞってＰＲをしております。しかし、これまで

の日本の経済は危機はなかったのか。今まで２度

のオイルショックと少なくともこの５０年間に７

回程度の谷もあり、その都度痛手を負いながらも

緩やかな成長を遂げてきたように思います。しか

し、今回の谷は相当深く感じてはいるものの、た

だだめだ、だめだではなく、今こそ国も地域も悪

い点のみの議論でなく、前向きに明るい未来に向

けて地道に行動すべきであると思います。今の麻

生内閣はともかく、我々は情報に惑わされること

なく、足元をもっと見詰め直し、足腰をさらに強

くすることが肝要であると思われます。 

 そのためには、海抜ゼロメートルから１，４０

０メートルある恵まれた大自然の中で、地域内生

産、地域消費、いわゆる地産地消の推進が必要で

あります。中国ギョーザ、汚染米、食品の偽造

等々食の安全・安心が問われている今、本当に安

心できる地元農林水産物への信頼の高まりや流通

コスト削減、また近くにいて生産者の顔が見える

地産地消の再構築も今後さらなる発展が見込まれ

ます。家庭や地域で、そして西予市で検討、結束

が求められていると自覚しているところでありま

す。地方の時代、地域の時代、地域の自立が叫ば

れて久しい昨今でありますが、地域の自立、自

主、自助の必要性を痛感しております。 

 また、西予市管内の交流事業についても充実が

必要で、施策拡充をお願いする次第であります。

三位一体改革の厳しい規制も、規制の次には積極

的な育成が必要であります。一時的に金をばらま

くのではなく、未来の社会に投資する施策は今必

要であり、改革であると思っております。厳しい

予算の中、市当局におかれましては頭の痛いこと

ではありますが、市民の未来が開かれる予算編成

を切にお願いする次第でございます。 

 さて、質問の第１点は行政改革と臨時雇用であ

ります。 

 １００年に一度の大不況、大恐慌の中、サブプ

ライムローンの問題に起因する金融恐慌の波は、

失業者の増大、採用内定予定者の不採用と社会不

安を与えております。このような世界的な雇用不

安進行中の経済的な下支えとしての雇用対策は、

重大事項として連日テレビ、新聞等で報道されて

おります。今回の定例議会に提出されている臨時

職員として１０名を３年間採用する山林除間伐

は、低迷している水源の森づくりや放置林対策と
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して評価しているところであります。 

 西予市の公務員の人件費は年間５０億円であり

ますが、ワークシェアリング等の考え方を導入す

れば、人件費の１割を削減し、５億円を原資に年

俸２００万円の臨時雇用対策を行えば２５０人の

雇用を生み出すことができます。西予市のラスパ

イレス指数は８９と伺っておりますが、県職員も

現在給与カットが行われており、それを考えると

西予市の職員給与は一般市民とは隔絶されて高水

準と言えるのではないかと思われます。西予市

は、人口的に言えば小さい市という認識でいいの

ではないかと思います。もちろん、市としての誇

りや気概を持って行動はしなくてはなりません。

ワークシェアリングについての理事者の考えと不

況時の雇用の拡大について理事者の考えをお聞か

せをいただきたい。 

 次に、エリア関連の発掘調査費についてお尋ね

をいたします。 

 企業誘致と新たな産業の導入と銘打って、大々

的に山田地区の発掘調査を実施しましたが、その

原因者負担分として約９４０万円が未回収となっ

ており、平成２１年２月を期限に分割をして開発

業者が市に支払う約束ができていると聞いていま

すが、見通しはどうでしょうか。回収のための努

力が不足しているということなどないか、お尋ね

をいたします。 

 第３点目は、西予市のまちづくりリーダーの育

成についてであります。 

 私は、以前の質問の中で、人づくり、人材育成

についてはよどみ、停滞なく推進すべきものであ

り、まちづくりの基本は人づくりであろうと述べ

させていただきました。平成の大合併では、全国

さまざまな合併が行われました。合併はゴールで

なく出発地点であり、まだまだ西予市においても

課題は山積であります。 

 その一つは、リーダーの育成であります。限界

集落の増加等で市民の自治能力の後退している地

区もあると思いますが、共生、協働の精神で、そ

れぞれの地域、地区を引っ張っていく人材の養

成、確保は重要な課題であります。地域を担う住

民自治の推進のリーダー育成の方策はどのように

推進されているのかお伺いをいたします。 

 市の職員は、職員であると同時に当然市のリー

ダーでもあり、各地区では指導性を発揮してほし

いと思っております。また、リーダーや市民の力

をいかに引き出せるかが重要なポイントにもなっ

てきます。市民との協働の推進や調整能力も市の

職員は問われております。しかしながら、市の職

員の中には長期休暇、休職をしている職員の数は

多いと聞いているが、実態はどうなのかお伺いを

いたします。 

 また、その原因や職場環境、人間関係に問題が

ないか調査をしておりますか。休暇の取得状況な

どで、病気や精神的な問題、その他の問題等、全

体に占める比率や今後の対応を含めてお伺いいた

します。 

 また、人事異動は、適材適所という言葉はあり

ますが、そのような方向で重ねてお願いをいたし

ます。 

 また、職員研修の場においてもどのような内容

で行っているのか。私は少々のことではへこたれ

ない精神的にも肉体的にもたくましい職員の育成

を望むものであります。 

 ４点目は、各総合支所長さんにお尋ねをいたし

ます。 

 西予市は、５１４平方キロという県下の市の中

では最大の面積を持っております。海抜もゼロメ

ートルから１，４００メートルと、地形、気候、

言葉や地区民の気性もそれぞれ違います。三瓶、

明浜の海洋性、宇和の農耕性、野村、城川の山村

性とそれぞれ特性があります。各総合支所長さん

は、旧町にあっては市民の代弁者と行政の執行

者、また地域の顔として頑張っていただいている

点は評価をしているところであります。総合支所

で事業の推進上の課題、今後の方策、ビジョン等

あればお聞かせをいただきたい。 

 また、旧宇和町については総合支所はございま

せんが、合併の折、本庁は宇和総合支所も兼務す

ると聞いておりますので、清水総務部長さん、答

弁をよろしくお願いいたします。 

 最後に、通告しておりませんので、要望という

ことで２点発言をさせていただきたいと思いま

す。 

 まずその１点は、小学校の統廃合は答申が出さ

れ、説明会もあり、今後のスケジュールは種々の

理由でおくれているということを聞いておりま

す。学校はそれぞれの地域のシンボルであり、生

涯学習や社会体育、健康づくりと多様な機能を持

っております。特に、その跡地利用については、

地元においても納得できるよう誠意を持って検討
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し、有効利活用ができるよう善処をお願いいたし

ます。 

 もう一点は、私は平成１８年３月の定例議会

で、体育指導員の必要性、重要性を、特にスポー

ツ、軽スポーツの普及は健康や医療費の削減につ

ながるスポーツ立市であってほしい。特に、この

推進に当たっては大まかな指導でなく各地域での

末端浸透が大切であり、体育指導員については、

予算面や人員の確保についても厳しい財政事情で

はありますが、市民の健康をつくり守っていくと

いう大切な役割があると思われますので、柔軟な

姿勢で対処するようお願いいたしました。また、

平成２０年３月の定例議会の質問には、体育指導

員の件について岡山議員からも質問が出ておりま

す。にもかかわらず、議員の意見提案をその場限

りの回答ではなく、事後処理についても誠意を持

って対応をお願いいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 浅野議員のワークシェアリングと

雇用の拡大について、行政改革と臨時雇用につい

てということでございますが、お答えをいたしま

す。 

 ワークシェアリングにつきましては、現下の厳

しい雇用情勢の中で、雇用の維持、創出といった

観点から社会的関心が高まっているところであり

ます。また、少子・高齢化の進展や勤労者の価値

観の変化が進む中で、多様な働き方の実現手法の

一つとしても位置づける動きがあることもまた事

実でもございます。 

 しかしながら、我が国においては、労働時間の

短縮の割に人件費が低下しない、責任の所在があ

いまいになる、また生産性が低下するといった企

業側の意見や、また賃金の低下や退職金の取り扱

いに不安を感じるといった勤労者側の意見もござ

います。日本では、まだ余り導入が進んでいない

のが現状であろうかというふうに思っておりま

す。 

 さて、ワークシェアリングを西予市にも導入し

て雇用の拡大はできないかという質問であります

が、定型的な業務を繰り返すような、またこれは

製造業を中心とするような職種や現業といった職

種では比較的適用をしやすいと思われますけれど

も、創造性や判断力等が重視されます専門職、ま

た技術、研究職、管理職等、自治体の行政職には

なかなか適用しづらいという側面も多いのではな

いかと考えております。全国の自治体では、大分

県の姫島村に導入をされているというのをお聞き

をいたしておりますが、そのほとんどが介護職と

お聞きをいたしております。現在の状況の中で、

待遇改善が介護職に求められておりますけれど

も、そういう中でワークシェアリングが受け入れ

られるのか検討を要するところであろうというふ

うに考えております。 

 また、不況時の雇用の拡大についてであります

が、今議会にも提案をいたしておりますけれど

も、金融、経済等の悪化に伴い、非正規労働者の

解雇、雇いどめ等を中心とした雇用情勢の悪化に

対応いたしまして、平成２０年度国の第２次補正

予算で創設された緊急雇用創出事業により、公園

の管理、また下水道加入促進、一般事務補助等に

従事する臨時職員、同じくふるさと雇用再生特別

事業により、民間企業への委託事業、地デジ放送

推進、コミュニティーバス運行に従事する臨時職

員と、２０名程度を雇用を予定をいたしておると

ころでございます。また、平成２１年度に一般財

源を充当いたしまして、林業振興対象事業を中心

といたしまして地域雇用創出推進事業費を計上を

し、森林組合、また株式会社エフシーに助成を

し、新たに１０名程度雇用を計画をしておるわけ

でございます。そのほか、市道改良事業、市産材

木材建設促進事業等の充実、拡大を図りながら、

地域の経済の活性化や雇用の維持、創出に努める

よう計画をいたしておるところでございます。 

 続きまして、３点目のまちづくりリーダーの育

成についてお答えをいたします。 

 まちづくりリーダーとは、地域が抱えている課

題に対してのハードまたソフト両面から課題を解

決するために参画する市民のリーダーのことだと

いうふうに理解をいたしておるところでございま

す。住民の参画のまちづくりは、最も身近で基本

的な共同体である自治組織の活性化が欠かせませ

ん。自分たちが暮らす地域を明るく住みよいもの

にするために、そこに住む人々がともに助け合

い、地域、集落の人間関係や自治機能の再構築が

必要です。その中で、自治機能強化に向けた情報

収集や提供等、行政と自治組織がパートナーとな

って協働体制を推進する上で、区長さん、また地
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区の代表の方、環境委員さん、いろいろ民生児童

委員さん等々の地域リーダーとしてお願いしてい

るところでもございます。 

 地域の課題は多種多様でありますので、市政と

の協働体制を図るため、市の職員についても積極

的に地域行事、イベント等に参加し、地域の皆様

と一体の中で地域づくりに参加するよう強く指導

しておるところでもございます。今後とも情報の

提供、学習機会の拡充、人的支援の強化などを通

じまして、人づくりを基本とした取り組みをさら

に充実をしていきたいと考えておるところでもご

ざいます。 

 さらに、職員の休暇、健康管理等につきまして

もご質問がございましたので、お答えをさせてい

ただきます。 

 職員の健康管理につきましては、定期健康診断

を初め衛生委員会を設置し、さまざまな施策を講

じ対処しているところでございます。ご質問の市

の職員の長期休暇及び休職者につきましては、本

年２月末日現在で病気休暇取得者が４人、休職者

が３人であります。そのうち、メンタルヘルスに

関係する職員が４人でございます。当該職につき

ましては面談を実施、その最大の原因は仕事に対

するストレスやＩＴ技術の進歩によりますフェー

ス・ツー・フェースからメールでのやりとりの増

加、さらにはコミュニケーション不足や職場での

ストレスの増加と分析しているところでもござい

ます。健康管理が不十分な状況では、本人ばかり

でなく周囲の職員に及ぼす影響も大きく、ひいて

は組織力の低下、住民福祉の増進にも影響を及ぼ

しかねない結果となることから、職員の心身の健

康保持、増進、職場不適応症状に陥ることを未然

に防止するよう職員ヒアリングを実施し、適材適

所への人事異動を実施いたしておるところでござ

います。また、日ごろからコミュニケーションの

よい環境づくりや雰囲気づくりを心がけておりま

して、今後とも職員コミュニケーション研修を継

続的に実施をし、心身ともに健康で活力ある職場

づくりの実現に努力をしていきたいと、このよう

に考えておるわけでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 森教育部長。 

 

○森教育部長 浅野議員の２つ目の質問、エリア

関連の発掘調査、委託料未回収についての質問に

お答えをいたします。 

 昨年７月１日付で納入確約書により、平成２１

年２月２８日までに支払いをいただくことに約束

をいただいておりました。しかし、現在納入がご

ざいません。確約以来、今後の支払い計画等を提

出するよう、会社のほうに訪問あるいは出頭を求

めまして要請をしてきております。去る２月末、

最終的に納入が確認できておりませんでしたの

で、３月２日に社長出頭を願いまして、私のほう

で厳しく納入を迫ったものでございます。 

 なお、このことにつきましては、今後連帯保証

人もございますので、保証人を通じてなお促して

まいりたいと思います。なおかつ、司直の手にも

よることも想定をしながら厳しく請求をしてまい

る所存でございます。よろしくご理解を賜りたい

と存じます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 明浜総合支所長。 

 

○高岡明浜総合支所長 浅野議員さんの各総合支

所での事業の推進上の課題、今後の方策、ビジョ

ン等についてのご質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 合併前の平成１６年３月末で、明浜の人口が

４，５７３名、そして高齢化率が３９．３８％で

ありました。それが現在は４，０７０人、高齢化

率が４３．８３％ということになっております。

こういった状況の中では、やっぱり地域のコミュ

ニティーを維持していくと、そういうためには行

政と市民と一緒になってまちづくりを進めていく

ことが必要ではないかなというふうに思っており

ます。 

 事業推進上の課題というご質問でございました

けれども、やはり地域の方々の高齢化、これが進

んでおりまして、地域の中ではやっぱり今まで続

けてきた地域の行事、こういったものの継続が危

うくなってきたというふうな意見を多数聞きま

す。一方で、元気な高齢者の方々、この方々はや

っぱり社会との接点を求めておられる。社会とか

かわっていきたいというふうに考えておられる方

がたくさんおられます。この方々の長年の経験あ

るいは知恵、知識、そういったものをこれからの

地域のために役立てていただくことも非常に大切
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ではないかなというふうに感じております。行政

としましては、本庁支所方式の流れではございま

すそれぞれの地域にある公民館を充実していく、

集落での活動を支援していく、そういったシステ

ムが必要ではないかなというふうに思います。 

 まず、地域の人たちが元気で健康であること、

体が動かなくなってはせっかく持っている長年の

知識、経験、知恵、そういったものが無駄になっ

てしまいます。いつまでも社会にかかわっていっ

ていただくということが、コミュニティーの維持

に不可欠というふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 野村総合支所長。 

 

○西田野村総合支所長 それでは引き続きまし

て、野村総合支所のほうから浅野議員さんのご質

問にお答えいたします。 

 ご存じのように、中山間地の野村地区内には１

３５の集落が点在しております。高齢化率が今現

在、５０％を超えたら限界集落と言われる集落が

たくさんあるわけでございます。それで、平成２

０年４月１日現在で、今現在４１集落が限界集落

というようなことでなっております。今後１０年

後には９７集落、大体７割というようなことにな

ります。そういうことで、１０年後の高齢化がい

ろいろと懸念されてるような状況でございます。

そういうような状態になりますと、集落としての

維持、機能ができなくなりまして、恐らく消滅す

る集落も出てくるのではなかろうかと心配してお

ります。１０年後は、行政と集落とのパイプ役で

あります集落のリーダー格であります区長さんが

いなくなるような集落も出てくるのではなかろう

かと思っております。そういうようなことで、本

当に心配しているような状況でございます。 

 このような状況ではございますが、それぞれの

地域で高齢者の方々が住みなれた集落で安全で安

心して暮らせる地域づくりを今後構築していくの

には、行政と地域住民が一体となり、ともに知恵

と汗を流して自主防災の基本とされております自

助、共助の精神で自分たちの地域を守っていくこ

とが大切ではなかろうかと思っております。地域

の中には元気な高齢者もたくさんおられます。そ

のような元気な高齢者の方々や、地域でひとり暮

らしの高齢者とか援助を求めている地域の方々に

気軽に電話一本で相談や生活をサポートできる支

援体制を今後つくっていくこともこれから必要で

はなかろうかと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 城川総合支所長。 

 

○清水城川総合支所長 それでは、城川総合支所

長として浅野議員のご質問にお答えをいたしま

す。 

 あれもこれも、あるいはユニークで特色のある

事業ができた旧町時代に比べまして、今は限られ

た予算の中で、またグローバルに考えた場合、あ

れかこれかを選択しなければならない状況にあり

ます。一方、地域にありましては、後継者不足と

いうことから、これまで伝承されてきました祭り

や地域独自の事業、こういったものが中止あるい

は休止せざるを得ない、こういった状況になって

おります。ふるさとの自慢、そして誇りが失われ

つつある状態でありますし、１０年後を考えます

と想像を絶するものがございます。地方自治の時

代と言われておりますけれども、まさに住民が主

体となってともに汗をかき地域をつくることがこ

れからさらに重要度を増してくるものと思ってお

ります。 

 そのためには、地域づくりのかなめとなります

独自の地域振興計画が必要ではないか、こう思い

まして、昨年４月１日に就任をして、総務区長さ

んに地域振興計画の策定を提案をいたしていると

ころであります。この計画書は、これから自分た

ちが住み続けるでありましょう地域の将来あるい

は展望するビジョンとなりますし、地域の正の遺

産、あるいは負の資源、さらには地域の現状、課

題、展望、こういったものを住民が共有すること

で、今ここにいる私たちにしかできないことを立

証できるものになると思っております。 

 若者が住みたいと望む町は、まず働く場所があ

って生活が充実していること、２つ目に教育と子

育てが支援され充実してること、さらに３番目に

人づくりがしっかりできていることだと言われて

おります。こうした思いを持って、住民が城川に

残った理由、また城川に来た理由、そして城川に

帰ってきた理由はそれぞれ違いますけれども、小

さくてもきらりと輝く町城川でありたいと、こう

いった願いが今城川地区住民の総意であります。
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また、ビジョンであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三瓶総合支所長。 

 

○芝三瓶総合支所長 浅野議員の質問についてお

答えをさせていただきます。 

 合併時、三瓶町の人口が８，９５７人で６５歳

以上の高齢者が２，９２５人、高齢化率が３２．

６％でございます。今年２月末の人口が８，２４

５人、６５歳以上の高齢者が３，０５１人でござ

います。高齢化率は３７％となっております。こ

の５年間で転入、転出を含めて７１２人が減少し

ております。昨年亡くなられた方が１３２人、生

まれた方が３４人です。市内どの地域におかれて

も、同様のことが言えるのではないかと思われま

す。 

 そういう状況の中で、高齢化の急速な進展によ

り第１次産業はますます厳しい諸問題が山積して

おります。ミカン農家を例にとりますと、農業の

担い手の弱体化や高齢化で農作業が負担になって

いる声を耳にしますが、農地を手放す農家は少な

いようでございます。一度休園または廃園になる

と原状に戻すのに数年を要します。今後どのよう

にしてミカン農家を守るのかが問題になるところ

です。この方策として、農家の共同化、共同体

化、共有化等を組織化して作業能率の向上、作業

の分散化を図っていく必要があると考えておりま

す。まず、農業が生き残るためには、共有化の道

も一つの方法ではないか、方策ではないかと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 まことに恐縮でございます

が、私は合併前から今日に至るまで、本庁が総合

支所を兼ねているということは一度も聞き及んだ

こともございませんし、そのような認識も持った

こともございません。 

 また、現に本庁総合支所方式をとってる以上、

あくまでも本庁は本庁でないかと、このように思

っております。したがいまして、議員の質問の要

旨とは異なるものと思いますので、ご了承のほど

お願い申し上げます。 

○議長 浅野忠昭君。 

○１５番浅野忠昭君 再質問をさせていただきま

す。 

 １番の行政改革と臨時雇用の問題であります

が、西予市におかれましても地域雇用創出推進事

業費で山林の除間伐、道路新設改良事業等で十数

人の雇用を予定しておるということがわかってお

りますが、それであと緊急雇用創出事業で公園管

理１２人、地デジ放送推進で６人と総勢約４０人

の臨時雇用を予定しておるような状況であります

が、今後さらに西予市も失業者の増加が予想され

ております。これ以上、ワークシェアリング等の

方策も取り入れて、今後まだ臨時雇用の拡大とい

うことを考えておるのかおらないのか、理事者の

考えをお聞きいたします。 

 そして、２番目のエリアの問題でございます

が、昨年７月１日に業者と確約書を交わしておる

そうでございますが、その間何回か分割して支払

うということになっておりますが、督促か何かし

たわけでしょうか。そして、これは本当９４０万

円といいましたら市民の血税で支払っておるわけ

ですから、ぜひ回収の見込み、方法等のご回答を

お願いいたします。 

 そして、３点目のまちづくりリーダーの育成の

件でありますけれども、私たちの集落におきまし

ても限界集落は本当にもう直近に迫っておりま

す。リーダーの育成におきましては、公民館また

は校区単位でそれぞれの地域、区長さんを取り込

んで、そういう体制づくりを早急に立ち上げてい

ただきたい。そこら辺の今後の検討課題もあわせ

てお答えを願いたいと思います。 

 最後に、各総合支所長さんにおかれましては、

今年度退職する方もおられますし、大変ご苦労さ

んでございました。また、今後在職される支所長

さんにおきましては、いろんなビジョン、方法、

方策等をお聞きいたしましたので、各町の発展の

ためにご尽力をいただきたいなと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 まず、再質問にお答えをさせてい

ただきますが、まずワークシェアリングと臨時雇

用の問題でありますけれども、一応ワークシェア
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リングと今回の臨時雇用とは切り離して基本的に

は考えていきたい、臨時雇用につきましては今後

拡大に努力をしていきたいと、このように考えて

おります。 

 それから、まちづくりのリーダーでございます

けれども、常々職員教育の中で申し上げておりま

すのは、職員には二足のわらじを履いてほしい

と、このように願っております。地域で履くわら

じと市役所で履くわらじとの二足のわらじをうま

く履きかえて、地域の中にもしっかり足元を固め

てほしいと、このようなことを常々お願いをして

おりますので、そういうふうな方向で努力をして

まいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 森教育部長。 

 

○森教育部長 浅野議員の再質問にお答えしたい

と思います。 

 ７月１日の確約以来、昨年の１０月１日に催告

書を出しております。さらに、ことしの１月１０

日にも文書で請求をしております。なおかつ、そ

の動きがございませんので、出頭命令を出したと

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 浅野忠昭君。 

 

○１５番浅野忠昭君 それでは、エリアに関連し

ましての再々質問をさせていただきます。 

 とにかく、これ９４０万円というたら小さい金

額じゃありませんので、とにかく緊急に回収でき

ますような方策をとっていただきますようお願い

いたしまして、私の質問を終わります。 

 以上です。 

 

○議長 次に、４番明智祥勝君。 

 

○４番明智祥勝君 議長の許可がありましたの

で、質問をさせていただきます。単刀直入にやら

せていただきます。 

 まず、公民館の運営についてお伺いをいたしま

す。 

 西予市も合併後５年を経過しておりますが、市

内の公民館の運営につきましては、合併前からの

システムを踏襲している現状で、各町においてか

なりの違いがあると思われます。宿日直を行って

いる公民館もあれば、廃止して運営費に充当して

いるところ、宿日直の委託料の差、終了時間の違

い等、運営方法にかなり温度差があります。運営

方法につきまして全地域を統一すべき時期に来て

いると考えますが、理事者の考えをお伺いいたし

ます。 

 また、公民館は地域の社会教育の拠点として大

きな役割を持っております。さらに、今後本庁支

所方式に移行した場合、公民館の重要性はますま

す増大すると考えております。現状の人員では非

常に不備が出てくるんじゃないかと考えておりま

す。そういった意味で今後人的体制の充実が必要

と考えておりますが、その対応についてお伺いを

いたします。 

 次に、林業振興について２点ばかりお伺いをい

たします。 

 近年の食を取り巻く事件、事故の発生は、食の

安全・安心を望む消費者意識を高め、林産物であ

りますシイタケにおいても中国品離れがおき、国

産の需要が高まりつつあります。これは傾向とし

ては非常にいいことであります。県においても、

愛媛産原木干しシイタケが「愛」あるブランド産

品に認定をされております。 

 一方、生産におきましては、カット野菜の消費

の増加に見られるように、すぐ食べられる、そう

いった志向があります。シイタケもこのような傾

向の中でスライスが求められるようになってきて

おります。スライスを生産することにつきまして

は、乾燥経費の削減、労力の省力化による高齢化

対策、また高価格販売等のメリットがあると考え

ております。現状は手作業のため、高品質生産、

量の拡大が非常に困難であります。この対策とし

てスライス機の導入が考えられるわけですが、そ

の支援ができないかお伺いをいたします。 

 最後に、林業に関する重機についてお伺いいた

します。 

 現在、市の財産であり、株式会社エフシーが委

託料で機械運営業務されております重機の取り扱

いについてでございます。 

 平成２１年度中には社員のオペレーターが定年

となりその補充はないと聞いておりますが、その

結果、重機の取り扱いが問題になってこようかと

考えております。ご承知のように、重機につきま
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しては林道、林内作業道の開設、補修に使用され

ており、林業振興に大きく寄与してきました。今

後も間伐等を進める中で、機械の有効利用は重要

であると考えております。 

 そこで、この重機につきましては、生産者組織

等への無償譲渡をし、その組織で利用料徴収等を

行い管理運営することはできないでしょうか。こ

のことによりまして、林道、林内作業道はもとよ

り、小規模道基盤整備、さらには災害対応と幅広

い利用ができるのではないかと考えております

が、理事者の考えをお伺いいたします。 

 以上、質問とさせていただきます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 明智議員の公民館の運営についての

質問にお答えをいたします。 

 まず、宿日直についての質問ですが、現在宿直

は全館で廃止しており、１７時３０分から２２時

３０分あるいは２３時まで当直を一部の公民館で

委託して行っております。議員ご指摘のように、

当直、日直は統一されておりません。野村町、城

川町、明浜町の１館につきましては、支所あるい

は出張所を設置し兼務いたしていることから、こ

のような措置をとっているところであります。 

 ２点目の質問であります本庁支所方式に移行し

た場合、公民館の人的体制の対応についてでござ

いますが、公民館は地域住民の生涯学習を推進す

るとともに、地域の自治能力を高め、連帯感の向

上を図るための拠点施設であります。その上に、

印鑑証明や住民票、戸籍謄本等の申請を受け付

け、交付する支所業務も兼務いたしております。

現在、地区公民館は主に主事、非常勤館長、嘱託

職員の３名で運営いたしておりますが、今後支所

業務の拡大や限界集落対策、ケーブルテレビ整備

等の兼ね合いも生じてくると思われますので、さ

きの公民館当日直の統一も含めまして十分検討を

してまいりたいと考えています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 明智議員の林業振興につい

てお答えをいたします。 

 まず、第１点目のシイタケ振興対策についての

ご質問にお答えいたします。 

 山村地域におけるシイタケ原木の生産は、生産

者の減少、高齢化等により、極めて厳しい状況の

中で、安心してシイタケ生産に取り組めるよう森

林組合による安価な原木を供給することなど、生

産拡大の推進を図っております。また、市の支援

では、種ごまの助成を行っているところでござい

ます。議員お示しのとおり、中国産食品の安全性

が問われる中で、食品に対する安全・安心の機運

が高まり、原木シイタケの市場価格は高値で推移

しており、明るい兆しともとれる現状でございま

す。また、消費者ニーズにこたえ、付加価値を高

めた商品開発や一定規格と価格での安定した有利

販売の取り組みは重要なことであると思っており

ます。スライス機導入費用の支援につきまして

は、法人または団体と共同利用での購入要望があ

れば検討したいと考えております。 

 次に、第２点目の林業に関する重機についてで

ございますが、旧城川町において昭和４９年に農

林水産振興事業の基盤整備用機械を導入し、多く

の小規模な圃場整備や林道開設等に効率的な運用

により地域の農林業の活性化に寄与し、当初の目

的はほぼ達成されたところでございます。近年は

林内作業道開設を主体とした利用をしております

が、機械の老朽化に伴う整備費用や燃料費の増大

などにより、機械の合理的かつ経済的な維持運営

に苦慮している現状であります。このような状況

から、平成１７年度より行政評価システムを導入

したことにより、市ではエフシーに委託している

オペレーターの定年退職を機に、事業を廃止する

方針を決定したところでございます。 

 議員ご質問の重機の処分について生産者組織等

への無償譲渡はできないかとのことでございます

が、市の物品の譲与につきましては、西予市財産

の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例に基

づいて対応することとなりますので、個人、任意

団体等への無償譲与は適切ではないと考えており

ます。ただし、公益上の必要に基づき公共団体等

からの要望であれば、公益性の観点から譲与する

ことが可能でありますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 明智祥勝君。 
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○４番明智祥勝君 １点だけお願いします。 

 現在、各中央公民館があると思うんですが、こ

の中央公民館のそれぞれの活動といいますか、そ

ういう状況、また今後のこの中央公民館について

もその体制等についてどうお考えなのか、１点だ

けお伺いします。 

 

○議長 森教育部長。 

 

○森教育部長 現在、西予市のここにあります中

央公民館が代表の中央公民館でございます。中央

公民館は現在それぞれの支所にございまして、４

つの中央公民館と全体の公民館ということになっ

ておりますが、将来的にはどうするか、本庁方式

になった時点では整理をしていかないけないとい

うふうに考えておりますが、理事者と協議をし

て、地域の皆さんの合意形成を得て、一番いい方

法を検討したいと考えております。 

 以上です。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２

時４０分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午後２時５

５分） 

 次に、１番兵頭竜君。 

 

○１番兵頭竜君 議長より質問の許可をいただき

ましたので、通告書に基づきまして一般質問をさ

せていただきます。 

 まず初めに、ＣＡＴＶ加入促進並びに今後の展

開についてお伺いいたします。 

 ２０１１年７月からの地デジ完全移行に伴い、

西予市で整備されているＣＡＴＶ事業は、第１期

工事も始まり、本年の７月くらいから供用開始に

なると聞いています。情報過疎を解消するため、

早く西予市全域に開通してほしいと願うところで

すが、事業費三十数億円にも上るこのＣＡＴＶ事

業の取り組む姿勢に甘さを感じています。 

 民間的に考えると、これだけの事業費を投じる

ならば、もっと積極的に営業などを行うのが当た

り前です。しかし、現在の状況を見ると、各地区

から要望があった場合に情報推進課のほうで出前

講座を行いますという現状です。なぜ、各地区を

回り、もっと積極的に出前講座をさせていただき

たいという発想にならないかが疑問であります。 

 先日、ある地区の出前講座に初めて参加させて

いただきました。一般的な質問からその地区や各

家でのケース・バイ・ケースでの質問が飛び出

し、大変有意義なものを感じることができまし

た。やはり、広報やホームページなどでの周知も

ありますが、実際に足を運んで市民に知ってもら

うことがこのＣＡＴＶ事業には必要であると考え

ます。公設民営ということで西予ケーブルテレビ

が主体性を持つべきであると言われていますが、

市の職員が出向しているので、もっと密に連携を

とって加入促進に努めることはできるのではない

かと強く感じます。 

 平成２０年６月議会の質疑の答弁の中で、加入

率６０％を目指しておりますということがありま

した。私は、この数値に対しても疑問が生じてい

ます。修正が必要であり、行政がＣＡＴＶ事業に

着手した以上、加入率は１００％と目標は高く置

き、それを目指して対策を講じていくべきだと考

えます。極論になるかもしれませんが、採算ベー

スを考えての６０％の加入率なら、行政は民間に

助成すればいいのではないかという気がしてなり

ません。また、加入率で表現すると、将来の人口

推移予測でもわかるように分母は変わります。し

たがって、加入率ではなく加入世帯、加入件数に

変えるべきで、採算ベースの件数を出し、採算ベ

ースを大きく超えるようなら月額使用料の軽減を

していくということにすれば、個人で加入を考え

るのではなくて地域で考えてくる部分も出て、加

入件数もおのずとふえていくのではないでしょう

か。さらに、この事業には光ファイバーを各戸ま

でつなぐ環境をつくり出し、農林水産物のネット

販売を初めとするネットビジネスや多方面での情

報収集能力向上など、さまざまな方面での可能性

を感じさせている一方、過疎化、高齢化が急速に

進む中、福祉や医療についての可能性が見えてこ

ないのが現状です。例えば、高齢者世帯や独居老

人の家でテレビや電化製品を使用すると光ファイ

バーを通じて一括して異常がないかを点検できる

ようなシステムを構築すれば、地域やお年寄りの

安全・安心を守っていけると考えます。光ファイ

バーは、単にインターネットを高速に行えるだけ

の手段ではないはずです。時代のニーズに応じた

可能性があり、市長が提唱するグローバルに考え

てローカルに実施するの代表例ではないでしょう

か。 
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 また、民間の地デジ放送と比較したとき、西予

ケーブルテレビでの番組の中で自主放送の充実は

必須であり、市民が民間か西予ケーブルテレビか

の選択をするときのかぎを握っていると言っても

過言ではありません。そのために、行政サイドで

も広報番組の制作やさまざまな市の動きに対して

の報道を行って、特色があって魅力ある自主放送

を西予ケーブルテレビとつくっていかなければ、

民間との差別化が図れないのではないでしょう

か。そうすることによって、ケーブルテレビの価

値が市民に伝わり、加入促進につながっていくと

考えられます。 

 そこで、現在の受注型出前講座から必須型出前

講座への早期の政策転換、加入件数の増加による

月額使用料の軽減、今後の光ファイバーの地域に

応じた有効活用の付加の展開、特徴ある自主放送

の制作について理事者の考えをお伺いいたしま

す。また、１００年に一度の不況と言われるこの

時代に加入金の分割での支払いもあってしかるべ

きだと考えますが、あわせてお伺いいたします。 

 次に、西予市職員の給与格差是正についてお伺

いいたします。 

 西予市が誕生して５年が過ぎようとしていま

す。その中で、西予市の職員に係る人件費は約５

０億円となっており、一般会計に占める割合が約

２０％となっています。その人件費に対して、旧

町時代に格差があったことは言うまでもありませ

んが、格差是正が１２月議会で８割進んでいる状

況という説明がありましたが、しかし現実にはど

の基準で進んでいるのか明確化されていないのが

現状です。 

 合併後、新規採用職員には旧町の枠は関係なく

一律であるのは当たり前ですから、その８割の対

象外に当たるのは当然のことであります。合併当

初ラスパイレス指数が三瓶、宇和、野村、城川、

明浜の順であったのに対して、４％強あった格差

のどの基準で格差是正が行われているのかわかり

ません。現在のラスパイレス指数だけをとってみ

ると８９．９％ということで、旧５町の平均ぐら

いかなというおおよその検討はできますが、基準

額や平均年齢、さまざまな詳細を考えると一概に

言えないのが現状です。同期で同じ階級で給与に

格差がある現実は、合併協定の５年をめどにの言

葉を信じてきた職員の士気の低下にもつながりか

ねず、心配をいたします。それが住民サービスの

低下に影響を与えることも否定できないため、完

全なる格差是正を早急に行う必要性が高いと感じ

ています。 

 そこで、これまでどの地区を基準に格差是正を

行ってきて、８割進んでいるという格差是正の具

体的内容と、それによって１００％進んだときに

人件費総額が市財政にどう影響するのか、また１

００％の格差是正はいつ行われるのか、理事者の

考えをお伺いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、私のほうから兵頭議員の

給料格差の是正についてのほうから入らせていた

だけたらと思います。 

 職員の給料は、勤務の対価として支給されるも

のでありまして、ご指摘のとおり、人材の確保や

職員の勤労意欲の維持、向上等の観点から、市の

行政能力にかかわる重要な問題であると認識して

おります。 

 また、一方ではこのような財政状況の中、給与

費の拡大は市の財政の柔軟性を失わせ、行政の推

進に支障を及ぼすおそれがあるので、定員管理の

数値目標の確実な達成に取り組むとともに、その

制度運用の適正化に向けて積極的に努力をしてい

るところでございます。 

 さて、職員給与の速やかな是正、調整について

でありますが、給与の調整措置は地域住民の理解

と納得が得られるような留意が必要であり、合併

時の申し合わせに基づき、職員の給与については

適正化の観点からその基準を統一して、現職員に

ついては現給を保証する、このことが大事なんで

す、現給を保証し、合併後５年をめどに給与の格

差是正を図っているところでございます。 

 具体的な調整方法としましては、旧５町の給与

制度運用を再検討するとともに、旧宇和町モデル

を標準運用し、採用時から西予市に採用されたも

のとみなして再計算を行い、再計算の結果、現行

の給与が再計算の結果を下回っている職員につい

ては財政的措置を考慮して限度を設けた上で号給

を引き上げ、また現行の給与が再計算結果を上回

っている職員については現行の給与を保証しなが

ら再計算後の給与が現給に追いつくまで抑制等に

より調整措置を講じる等、平成１７年度から調整
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を実施したところでございます。 

 ご案内のとおり、平成１８年４月に５０年ぶり

に給与の構造改革が実施されました。１号給が４

号給に分割されて、年４回の昇級が年１回に統一

される等大幅な改革が行われたところであります

が、この新給与制度による運用での調整作業を実

施し、格差是正するよう努力しているところでご

ざいます。 

 個人ごとの再計算についてはほぼ完了しており

まして、現在までの給与調整を実施した延べ人数

は３４５人で、合併協議会協定内容による調整は

平成２１年度で完了予定としております。なお、

現在ラスパイレスは９０．３％まで上がりまし

た。その後において、間差額の大きな職員に対す

る微調整を調整する予定でございます。 

 人件費総額が財政にどう影響するかでございま

すが、定員管理適正化計画の確実な実施によりま

して職員を削減しており、一般会計に占める人件

費総額については中・長期財政計画の範囲内で推

移するものと考えているところでございます。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、ＣＡＴＶ加入促

進と今後の展開についてのご質問についてお答え

をいたします。 

 ご存じのように、西予市のＣＡＴＶ事業につき

ましては、西予市が設備を整備しまして、そして

民間事業者に貸し出し、運営を行っていただく公

設民営方式としております。 

 出前講座につきましては、平成１８年度より実

施し、ＣＡＴＶ事業のことだけでなく、地上デジ

タル放送や通信などの情報通信関係の内容につい

て幅広く説明を行ってきております。これとは別

に、現在今年度の工事エリアを対象に日程を指定

し、順次ＣＡＴＶ事業に関する説明会を実施して

おります。また、今後ともこの説明会と出前講座

の２本立てでＣＡＴＶ事業に関する説明会を実施

いたしますとともに、さらにふるさと雇用再生特

別交付金を利活用いたしまして、加入促進員を雇

用した上で戸別訪問しながら、より一層の理解を

していただき、加入促進を図っていきたいと考え

ております。 

 加入件数の増加による月額使用料の軽減につき

ましては、西予ＣＡＴＶ株式会社が実際の運営を

行う予定のため、現在のところは見通しは立って

おりません。 

 また、光ファイバーの有効活用につきまして、

光ファイバーは最先端の技術でありまして、その

通信能力を生かせばさまざまな分野におきまして

利活用することが可能であろうと考えておりま

す。そのため、西予市にとって地域特性に応じた

最も効果の得られる利活用方法を各分野の担当部

署と協議検討し、最大限利活用できるよう取り組

んでいきたいと考えております。 

 次に、特徴のある自主放送の制作につきまして

は、地域の情報が核となり制作されますが、西予

市からも情報提供を積極的に行い、一件でも多く

取材していただき、市民へより多くの情報を発信

することでより価値を高め、そして加入促進につ

なげたいと考えております。 

 また、加入金の分割払いにつきましては、西予

ＣＡＴＶ株式会社に問い合わせを行いましたとこ

ろ、検討をしていただいた結果、加入金の分割払

いについては困難であるとの回答でありましたの

で、ご理解をお願いをいたします。なお、キャン

ペーン期間や地域、または組合全体で早期に加入

されますと加入金の割引が行われるため、かなり

の低料金で加入できますので、こちらを有効活用

していただきたい旨の回答でありましたので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 

○議長 兵頭竜君。 

 

○１番兵頭竜君 それでは、何点か再質問をさせ

ていただきます。 

 ケーブルテレビ事業団ですが、加入促進に際し

て加入促進員を雇用するということで、大変いい

ことだと私今思っております。その促進員は何人

ぐらいを予定されているのか、わかればお示しい

ただきたいのがまず１点です。 

 それで、私が加入率６０％ということをなぜこ

だわるかと言いますと、本市における将来人口

は、国立社会保障・人口問題研究所の推移予測の

統計を見ますと、平成１７年で４万５，０００人

から２７年で３万９，０００人、３７年で３万

４，０００人となっております。こうやって人口

が減少することによって、やはり世帯数も減って

くるのではないかと。そういったときに、中・長

期的なスパンでこのケーブルテレビ事業を考えた
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ときに、加入者にとって６０％のまま移行すれば

加入世帯が減りますんで負担がふえるのではない

かと、そういう心配をしております。その中・長

期的スパンで、今の６０％の目標で本当にいいの

か。答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 加入促進員の雇用の人数で

ございますが、これは３名でございます。そし

て、補助職員を１名と考えております。 

 それから、加入率の６０％ということで厳しく

言われておりますけれども、これはあくまでも加

入件数を計算する上で６０％というふうに定めて

おります。つまり、やはり件数を出す以上は率を

出さなければならないと思います。もとの数字が

あるわけですから。例えば、全体で三瓶町を除い

た世帯、そういった全体の世帯数から６０％を乗

じまして、そして加入件数を定めておるというこ

とでの６０％でございます。 

 そういったことで、当初の会社の見込みといた

しましては４，８００世帯を収支計算上見込んで

おりましたが、今いろいろな早期の加入キャンペ

ーンあるいは行政区ごとの割引、そういったもろ

もろの割引を推進することによって、まだもう少

し伸びるんではなかろうかということを考えてお

ります。それで、当面の目標といいますか、当面

の目標数値は３５％、これである程度経営が成り

立っていくというふうに考えております。それ

で、今後４年から５年ないし、そういったところ

で黒字経営、黒字転換に変わっていくということ

で安定した経営が成り立っていくと、このように

考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 兵頭竜君。 

 

○１番兵頭竜君 今の再質問に際してちょっと１

点だけ確認なんですが、４年から５年で黒字転換

ということですが、そのときに６０％でいいとい

う、６０％で黒字転換になるという解釈でよろし

いのかお伺いいたします。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 黒字転換になるのは今３

５％で、四、五年後でなっていくという計算であ

ります。 

 それで、ちょっと先ほど言いそびれたんですけ

れども、三瓶町を除く世帯数は約１万５，０００

世帯であります。そういったことで、当面の目標

３５％を掲げますと、こういった５，２００世帯

を目標に今一生懸命頑張っているところでござい

ます。 

 

○議長 次に、１７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 本日は、１０番目のバッ

ターでございます。野球で言いますと、私と次の

１１番の山本議員は補欠ということでございます

けれども、最近はサッカーのほうが盛んでござい

ますので、１１番まで、イレブンということでも

う少し時間が退屈でしょうけども、ひとつおつき

合いをお願い申し上げます。 

 まず、私、３点通告をいたしております。 

 それまでに、私ども一般質問する身として、先

ほどから出ておりますＣＡＴＶの問題でございま

すけれども、何回か一般質問やらせていただい

て、三瓶の方と野村の方から電話がかかってまい

ります。宇之さんよかったよとか、あれはもう一

遍こうやったんかなというような話が入ってきま

す。今回、ことしの９月から宇和町がこういう一

般質問も流れて、そしてお互いが共有するという

問題が出てきましょう。また、再来年になります

と明浜も城川も流れる。 

 我々議員としては、一般質問するのに、皆さん

がたくさん見てもらって、それでここに皆さんが

来ていただいて、そしてお互い問題を共有してま

ちづくりをする、市のつくりをするってのが一番

の基本だと思うんです。やはり、市民あっての議

会、議員、市民が賛同してくれて、お互いが、市

民が目を、目線を見せてくれてこそ、市の市長さ

んも理事者らもやりがいがあるんじゃないかと思

います。 

 このＣＡＴＶの加入につきましては全戸入って

いただいて、議会の活動とかそういうものを流す

予定のようでございますので、ここを切にお願い

しまして、一般質問も非常に精が出ますので、特

に今回宇和町の町なかの加入率が少し悪いという

ように聞いておりますので、宇和町から来られて
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る方もひとつしっかりと加入率を、お互いが入ろ

うぜと。やはり、市が何をしてくれるかじゃなし

に、ジョン・Ｆ・ケネディじゃございませんけれ

ども、国が国民に何をするかではなしに、国民が

国に何ができるかという問題と同じように、市が

活性するためには市が市民に何かをするというこ

とではなしに、市民がお互い協力し合って市を守

り立てていくと、こういう考え方でひとつＣＡＴ

Ｖの加入に絶大なるご協力を賜りますようにお願

いしておきます。 

 ただいまから質問に入ります。 

 先ほどから、きょうの質問は不況の風が吹いて

おるもんですから、非常に経済の中でも、昨年の

暮れから始まったんですけれども、本年１月の中

ごろから西予市にも物流が非常に落ち込んでおり

ます。中国地方にある旭化成さん、東予、愛媛の

松山にある東レさん、ほとんど減産でございま

す。そういう余波が徐々に西予市にも参ってきて

おります。購買も非常に下がっているようでござ

います。元親議員が言いましたように、やはり自

己防衛というのが始まっているんではないかと思

っております。 

 そういう中で、お互いがその産材、市の中で産

業を守ろうとしてますけども、やはりその中で私

は、最近あります男女平等が叫ばれてから男女雇

用均等法とか、これは俗の名前でございますけ

ど、育児休業に関する法律等々、本当に細やかな

法整備がされて、母子家庭につきましては対応が

されております。しかし、この不況の中で、父子

家庭、父親と子供の家庭は非常に野にやられてる

んじゃないかという気がいたしておりますが、こ

の父子家庭に対して、目を配り、頑張れよと言え

るような施策はないものか思いをめぐらせており

ます。西予市の現況とこの不況の中での思いやり

の対策を講じられることはいかがかと思います

が、ご質問の所見をお尋ねを申し上げます。 

 続きまして、小学校の統合は地域の気持ちが一

つになったところから始めてはどうかという質問

でございますが、明治の廃藩置県のときに、地方

を活性化するために国は赤い郵便ポストのある郵

便局とポリボックスと小学校というのをつくりま

した。それによって、地方というものは、明治の

そういう政策によりまして発展をしてまいりまし

た。その中で、実際のところは郵便局がなくな

り、ポリボックスもなくなり、あと残るところは

小学校だけと。その中で、私の母校である高川小

学校は私の卒業時期には５７９名でございまし

た。これが今６８名に減っております。教育とい

う原点からいいましたら競争原理とかそういうも

のを入れますと、なかなか難しいことではござい

ましょうけれども、私は教育委員会から答申がな

されるまでにいろんな思いはございます、ここで

はご披露を申し上げませんけれども。当然、教育

的視点が多くなり、比重を占めることが多くなる

と思います。しかし、設置者、市長におかれまし

ては、教員の減少、どの程度少なくなるのか、大

きな企業が１つなくなるというようなことになり

かねない。それに伴う諸問題、人口減少、地方税

の変化、財政等、それからもう一つあります、先

ほど浅野議員がおっしゃられました跡地の問題、

明浜町では西中学校の跡がそのまま残っておりま

す。廃墟の建物となっております。そのような問

題も含めまして判断しなければならないのではな

いかと考えております。 

 そして、地域自治といたしましても、小学校区

は歴史的に文化的にも基礎集落であります。限界

集落が叫ばれておりますけれども、小学校区とい

うものは歴史的に、文化的にこれからのまちづく

りにどうしてもなくてはならないと思っておりま

す。教育委員会が答申ありましても、地域の合意

が一つになったところ、現状いろんな意見が入っ

てきております、あそこの学校とあそこの学校の

案が出たが非常にもめてるらしいぞとか、そうい

う話は入ってまいりますけれども、議会に出てま

いりますのは設置条例及び廃止条例案で出てきま

して、議会は議決するだけでございます。その経

緯については、教育委員会、市長のほうからある

だろうと思っておりますが、これにつきまして、

小学校統合は地域の気持ちが一つになったところ

から答申がどうであれ順次やっていかれる考え方

があるのか、お尋ねを申し上げます。これは、政

治家としての一つの姿勢としてお聞きをさせてい

ただきたい、このように思っております。 

 ３番目に通告いたしております問題は、浅野議

員と非常に重複いたしますけれども、ちょっと視

点を変えまして、私の場合は、合併後５年間の間

にほとんどのことが旧宇和町の比重の多い人口構

成になってる中でのいろんな施策、そして経済の

減退、人口流失、いろんなものが出ております。

総合支所長として旧町の現場で市民と接してこら
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れた対応についてお尋ねをいたしますが、出てま

いりますのは、総合支所の近辺の食堂とかレスト

ランとかはもう成り立たなくなってきた。まずそ

ういう問題もあります。地域産業につきましても

それぞれ違いがあると思いますが、学校統合、自

治コミュニティー、市の予算、組織など、現状の

市勢の発展のために感じられていること、また今

期で退職される方、またこれからもすばらしい部

長として残られる方、それぞれの気持ちでお答え

をしていただきたいと思います。 

 この件につきましては、常々総合支所が非常に

緊張感がないというところの市民の意見から、ど

うしてもこの時期に聞いておかなければいけない

といつも常々思っております。 

 といいますのは、１年間やはり緊張がない、財

政的な権限もないとか、そして総合支所へ行くと

一つのだるみが出るとか、そういう意見を市民か

ら耳にいたしますので、やはりトップである総合

支所長が常々意識を持ってどうすればいいか、人

間は減るが、人は減るが、どうやればここが、旧

町であるといいますけど、その集落が守っていけ

るか、そしてこれからの自分の人生の中でもそう

いう視点ですべてを眺めていくことによって、自

分の思い、人生というものがすばらしいものにな

るんではないだろうかという気持ちがいたします

んで、あえてやめていかれる方、また緊張感がな

いかもしれませんけれども、次に１年間務めてい

ただく方に緊張感を与えるために、ひとつ答弁を

願いたい。 

 以上で私の質問といたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員の質問について

お答えいたしますが、その質問の前に今ＣＡＴＶ

の効用について話していただきました。 

 私もこのＣＡＴＶが、ケーブルテレビがそれぞ

れ三瓶の村の町なかと両方映っておりますが、そ

こでこの場から発信しておることが受けとめてい

ただいておる方々からもいろいろな話を聞きま

す。答弁の内容もそうでありますし、ネクタイが

どうであったとか、あるいはおまえの頭がだんだ

ん広がって薄くなっておるぞといろいろ言ってい

ただきますが、それも非常にいろいろな目線があ

るんだということで、ＣＡＴＶの効用はすごいな

と思っております。議会から初めいろいろなとこ

ろからＣＡＴＶを利用して発信できるようになれ

ばいいのかなと思っておる次第でございます。市

民の方の多くの加入を望んでおるわけでございま

す。 

 最初の答弁だけに、まずさせていただきます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 それでは、父子家庭に思い

やりの対策はについてのご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 今日における女性を取り巻く社会環境は、国の

男女平等思想の普及を反映し、女性の積極的な社

会進出や多くの分野での台頭が著しく、その地位

の向上が図られ、各種の支援施策が展開されてお

りますことはご承知のとおりであります。 

 一方、議員ご指摘のように、父子家庭に対する

支援は、母子家庭が児童福祉手当制度や母子家庭

医療費助成制度、貸付制度等において、国や自治

体からより手厚い援助を受けているのに比べまし

て、その対策の立ちおくれは否めず、両者の間に

制度的格差があるのが実情であろうかと思ってお

ります。 

 最近では、家庭内での役割分担も多様化してま

いりました。離婚に伴い、親権のあり方もさまざ

まな形態が見られる状況を迎えております。今や

父子家庭からの相談も珍しくなくなってまいりま

した。ちなみに、本年１月末現在、本市における

父子家庭からの相談件数は、経済的困窮を起因と

するもので３世帯から相談を受け付けておりま

す。そのうち２世帯に対しましては、父子家庭に

対し、児童１人当たり月１万円を支給する西予市

母子父子家庭等福祉手当支給制度を適用させてい

ただき、同世帯の自立支援をしてまいっていると

ころであります。これは、平成１６年度の合併以

来初めての出来事であります。また、当市では父

子家庭に５万円を限度に貸し付ける西予市母子家

庭及び父子家庭小口資金貸付制度も設けており、

臨時的生活支援への融通への備えをしておりま

す。 

 未曾有の景気不況の中で、今後とも父子家庭か

らの相談は増加すると予想されます。厳しい雇用

情勢の中で、特に就業支援が最優先される課題で

はなかろうかと思っております。当市といたしま
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しては、対策としては十分とは申せませんが、父

子家庭対策の補完が期待されるこの２つの市の単

独制度を有効活用した資金的な支援とあわせ、ハ

ローワーク等の関係機関と連携を密にし、父子家

庭からの相談にきめ細かく対応できる体制を整

え、自立に向けた思いやりのある対応をしていき

たいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員の小学校の統合

問題については、小学校の統合は地域の気持ちが

一つになったところからするべきでないかという

ことについて設置者としての考えを言えというこ

とでございますので、ご回答させていただきま

す。 

 小学校の再編は、将来の西予市を担う子供たち

にとって、よりよい学校規模、いわゆる教育環境

で教育をされていくために必要だと考えておりま

す。したがいまして、現在教育委員会で検討され

ております再編計画、これ（案）でございます

が、これをもとに検討を行い、設置者として再編

計画を策定したいと考えております。再編の推進

につきましては、対象の校区の状況を踏まえまし

て、校区内の皆さんと十分協議を行った上で進め

ていきたいと、このように考えておるところでご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 明浜総合支所長。 

 

○高岡明浜総合支所長 合併後の旧町の現況につ

いて酒井議員さんのご質問にお答えをいたしたい

と思います。 

 明浜町には２８の行政区がございます。このう

ち５年後には４３％が限界集落になります。１０

年後では９６％、もう１００％、すべての行政区

が限界集落という、そういった推計の数字もござ

います。したがいまして、地域内における経済活

動あるいは社会活動、こういったものは非常に厳

しいという状況であるということは認識をいたし

ております。 

 地域産業は第１次産業ですが、農業、漁業、こ

れも長い不振に苦しんでおりますけれども、その

中でやはり経営の勉強を続けていろんな視点から

自分の事業を見直して努力されてる方がおられま

す。こういう人たちの支援、そういったものを

我々考えなければいけないかなというふうに考え

ておるところでございます。 

 また、学校統合につきましても、地域が寂れる

というふうな意見が多数ございます。しかし、そ

こで学ぶ子供たち、これはいずれ大きな社会に出

ていくことになります。そのときに、気おくれな

く自分の意見の言える子供であってほしいという

ふうに思ってます。そのためには、成長に合った

社会の大きさ、そういったものが必要ではないか

なという気がいたしております。 

 また、市の予算あるいは組織、そういったもの

につきましても、本庁支所方式となりますとやは

り支所の職員が減少する、そういったことが免れ

ないというふうな状況であろうと思います。そう

いった状況の中でもやはり地域の方たちに最も近

い存在、公民館でございますけども、今は生涯学

習の拠点として動いておりますけども、また地域

づくりの拠点としての機能、そういったものを強

化していく必要があるんではないかというふうに

感じておるところでございます。 

 市民の要望に対する対応ということでもござい

ますが、地域において要望されるもの、高齢化を

反映して、すべてやはり住民の安全・安心につな

がるものというふうに認識をいたしております。

これらの要望につきましては、緊急を要するもの

につきましては実施に努めておりますけれども、

予算の確保が困難なもの、そういったものにつき

ましては、いろいろなそういう関連の情報を提供

することで、できるものは自分でお願いして、あ

るいは地域の力で解決をしていただくようにお願

いをしておるというふうなところでございます。 

 いずれにいたしましても、住民と話し合うとい

う姿勢を持って、お互いに納得した上で要望に対

応していくことが大切だろうと考えております。 

 本日の質問で総合支所長の質問をいただきまし

たが、緊張感を与えていただき、この緊張感を持

って支所にも帰り、勤務に努めたいと思います。

なお、職員のほうにも緊張感を与えるためにも、

最近は議員さんの支所訪問が少ないようでござい

ますが、職員と交流を図っていただければという

ふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 
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○議長 野村総合支所長。 

 

○西田野村総合支所長 引き続きまして、酒井議

員のご質問にお答えいたします。 

 合併後の三位一体改革、また昨年の原油高騰や

世界規模での経済不況によりまして、野村町の地

域産業は大変厳しい経営状況となっております。 

 野村の産業であります畜産農家数、これを見ま

すと、合併前は１８５戸ありましたが、現在は１

４０戸の４５戸減少しております。特に、４５戸

減少のうち酪農家数が３１戸ということで、大半

を占めているような状況でございます。また、建

設業者数なんですが、合併前は２７社ありまし

た。今現在は２３社ということで、この分も４社

減ってるような状況でございます。 

 それと、いろいろと人口につきましても、合併

前は１万８６９人、今現在は９，９５５人となり

まして、５年間で９１４人減ってるような状況で

ございます。また、商店街も後継者不足で空き店

舗が目立つようになりまして、大変寂しい思いを

しております。 

 このような状況ではありますが、先月野村商店

街の皆さんとの話し合いの中で、また乙亥の里を

核として商店街を何とかせんといかんという熱い

思いを聞かせてもらいまして、皆さんの元気さを

感じました。自分たちの地域を少しでもよくし

て、安心して暮らせるまちづくりを住民と行政が

ともに連携して、自助、共助の考えで地域の力を

高めていくことが今後の市勢発展へとつながると

思っております。 

 市民の要望に対する対応についてでございます

が、毎年区長さんを通じまして住民の皆様から要

望等を取りまとめていただきまして、すべての要

望事項につきまして一つずつ回答書を区長さんに

送っております。要望につきましては、予算が伴

うもの、またできるもの、できないもの等いろい

ろあります。常に住民の皆さんへ情報等を提供し

ながら、お互いが話し合いをし、行政がやるべき

もの、住民の皆さんがやるべきもの等、お互いが

納得した上で事業を推進しております。 

 最後になりましたが、私も野村総合支所を１年

間務めさせていただきました。この１年間、本当

にいろんな介護とか、いろんな場に出させていた

だきまして、自分自身にとっては本当にいい経験

をさせていただいております。どうもありがとう

ございました。 

 以上で答弁といたします。 

 

○議長 城川総合支所長。 

 

○清水城川総合支所長 それでは、酒井議員のご

質問に、城川総合支所長としての職務上感じてい

ることの一端を述べさせていただきます。 

 城川の人口は、本年１月末現在４，２４７名で

あり、合併からの５年間で３９８名が減少いたし

ました。１年に換算しますと８０人の減少という

ことになっております。また、高齢化率につきま

しては、明浜とほぼ同じ４３．９％の数字が出て

おります。 

 こうした人口動態というのは、即地域の活力に

比例してまいります。いつの時代にありましても

中央に人や物が集まる、動くということは仕方の

ない原理だと思いますが、市町村合併は予想以上

の早さでそれに拍車をかけているのも事実であり

ます。地域の活力が徐々にではありますけれども

疲弊していくさまを見ますとき、住民としてある

いは職員として忍びがたい思いがありますけれど

も、しかしそれに嘆いていてばかりでは展開も発

展もありませんので、今後また努力してまいりた

いと思っておりますが、城川の地域づくりという

のは昭和５８年の「わがむらは美しく」の理念に

始まりました。この精神は、いわゆる地域のコミ

ュニティーというのは今なお健在でありまして、

住民の心に根強く息づいていると自負いたしてお

ります。 

 所変わりますけれども、アメリカの第４４代バ

ラク・オバマ大統領は就任演説で国民に対しまし

て、国が変わるのではない、まず我々が変わろ

う、今国に何かを求めるべきではない、我々が国

のために何ができるかを考えよう、このような話

を力説されておりました。このことは、私たちの

地域づくりにも言えることではないかと、住民の

主体性が重んじられる時代になったんではないか

と思っております。地域の活力なくして、市勢発

展はあり得ないと思いますし、そのため個人であ

るいは地域で何ができるか、この意識を住民に喚

起することが非常に大切で、これも支所長として

の与えられた職務の一つだと認識いたしておりま

す。 

 城川の中にありまして、約４０年前、１００人
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いた集落があります。今現在１１人になっている

ところがございます。６３歳から８５歳の１１人

で、うち独居世帯が３戸、高齢化率は何と９０．

９％になっております。農地の保全あるいは道路

の維持管理、医療体制など、問題は切実に浮かび

上がってきております。居住条件が不利な地域で

暮らす住民に生活をどう保障していくのか、答え

を必要とする時期に来ているんではないかと、こ

んなことを感じております。 

 このように地域には課題が非常に山積しており

まして、住民からの要望も多種多様であります。

一朝一夕にその実現を見ることができ得ないもの

もたくさんありますけれども、試行錯誤の連続で

ありまして、毎日住民と接する中でぴりぴりしな

がら、苦労はやがて報われる、このことを肝に銘

じ頑張っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三瓶総合支所長。 

 

○芝三瓶総合支所長 酒井議員の質問にお答えを

したいと思います。 

 三瓶総合支所では、２１年度区長要望事項とし

ては７４件を提出しております。その内訳は、６

０件は産業建設関連です。総務課８件、教育課６

件でございます。市民の皆様の要望に速やかに対

応すべく努めておるところでございます。 

 少子・高齢化など地域の問題、課題が表面化し

ております中で、地域の新しい取り組みが急務だ

と考えております。三瓶では、総合型の地域スポ

ーツクラブを育成し、健康で明るい地域づくりを

目指しております。すべての世代の人々が生涯を

通じてスポーツに親しみ、環境づくりを目的に活

動をする組織であります。日常的に体を動かす機

会がふえれば、子供の体力向上から高齢者の医療

費の削減まで、現代社会の抱えるさまざまな問題

を解決することになります。このスポーツクラブ

によってスポーツの町三瓶を活性化させ、夢のあ

るまちづくりを実現に向けて取り組んでまいりた

いと思います。それには、市民の皆様にも協力を

お願いし、自分自身に対して西予市で、地域で何

ができるか、何をすべきか、何がやれるのか話し

合いながら、住民と行政とが相互に意識改革を行

いながら進めていくことが必要だと思っておりま

す。 

 最後になりましたが、私も今年最後で退職をさ

せてもらうことになっとります。この機会を与え

ていただきまして、ありがとうございます。三瓶

町で４年間を過ごしました。三瓶の皆様には温か

く迎えていただきまして、非常に感謝をいたして

おります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 私、実を言いましたら非

常に感動をいたしております。といいますのは、

答弁が非常に真摯な形で精いっぱい本当の自分の

地域を考えてるのがひしひしと伝わってきまし

た。私がジョン・Ｆ・ケネディを出しますと、オ

バマさんを、新しい大統領を出していただきまし

て、政治の原点、地域づくりの原点を見たような

気がいたしております。今後、教育の問題で人づ

くりが原点だと思います。５０年先の子供をつく

る、その答えも今我々がここで何をすべきかとい

う問題に帰着するんではなかろうかと、こういう

ように思っておりますので、市長もひとつ、教育

長も学校統合につきましてはよろしく肝に銘じて

対応していただきたいと思います。 

 最後に、市長にお尋ねを申し上げます。 

 合併して初めて総合支所長がその旧町の出身者

でない方を登用されました。今後、それが是か非

か、そして今後どのようにしてやられるのか、市

長の所見をお尋ねして質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 総合支所長の人事の登用についてであります

が、それについては臨機応変に対応させていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 次に、１９番山本昭義君。 

 

○１９番山本昭義君 ただいまは、酒井議員には

とうとう酒井議員より下の１１番のバッター、し

かも補欠ということにされてしまいました。その
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ような意味で気楽に質問させていただきます。 

 ただいま議長の許可をいただきましたので、次

の２点に対し、理事者の所見をお伺いいたしま

す。 

 ことしの冬は雪も少なく暖冬で春を迎えようと

いたしておりますが、昨年後半にアメリカで起き

たリーマン・ブラザーズの破綻に始まり、世界は

かつてない金融危機となりました。このことは、

世界経済に深刻な打撃を与え、未曾有の同時不況

となりました。輸出産業の停滞、低迷で我が国の

経済産業は日を追うごとに派遣切り、大量の雇用

解雇が始まり、ことしの暖冬の季節とは裏腹に大

変厳しい時代になりました。 

 さて、資源の少ない我が国が現在世界第２位の

経済大国となり今日繁栄いたしておりますのも、

地方の若い労働者たちが都会に流れ、輸出産業を

支えてきました。つまり、地方を犠牲にした政策

により、なし得た繁栄であると思うのでありま

す。 

 一方、地方に目を向けると、このような施策が

重荷となり、都会の繁栄とは裏腹に若者は定着し

なくなり、少子・高齢化、過疎化が進み、地方の

衰退が始まりました。このような地方の現実を十

分にご承知の三好市長は、全国水源の里連絡協議

会、つまり限界集落再生の会の発起人であり、ま

た愛媛県では同会の会長であります。厳しい限界

集落の現実を十分に国に訴え、問題提起し、地方

より国を動かし活躍されると思うと、私は大変う

れしく思っております。また、大変心強くも思っ

ております。 

 それでは、第１点の西予市の限界集落の再生に

ついてお伺いをいたします。 

 限界集落の再生については、これまでたびたび

各議員が一般質問されておりますし、また旧町時

代に首長を先頭に各自治体において集落環境整

備、村おこし、そして限界集落などと事業名、ま

た政策を変えて限界集落再生に取り組まれてまい

りましたが、各自治体の思いどおりには進まず、

集落の衰退は急速に進んでまいり、限界集落と言

われるようになりましたのも事実であります。こ

の問題は大変大きな難題でありますが、避けては

通れないのも事実であります。 

 現在私たちの住んでいる惣川地区は、高齢化が

６０％を超え、３０部落のうち２５部落が限界集

落であります。この２５部落にあっても、８０歳

以上の高齢者の多い部落もあり、近い将来部落が

消滅するのではないかと大変危惧いたしておりま

す。 

 このように急速に進む限界集落にあって、市長

は昨年６月の定例議会の施策方針演説の中で、今

年度を限界集落再生問題元年と位置づけ、今後積

極的に取り組んでいくと申されましたが、その定

例議会では具体的な方針は申されませんでした。

また、２００８年度市長マニフェストの限界集落

対策によると、目標、目的は１０年後の限界集落

を守るため、今から調査研究を行い対策を実施し

ます。また、方法としては日常の生活や産業の支

援、交通手段の確保を行います。あわせて、地域

リーダーの育成を行います。このようにマニフェ

ストにおいて言われておられますが、それから１

年になろうといたしておりますが、その後限界集

落の地域の政策をどのようにとらえたのか、また

とっておられるのかお伺いをいたします。 

 第２点は、野村少年自然の家についてお伺いを

いたします。 

 この件につきましては、午前中に兵頭学議員が

質問をされておりますが、私もあえて質問をさせ

ていただきます。 

 野村少年自然の家は、昭和４７年、前惣川小学

校が学校の使用変更により野村少年自然の家とし

て開設をされました。その間、約１０万人の利用

者がありました。最近では、大学生の合宿など社

会教育の場としても幅広く利用されてまいりまし

たのは言うまでもありません。 

 このように幅広く利用されますのも、広大な四

国カルスト大野ケ原高原、自然豊かな高樽の原生

林、歴史的価値ある土居家など、自然豊かな学び

の場があるからだと思います。これまでは主に利

便性、快適性が整った地域の施設を求めてまいり

ましたが、これからは子供たちが自然を共有し活

動することによりお互いの信頼関係を構築し、思

いやりの心、敬愛の情をはぐくみ、自然性を尊重

した社会教育が求められる時代だと思っておりま

す。少年自然の家では、私たちが想像以上の社会

教育の場であるとともに、教育者みずから子供た

ちとともに体験することにより、子供たちの新た

な一面を見出し、伸ばし、育てていく教育の場で

あり、また指導者みずからも学ぶ施設であると思

っております。３０年余りの子供たちや地域に多

くの思い出をつくりながら歩み続ける少年自然の
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家であり、一方地域の雇用の場として、地域の食

材を提供できる場としてどうしても必要な施設で

あります。今後の運営、今後の存続について地元

は大変心配をいたしております。 

 現在、この少年自然の家は２階建て木造建築で

あり、５３年余りが経過しており、耐震性の問

題、また宿泊の問題等で平成２１年度は休止する

とのことであります。聞くところによりますと、

少年自然の家は耐震診断の結果、存続し運営して

いくためには約１億円余りの金額が必要だそうで

す。この金額は大変大きな金額でありますが、今

までの少年自然の家の利用者は約１０万人であり

ますので、１人当たりの社会教育費としては約

１，０００円となり、この金額は私は大変有意義

な社会教育費であると思っております。耐震補強

費として１億円つぎ込むのも一案でありますが、

一方新たな行き方として、田舎らしい簡素で建設

費を抑えた少年自然の家をつくることにより、自

然の家の役目としては十分に果たせるのではない

かと思っております。それとも、利便性、快適性

を兼ね備えた都会にある施設でよいと思っておら

れるのか、市長、また教育長の所見をお伺いいた

しまして質問を終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、山本議員の限界集落再生

についてのご質問についてお答えをさせていただ

きます。 

 ご質問の限界集落問題につきましては、取り組

み状況や今後の対策につきまして、これまで幾度

かご報告させていただいております。平成１９年

度を動機づけ期間として限界集落問題の周知など

を、平成２０年度を準備期間としてアンケート調

査や聞き取り調査などを、平成２１年度からを実

施期間としております。 

 本年度は、昨年１１月に２３集落におきまして

集落の状況、産業の現状、交流の取り組み、将来

の見通しなど、そういう市単独の調査とまた愛媛

県と愛媛県の過疎自立促進協議会、私会長をさせ

ていただいとりますが、ともにさせていただきま

して、その研究会を立ち上げまして、その結集と

して新過疎への提言ということで元気な地域づく

り実現に向けてという冊子をつくらせていただい

て、これも愛媛県の知事のほうにもお渡しをさせ

ていただいておるところでございます。 

 そういう結果をもとに、対象集落、対象外集落

に対して必要な支援の洗い出しを行い、支援策の

策定、または集落の自主対策の支援などに取り組

みたいと思っております。また、先ほどの答弁の

ように、集落支援員の設置、モデル地区の設置、

集落のワークショップの実施、研究会の開催、限

界集落問題市民検討委員会の立ち上げなどの取り

組みを予定しております。 

 集落を取り巻く環境や課題は地域により異なっ

ておりまして、過疎限界集落問題においては地域

の現況を見据えた個別の対策が必要と考えており

ます。このため、地域と行政との連携対策とあわ

せて、地域における主体的な取り組みが重要にな

ってくると思っているところであります。 

 今後、各地域における話し合い等の体制づくり

や各種事業等の導入、受け入れ態勢づくりの面に

おきましても、市民の皆様方のご支援、ご協力を

賜りたいと思います。集落の自主・自立の促進が

図られ、行政と集落の共助、行政の公助のよりよ

い関係が構築され、誇れる、愛着の持てる集落づ

くりに努めてまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 ２点目の質問、野村少年自然の家に

ついてお答えをいたします。 

 さきの兵頭議員への答弁と重複する点もありま

すが、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 議員ご指摘のとおり、本施設のある惣川地区は

藩政時代の面影を残す土居家や県下一の羅漢穴、

雄大な四国カルスト大野ケ原を有しております。

その恵まれた自然環境の中で集団宿泊訓練を行う

ことにより、創造的な能力やたくましい実践力、

強い忍耐力、豊かな情操を身につけることができ

るものと存じます。 

 ただ、本施設は築後５３年を経過しておりまし

て、耐震性の問題から現状での継続は困難であ

り、耐震補強費あるいは改築するにいたしまして

も、１億円を投じるには現在の財政状況から考慮

いたしますと早急な結論は出せない状況でありま

す。 

 そのため、２１年度から休止することにいたし

ておりますが、老朽化しています宿泊棟を除き、
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食堂と集会所、トイレ、広場は引き続き管理して

いく予定であります。これにより、屋外でのテン

ト泊でキャンプを行うことは可能であり、その利

用方法につきましては今後関係団体とも協議して

まいりたいと存じます。また、施設の存続等につ

きましても間もなく答申をいただきますので、し

ばらく猶予を賜りたいと存じます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 山本昭義君。 

 

○１９番山本昭義君 合併をいたしまして、もう

５年になろうといたしております。昨年の６月の

定例会で、市長が、庁舎内に限界集落再生のチー

ムをつくり今後は取り組んでまいりたいと、その

ように申されたように思っております。私は、そ

れからの後の動きが一向に私たちに見えてきてお

りません。 

 ご承知のように、職員は大変こう作文つくった

り、そういう施策をつくったり、またいろんなこ

じつけが上手だと思っております。私は、これほ

ど限界集落の問題が出、また消滅する地域がある

ような形でありながらいまだに動きがないという

のは、逆におかしいと思っております。本来なら

先に動いてそういうとこに入って政策をし、行動

し、そしてその後でいろんな施策の計画を立てて

も遅いことないんではないか、私は逆じゃないか

と、そのように思っております。 

 ただ、そのときに、今まで職員はうまくやりた

い、完璧にやりたい、そういうような形がありま

すんで、そこら辺は市長がやはり責任はおれがと

ってやると、おれに任せと、それぐらいなやはり

気概でこのことに取りかからなんだら、私はでき

ないと思っております。ただ、口先だけでやりま

すやりますと、何もできてないこの１年間、その

ように思っておりますんで、もうちょっと頑張っ

てほしいなと、そのように思っております。 

 また、自然の家につきましては、休止と今言わ

れましたが、私はほかに方法もあったんじゃない

かなと、そのように思っております。と申します

のも、野村には乙亥大相撲で使う、あれは巡業や

なんかに、使う大きなテントがあります。それを

張ってやるのも一つの方法ではないんか、そこら

の方法も検討されたのかどうか。やはりそこらま

で検討されて休止にするべきではないか。 

 と申しますのも、一度休止をしてまた再興する

ということは大変だろうと思っておりますんで、

そこら辺も十分に検討して、その再興をされる、

また後つくっていかれることが、そういう考えが

あるのかないのかどうか。そして、市長にはこの

自然の家につきまして、休止のままいつまでも自

然消滅さす考えでおるのか、そこら辺もお尋ねし

たいと思っております。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、山本議員の再質問につい

てお答えさせていただきます。 

 限界集落に対する対応の問題だと思うわけであ

りますが、私どもはこの問題は非常に大事な問題

といって以前から言っておりますが、そのために

もまずいろいろなところへ入っていって聞くとい

うことをさせていただきました。先ほど３８集落

と言いましたけれども、夜、これ全部行ったとこ

です。私もそこの中で何ぼか行っております。夜

行って会議をして、皆様方からご意見を聞いて、

そこの中から今どういうことをやっていくかとい

うことを今割り出しておるところでありまして、

それを続けながら、その中でこういう手を打たな

くてはいけないというのを現実的に出していくと

いうのがことしから始まってくるんだと思ってお

りますが、この１年間何もやってないわけではあ

りません。しっかり職員と一緒にやっております

ので、見えてなかったというのは失礼なことでご

ざいますが、見えるように今度はやっていきます

のでぜひ見ていただきたいと、このように思う次

第でございます。先ほど、今のはエールを送って

いただいたんだと、このように認識しております

ので、よろしくお願いをいたします。 

 次のは、教育長の後で私は答えさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 さきにお答えさせていただきました

とおり、学校を初め公共施設すべてにおきまして

耐震性の問題がクローズアップされてきておりま

して、大変心配しておるところでございます。 

 このような中におきまして、昨年１０月末に宇

和中学校の生徒の利用があるということが判明い
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たしましたために、十分検討する時間が当然あり

ませんでした。どうしても耐震性の問題があると

いうことになりましたので、急遽利用を取りやめ

ていただきまして、大洲青年の家を使っていただ

くように手配をしたところでございますが、いろ

んな原因もありまして現在休止をいたしておりま

すが、答申をもとにいたしまして、地域の方々と

も十分検討をしていきたいと考えておりますの

で、またその切はよろしくお願いいたしたいと思

います。 

 以上でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今後どうするかということでござい

ますけれども、まずその前に、あそこのいわゆる

宿泊については休止にするということでございま

して、それ以外の棟については現役として続けて

いきたいという思いでありまして、先ほど兵頭議

員からの質問もあったし、兵頭議員から言われた

アドベンチャースクール等々については、十分こ

れを今から活用してあそこにやっていかせていた

だきたいと思うわけでございます。また、外のテ

ントで泊まるケースもありましょうし、土居家も

利用いただくケースもあろうかと思います。そう

しながら、場所としては有効利用をさせていただ

こうと思っておるところでありまして、宿泊棟に

ついては教育長が言ったような問題等々があるの

で、今休止をするということでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 明日３月６日は９時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後４時１４分 
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   議案第５２号 西予市城川農産物加工セン 

          ターの指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５３号 西予市有料駐車場の指定管 

          理者の指定について 

   議案第５４号 西予市乙亥の里の指定管理 

          者の指定について 

   議案第５５号 西予市城川ふるさと交流館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５６号 西予市三滝ロッジの指定管 

          理者の指定について 

   議案第５７号 市道路線の廃止について 

   議案第５８号 市道路線の認定について 

   議案第５９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（宇和町下松葉 

          地区） 

   議案第６０号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（城川町魚成地 

          区） 

   議案第６１号 辺地に係る公共的施設総合 

          整備計画の変更について 

   議案第６２号 平成２０年度西予市一般会 

          計補正予算（第６号） 

   議案第６３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計補正予算（第２ 

          号） 

   議案第６４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第６５号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６６号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６７号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第６８号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第６９号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第７０号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第７１号 平成２１年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第７２号 平成２１年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第７３号 平成２１年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第７４号 平成２１年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第７５号 平成２１年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第７６号 平成２１年度西予市老人保 

          健特別会計予算 

   議案第７７号 平成２１年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第７８号 平成２１年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第７９号 平成２１年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第８０号 平成２１年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第８１号 平成２１年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第８２号 平成２１年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第８３号 平成２１年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第８４号 平成２１年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

 ２ 陳情第 １号 野村郷土資料館（仮称）の 

          建設について 

   陳情第 ２号 労働者派遣法の抜本改正の 

          ため意見書を提出すること 

          を求める陳情書 

追加 議案第８５号 平成２０年度西予市一般会 

          計補正予算（第７号） 

   議案第８６号 西予市大野ケ原育成牧場の 

          指定管理者の指定について 
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本日の会議に付した事件 

 

 １ 議案第１０号 西予市介護従事者処遇改善 

          臨時特例基金条例制定につ 

          いて 

   議案第１１号 西予市例規の見直しに伴う 

          関係条例の整理に関する条 

          例制定について 

   議案第１２号 西予市職員の勤務時間の改 

          定に伴う関係条例の整理に 

          関する条例制定について 

   議案第１３号 西予市非常勤の職員の公務 

          災害補償等に関する条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第１４号 西予市税条例の一部を改正 

          する条例制定について 

   議案第１５号 西予市育英会設置条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第１６号 西予市城川地域育英会設置 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１７号 西予市三瓶地域育英会設置 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第１８号 西予市公民館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第１９号 西予市青少年補導センター 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２０号 西予市社会体育施設条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２１号 西予市母子家庭医療費助成 

          条例の一部を改正する条例 

          制定について 

   議案第２２号 西予市隣保館条例の一部を 

          改正する条例制定について 

   議案第２３号 西予市介護保険条例の一部 

          を改正する条例制定につい 

          て 

   議案第２４号 西予市使用料及び手数料条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第２５号 西予市中小企業振興資金融 

          資条例の一部を改正する条 

          例制定について 

   議案第２６号 西予市あけはまオートキャ 

          ンプ場条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第２７号 西予市明浜民宿故郷条例の 

          一部を改正する条例制定に 

          ついて 

   議案第２８号 西予市明浜塩風呂条例の一 

          部を改正する条例制定につ 

          いて 

   議案第２９号 西予市簡易水道及び愛媛県 

          条例水道の設置に関する条 

          例の一部を改正する条例制 

          定について 

   議案第３０号 西予市病院事業の設置等に 

          関する条例の一部を改正す 

          る条例制定について 

   議案第３１号 西予市城川堆肥製造用施設 

          条例を廃止する条例制定に 

          ついて 

   議案第３２号 西予市野村キャッスルラン 

          ド深山条例を廃止する条例 

          制定について 

   議案第３３号 西予市宇和文化会館の指定 

          管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市游の里デイサービス 

          センターの指定管理者の指 

          定について 

   議案第３５号 西予市游の里健康センター 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３６号 西予市游の里ふれあい広場 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３７号 西予市惣川高齢者生活福祉 

          センターの指定管理者の指 

          定について 

   議案第３８号 西予市明浜ふるさと創生館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第３９号 西予市あけはまオートキャ 

          ンプ場の指定管理者の指定 

          について 
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   議案第４０号 西予市明浜民宿故郷の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４１号 西予市明浜塩風呂の指定管 

          理者の指定について 

   議案第４２号 西予市物産会館の指定管理 

          者の指定について 

   議案第４３号 西予市野村農業公園の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市野村青汁工場の指定 

          管理者の指定について 

   議案第４５号 西予市渓筋農林水産物処理 

          加工施設の指定管理者の指 

          定について 

   議案第４６号 西予市野村畜産総合振興セ 

          ンターの指定管理者の指定 

          について 

   議案第４７号 西予市野村飼料混合施設の 

          指定管理者の指定について 

   議案第４８号 西予市大野ケ原集落環境管 

          理施設の指定管理者の指定 

          について 

   議案第４９号 西予市城川産地形成等促進 

          施設の指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５０号 西予市城川食肉加工センタ 

          ーの指定管理者の指定につ 

          いて 

   議案第５１号 西予市城川特産品センター 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５２号 西予市城川農産物加工セン 

          ターの指定管理者の指定に 

          ついて 

   議案第５３号 西予市有料駐車場の指定管 

          理者の指定について 

   議案第５４号 西予市乙亥の里の指定管理 

          者の指定について 

   議案第５５号 西予市城川ふるさと交流館 

          の指定管理者の指定につい 

          て 

   議案第５６号 西予市三滝ロッジの指定管 

          理者の指定について 

   議案第５７号 市道路線の廃止について 

   議案第５８号 市道路線の認定について 

   議案第５９号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（宇和町下松葉 

          地区） 

   議案第６０号 西予市営土地改良事業の施 

          行について（城川町魚成地 

          区） 

   議案第６１号 辺地に係る公共的施設総合 

          整備計画の変更について 

   議案第６２号 平成２０年度西予市一般会 

          計補正予算（第６号） 

   議案第６３号 平成２０年度西予市授産場 

          特別会計補正予算（第２ 

          号） 

   議案第６４号 平成２０年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          補正予算（第２号） 

   議案第６５号 平成２０年度西予市国民健 

          康保険特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６６号 平成２０年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第６７号 平成２０年度西予市介護保 

          険特別会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第６８号 平成２０年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計補正予 

          算（第４号） 

   議案第６９号 平成２０年度西予市公共下 

          水道事業特別会計補正予算 

          （第４号） 

   議案第７０号 平成２０年度西予市上水道 

          事業会計補正予算（第４ 

          号） 

   議案第７１号 平成２１年度西予市一般会 

          計予算 

   議案第７２号 平成２１年度西予市授産場 

          特別会計予算 

   議案第７３号 平成２１年度西予市住宅新 

          築資金等貸付事業特別会計 

          予算 

   議案第７４号 平成２１年度西予市育英会 

          奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第７５号 平成２１年度西予市国民健 

          康保険特別会計予算 

   議案第７６号 平成２１年度西予市老人保 
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          健特別会計予算 

   議案第７７号 平成２１年度西予市後期高 

          齢者医療特別会計予算 

   議案第７８号 平成２１年度西予市介護保 

          険特別会計予算 

   議案第７９号 平成２１年度西予市農業集 

          落排水事業特別会計予算 

   議案第８０号 平成２１年度西予市公共下 

          水道事業特別会計予算 

   議案第８１号 平成２１年度西予市簡易水 

          道事業特別会計予算 

   議案第８２号 平成２１年度西予市上水道 

          事業会計予算 

   議案第８３号 平成２１年度西予市病院事 

          業会計予算 

   議案第８４号 平成２１年度西予市野村介 

          護老人保健施設事業会計予 

          算 

 ２ 陳情第 １号 野村郷土資料館（仮称）の 

          建設について 

   陳情第 ２号 労働者派遣法の抜本改正の 

          ため意見書を提出すること 

          を求める陳情書 

追加 議案第８５号 平成２０年度西予市一般会 

          計補正予算（第７号） 

   議案第８６号 西予市大野ケ原育成牧場の 

          指定管理者の指定について 

 

  開議 午前９時００分 

 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第１０号「西予市介護従

事者処遇改善臨時特例基金条例制定について」か

ら議案第８４号「平成２１年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計予算」についてまでの７５件

を一括議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 まず、議案第１０号「西予市介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例制定について」から議案第１

２号「西予市職員の勤務時間の改定に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について」までの３件

に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 議案第１２号は大丈夫です

か。 

 

○議長 議案第１２号までです。 

 

○１１番嶋川武文君 大丈夫ですね、はい。 

 これは実質１７時３０分を１７時１５分に短縮

するといいましょうか、以前に戻すということな

んでしょうけれども、私は総務委員会ではありま

すが、全体的な観点から、１５分短縮をすること

によって時間外手当が、恐らくふえないとは思い

ますが念のためにお聞きしたいのと、具体的に職

員さんの時間外手当の、大綱ですから余り細かい

ことは言うなということですが、およそで結構で

すので、どのぐらい時間外手当が金額ベースであ

るのか、少々お伺いいたしたいと思います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 １５分短縮することにより

まして、時間外手当がふえるんではないかという

ご質問でありますが、これは人の気持ちといいま

すか、そういった気持ちの切り返しってものはう

まくできるものだと、このように思っておりま

す。１５分短ければ１５分短く、あるいは長けれ

ば長くなったようなことで、気持ちを切り返しが

できると思います。 

 それで、これ１５分といいますと、簡単に単純

計算しますと１時間２分当たり短縮すれば済むこ

とであります。そうすると、例えばパソコンを打

つのを早く打つとか、あるいは今までゆっくり歩

いていたのを早く歩くとか、そういったことで調

整がつくものと、このように思います。したがい

まして、時間外手当は出ないだろうというふうに

私は踏んでおります。 

 それから、手当でございますが、これは当初予

算の一番裏で計算しておりますが、これは本給の

４％を組んでおります。それで、実質決算統計と

いいますか、そういった統計上からしますと実質

五、六千万円の支給ではなかろうかと、このよう
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に思っております。 

 

○議長 ほかに質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 議案第１１号については、これより採決を行い

ます。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りをいたします。 

 議案第１１号「西予市例規の見直しに伴う関係

条例の整理に関する条例制定について」は原案の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、ただいまの議案

第１１号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３号「西予市非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」から議案第２０号「西予市社会体

育施設条例の一部を改正する条例制定について」

までの８件の一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２１号「西予市母子家庭医

療費助成条例の一部を改正する条例制定につい

て」から議案第２３号「西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定について」までの３件の一

括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 きのうも一般質問がありま

して、未曾有の経済危機という言葉が多数出たん

でございますが、各種報道等によりますと、特に

中京地方を中心に非常に生活保護の申請が多いと

聞いておりますが、本市におきましては、最近こ

こ半年ぐらいの状況はどういうふうな様子でござ

いますか、お聞きいたしたいと思います。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 生活保護の関係でございま

すが、昨年度と比べまして、ことしに入りまして

去年より比較しますと十数件ふえてまいっており

ます。 

 経済の低迷によるものもありますし、病気によ

るものもありますし、少しずつふえてきておりま

すが、現在、これは約ですが、２５０世帯に支給

をしております。人数にしますと３００人ちょっ

とになります。 

 以上です。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２４号「西予市使用料及び

手数料条例の一部を改正する条例制定について」

から議案第２８号「西予市明浜塩風呂条例の一部

を改正する条例制定について」までの５件の一括

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 議案第２５号に関連する質

問でございますが、先ほども申しましたように、

未曾有の経済危機と言われておりますが、これは

一つは非常に難しい政治的な問題でありますの

で、ぜひ市長にお願い申し上げる次第でございま

すが、きのうも一般質問ございましたが、１次産

業につきましては、制度資金の利子補給をいただ

いておりまして非常にありがたいことでございま

すが、現実的には非常に制約のある資金でござい

まして、この議案第２５号に関連するところのこ

の中小企業振興資金融資関係のような柔軟な制度

というのは１次産業にはございません。 

 私も長らく一般質問をしておりませんので、６

月にはここを中心にぜひ再度やりたいと思ってお

りますが、ここは市長、ひとつ１次産業の町西予

市という観点から、ぜひとも中小企業振興資金に

該当するような制度をぜひ１次産業にもやってい

ただきたいと思うのであります。 

 その方法は幾らでもあると思うんですが、今度
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の２１年度予算におきましても、恐らく愛媛県漁

業信用基金協会というところに出資すると思いま

す。今までもしております。 

 私も勉強不足ですから書類は見ておりません

が、恐らく数千万円単位で、１，０００万円か

２，０００万円か３，０００万円かわかりません

が出資しております、西予市もそこへ。それで、

私も個人的な仕事の関係でここはよく知っておる

んですが、保証協会と同じ機能です、ここは。

今、未曾有の危機で非常に漁業関係、特に私は養

殖関係なもんですから、養殖関係とか畜産も入る

かもしれませんが、１次産業に分類はされており

ますが、味方によればこれ２次産業といってもい

いぐらいの計画的にものをつくって計画的に出荷

するという観点からいくと、２次産業に近い産業

だと私は思っております。 

 そこで、ひとつ政治的な判断と申しましたの

は、ぜひともこういう制度を基幹産業である１次

産業にも、特に漁業関係でありますと法人化した

組織が多いもんですから、農業の場合は大変失礼

ですが家族的な経営が多いと思いますが、法人的

組織が多いんです、漁業関係、特に養殖関係は。

従業員も抱えておりますし、多いところは漁業と

合わせて従業員５０人も抱えとる会社もございま

すし、非常に一部でございますが、資金繰りに窮

地しておるとよく耳にいたします。 

 ここは行政がぜひとも手を差し伸べて、この

一、二年、恐らく大不況が続くでありましょうか

ら、今は３月でございますが、４月、５月、６月

までに、ぜひ検討をお願いしたいと思うわけでご

ざいます。その方法は先ほども申しましたよう

に、この中小企業振興資金のモデルにいたしまし

て、それの１次産業用と申しましょうか、僕は可

能だと思うんですね、水産よりも保証するところ

がございますので。ぜひとも検討をしていただき

たいと思うのであります。お願いいたします。 

 お答えをお願いいたしたいと思いますが。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今、嶋川議員がおっしゃったことに

ついては、私も非常に重要なことだとは思ってお

ります。 

 このたび中小企業振興資金の融資に関しまして

は、融資の枠の拡大ということでこれご提案をし

たわけでありまして、これで枠が拡大されるんで

はないかと思っております。 

 また、第１次産業、農林業関係のそれぞれの制

度資金については、昨日も近代化資金等々につい

てもお答えをさせていただきましたけれども、例

えば漁業関係については、直貸まで広げていくよ

ということを話をさせていただきましたけれど

も、今までは転貸だけやったんですよね。直貸ま

で私どもは西予市は踏み込んでいこうということ

でやらさせていただくようにさせていただきまし

た。それで、枠を拡大していこうと。 

 また、明浜漁協の関係で、今嶋川議員も言われ

ましたように、信用漁業協同組合ですか。 

  （１１番嶋川武文君「基金協会」と呼ぶ） 

 基金協会、それの出資も今回させていただくよ

うな形もとらさせていただいておるわけでありま

して、そういう意味では、私ども西予市もそれぞ

れ商業をやられる方、第１次産業をやられる方に

広げていっておるということもご理解をいただき

たいと思います。 

 また、これ以上にそれぞれの制度性が、私もあ

との細かい制度性は知りませんので、それ以上に

何らかのやれる、一つの資金を投入することによ

って数十倍、数百倍の融資枠が拡大できるような

制度性があるのなら、市としてもやはり下支えす

ることは大事なことだとは思っておりますので、

その辺は専門的なところからもまた勉強されたこ

とを私どもにお伝えいただきたいと、このように

思うわけであります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 直貸の利子補給もやってい

ただくということで、非常にありがたく思ってお

るんですが、この場ではどうかと思いますが、私

が申しましたのは、その制度資金とは別枠に柔軟

なこの２次産業、３次産業におきましては、この

議案第２５号の制度は非常に柔軟に運用できる資

金なんですよね。直貸の近代化資金というのは非

常に特定された資金でございますので、例えば設

備投資とか、えさとか、稚魚とか、それだけなん

です。それ以外には使えないんです。そういう意

味で、それとは別に、ぜひ市長も非常に幅の広い

業務をこなしていらっしゃいますので、細かいと
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こまでは大変失礼ですがそんなに精通されては難

しいと思いますので、産業部長に研究をしていた

だいて、６月定例会に私は一般質問いたしますの

で、ぜひともお願いしたいと思います。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２９号「西予市簡易水道及

び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改

正する条例制定について」及び議案第３０号「西

予市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例制定について」の２件に対する一括質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３１号「西予市城川堆肥製

造用施設条例を廃止する条例制定について」及び

議案第３２号「西予市野村キャッスルランド深山

条例を廃止する条例制定について」の２件に対す

る一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３３号「西予市宇和文化会

館の指定管理者の指定について」の質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３４号「西予市游の里デイ

サービスセンターの指定管理者の指定について」

から議案第３７号「西予市惣川高齢者生活福祉セ

ンターの指定管理者の指定について」までの４件

の一括質疑を行います。 

 議案第３４号から議案第３７号までです。 

 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 だれも言いませんので私が

言いますが、議案第３４号に関連して、この西予

市総合福祉会について多少お伺いしたいんでござ

いますが、福祉関係の民営化等々、これも指定管

理者ということで引き続きやるわけでございます

が、以前ちょっとお話はした記憶はあるんです

が、非常に大きな組織になっていると思うわけで

ございます。 

 理事長の土居さんは非常勤と聞いております

が、その下に常務がおいでるんですかね。恐らく

これ民営化されますと、４００人から５００人の

従業員を抱える大きな組織となると思うんであり

ますが、福祉法人とはいえ、やはりこの組織は非

常に西予市の関係する組織と認識しております。 

 そこで、これも私の勝手な提案でございます

が、ひとつ西予市のほうからここへ部長級でも出

向、あるいは派遣していただき、そうすることに

よって円滑な運営にもつながるし、健全な運営に

もつながるんではないかと推測できるわけでござ

います。ひとつこれもまた提案ということでござ

いますので、ぜひともご検討を願ったらと思う次

第でございます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 総合福祉会という一つの組織につい

ては、それぞれそこに独立した法人格を有してお

りまして、そこで理事会、あるいは評議委員会が

あるわけであります。 

 そこで、市との関係で安易に今の段階で議員が

おっしゃることにストレートにお答えすることが

現段階では難しいというところでございまして、

どのようにお答えできるかということはちょっ

と、今後考えの中には入れてはみることもするか

もしれませんが、なかなか結論が言いづらい段階

でございます。ご理解ください。 

 以上です。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３８号「西予市明浜ふるさ

と創生館の指定管理者の指定について」から議案

第５６号「西予市三滝ロッジの指定管理者の指定

について」までの１９件の一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 これは私の所管の分がほと

んどでございますので、大綱についてのみ質問を

させていただきたいと思いますが、この指定管理

者制度ができた当初から、私はこの制度に対して

非常に疑問を感じておるわけですが、そのことは

今でも変わりませんが、それは例えば何に疑問か

と言いますと、これだけ大きい施設を指定管理者

に委託して、そしてそこに代表者を設置して経営
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管理をするわけですけれども、その代表者にその

施設の担保能力をまず問わないということになっ

ております。ということは、わかりやすく言え

ば、雇われマダムであるということになるわけで

すが、そういった方にこれだけのものを任すとい

うことは、私はどうしても長い間にこの設立した

設立の趣旨という、理念というものがだんだん変

わってくるんやないかなというふうな心配をいた

しております。どうしても、それぞれの施設が旧

町時代にそれぞれの思い、目的があって当然これ

つくられておるわけですが、やっぱりもう一度原

点に返って、それぞれの施設の意義とか目的、理

念、こういったものは行政がやはりチェック管理

するというのは、これはもう当然ではないかと。

今の建前言いますと、当然これ指定管理者、民間

に委託しておるわけですから、行政は民間に任せ

ておるというスタンスであるんですが、それでは

私は不十分じゃないかなと。あくまでも経営形態

がだれが見ても完全にこれ民営化できているとは

思ってないわけですから、行政がその辺はしっか

りと管理していく必要が今後においてもあるんじ

ゃないか。ましてや、今回それぞれ指定管理も新

規に今度契約をされるわけですから、やはりその

時点で指定管理者にそういったものの追及、説明

というものをこの際にやはり一度はやっておくべ

きではないかなという思いがするんですが、市長

のお考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 元親議員の指定管理者制度の根本の

ところのご質問だと思いますが、これはご案内の

とおり、時代の流れの中で指定管理者制度ができ

たということはご認識のとおりだと思います。と

いいますのは、民ができることは民にやりなさ

い、いわゆる民の能力を十分に生かす。経営とい

うのはそもそも官のほうには余りない。皆さん方

のそれぞれ社長業をやられとる方は多いわけであ

りますが、その方々ほど経営能力としては高いわ

けでありますから、そういう意味でこの指定管理

者制度っていうのはできたというのが背景にある

わけでございます。 

 しかしながら、私どもはこの指定管理者制度で

やる場合においては、西予市の中においては民が

引き受けてもらえるっていうのも実質本質的には

なかなか限度性があるというのが現実でありま

す。それを踏まえながら、私どもはこの指定管理

者制度の中でのっとってやっておるところもご理

解の範疇だと思っておるわけであります。根本的

に、だから私どものそれぞれの設立した趣旨とい

うものはしっかり踏まえながら、それぞれの指定

管理を受けていただくところにはやっていただい

ておると思いますし、その趣旨は私どもも大切に

しながらお願いをしているところもあるところで

あります。 

 以上、回答とさせていただきます。 

 以上です。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 指定管理者の中で、先般

いただきました２１年度の指定管理者導入施設の

中に、ちょっとＣＡＴＶが表記の中に見当たらな

いんですが、これはどういう制度になっているの

か、ちょっとご説明を願います。 

 それから、将来的に公募、非公募、そして公益

法人、そして公共的組合とか団体とか、そういう

のをやはり整理するのがあるのかどうかというの

が１点。 

 そして、年度が４年の場合と３年の場合と２年

の場合とあるようでございます。今回出ておりま

すのがほとんど３年でございますが、４年の場合

もあるようでございますが、そういう根拠的なも

のは今後整理されていかれるのか、２点目です。 

 それから、もう一点ございますのは、指定管理

者の中で、今後やはりやっていけないという、委

託料がずうっとかさんで、数年ずうっと続いてい

くという形で住民サイドの中で、例えば西予市で

４つのふろが要るのかという問題が早晩出てくる

だろうと想定される中で、市長の見解の中で昨日

も一般質問でちょっとお話ししましたけれども、

宇和中心型の人口集中がなされている中で、この

指定管理者、各種の旧町以来の施設がどのあたり

でめどをつけて整理される必要があるのかなとい

う３点につきまして、ちょっとお尋ねさせていた

だけましたらと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 ちょっと私の答えが、これ専門性が
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ありますので、答えが足らないところはそれぞれ

の部長に答えていただくといたしまして、概要に

ついてだけ私のほうで話させていただきます。 

 これは最初の分では法律的な問題になります

が、ＣＡＴＶ自身は株式会社として独立してそれ

ぞれ運用をする会社でありますので、市とは何ら

直接的には関係がないわけでありまして、だから

ケーブルテレビとしてそこが運営されるというこ

とでありますから、市の持っとるやつをあそこへ

委託するわけではありません。そういう意味で、

指定管理者制度として成り立つ制度ではない。Ｃ

ＡＴＶ自身が独立した会社として設立されておる

ということでございます。指定管理者制度は、西

予市が持っておるやつをお預けするときにそれぞ

れのところへやるわけでありますから、そういう

ご理解をいただきたいと思うわけであります。 

 それと、公益法人の問題につきましては、ご案

内のとおり公益法人法が改正されました。だか

ら、その問題について、それに適する問題につい

て適宜整理をできるもの等々については公益法人

法の改正に伴うものについて、やれるのがどれだ

けあるかわかりませんが、そのほうにやっていっ

たらいいんではないか、そのように思うわけでご

ざいます。 

 指定管理者の年数云々については、ちょっと担

当部長のほうが答えたほうがいいんではないかと

思います。私のほうでは差し控えさせていただき

ます。 

 委託料の関係でございますが、現実的な問題を

言いますと、赤字になっておる部分については、

議会のご理解もいただきながら赤字補てんとして

委託料という形でお渡ししておるのも現実的な問

題でございます。これをどういう形でご理解をい

ただくかということは、議会の方々と一緒に今後

検討としていくべき課題でもあろうかと思いま

す。そういう中で、ただ、私どものあるそれぞれ

の施設というのは、先ほどのご質問にもありまし

たとおり、それぞれの思いがあるわけであります

から、それぞれの思いでできておるものについ

て、ただ単に赤字になるからという単純なことで

はそれをやめるわけにはいかない側面がありま

す。そこには、地域の雇用がありますし、それぞ

れ第１次産業の大事な拠点としての存在もあるわ

けでありますから、それをどの辺になりますと議

会のほうとお互い同士が、まあこの辺だったらや

はりアウトだよという線にもし越えていくとした

ら、あるいは住民の方からその辺越えたらアウト

だよというご意見があるとしたら、それを俎上に

のせるようにしたらいいのではなかろうかと、こ

のように思っておるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 指定管理の件でございます

けれども、現在１年から５年の間で結んでおりま

すが、これは管理候補者と話し合いで決定をいた

しております。 

 

○議長 酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 市長の答弁の中で、非常

に旧町の住んでる人たちに対しての温かい気持ち

が私のほうにも伝わってきたことを感謝をいたし

ておきます。 

 １つだけ。私答弁が要らないんですけど、私な

りで疑義がありますのは、膨大な施設をした、西

予市で。そして、それを使って株式会社が成り立

っている。それを指定管理者にはできないってい

うのが、少しちょっと私には疑義があります。こ

れにつきましては、いろんな法的な勉強をさせて

いただきたいと思いますけども、西予ＣＡＴＶが

指定管理者ではない。ただし、西予市が投資をし

た施設を使うという解釈の中で、指定管理者にな

らないのかなという考え方がしましたので、きょ

うはここで質問を終わらせていただきます。 

 

○議長 大竹忠盛君。 

 

○２２番大竹忠盛君 指定管理者制度は、ご案内

のとおり平成１５年の自治法の一部改正によって

成り立ってきたわけでありますが、今回多くの指

定管理者を指定される予定でございますんで、元

親議員も言われましたが、もう一度制度の原点に

立って的確な指導をされるように改めてお願いを

いたしたいと思いますし、もう一つは当然ご案内

のとおり、２０年６月に事務次官通知で運用につ

いての留意点ということで、的確に何点かにわた

り留意点を示されておると思うわけであります。

この際、指定に当たって今までも当然ご指導はな
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さっていると理解をしておるわけでありますが、

改めて周知をされるように要望をしておきます。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 ただいまの大竹議員のご指摘でご

ざいますけれども、そのとおり指導徹底を図って

いきたいと、このように考えております。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 大綱ということではござい

ますが、非常に微妙な内容でございますが、再度

指定管理者をお願いする場合、あるいは公募する

場合は、募集方法は公募と非公募があるようでご

ざいますが、公募の場合は更新する、更新という

言葉になると以前の方が優先ということになりま

すので適当ではないんですが、既にやっている方

を優先するのか、あるいは白紙状態で公募するの

か。その辺を、大綱じゃないかもしれませんが、

お聞きいたしたいと思います。 

 

○議長 別宮副市長。 

 

○別宮副市長 お答えをいたします。 

 ご指摘のとおり、白紙で公募をいたします。慎

重に審査をさせていただいて、決定をさせていた

だくということになろうかと思います。 

 

○議長 ほかに質疑ございますか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第５７号「市道路線の廃止に

ついて」から議案第６０号「西予市営土地改良事

業の施行について（城川町魚成地区）」までの４

件の一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第６１号「辺地に係る公共的

施設総合整備計画の変更について」の質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 続いて、予算に関する質疑を行います

が、まず議案第６２号「平成２０年度西予市一般

会計補正予算（第６号）」の質疑を行います。 

 嶋川武文君。 

○１１番嶋川武文君 この議案第６２号全般に関

しての質問をいたしたいと思いますが、私も総務

委員会でございますので、担当のような気がいた

しますし、全体ですのでお許しを願いたいと思い

ます。 

 よく市民レベルで、私は西予市の財政はこの南

予地方の４つの市、大洲、八幡浜、西予市、宇和

島、４市あるわけでございますが、西予市はどの

位置におるのかとよく聞かれます、いいのか悪い

のかと。そして、私は私なりに解釈いたしまし

て、まあ財政力指数とか実質公債費比率とかいろ

いろ指数がございますので一概には言えないと私

も認識はしておりますが、市民の雑談の中では、

私はこういう場で具体的に言うのはどうかと思い

ますが、悪い順番からいきますと大洲、宇和島、

そして八幡浜と西予市は同じぐらいですよという

ように発言したことがかつてございます。理事者

におかれましては、実際の市の名前を言うのはど

うかとは思うんですが、その辺、少し私たちも時

と場合によったら理事者の代弁者になることが多

いもんですから、市民から聞かれるもんですか

ら、そういう聞かれた場合の私の答えがいいのか

どうか、ひとつその辺をお聞きいたしたいと思い

ます。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 今の嶋川議員のご質問にお答え

したいと思いますが、どこが悪いというようなこ

とは私のほうの口からは言えませんが、大体当た

っているんではなかろうかと思います。相対的に

東・中・南予にしますと、南予の指標は東・中予

に比べて若干悪いという指標ですが、それは中で

悪いということで、財政状況が悪くて指導を受け

るというようなとこには西予市はいってないとい

うことでございます。 

 平成１９年度の決算、経常経費比率とか、そし

て実質公債費比率、借金とかというとこなんです

けれども、そのレベルでは西予市は南予の４市の

中で一番いいとこにおるというようなことでござ

います。 

 以上でございます。 
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○議長 ほかに質疑はありませんか。 

 松山清君。 

 

○７番松山清君 ２点お伺いいたします。 

 まず１点は、７ページ債務負担行為で、例規集

データベースシステム導入事業というのは、平成

２０年度から平成２１年度まで２年間にかけて

１，２００万円というのが今度は９６万円という

のに変更になりまして、これは同じ会社がそのデ

ータを持っていたからだという説明があったわけ

ですが、これにつきまして伺いたいんですけど

も、この例規集データベースっていうのは、合併

当初から何とか早くやるべきであるということを

私主張してまいりまして、やっとできたのでよか

ったなという印象は持っておりますが、これはデ

ータベースとして公開されておるのは去年の４月

ぐらいからだったと思います。その段階で、大体

これはできたんじゃないかというふうに私は思っ

ておったんですが、これが２１年度まで予定され

ておりまして、この２１年度まで予定されておる

内容というのはどういうことなのかということを

まずお尋ねしたいということと、これまでに至る

経緯、合併してから当然他の市とか、そういうも

のはずっとこういうふうに公開もしておりました

し、データベースもできておったはずなんです

が、西予市はそりゃあ若干条例の整備の状況によ

っておくれるということは４年前に聞いておった

んですが、それはこの２１年度までにどういうよ

うなスケジュールと経緯でこうなっていったのか

ということについて、まず１点お尋ねしたいと思

います。 

 第２点目につきましては、２５ページの総務債

についてなんですが、これが減額で１億９２０万

円というのがありまして、総務省のＣＡＴＶの補

助の確定といいますか、そういう説明だったと思

いますが、これはどういうふうになったのか。つ

まり、総務省の補助というのは、当初の予定があ

ったと思いますけども、それがどういう、減額に

なった理由といいますか、年度がずれたのか、あ

るいはそれとも西予市対象になる事業自体に見直

しがあったのか、何らかの原因があると思うんで

すが、それは具体的にどういうものかということ

をお伺いしたいと思います。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前９

時４６分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

００分） 

 上甲総務課長。 

 

○上甲総務課長 今ほどの、松山議員の質問に対

して答弁をいたしたいと思います。大変休憩をと

らせまして、申しわけございません。 

 データベースの判例システムにつきましては、

合併前からずっと旧町のものを引き継いでおりま

したけれども、５年が経過したということで、今

回２０年度に入札を行ったものでございます。 

 この入札におきましては、結果今までの業者が

落札をしたということで、初期導入費が不要にな

ったということでございます。その初期導入費が

不要になったということで、システムの使用料の

みということで、今回の減額になったということ

でございます。 

 なお、公開につきましては、２０年４月から公

開をしておると、そういう状況でございます。 

 以上、答弁にさせていただきます。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 もう一点の議員のご質問にお答

えいたします。 

 起債の減額１億円余りしておりますが、このこ

とにつきましては、ＣＡＴＶの事業は総務省所管

の補助をもらってやっておる部分と、それから農

林水産省の補助所管でやっている部分がありま

す。総務省所管の分と申しますと、町なかの用途

地域指定部分の工事でありますが、この入札にお

きまして低入札でありました。総務省所管の分に

ついては、もう用途地域の部分だけの工事であり

ますので、そこの部分の落札減というとこで起債

も減額となって、この補正予算を計上しておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山清君。 

 

○７番松山清君 ただいまの総務課長の答弁に対

して、改めてもう一遍質問をしたいと思うんです

けども、この例規集のデータベースというのは、

イントラネットで庁内ではずっともっと早いうち
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から見ることができてたはずですよね。それで、

私がずっと言っていたのは、そういうものがある

んだからそれを公開したらどうですかということ

を、合併当初からずっとお話をしておりました。

それを公開するというのは、極めて少ない費用で

市民にも条例が見れますし、私たちも家におって

条例が見れるということが目的であったわけで

す。 

 それで、そのイントラネットの中に条例の、い

わゆるデータベースがあるにもかかわらず、つま

りデータベースがありますから公開するに当たっ

て９０万円とか１００万円ぐらいでできるわけで

すよね。それを使うことによって、今までずうっ

と議員のみんなの机の上に置いてありますし、ま

た各課にもありますが、そういったものは不要に

なるという効果があったわけですが、それをあえ

てここで１，２００万円という債務負担行為を起

こす必要はなぜあったのかということなんです

よ、私が疑問に思うのは。それも２年間かけてや

るということになってますよね。だから、こうい

うお金をかけなくてももっと簡単にできたんでは

ないかという疑問があるんですが、それはいかが

でしょうか。 

 

○議長 上甲総務課長。 

 

○上甲総務課長 この入札といいますか、５年間

を経過した中でのシステムの変更といいますか、

それにつきましては、それぞれのいろいろ各社か

ら見積もりといいますか、とった結果、新たな業

者に導入するとすればこの程度の経費が必要でな

かろうかということで、１，２００万円の債務行

為負担を起こしたという経緯でございます。 

 

○議長 ほかに質疑はございませんか。 

 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 財政についてちょっとお伺

いしたいと思いますが、先ほど嶋川議員が西予市

は南予の市の中で財政状況はいいほうか悪いほう

かというふうな質問がありましたが、その中で１

点だけお伺いしたいんですけども、例えば基礎的

条件が同じ、似通ったＡという町とＢという町が

あったとします。そこの起債残高を見たときにＡ

の町は３００億円、Ｂの町は４００億円の起債残

高があるとします。そしたら、一般的に見るとＡ

よりもＢのほうが財政事情が悪いんじゃないか

と、こう直観で判断するわけですが、しかし起債

というのは率のいい起債もありまして、辺地債と

か過疎債になりますと交付税の充当率が非常に高

い。ですから、１億円の借金があっても、実質は

市は２，０００万円、３，０００万円返済すれば

いいということになりますと、同じトータルの起

債額の中、全体だけ見るとＡという町とＢという

町がこうやというんですが、中を詳しく見ると逆

に４００億円あるＢのほうがいいかもしれないと

いう状態もあると思うんですが、西予市の場合、

今３４０億円余り起債があると思うんですけど

も、実質の起債残高というのは、西予市が純粋に

負担しなければいけないものはどれぐらいあるの

か。これはたしかきのう市長は５０％というよう

な話をされたんではないかと思いますが、それが

そのとおりなのか。また、それがデータとして、

情報として、公開できるものなのか。 

 そしてまた、財政の指標にはいろんな財政力指

数ですとか、起債制限比率とかいろんなものがあ

りますが、こういうものの比率っていうのは具体

的に表現されたものはないのかどうか。それをお

伺いしたいと思います。 

 

○議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 今の元親議員のご質問にお答え

したいと思います。 

 おっしゃるとおり、起債というものは後で交付

税に７０％算入されたり８０％算入されたりとい

うことになりますので、その金額すべてが借金と

いうわけではありません。ええか悪いか西予市は

過疎地域になっておりますので、過疎債を借りま

すと７０％返ってきますので、７０％の補助で仕

事をしたというような結果になろうかと思います

が、確かに１８年度決算で３３４億円普通会計で

ありますが、いろんな借金がありますので、中に

は３０％とかというような借金もありますので、

トータルしてきのう市長が申しましたように、私

どものほうは５０から６０の間ぐらいで借金の補

助と後で返ってくる分がそのくらいあるのではな

かろうかなというような分析をしておりますが、

例えば５０％としますと、半分の借金をしておる

と。だから、３３４億円の半分で１６７億円にな
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りますか、そういう判断をしております。 

 それと、指標についてですが、これは毎年全国

で同じ視点でつくる決算統計というものをやって

おりますが、それは公開されておりますので、い

ろんな指標、その分については公開できます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 ありがとうございました。 

 手間暇が余りかかるようであれば必要ないんで

すけども、比較的簡単に出せるんであれば、例え

ば２０年度末現在で過疎債、辺地債とか、特例債

とかいろんなものがあります。恐らく１０も２０

もあると思うんでしょうが、それの１回集計表を

つくっていただければ払い入りがしやすいかなと

思いますのでお願いしたいのと。 

 それから、今回、今市が進めております庁舎建

設、あるいはＣＡＴＶ事業、市民から見るとこの

財政の厳しい折に、市は何でこんなことをするか

という意見はもう至るところで聞きます。今言っ

た話のように、例えばＣＡＴＶ事業３０億円かか

りますよと、その中で市の実質負担はこういう負

担でやれるんで、今やるべきなのでやるというふ

うな数値を公開すれば、もう少し理解も得やすい

んかなという思いがするんですが、そういったも

のを全面的に出すということが事実上都合が悪い

のかどうか。庁舎建設でも、例えば３０億円かか

る、そして今合併特例債等々使って交付税で持っ

てくる分があって、実質は３０億円が１２億円で

建つんですよというふうなことを具体的に表現し

ていいのかどうか、そこら辺お伺いしたいと思い

ますが。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 その点につきましては、確

かに住民の方も非常に興味といいますか、そうい

ったものはあろうかと思います。ですから、そう

いう市民の方に安心していただけるような一つの

仕組みといいますか、広報にも掲載することも可

能であると思っております。今後検討して進めて

いきたいと思います。 

 

○議長 ほかに質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第６３号「平成２０年度西予

市授産場特別会計補正予算（第２号）」から議案

第７０号「平成２０年度西予市上水道事業会計補

正予算（第４号）」までの８件の一括質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第７１号「平成２１年度西予

市一般会計予算」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 兵頭勇君。 

 

○１８番兵頭勇君 平成２１年度の一般会計予算

の件につきまして、１点だけお伺いをいたしたい

と思います。 

 全体的な骨格を見ますと、昨年と見ますと約

６％の増であり、金額にしまして約１４億円の増

額であろうというふうに思います。 

 その中で、農林水産業費の率合が前年度１８％

の減額であろうというふうに思います。約５億

７，０００万円の減額でありますが、先ほども嶋

川議員のほうから議案第２５号の西予市の中小企

業振興資金の一部改正の条例制定についての意見

の中にもありましたように、西予市はやはり農林

水産業が主体であり、この基本が農林水産業であ

ろうというふうに私も思います。 

 それを見ますと、ちょうど昨日の一般質問にお

きましても、農林水産業の振興を図るべきという

意見が多く出されておったというふうに思いま

す。一概に金額が少ないからどうこうというよう

なことも言えないかと思いますが、この５億７，

０００万円の昨年度の比較から見て、減額の理由

といいますか、根拠、やはり西予市の第１次産業

である農林水産業が潤うことによって商店街も潤

いもあるであろうというふうに思います。 

 今、一番農林水産業が窮地に立っておるという

ふうに思います。そのような中で、この減額理

由、根拠をお聞かせを願いたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議員のご質問にお答えいた

します。 
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 農林水産業費で５億円程度という減額でござい

ますけれども、内容的には県営の畑地帯の総合整

備事業で１億５，０００万円、これ事業が終わっ

た関係で減額でございます。それから、林業の振

興で林道の工事もこれが２億５，０００万円程

度、これも林道事業の終了で減額ということでご

ざいます。それから、農林水産業費で漁港の建設

事業費が約２億円程度、大体この大きな事業が終

了いたしましたので、今年度の予算は５億円程度

の減額ということになっております。 

 また、これ２２年度から新たに始まる事業もあ

りますので、そのときにはこの工事関係がまたふ

えて、相対的にはまた農林水産業費がふえるとい

うような予想でございます。減額の主な内容はそ

ういうことでございます。 

 

○議長 大竹忠盛君。 

 

○２２番大竹忠盛君 私は総務委員会に所属をい

たしておりますんで、所管外の一般会計予算につ

いて何点かご質問させていただきたいと思います

が、まず９９ページの児童福祉費。 

 何日か忘れたわけでありますが、愛媛県の特殊

出生率の報道がございまして、愛媛県でも西予市

はトップで１．６４人、こういう報道がなされて

おりましたし、一番低い東温市は１．２３、愛媛

県で平均は１．４０ということで、大変この報道

を見て誇りに思ったわけでありますが、これはさ

まざまな子育て支援を実施していただいておる成

果の一端があらわれておるんかなと、こんな思い

を持ったわけでございます。 

 そこで、今回９９ページの延長保育事業１，５

００万円をお組みをいただいておりますが、これ

は三瓶１園と宇和２園の民営の保育園に対する助

成というふうに伺っておるわけでありますが、今

働くお母さんたちがだんだんふえておるわけであ

りますから、この面について今後さらに私は充実

をすべきではないかなと思っておりますが、現状

は今の３園で充足をされておるんかどうなんか、

このことについて１点伺いたいと思います。 

 ２点目は、１０１ページ、民間保育運営費負担

金支払い事業５億円余り組まれておりますが、私

が聞いたところでは、近年法令等の改正によって

民営には非常に手厚い措置費が、今事務費という

のかわかりませんけれども、出ておるが、公立の

保育園については交付税措置で補助金が減ってお

るというようなことを漏れ聞いたわけであります

が、現実はどのようになっておるのか、まずこの

点についてお伺いをしたいと思います。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 大竹議員のご質問にお答え

をさせていただきます。 

 まず最初の、延長保育についてでありますが、

これは国から２分の１補助金をいただいてそこへ

賄っておると。要するに民間の保育所でなければ

できないという、いや、一般会計から持ち出しを

すればできるんですが、今のところは西予市とし

ては国からの補助を利用した民間での保育をやっ

ていただいておるという形で、宇和保育園、先ほ

ど議員さんが言われましたように７．１２５人、

それからうわまち東保育園が１０．１９、それか

らひまわり保育園が８．５といった形で、実質人

数を確保するのが６人以上が必要ということにな

っております。そういった中で、要望を取りまと

めてアンケートなんかをとっておるんですが、そ

の中では野村保育園、１２人の要望がありまし

て、１５．６％に当たります。それから、うわま

ち南保育園、これが１０人、９．９％で、そこら

の要望をこたえることはできるんですが、うわま

ち南保育園に関しましては、今、西予総合福祉会

が特徴ある保育園づくりということで病後児保育

を実施しておるという形で、今のところはこの次

世代育成支援のお金を使ってやるというような計

画は持たれておりません。野村に関しましては、

今のところは市としては一般会計からの持ち出し

でそれをやっていくという計画は立てておりませ

んので、今のところこういう状況で充足はしてお

るといった形をとらせていただいたらと思ってお

ります。 

 次の２点目ですが、民間保育との負担金の格差

があるかということでありますが、民間保育に関

しましては、国が基準とする保育額というものが

打ち出されております。それで、西予市としては

その保育額、市長のマニフェストにありますよう

に、西予市では保育料を８０％に持っていってお

りますんで、その保育料の６．９％に当たります

が、３４．８％の国の基準が示す保護者からの割

合、これの６．９％を市が負担しておりますん
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で、一般会計から持ち出してのことであります。 

 それで、民間につきましては、その後の分に対

して２分の１の補助が国のほうからあります。そ

の４分の１が県、あと４分の１が市といった形で

やっておりますんで、民間のほうへそのお金を持

っていくという形ですが、公立になりますと、保

育料を徴収して、それからは先ほど議員が言われ

ましたように交付税措置がしてあるということで

ありますが、その交付税措置のしてある部分に関

して、残りは市が全額一般会計から持ち出して運

営をしなくてはならないというような形で、これ

も民営化検討委員会なんかで協議はしております

が、民にすればそれだけ一般会計からの持ち出し

は今のところ少なくなるということは出ておりま

すけど、職員もたくさんおりますんで、そこらの

減額調整もありますから一概には言えませんが、

民のほうほど補助金的なものは少なくて済むとい

うことになります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大竹忠盛君。 

 

○２２番大竹忠盛君 ありがとうございました。 

 私は、このような環境の中で西予はすばらしい

子育て支援策を現在行っていただいておろうと思

います。若い人ができるだけ西予へ行ったらすば

らしい子育てがあるよ、このような形をさらに充

実をさせていただきたいなあと、こんな思いを持

っております。 

 次、時間の関係もありますので、３点ばかりお

願いをしたいと思いますが、１２３ページの簡易

水道の件。 

 本当は企業会計でもいいわけですが、この中で

繰出金を８，６００万円余りお組みになっており

ます。わかりますようでしたら、これの給水人口

がどのぐらいになるのかということと、大変これ

はあちこちに存在をしておりますんで難しいこと

だとは思いますが、やはり食の安全といわれる時

代でございますんで、安全管理についての指導が

どのような形でなされているかということについ

てお尋ねをしたいと思います。 

 次に、１３３ページの農業振興のことでござい

ますが、先ほど兵頭議員も言われましたし、私も

昨年の一般質問で耕畜連携の支援のことについて

お尋ねをいたしました。さまざまな補助金、支援

策が組まれておるようでございますが、私は耕畜

連携の振興というのは非常に今の畜産のこのよう

な環境の中では大事な視点であろうと、このよう

に理解をしておりますんで、その具体的な振興策

について予算に関連してお尋ねをいたしたいと思

います。 

 最後ですが、１４５ページ、農業基盤整備機械

運営事業２，１５１万３，０００円。 

 きのうの質問の中でも林業用機械の活用につい

てお尋ねがあったわけでありますが、この運用状

況がどのようになっておるのか、さらに成果等が

あればお尋ねをいたしたいと、このように思いま

す。 

 以上、よろしくお願いをいたします。 

 

○議長 九鬼公営企業部長。 

 

○九鬼公営企業部長 それでは、ただいまのご質

問１点目、２点目、簡易水道の関係についてお答

えをいたします。 

 まず、給水人口ですが、簡易水道、県条例水道

等々合わせまして、この簡易水道関係が１万２，

７００人程度、それから上水道が３万１，０００

人程度、率にしますと西予市の全体の給水人口の

約２８％ほどが簡易水道の特会でやっておりまし

て、上水道が６８％ぐらいに当たります。 

 それから、安全対策ですが、安全対策につきま

してはご案内のとおりだと思うんですけども、毎

年１回、水道管理者の方々の講習会を開催をさせ

ていただいて、作業点検とか安全についての徹底

をお願いをしておるところです。 

 それで、具体的には水道法上やらなければなら

ない基準があるようでありまして、水質の色とか

濁り、それから残留塩素については毎日チェック

をして、翌月の５日だったと思いますけども、そ

れまでに上下水道課のほうへ報告をいただくとい

うようなことを徹底をする。そしてまた、そのほ

かに３カ月ごとの点検とか、そういったものを実

施をして、安全な水の供給についてご努力を各管

理組合にしていただいてるというのが現状でござ

います。 

 以上であります。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 
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○安藤産業建設部長 それでは、大竹議員の２点

目の耕畜連携の事業でございますけれども、議員

が申し上げましたとおり、これは平成１８年度か

らの飼料の高騰によりまして畜産農家が非常に今

苦慮いたしております。この事業は今年度市の単

独事業で耕畜連携を進める動きといたしまして、

そこのページの粗飼料生産組織育成補助金３３７

万円でございますけれども、これは西予市の水田

農家と組みまして、それは条件的にはいろいろあ

るんですけれども、面積が３ヘクタール以上と、

それから１０ヘクタール以上という段階的に４段

階に組ませていただきますけれども、その面積の

稲わらを収集するということで、その稲わらの収

集を目的として安定した畜産飼料を確保するとい

う目的でこの事業を新年度から起こしておりま

す。 

 その支援内容といたしましては、稲わら収集に

関する労働費への支援と、それから機械の導入に

関する組織への支援ということで、その実施団体

といたしましては、農業法人とそれから営農集

団、それから３戸以上の共同家ということを条件

にいたしております。 

 金額的に申し上げますと、３ヘクタール以上の

分で５団体、５ヘクタール以上で３団体、７ヘク

タール以上で２団体、１０ヘクタール以上で１団

体と計１１団体を一応予定いたしております。金

額的には先ほど申し上げました３３７万円を計上

いたしております。 

 それから次の、林業の機械の基盤整備でござい

ますけれども、これは合併までには城川町で実施

いたしておりました事業でございまして、この運

用につきましては専任のオペレーターを現在２名

と事務員１名をエフシーのほうに運営委託をいた

しております。それで、エフシーのほうで作業道

の開設とか、林道の維持管理のような作業を年間

通して行っていただいております。 

 その運用の成果でございますけれども、１８年

度で作業道の開設は４，４００メーター程度、そ

れから林内道の開設が１万７，０００メーター程

度、平成１９年度で作業道の開設が５，７００メ

ーター程度、林内道の開設が１万３，０００メー

ター程度、それから作業道の補修で１８年度で

２，１００メーター、作業道の補修が９００メー

ター程度の実績を上げております。 

 以上でございます。 

○議長 大竹忠盛君。 

 

○２２番大竹忠盛君 関連で１点だけ。 

 先ほど耕畜連携の三百数十万円のお話をいただ

いたわけですが、私はこれは定着するまでに何年

かかかるんではないかと。 

 きのうも酪農家が激減をして大変な状況である

というお話を伺いましたが、市長にお尋ねをした

いと思いますが、金額は別として、この事業を何

年か市単独でぜひ継続をされるべきだと、このよ

うに理解をしておりますが、今後の考え方につい

てお尋ねをしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 この耕畜連携については、実は私は

強い思いでこれをつくらせていただいた市単独事

業でございます。まずは３年間やっていこうとい

うことです。 

 実は国の事業が大がかりな事業としてはやれる

わけでありますが、県と連携してやろうと思って

おりましたが、県は南予地方局事業としてもあり

ましたけれども、国の大きな事業があるやつは県

はしないということで、残念ながら途中で県はポ

シャりました。だから、もう私は市単独でもやる

ということで、この事業を、耕畜連携をやらさせ

ていただくことにしました。 

 今後の畜産というのはこの西予市においては大

きな、特に酪農の分野は強い大きな産業でござい

ますから、これを守る。後ほど補正予算にも出さ

せていただきますが、大野ケ原育成牧場について

も強い思いを持って私は今臨んでおるところでご

ざいまして、ぜひご理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○議長 小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 それでは、２点ほど質問させ

ていただいたらと思います。 

 一昨日ですか、市長の一般会計の提案説明の中

で、２１年度は生活防衛のための緊急対策予算と

して計上をしたということで、この一般会計見ま

したら大変苦慮した予算案だなということで、先

ほど兵頭議員も約１４億円、６％のアップという
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ことで、今年度２４６億３，３００万円という予

算を計上されておりますけれども、その自主財源

となります市税ですけれども、約１億２４０万円

ほどの昨年度に比べて減収の計上をされていま

す。約３．２％ぐらいになるんではないかなと、

このように思います。 

 これは１９年度の監査委員の報告でも、公正、

公平性の確保から未収金対策について、収納率の

向上に向け一層の努力をしてほしいと、こういう

ふうな監査委員さんの指摘がありましたけれど

も、この約３．２％減の収納率の向上に対して、

今後どのような対策を投じられているのかまずお

聞きをいたしておきます。この予算書では市債を

充当されておりますけれども、市債で充当されて

合わされておるのはよくわかるんですけれども、

その辺のところをお聞きをしたいと思います。 

 それから、２点目ですけれども、これは２３４

ページですね、１３款１目２項２８節明浜特別養

護老人ホーム運営基金事業４，６１５万円ですけ

れども、私の勘違いでしたらお許しを願いたいん

ですけれども、先般昨年の９月のときに、西予総

合福祉会の理事長からの文書で、我々にあけはま

荘とケアハウスはまゆうを事業実施について業者

として指名をしてほしいという文書が出されてお

ります。それで、その譲渡の理由として、この２

施設――これ松葉寮と偕楽園ですね――が現に健

全経営をしとるので、明浜は西予総合福祉会に４

月から移管をされると聞いておりますけれども、

移管をされるこの明浜特別養護老人ホームに、こ

れだけの基金の用途は何なのかなと。嫁入り支度

ではないと思うんですけども、この基金の用途が

ちょっと理解できませんので、ご説明をお願いを

したらと思います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 市税の３．２％の減という

ことで約１億円減額になっております。 

 その理由と申しますのは、当然このような景

気、経済状況でございます。そういうことで、ま

ず法人税、そして個人、そういった所得割の減収

が見込まれております。 

 それと、もう一つ大きな要因といたしまして

は、固定資産税が平成２１年度は評価がえになり

ます。そういった評価がえによる減が主なもので

あります。当然、これ評価がえと申しますと、家

屋は減価償却しますので、そういうことで下がっ

てまいります。それが大きな理由であります。 

 それから、２点目の収納率の向上の対策という

ご質問でございましたが、これにつきましてはも

う本当に厳しく対応しております。それで、市単

独、税務課のほうで単独で差し押さえをどんどん

やっております。これが１５２件の差し押さえを

しまして、そして徴収した金が約１，８００万円

ございます。それに加えまして、県のほうの愛媛

県下の２０市町で構成されております滞納整理機

構というものがありますが、そこに大口滞納を回

します。その中では約１，９００万円ほど徴収依

頼をしておりますが、そのうち約半分の１，００

０万円ほど差し押さえをして徴収をしておりま

す。そういう状況でございます。 

 また、平成２０年度、今現在ですが、これまで

これ以外にもそれぞれ職員が戸別訪問いたしまし

て徴収に取り組んでおるわけでありますが、今現

在個人市民税、これが滞納額の繰越額が約９，０

００万円ほどございます。そのうち約１，８００

万円ほど徴収済みであります。 

 それから、固定資産税につきましては約７，７

００万円ほど滞納繰り越しがあるわけであります

が、決算見込みの中には約２，４００万円ほど今

後取れるだろうというふうに想定しております。 

 そういったことで、とにかくこの徴収につきま

しては税務職員が鋭意努力している状況でござい

ます。 

 

○議長 炭倉生活福祉部長。 

 

○炭倉生活福祉部長 小野議員からのご質問であ

りますが、明浜特別養護老人ホーム運営基金事業

につきまして、この基金につきましては要する

に、先ほど議員が言われましたように４月１日か

ら西予総合福祉会のほうでやっていただくという

ことで、打ち切り決算を３月３１日でやるという

ような形で残が４，６１５万円出てまいりました

んで、その部分を基金として保有しておくという

形であります。 

 

○議長 小野正昭君。 

 

○６番小野正昭君 １点目の関連の質問をさせて
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もらいますけれども、確かに部長がおっしゃるよ

うに、また今回の一般質問の中にも大変な不況だ

ということがあっての税収の低下ということはよ

くわかりますし、また職員の方々が一生懸命努力

をされとるということもよくわかります。そのわ

かった上でなお一層収納率の向上に努力をしてい

ただきたい、そういう指導をしていただきたい。 

 それと、部長はご存じやと思いますが、余談に

なりますけれども、三瓶町のある町長さんは、優

秀な職員は必ず税務課へ配置をする。これはなぜ

かといいますと、税の納入の難しさ、人様からお

金をいただく難しさ、とうとさ、ありがたさ、そ

れをよくわきまえて、その血税を有意義に一般財

源、市民のために使うために、まずは税務課へ行

かすんだというふうなことを聞き及んでおりま

す。これは大変いいことではないかなと思います

んで、参考までに話をさせていただきます。これ

をどうとるかどうとらないかは、市長サイドのお

考えだと思います。 

 それから、税の収納について、今本庁含めて４

総合支所でそれぞれ収納してると思うんですけれ

ども、その４総合支所の職員も少し少なくなって

大変だと思うんですけれども、それぞれの収納率

は総合支所別には把握をされとるのかされてない

のか、それをちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 それから、これも余談ですけれども、明浜特別

養護老人ホーム運営ということになりますと、こ

れは明浜の老人ホームのための運営なんかなとい

う少し疑問を持ちましたんで、この辺の文字です

かね、これ疑問を持ちましたんで質問をさせてい

ただきました。 

 以上で終わります。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 ４町ごとの収納率といいま

すか、収納額といいますか、そういったものがわ

かるかというご質問でございますが、これは当然

西予市全体のものでありますので、そういったそ

れぞれの総合支所ごとの収納状況というものは、

ちょっと把握できないかと思っております。 

 

○議長 松山清君。 

 

○７番松山清君 ６０ページの電算管理費につい

てお伺いしたいんですが、毎年毎年非常に多額の

電算管理費が組まれておりまして、特に１１節の

需用費の修繕料１，１６５万２，０００円ですと

か、１３節委託料のシステム保守委託料５，１９

１万円、あるいは電算機器保守点検料７，１５８

万円、あるいは１４節の７，６３０万４，０００

円リース料ですが、こういったものがなぜこんな

にたくさん要るのかということがちょっと私疑問

なんで、その点について伺いたいんですけども、

事業適用でいきますと、電算システム管理運用事

業が６，９９７万９，０００円ですとか、電算シ

ステム開発導入事業が８，２０３万円、あるいは

ネットワーク管理運営事業が７，８５０万７，０

００円と、何なのかちょっとわからないので、そ

れについてお伺いしたいんですが。 

 それで、なぜこれをお聞きするかというと、

我々もこれまで何十億円を超えるぐらいのお金を

この電算管理費ということでもうずっとつぎ込ん

できておるわけですけども、議会で言うと視察研

修に行くときの行き先をインターネットで調べる

ぐらいしか変わっていないんですよね。あと何だ

か我々にとっては変わってない。もちろん行政の

ほうとしては、例えば保険の計算とか、予算書の

作成とかいろんなことでシステムは随分と改善さ

れてきていると思います。思いますが、ちょっと

先ほどの補正予算でも質問したみたいに、現実的

には１００万円そこそこでできるのに、予算は

１，２００万円組んだ。こういうことがこの中で

も起こっとるんじゃないかということを心配しと

るわけです。 

 ここで保守委託でシステムで５，１９１万円ぐ

らい組んでありますが、例えば八幡浜市でできて

たシステムを西予市と書きかえるだけで何百万円

というような見積もりとか、そういった金額にな

っているんじゃないかとか、そういうような心配

があるわけでございます。 

 私どもが３年前に総務省へ行って研修を受けた

折に、日本全国同じシステムを使うわけですか

ら、データは例えば西予市のデータであるにせ

よ、今のインターネットで総務省へ送って返って

くるというような仕組みにしたらもっと安くなる

んじゃないですかと、そういうシステムにしたら

どうですかということをお聞きしたところ、総務

省もそういうふうに今後考えていくんだというよ
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うな答弁でございました。 

 今、パソコンが１０年ぐらい前は４０万円、５

０万円したのが、今は１台２万円台であるという

ことです。これはどういうことかっていうと、そ

ういうシステムをパソコンの中に持たずに、例え

ばワードとかエクセルという機能はパソコンには

ないんだけども、そのデータだけをインターネッ

トで向こうの管理しとるところに送ったら答えは

返ってくると、そういうシステムになったら、本

体の中のシステムは要らないわけで、２万円台の

パソコンというのがこれからどんどん普及してい

くという、そういう時代になってきておる中で、

そういう中でこれだけの多大な費用が本当に必要

なんだろうかというふうに私は思っておるわけで

ございます。 

 それで、こういう何かちょっと見てもこれだけ

ではわからないし説明でもなかったと思うので、

もう一回ちょっとこの部分に関して詳しく説明を

お願い、もう一回じゃありませんね。説明がなか

ったと思うので、詳しく説明をお願いしたいと思

います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 それでは、お答えをさせて

いただきます。 

 それでは、予算書の６０ページの中の電算シス

テム開発導入事業８，２００万円というふうな予

算計上をしておりますが、これは要するに今現在

愛媛電算で稼働しております。それが今後ＲＫＫ

のほうに変更する、そういったことが一番の要因

であります。 

 要するに、システムの切りかえに日数を要す

る、いわゆる電算ですのでスイッチ一つで切りか

えるわけではありませんので、その要する日数の

中で、同時に愛媛電算も稼働しておりますし、そ

してＲＫＫも稼働しておる、そういう同時並行に

なっておる状況であります。 

 そういったことで昨年度よりふえておるという

のが主な要因であります。 

 よろしいでしょうか。 

（７番松山清君「電算システムに係る費用

とかネットワーク管理費用とか」と呼ぶ） 

 これらも今の理由が主なものであります。 

 

○議長 松山清君。 

 

○７番松山清君 ちょっとあとは委員会のほうに

お任せするんですが、先ほど言いましたような無

駄といいますか、これすごい膨大な費用が毎年要

っとるわけで、一たん導入したらそれほど軽い運

営コストで運営できるような仕組みにしていかな

いと、来年も同じ額がかかる、再来年も同じぐら

いかかる、そういった点をとにかく改善していか

なくちゃ大変だと思いますので、その点また熟慮

いただきたいと思います。 

 

○議長 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 とにかく、今までの中で、

この電算経費というものが本当にどんどんとふえ

ておる状態でした。 

 しかし、このＲＫＫを導入することによりまし

て、今試算をしておる中では、これから５年間こ

のＲＫＫを使いますと約１億円の経費が削減でき

るというふうに見込んでおります。 

 それからもう一つは、このネットワーク管理運

営事業ということで７，８５５万７，０００円組

んでおるかと思いますが、これも職員の努力によ

りまして、いろいろ知恵と工夫を凝らしてもらい

まして、そのインターネットをうまく抱き合わせ

ております。そういったことで、この統合により

まして、今後６年間で約６，０００万円の経費削

減というふうに見込んでおりますので、どうぞご

理解をいただきますようお願いいたします。 

 

○議長 ほかに質疑はございませんか。 

 嶋川武文君。 

 

○１１番嶋川武文君 １４７ページの水産業振興

費につきまして。 

 誤解のないように、私は水産の発言はするんで

すが、私の仕事は卸でございますので３次産業に

属しますので、いわゆる我田引水型ではございま

せんので、冒頭に申し上げます。 

 ここで水産振興費が３，９００万円計上されて

おりますが、実質、以前も触れたことあると思い

ますが、漁民に関連する振興費というのはこの１

９節の７２９万円、もっと細目言いますと本当に

漁民に直接振興しているのは利子補給だとかその
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他で五、六百万円ですね、これ。西予市が２５０

億円も予算がありながら、水産振興費に漁民に直

接かかわる振興費っていうのは五、六百万円なん

ですね、これ。 

 きのうも副市長のほうから発言がございまし

た。１次産業で生活できる仕組みづくりにこれか

ら取り組んでいくということでございまして、非

常に期待をしているわけでございますが、私も三

瓶でございますので三瓶で申しますと、水産係と

いうのがおるようでございますが、若いからだめ

だという意味じゃないんですけどね。係長かその

下の方か知りませんが、１人の方がいるだけでご

ざいます。 

 まず、予算を組むのに、あるいはこの未曾有の

不景気を克服するのに、まず情報収集からしなけ

ればならないわけでありますが、さきの７億円の

補正は１次補正ですかね、２次補正ですか、それ

につきましてもおおよそ総合支所に情報を任せ

て、そして吸い上げて予算を補正を組んでいるわ

けでございますが、私の知る限り、総合支所は漁

業組合とか農協に出向いて情報収集をやっていな

いんです、全然。支所だけでの判断で本庁に上が

ってきて予算を組んでるというのが現状でござい

ます。これはいかがなもんかなと私は思うわけで

ございます。１次産業で生活できる仕組みづくり

を早急にこの機会にぜひやっていただきたいと思

うわけでございます。水産課の設置云々までは申

しませんが、せめてそういう課の内部の改革が必

要かと私は思っております。 

 さきの定例会で私は円高ウォン安という発言を

いたしましたところ、市長を初め皆さんはお笑い

になりましたが、今は私も為替は見ておりません

が先ほど前定例会で説明したとおり、一時は去年

の夏は１，０００円が７，５００ウォンだったの

が、今は１，０００円が、当時は１万５，０００

ウォン、そういう時期もあったんです。私の知る

限り余りこういう詳しい話はだめだと思います

が、例えばヒラメ屋さんのコストは１，１５０円

ぐらいになるんですね、キロ当たり。かつては浜

値、いわゆる浜で取引する価格は千四、五百円し

ておりまして、売上高営業利益率は二十数％あっ

たんですが、今や売上高営業利益率はマイナス３

０％、４０％、これが現状なんです。もうぜひと

も市の担当者に現場に出向いていただいて、情報

収集をぜひともやっていただいて、そういう市政

をぜひともしていただきたいと思うわけでござい

ます。 

 漠然的な質問でございますが、答えられるとこ

ろがあれば、ぜひともお願いいたしたいと思いま

す。 

 

○議長 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 嶋川議員のご質問でござい

ますけれども、私も明浜出身なので浜の状況は十

分わかっておりますので、確かに今言われました

ように水産業、確かに今疲弊しております。農業

も当然でありますけれども、水産業のほうも大分

痛手をかっておると思います。 

 職員の情報収集が足らんのじゃないかというこ

とでございますけれども、人数的にも若干少な目

な感じはしますけれども、これも職員の能力で本

当はそこら辺の処理をしてもらいたい気持ちもあ

りますけれども、今後そこら辺の要望も含めて水

産係の充実を図っていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ほかに質問はありませんか。 

 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 これは所管に該当しますの

で、詳細は委員会でやりますが、大綱のみという

ことで答弁も市長のほうにお願いをしたいと思い

ます。 

 今回の当初予算の農林水産業費の中に、バイオ

マスタウン構想策定事業費２９４万８，０００円

が計上されております。これは、今国の流れが大

体こういう方向に向かっておりまして、今年度末

で全国で約３００ぐらいな自治体がこの構想策定

をされるんじゃないかというふうに聞いておりま

す。 

 そこで一つ提案でございますが、実は先般私ど

も会派のほうで岡山県の真庭市のほうにバイオマ

スタウン構想の実際の事例を視察研修して帰りま

した。その結論を申し上げますと、この分野に今

の段階で過剰に期待するところはほとんどないと

いうのが結論だろうと思います。 

 今後、こういったものが必要とされるために

は、条件としてやはり燃料費が今の倍以上になる

とか、そういった基礎的条件が変わらない限り、



 

－119－ 

なかなか厳しいであろうというのが率直な感想で

ございます。 

 真庭市は、恐らく全国の自治体ではこの分野で

はトップランナーであるというふうに私は見てき

ましたが、ここでは一通りのこと全部されており

ます。木質ペレットで温水プールをやったり、あ

るいはストーブをたかれたり、また工場ではそう

いう廃材で発電もされたり、あるいはまた生ごみ

で堆肥化されたり、そして究極はこの皆さんが想

像するエタノール、杉、ヒノキからエタノールが

できないかということで、この実証実験も既にさ

れております。 

 しかし、問題なのは、例えばエタノールを抽出

するのにリッター当たり５００円とか６００円か

かると。これじゃあ到底実用化できないというの

が今の技術レベルだろうと思います。そしてま

た、木質ペレットで温水プールをやる、それにか

かる初期投資と今の燃料費との差額とを計算する

と、まだ七、八年とんとんになるのにかかるとい

うふうなことで、非常に技術的にまだまだ問題が

あるというふうなことからすれば、今世の中の流

れはこうなってますけども、まだ恐らく１０年こ

の分野に期待できる分はないんじゃないかという

ことを考えれば、この構想の策定事業費に３００

万円もかけるよりも、私はもう既にできとる真庭

市に行けばタウン構想はあるわけですから、ここ

へ行って学んで帰れば職員の出張費で５万円ぐら

い出せばこれはできると。あと余裕があるんであ

れば西予市で、例えばきのう市長が言われました

生ごみが全体の３０％を占めとると、ごみの中

で。今のごみ処理費用を見ますと、塵芥処理費用

約６億円かかってますので、２億円ぐらい浮かせ

ます。１０年で２０億円ですから、この分野に投

資するというのは可能であろうと思いますが、そ

ういう具体的な事例の調査研究費に充てられるほ

うが得じゃないかという思いがいたします。 

 ですから、これ全国３００の自治体がそれぞれ

にこういう構想を立てますと、単純に計算しても

１０億円全国でこんなことに使うわけですから、

皆さんがそれぞれ別々につくる必要はない、いい

ところをまねればそれで済むわけですから、そう

いう発想の転換をして、この予算は私は必要ない

んじゃないかという点をさせていただきます。 

 そしてまた、我々議会の政務調査のあり方につ

いて、いろいろマスコミ等でたたかれております

ので、我々の成果も大いにこういう行政の中で反

映をしていただければ、議会の調査も非常に意義

があるという評価に変わりますので、ぜひこれは

ご検討をいただきたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、元親議員のもうこれは所

管だということで、大いに後ほど議論をしていた

だきたいとは思うんですが、今までの元親議員の

先駆的な役割を果たされる議論とどうも反対のよ

うなご意見をされましたので、非常に心配をして

おるところでございまして。 

 私はこのバイオマスタウン構想、全国で３００

構想国のほうが打ち出されております。今計画を

つくられとるのが１７０から１８０ぐらいだと聞

いておりますが、もうその段階に来ております。 

 このバイオマスタウン構想っていうのは、計画

書をつくらないと国が認定してくれない。その計

画書も、私も最初あんたらも自分らあがつくって

くれたらええじゃないかという発想で私もおりま

した。そしたら、この国が認定してもらうために

は、膨大な量の計画書をつくらないとだめなんで

すよね。だから、これも職員がやれる分はやって

くれっていうことで、相当安く削ったところでご

ざいまして、この認定される計画書っていうのは

なかなか単純にいかないみたいでございまして、

これも削るだけ削った数字でございます。これも

ご理解をいただいて、１人の職員をこのバイオマ

スタウン構想にやってくれるような流れを今つく

っております。 

 研修等々については、私も全国の地域循環セン

ターの今理事をさせていただいておりますが、こ

れは以前もご案内しましたように、今全国の農業

集落排水事業の推進協議会の会長をさせていただ

いております。その関係で、技術部門がそちらの

ほうがありまして、そのセンターのほうが私は理

事に入らせていただいておりますが、そこに勉強

等は全部１００％研修をただでやらせてくれる事

業があります。勉強はそちらに全部そこの職員を

やらせていくようにいたします。出張費からすべ

て１００％補助になります。 

 まず、そういうような中でこのバイオマスタウ

ン構想をつくるわけでありまして、計画書を認定

していただくためには、相当のすごい膨大な量が
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必要になるということのご理解で、もうこれは削

って削った数字であることもご理解をいただきた

いと思うところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 元親孝志君。 

 

○１０番元親孝志君 内訳を知らずに物を言った

という点もあるわけですが、今市長が言われる国

の事業認可を受けるために膨大な資料が要るんだ

という話でございますが、今ほど言いましたよう

に、その先に待ち受けているものっていうのは一

体どれぐらいな魅力、可能性があるかと。これを

事業認定を西予市が受けたとして、その先にじゃ

あ西予市が何をやりますか。例えば、木質ペレッ

トの大工場をつくろうとかそういったことにつな

がっていくんであろうと思いますが、そのこと自

体が研修の成果として時期尚早かなと、残念なが

ら。 

 ですから、もう少しそういった費用対効果の面

も含めて、もう少し時間をかけられてもそんなに

僕はおくれをとらないであろうというふうに研修

の成果として受けて帰っておりますので、そこら

辺もう少し私は時間を置いて検討されてはどうか

と思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今、私も言いましたとおり、全国で

３００の国が構想を持たれておる中で、もはやも

う国もこれなぜ動かないのかって思われとるぐら

いなんです、百七、八十ぐらいでしょ。早くして

くれというのが国の考え方で今あります。 

 西予市もこれ、遅くなりつつあります。だか

ら、ちょっと認識を変えていただきたい側面もあ

りますし、ご案内のとおり、アメリカのオバマ大

統領が環境に力を入れるよと発信をしてまいりま

した。そういう中で、日本の国も恐らく変わって

くる、また地方もその中で変わっていかざるを得

ないと思います。 

 次に、待ち受けとることを含めて、これはバイ

オマスタウン構想の計画をまずつくるということ

であります。まだ事業はするという段階ではあり

ませんが、まず計画書をつくる、そうするとまず

原理的な問題には、つくる場合には、今は外郭団

体の補助は３分の１しかとれませんが、これをつ

くることによって、事業をやるときに２分の１補

助を直接もらえる効果が出てまいります。そうい

う原理的なところから含めて、まず計画書をつく

っておらないと次につながらないということでご

ざいまして、その辺はぜひ委員会の中でもご議論

をいただくとともに、ご理解をいただきたいとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 ほかに。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時０９分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１１時

２１分） 

 次に、議案第７２号「平成２１年度西予市授産

場特別会計予算」から議案第８４号「平成２１年

度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」ま

での１３件の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております案件のうち、平

成２０年度補正予算について、これより採決を行

います。 

 お諮りいたします。 

 議案第６２号から議案第７０号までの９件につ

いては、会議規則第３７条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６２号「平成２０年度西予市一般会計補

正予算（第６号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議案第６２号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第６３号「平成２０年度西予市授産
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場特別会計補正予算（第２号）」から議案第７０

号「平成２０年度西予市上水道事業会計補正予算

（第４号）」までの８件を原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 着席願います。 

 起立全員であります。よって、議案第６３号か

ら議案第７０号までの８件は原案のとおり決定い

たしました。 

 本日採決いたしました１０件を除く議案につき

ましては、お手元に配付しております各常任委員

会付託表のとおり、各常任委員会に付託をいたし

ます。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、陳情第１号「野村郷土

資料館（仮称）の建設について」及び陳情第２号

「労働者派遣法の抜本改正のため意見書を提出す

ることを求める陳情書」の２件を一括議題といた

します。 

 この陳情につきましては、お手元に配付してお

ります陳情文書表のとおり、総務常任委員会に付

託をいたしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１１時２

５分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１１時

２７分） 

 ただいま市長から提出されました議案第８５号

「平成２０年度西予市一般会計補正予算（第７

号）」及び議案第８６号「西予市大野ケ原育成牧

場の指定管理者の指定について」の２件を本日の

日程に追加し、追加日程として議題といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、２件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

をいたしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第８５号「平

成２０年度西予市一般会計補正予算（第７号）」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第８５号「平成２０年度西予市

一般会計補正予算（第７号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 景気対策を盛り込んだ国の２００８年度第２次

補正予算が平成２１年１月２７日に成立いたしま

したが、その財源の裏づけとなる関連法案が未成

立であったため、予算執行ができない状態となっ

ておりました。 

 この第２次補正予算に係る関連法案の成立につ

きましては、国民の関心も非常に高く、注目され

ておりましたが、ご案内のとおり、一昨日の３月

４日にようやく可決成立したところであります。 

 今回の補正予算は、その関連法案成立を受けて

定額給付金、子育て応援特別手当に係る関係予算

を計上するものであります。また、同じ第２次補

正予算に係る地域活性化・生活対策臨時交付金関

連の予算につきましては、さきの第２回臨時会に

おきまして関連予算の議決をいただいたところで

ありますが、その時点では必要な財源を一般財源

により対応しておりましたので、今回の関連法案

の成立により、財源の組み替えを行っておりま

す。 

 今回の補正予算額でありますが、議決いただい

ております歳入歳出予算にそれぞれ７億５，８８

０万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２５９億８，９６０万７，０００円と定めるも

のであります。 

 定額給付金につきましては、既にご案内のとお

りでありますが、景気後退下での生活者の不安に

きめ細かく対応するため、家計への緊急支援とし

ての側面とともに、家計に広く給付することによ

り消費をふやし、景気を下支えする経済効果を有

するものであります。 

 給付対象者につきましては、平成２１年２月１

日現在を基準日といたしまして、市の住民基本台

帳及び外国人登録原票に記録登録されている者と

して、給付額につきましては１人につき１万２，

０００円とするものであります。ただし、基準日

現在におきまして１８歳以下及び６５歳以上の方

につきましては８，０００円を加え、給付対象者

１人につき２万円を支給いたします。 

 本市におきましては、給付対象者４万４，６６

０人、うち１８歳以下６，６３５人、６５歳以上

１万５，６６７人に対する給付を見込んでおりま

す。給付額の総額を７億１，４３３万６，０００

円、また事業の実施に伴います事務費といたしま

して２，３０２万６，０００円を合わせて計上い
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たしております。 

 次に、子育て応援特別手当につきましては、平

成２０年１０月３０日に、新たな経済対策に係る

政府・与党閣僚合同会議において決定を見ました

生活対策に基づき、定額給付金と合わせて盛り込

まれた事業であります。 

 厳しい経済情勢の中で、多子世帯の子育てにか

かる負担に配慮し、緊急措置として小学校就学前

３年間の幼児教育期にある第２子以降の子供に対

して手当を支給することで、家庭における安心の

確保を図ることを目的としております。 

 対象者は、第２子以降の平成１４年２月２日か

ら平成１７年４月１日生まれの児童であって、本

年２月１日の基準日現在で本市に住民登録されて

いることが要件となります。１人当たりの支給額

は３万６，０００円であります。 

 本市における対象者数は約５６０名を見込み、

手当の支給総額は２，０１６万円を計上いたして

おります。また、手当の支給手続に伴います事務

経費として１２８万４，０００円を合わせて予算

計上しております。 

 給付事務のスケジュールでありますが、定額給

付金、子育て応援特別手当とも４月上旬に各家庭

へ申請書を郵送で配布することとし、給付開始時

期につきましては、制度の趣旨を踏まえ、的確、

迅速な事務処理に努めたいと考えております。 

 以上が歳出予算の概要であります。 

 続きまして、歳入につきましてご説明いたしま

す。 

 国庫補助金では、子育て応援特別手当交付金

２，０１６万円、同事務取扱交付金１２８万４，

０００円、また定額給付金給付事業費国庫補助金

７億１，４３３万６，０００円、同事務費国庫補

助金２，３０２万６，０００円を計上しておりま

す。さらに、地域活性化・生活対策臨時交付金７

億１３９万５，０００円を計上しております。 

 繰入金では、地域活性化・生活対策臨時交付金

７億１３９万５，０００円と同額の財政調整基金

繰入金を減額し、財源組み替えを行っておりま

す。 

 以上、ご説明いたしましたが、よろしくご審議

を賜り、ご決定いただけますようお願い申し上げ

ます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８５号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定をい

たしました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結といたします。 

 お諮りします。 

 議案第８５号「平成２０年度西予市一般会計補

正予算（第７号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８５号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第８６号「西

予市大野ケ原育成牧場の指定管理者の指定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第８６号「西予市大野

ケ原育成牧場の指定管理者の指定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、昭和４５年度に国営草地開発事業で

整備されました公営牧場で、事業目的は妊娠前の

育成牛を酪農家から預かり、約２年近くの飼養管

理をし、妊娠をさせた後で酪農家に返却する酪農

業の基礎的部分を担う施設であります。 

 今回、本施設の指定管理者の候補として、非公

募により愛媛県酪農業協同組合連合会を選定いた

しましたので、その指定について議会の議決を求

めるものであります。 

 その理由といたしましては、昭和５１年度から

３０年余り県酪連が受託事業者となり現在に至っ

ており、自然条件の厳しい大野ケ原での育成牛の

飼養管理技術が豊富であること、さらに西予市の
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生乳は全量県酪連に出荷されていることなど、生

産者と密接に連携した運営がされていることか

ら、生産から出荷までの一貫した管理運営が可能

であります。このことからも、指定管理者として

の能力を十分に有しており、施設の管理を引き続

き行わせることが適当と判断したものでありま

す。 

 指定期間については、県酪連の組織再編との関

係もあり、平成２２年３月３１日までの１カ年間

といたしております。 

 なお、県酪連の概要及び事業計画については、

別添の参考資料をご参照いただきたいと思いま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 議案第８６号は、産業建設常任委員会に付託し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

８６号は、配付しております産業建設常任委員会

付託表に追加をいたします。 

 常任委員会においては、各議案並びに陳情につ

いて十分に審査を行い、最終日の本会議において

委員会の審査の経過と結果について、各常任委員

長の報告を求めることといたしたいと思います。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ３月１８日は午後２時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時４０分 
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       平成２１年第１回西予市議会定例会会議録（第４号） 
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１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 
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１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

 

      議  事  日  程 

 １ 議案第 １０号 西予市介護従事者処遇改 

           善臨時特例基金条例制定 

           について 

   議案第 １２号 西予市職員の勤務時間の 

           改定に伴う関係条例の整 

           理に関する条例制定につ 

           いて 

   議案第 １３号 西予市非常勤の職員の公 

           務災害補償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 １４号 西予市税条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 １５号 西予市育英会設置条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市城川地域育英会設 

           置条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市三瓶地域育英会設 

           置条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １８号 西予市公民館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 
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   議案第 １９号 西予市青少年補導センタ 

           ー条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２０号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２１号 西予市母子家庭医療費助 

           成条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２３号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定について 

   議案第 ２４号 西予市使用料及び手数料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ２５号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市明浜民宿故郷条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２８号 西予市明浜塩風呂条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ２９号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市城川堆肥製造用施 

           設条例を廃止する条例制 

           定について 

   議案第 ３２号 西予市野村キャッスルラ 

           ンド深山条例を廃止する 

           条例制定について 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ３４号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ３５号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ３６号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ３８号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ３９号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ４０号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ４１号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ４２号 西予市物産会館の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ４３号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ４４号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ４５号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ４６号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ４７号 西予市野村飼料混合施設 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ４８号 西予市大野ケ原集落環境 

           管理施設の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ４９号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ５０号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 
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   議案第 ５１号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ５２号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ５３号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５４号 西予市乙亥の里の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ５５号 西予市城川ふるさと交流 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ５６号 西予市三滝ロッジの指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５７号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５８号 市道路線の認定について 

   議案第 ５９号 西予市営土地改良事業の 

           施行について（宇和町下 

           松葉地区） 

   議案第 ６０号 西予市営土地改良事業の 

           施行について（城川町魚 

           成地区） 

   議案第 ６１号 辺地に係る公共的施設総 

           合整備計画の変更につい 

           て 

   議案第 ７１号 平成２１年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ７２号 平成２１年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ７３号 平成２１年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ７４号 平成２１年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ７５号 平成２１年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ７６号 平成２１年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ７７号 平成２１年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ７８号 平成２１年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ７９号 平成２１年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ８０号 平成２１年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ８１号 平成２１年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ８２号 平成２１年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ８３号 平成２１年度西予市病院

           事業会計予算 

   議案第 ８４号 平成２１年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   議案第 ８６号 西予市大野ケ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   陳情第  １号 野村郷土資料館（仮称） 

           の建設について 

   陳情第  ２号 労働者派遣法の抜本改正 

           のため意見書を提出する 

           ことを求める陳情書 

追加 議案第 ８７号 平成２０年度西予市一般 

           会計補正予算（第８号） 

   議案第 ８８号 平成２０年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   意見書案第１号 国会議員の定数及び衆議 

           院小選挙区制度の見直し 

           を求める意見書（案）の 

           提出について 

   議員派遣の件について 

 

本日の会議に付した事件 

 

 １ 議案第 １０号 西予市介護従事者処遇改 

           善臨時特例基金条例制定 

           について 

   議案第 １２号 西予市職員の勤務時間の 

           改定に伴う関係条例の整 

           理に関する条例制定につ 

           いて 

   議案第 １３号 西予市非常勤の職員の公 

           務災害補償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 
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   議案第 １４号 西予市税条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 １５号 西予市育英会設置条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市城川地域育英会設 

           置条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市三瓶地域育英会設 

           置条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 １８号 西予市公民館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 １９号 西予市青少年補導センタ 

           ー条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２０号 西予市社会体育施設条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２１号 西予市母子家庭医療費助 

           成条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市隣保館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２３号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２４号 西予市使用料及び手数料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ２５号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２７号 西予市明浜民宿故郷条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２８号 西予市明浜塩風呂条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ２９号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市城川堆肥製造用施 

           設条例を廃止する条例制 

           定について 

   議案第 ３２号 西予市野村キャッスルラ 

           ンド深山条例を廃止する 

           条例制定について 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ３４号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ３５号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ３６号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ３８号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ３９号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ４０号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ４１号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ４２号 西予市物産会館の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ４３号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ４４号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ４５号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 
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   議案第 ４６号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ４７号 西予市野村飼料混合施設 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ４８号 西予市大野ケ原集落環境 

           管理施設の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ４９号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ５０号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ５１号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ５２号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ５３号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５４号 西予市乙亥の里の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ５５号 西予市城川ふるさと交流 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ５６号 西予市三滝ロッジの指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５７号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５８号 市道路線の認定について 

   議案第 ５９号 西予市営土地改良事業の 

           施行について（宇和町下 

           松葉地区） 

   議案第 ６０号 西予市営土地改良事業の 

           施行について（城川町魚 

           成地区） 

   議案第 ６１号 辺地に係る公共的施設総 

           合整備計画の変更につい 

           て 

   議案第 ７１号 平成２１年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第 ７２号 平成２１年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第 ７３号 平成２１年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第 ７４号 平成２１年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第 ７５号 平成２１年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第 ７６号 平成２１年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第 ７７号 平成２１年度西予市後期 

           高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ７８号 平成２１年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第 ７９号 平成２１年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第 ８０号 平成２１年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第 ８１号 平成２１年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第 ８２号 平成２１年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第 ８３号 平成２１年度西予市病院

           事業会計予算 

   議案第 ８４号 平成２１年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   議案第 ８６号 西予市大野ケ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   陳情第  １号 野村郷土資料館（仮称） 

           の建設について 

   陳情第  ２号 労働者派遣法の抜本改正 

           のため意見書を提出する 

           ことを求める陳情書 

追加 議案第 ８７号 平成２０年度西予市一般 

           会計補正予算（第８号） 

   議案第 ８８号 平成２０年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   意見書案第１号 国会議員の定数及び衆議 

           院小選挙区制度の見直し 

           を求める意見書（案）の 

           提出について 
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   議員派遣の件について 

 

  開議 午後２時００分 

 

○副議長 ただいまの出席議員は２３名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

○副議長 日程第１、議案第１０号「西予市介護

従事者処遇改善臨時特例基金条例制定について」

及び議案第１２号「西予市職員の勤務時間の改定

に伴う関係条例の整理に関する条例制定につい

て」から議案第６１号「辺地に係る公共的施設総

合整備計画の変更について」までの５０件並びに

議案第７１号「平成２１年度西予市一般会計予

算」から議案第８４号「平成２１年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」までの１４件、

議案第８６号「西予市大野ケ原育成牧場の指定管

理者の指定について」、さらに陳情２件を一括議

題といたします。 

 各常任委員会における審査の経過と結果につい

て各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、宇都宮総務常任委員長の報告を求めま

す。 

 宇都宮議員。 

 

○宇都宮明宏総務常任委員長 総務常任委員会の

報告を申し上げます。 

 去る３月４日の本会議におきまして、当常任委

員会に付託されました議案１３件及び陳情２件に

対し、３月９日から委員会審査並びに所管事務調

査研究を行いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおりであり、陳情第１号「野村郷土資料館

（仮称）の建設について」は、今後において柔軟

な対応をすべきとの観点から継続審査と決定し、

陳情第２号「労働者派遣法の抜本改正のため意見

書を提出することを求める陳情書」については、

西予市における就労機会、雇用情勢等を考慮する

と、陳情項目また意見書案の内容に必ずしも適合

しないとのことにより不採択と決定いたしまし

た。議案１３件については、いずれも原案のとお

り全会一致で可決いたしました。 

 なお、当委員会では、付託されました議案を総

括するため、市長、教育長との懇談会も行いまし

た。 

 議案審査と所管事務調査並びに懇談会の中で、

委員より出された特徴的な意見、それに対する回

答等について概要を抜粋して報告申し上げます。 

 初めに、議案第７１号「平成２１年度西予市一

般会計予算」の総務課所管の一般管理費の中で、

本年度より始まる人事評価推進事業についての説

明を求めたところ、平成２１年度を調査研究期間

とし、平成２３年度から本格導入するとの説明が

ありました。 

 また、企画調整課所管の限界集落対策事業の内

容について説明を求めたところ、市内５カ所にモ

デル地区の設置を行い、集落支援員を配置し、集

落点検など再度踏み込んだ集落実態調査を行い、

その中で対処できる仕組みをつくっていくとの説

明がありました。 

 次に、情報推進課所管分では、情報推進事業費

のケーブルテレビ整備事業におけるメッセンジャ

ーワイヤー設置工事負担金の内容と今後の推移に

ついて説明を求めたところ、光ケーブルが届かな

いところに追加で配線するリード線で、来年度以

降も予算計上を行う見込みであるとの説明があり

ました。 

 次に、教育総務・学校教育課所管分の児童・生

徒海外派遣事業について、内容や行き先を含めて

見直しも検討すべきではとの意見に対し、今後教

育委員会の中で検討し、善処すべきところは適切

に対応していくとのことでありました。 

 また、平成２４年度から柔道、剣道、相撲等が

必修化になることに向けて、各中学校に施設は整

備されているか、未整備の学校はそれまでに間に

合わせるのかとの問いに対し、城川中学校につい

ては、既に武道場が整備されており、野村中学校

においては、体育館の２階部分に柔剣道が整備さ

れている。宇和中学校は、平成２１年度に建設さ

れる体育館と併設して武道場を整備する計画であ

り、武道場が整備されていない中学校にあっては

体育館を利用して、武道を行う計画であるとの答

弁がありました。 

 次に、生涯学習課所管分で、大規模災害時等の

避難所となる地区公民館の中には、耐震強度を満

たしていない施設があるのではないか。今後の課

題として適切な措置をされるべきではとの意見に

対し、公民館２８館中、耐震強度を満たしていな
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い公民館が現存することも確かであり、財政的な

面も考慮し、今後の検討課題としたいとのことで

ありました。 

 次に、消防本部所管分では、消防本部施設は、

震災を視野に入れて早急に対応すべきではとの意

見に対し、耐震診断の結果から改修を考えてお

り、設備についても順次更新していきたいとの説

明がありました。 

 また、全般にわたり全国的に地方が疲弊してい

る中、地域の活性化を促すために、地元でできる

ものは地元に還元するよう一工夫すべきだとの意

見が多くありましたので、報告しておきます。 

 以上、今定例会で付託されました議案等の審査

概要について申し上げましたが、適切なご審議、

ご決定を賜りますようお願い申し上げ、総務常任

委員会の報告を終わります。 

 平成２１年３月１８日、総務常任委員会委員長

宇都宮明宏。 

 

○副議長 次に、酒井厚生常任委員長の報告を求

めます。 

 酒井議員。 

 

○酒井宇之吉厚生常任委員長 厚生常任委員会の

審査の報告を申し上げます。 

 当委員会に審査を付託されました議案２１件に

つきまして、３月９日から１１日までの３日間、

担当部課長の出席を得て委員会を開催し審査を行

いました。 

 審査の結果は、いずれも原案可決した次第であ

ります。 

 以下、審査の過程において質疑がありました事

項につきまして、その概要を報告を申し上げま

す。 

 議案第３４号「西予市游の里デイサービスセン

ターの指定管理者の指定について」、議案第３５

号「西予市游の里健康センターの指定管理者の指

定について」、議案第３６号「西予市游の里ふれ

あい広場の指定管理者の指定について」の３議案

は、関連性があるということで、一括で審議する

ことにいたしました。 

 デイサービス事業を廃止すると聞いているが、

今後どうなるのかという質疑があり、デイサービ

ス事業は今後も継続して実施していただきます。

経営の立て直しに向けて自立者及び要支援、要介

護１までの方を主に実施し、要介護１以上の方は

福祉の里で実施していただくことになっておりま

すとの答弁でございました。 

 游の里の源泉は２カ所あるが、第２源泉の状況

と温泉のお湯はきれいな状態で使用すべきではな

いかの質疑があり、第１、第２源泉の内湯量は、

第２源泉のほうが多く、現在活用しております。

お湯の抜きかえは週２回、月曜日、金曜日実施し

ており、通常は循環ろ過方式で営業していますと

の答弁でした。 

 収支計画書の中の委託金５００万円と委託補助

金８００万円の差異の質疑があり、委託金５００

万円は健康センターの委託料で、委託補助金は自

立者のデイサービス事業等に対する委託料、利用

者１回当たり１，０００円ですという答弁でござ

いました。 

 続きまして、議案第７１号「平成２１年度西予

市一般会計予算」の当委員会の所管分につきまし

て審議をいたしました。 

 古紙やアルミ缶などの再資源売却収入は、価格

の下落が伝えられているが、西予市の今後の見通

しはどうなのかと質疑があり、昨年の夏から世界

的な不況により再資源売却収入が大幅に下落して

おります。そのため、平成２１年度当初予算は、

前年度の３割程度の収入しか見込んでおらず、大

幅な収入源となるため、苦慮しているところであ

るとの答弁でございました。 

 市長のマニフェストにもあるし尿処理場の整備

の今後の計画についてどのようになっているのか

の質疑があり、この事業を推進するに当たり、ま

ず国からの交付金を受けられるよう、循環型社会

形成推進地域計画を作成し、環境省へ承認申請を

現在提出しているところであり、４月には承認が

受けられると思われます。それにより平成２１年

度には、施設用地の確保を努めるとともに、施設

の規模、資源化の方法等について整備計画の策

定、また用地の測量や地質調査を計画していると

ころであります。 

 さらに、環境影響調査等を行う必要もあり、事

業期間は４年から５年を見込んでいますという答

弁でございました。 

 老人福祉費の青石寮の負担金の内容についての

質疑があり、八幡浜地区施設事務組合負担金であ

り、特別養護老人ホーム青石寮の起債償還に対す

る関係市町の負担金であり、現在西予市から３名
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の入所者があるとの答弁でございました。 

 高齢者の交通の足の確保についての要望はある

のかの質疑に対し、野村町高瀬地区から要望があ

り、野村総合支所で検討対応しておりますとの答

弁があり、関連意見として、交通弱者に対して、

限外集落地のバス、病院等西予市全体で交通の足

の確保を対応していく政策的な立案を願いたいと

の発言がありました。 

 続きましての質問で、社会福祉協議会運営事業

について多額の補助金を要しているが、その算出

根拠と理事会など市としてのかかわりはどうなっ

ているのかとの質疑があり、正職員が１１名、嘱

託職員が４名、うち２名が市のＯＢ職員、合わせ

て１５名の職員が配置されています。補助金の算

出根拠は、人件費、事務費、事業費で、収益事業

ではなく、公益事業にかかわる経費で、管内、他

の市の調査も実施し、事務事業の見直しの中でも

補助金の見直しを行い、補助金については、右肩

下がりになっております。内訳は、人件費が６，

８２４万６，０００円、事務費が７４２万２，０

００円、事業費が２５９万４，０００円で、市と

しての補助金のチェックはしており、特に人件費

については、行政職員との対比を行い、市の職員

を１００とした場合９３％となっています。 

 また、理事者とも協議し、３年間に分けて減額

措置等今後検討したいとの答弁でした。 

 議案第７５号「平成２１年度西予市国民健康保

険特別会計予算」について、国民健康保険の財政

調整基金繰入金が１億５，０００万円計上されて

いるが、今後どのように推移していくのかという

質疑があり、基金の残高が１９年度末で約２億

５，０００万円となっており、残り少なくなって

おります。２０年度では、予算上１億１，０００

万円程度計上されており、また２１年度も予算ど

おり繰り入れを行うと２１年度末で基金が底をつ

く計算になり、国保財政はますます厳しい状況に

なってくるため、安定した運用をするために、２

２年度は国保税を引き上げなければならない状況

になっていますという答弁でございました。 

 議案第８１号「平成２１年度西予市簡易水道事

業特別会計予算」及び議案第８２号「平成２１年

度西予市上水道事業会計予算」について、総合ビ

ジョンの策定の状況、それにかかわる簡易水道の

統合の実態はどうなっているのかの質疑があり、

２１年度末までに総合ビジョンを策定し、地元の

理解と現状を把握して設備統合、経営統合など実

情に応じた統合を進めていきますとの答弁でし

た。 

 各町の上水道事業の運営状態の質疑があり、宇

和、野村、三瓶については安定していますが、明

浜地区は一般会計を繰り入れなければならない状

況であります。今後水道料金の標準化を含めて検

討していきますとの答弁でした。 

 議案第８３号「平成２１年度西予市病院事業会

計予算」について、宇和病院の予算が赤字予算で

計上されているのはおかしいのではないかという

質疑があり、歳入が見込まれてない以上、どうし

ても今回は赤字計上することになったが、当年度

の損益勘定留保資金や平成２１年６月ごろには、

新たな交付税措置が見込まれる予定になってお

り、なお一層の経営改善に努め、赤字予算解消に

つながると思っていますとの答弁でした。 

 また、宇和病院の耐震診断の時期と今後の対応

についての質疑があり、２１年度にできるだけ早

く診断をし、結果を見て新病院の建設ともあわせ

て検討していきますとの答弁でした。 

 以上、慎重に審査いたしましたので、ご報告い

たします。 

 平成２１年３月１８日、厚生常任委員会委員長

酒井宇之吉。 

 以上であります。 

 

○副議長 次に、元親産業建設常任委員長の報告

を求めます。 

 元親君。 

 

○元親孝志産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会の審査結果についてご報告申し上げます。 

 当委員会に審査付託されました議案３４件につ

きまして、３月９日と１０日の２日間委員会を開

催し、審査を行いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会審査報告

書のとおり、全議案を原案のとおり全会一致で可

決いたしました。 

 また、関連として、三瓶町、明浜町で現地調査

を実施いたしました。 

 なお、議案審査の過程において、委員より質疑

がありました事項と所管事務調査の中で重要と思

われる事項について概要を抜粋してご報告申し上

げます。 



 

－133－ 

 議案第３１号「西予市城川堆肥製造用施設条例

を廃止する条例制定について」は、施設の老朽化

が著しいため、市の直営事業を廃止するための条

例制定でありますが、今後においては、西予市森

林組合が施設利用に希望を出されているとのこと

でありました。 

 議案第７１号「平成２１年度西予市一般会計予

算」のうち、農林水産課所管分について、バイオ

マスタウン構想策定料については、国が進めてい

るバイオマス日本総合推進会議に基づくものであ

り、必要経費の２分の１が補助対象の事業である

との説明でありましたが、バイオマスタウン構想

の必要性及び期待性は当然あるものの、国の計画

自体が確固たるものであるという確信が得られな

い現状においては、国の動向をよく見きわめ、西

予市の実情に合った有意義な構想を策定していた

だきたいとの要望がありました。 

 議案第３３号から議案第５６号及び議案第８６

号の指定管理者の指定については、３月末で契約

が切れる１９施設と新しく１施設の追加に関して

候補者の審査を行いました。２０施設について

は、野村青汁工場のように完全に独立採算制で行

われている施設もあれば、市からの委託料で賄っ

ている施設等さまざまであります。委託料につい

ては、施設の性質、目的等から当然なしでは成り

立たない部分があり、収支の結果だけでは議論で

きないところがあります。 

 しかし、施設に対して市民の理解が得られなく

なれば、存続の意義を失うことになるので、今後

においてさらなる鋭意努力に努め、十分なる理解

が得られるよう市としての指導監督をお願いした

いとの意見でありました。 

 また、今回指定管理者が一部変更されている施

設もあり、経営意識を刷新する意味においては、

歓迎すべきことではないかと評価する意見があり

ました。 

 次に、議案第７１号「平成２１年度西予市一般

会計予算」のうち、建設課所管分について、学

校、病院等の公共施設の耐震度調査の必要性が議

論されているが、当然のこととして、個人住宅に

関しても同じことであり、老朽化した住宅に住む

方の不安を増大させております。個人が耐震補強

工事を行う場合、市の補助についてどうなのかと

いう質問がありました。 

 全国には市が補助しているところも確かにあり

ますが、財源が伴うもんであり、今後の課題とし

て検討させていただきたいとの答弁でありまし

た。 

 議案第８０号「平成２１年度西予市公共下水道

事業特別会計予算」について、公共下水事業への

加入率が悪いと聞くが、現在の野村処理区、宇和

処理区の加入状況はどうなっているのか、また加

入促進に対してどのような努力をされているのか

との質問がありました。 

 野村処理区、宇和処理区の加入率は５７％と３

８％であります。加入促進については、宇和町に

おいては、第３次供用開始地区で、現在未加入戸

数が７４１戸あり、全戸にはがきを出して加入を

お願いする予定であります。特に使用料の多い企

業等には、戸別訪問を実施する予定であります。

そのための人材として緊急雇用対策として、野

村、宇和に２名を雇用する予定であるとの答弁が

ありました。 

 また、加入率が低い理由の一つに、宅内配管工

事費が高いように思うが、この費用を軽減できな

いかとの質問に対して、市としては加入奨励金と

して１年目４万円、２年目３万円、３年目２万円

を補助し、事業費についても４０万円を限度とし

て融資制度を設けており、これを活用していただ

きたいとのことでありました。 

 なお、野村処理区工区が平成２２年度で管路施

設工事がすべて完了する予定であり、その後は三

瓶町を検討したいとのことでありました。 

 農業集落排水、漁業集落排水事業の今後の計画

については、宇和町下宇和地区が２１年度より調

査を予定しているとの報告でした。その他につい

ては、地区の同意が８０％以上必要なことから、

現段階では同意が得られている地区はないとの報

告でありました。 

 次に、三瓶町、明浜町の所管事務調査について

ご報告を申し上げます。 

 三瓶総合支所において、平成２１年度の所管分

の事業計画、当面する課題等について意見交換を

行い、その後漁港整備、過疎農道等の現地視察を

実施いたしました。 

 三瓶町は、建設事業費が他の町に比べ比較して

突出して少ないが、その理由についての質問があ

りました。理由としては、用地の確保ができない

ため、事業計画が思うように進まないのが現状で

すとの答弁でした。 



－134－ 

 また、三瓶町総合支所としての予算は、６億

７，０００万円程度しかなく、この厳しい時代の

予算として、これでよいのか疑問に感じている。

今後の三瓶町活性化のためには、１次産業に関連

する加工施設を建設し、農水産物に付加価値をつ

け、１次産業、２次・３次産業につなげていくべ

きではないかとの意見がありました。このことに

ついては、西予市全般についてもご検討いただき

たいと思います。 

 最後に、明浜町の所管事務調査についてご報告

申し上げます。 

 明浜町においても、三瓶町と同様な方法で調査

を実施いたしました。総合支所における当面の課

題として、過疎・高齢化が著しい明浜町におい

て、今後だれが中心となって集落の維持や地域振

興計画を心配していけばいいのか、本庁方式に移

行すれば、さらにこれらの問題が懸念されます。

そのためには、各公民館を充実させ、公民館単位

で議論していくことが必要不可欠ではないかとの

意見がありました。集落支援制度と絡めて、ぜひ

とも検討いただきたいとの意見でありました。 

 次に、明浜町の第１次産業の現状について、明

浜漁協の関係者から、真珠養殖とハマチ養殖につ

いて説明を受けました。 

 真珠養殖については、従来であれば、年内に入

札が開始されていたが、ことしに至っては、年明

けに入札が持ち越され、結果においても、最悪の

取引で終わり、２０年度の営業内容は、すべての

人件費がそっくり赤字になる見通しの報告でし

た。真珠養殖の主な経費は、母貝の支出にウエー

トが高く、母貝に対して財政支援はできないもの

か要望がありました。 

 また、ハマチ養殖についても、景気の低迷によ

る消費の減少と円高による輸入魚に押され、出荷

価格が大幅に原価を割っているという現状にあ

り、水産業の厳しさを改めて実感させられまし

た。 

 一方、かんきつ類も消費の低迷と輸入オレンジ

の拡大によって経営は最悪の状況にあります。ピ

ーク時には４８０ヘクタールあった園も高齢化と

後継者不足によって２割強が放棄地になっている

現状であります。園内のモノラックは、総延長１

５０キロメートルに及び、その約８割が老朽化に

よって新規に施設整備が必要とのことでした。厳

しい経営環境の中で新たな投資もままならず、市

に一部負担をお願いしたいとの要望がありまし

た。 

 以上、慎重に審査いたしましたので、報告とさ

せていただきます。 

 平成２１年３月１８日、産業建設常任委員会委

員長元親孝志。 

 

○副議長 以上で各委員長の報告は終わりまし

た。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第１０号「西予市介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例制定について」は委員長報告

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１０号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２号「西予市職員の勤務時間の

改定に伴う関係条例の整理に関する条例制定につ

いて」は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１２号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３号から議案第２０号までの８

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３号「西予市非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」から議案第２０号「西予市社会体育施設

条例の一部を改正する条例制定について」までの

８件は委員長報告のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 次に、議案第２１号から議案第２３号までの３
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件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２１号「西予市母子家庭医療費助成条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

２３号「西予市介護保険条例の一部を改正する条

例制定について」までの３件は委員長報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 次に、議案第２４号から議案第２８号までの５

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２４号「西予市使用料及び手数料条例の

一部を改正する条例制定について」から議案第２

８号「西予市明浜塩風呂条例の一部を改正する条

例制定について」までの５件は委員長報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 次に、議案第２９号及び議案第３０号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２９号「西予市簡易水道及び愛媛県条例

水道の設置に関する条例の一部を改正する条例制

定について」及び議案第３０号「西予市病院事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定

について」の２件は委員長報告のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 次に、議案第３１号及び議案第３２号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３１号「西予市城川堆肥製造用施設条例

を廃止する条例制定について」及び議案第３２号

「西予市野村キャッスルランド深山条例を廃止す

る条例制定について」の２件は委員長報告のとお

り決定することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 次に、議案第３３号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３３号「西予市宇和文化会館指定管理者

の指定について」は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３３号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３４号から議案第３７号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号「西予市游の里デイサービスセン

ターの指定管理者の指定について」から議案第３

７号「西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定

管理者の指定について」までの４件は委員長報告

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３４号か

ら議案第３７号までの４件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第３８号から議案第５６号までの１

９件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３８号「西予市明浜ふるさと創生館の指

定管理者の指定について」から議案第５６号「西

予市三滝ロッジの指定管理者の指定について」ま

での１９件は委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３８号か

ら議案第５６号までの１９件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第５７号から議案第６０号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５７号「市道路線の廃止について」から

議案第６０号「西予市営土地改良事業の施行につ

いて（城川町魚成地区）」までの４件は委員長報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、議案第５７号か

ら議案第６０号までの４件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第６１号を採決します。 

 お諮りいたします。 

 議案第６１号「辺地に係る公共的施設総合整備

計画の変更について」は委員長報告のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 次に、議案第７１号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７１号「平成２１年度西予市一般会計予

算」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第７１号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第７２号から議案第８４号までの１

３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７２号「平成２１年度西予市授産場特別

会計予算」から議案第８４号「平成２１年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの１

３件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第７２号か

ら議案第８４号までの１３件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第８６号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８６号「西予市大野ケ原育成牧場の指定

管理者の指定について」は委員長報告のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８６号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、陳情２件について採決いたします。 

 まず、陳情第１号「野村郷土資料館（仮称）の

建設について」は委員長報告のとおり継続審査と

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第１号は委

員長報告のとおり継続審査とすることに決定いた

しました。 

 次に、陳情第２号「労働者派遣法の抜本改正の

ため意見書を提出することを求める陳情書」は委

員長報告のとおり不採択とすることに賛成の議員

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、陳情第２号は委

員長報告のとおり不採択とすることに決定いたし

ました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時４５

分） 

○副議長 再開をいたします。（再開 午後２時

４７分） 

 ただいま市長から提出されました議案第８７号

「平成２０年度西予市一般会計補正予算（第８

号）」及び議案第８８号「平成２０年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第５号）」の２

件と意見書案第１号及び議員派遣の件についてを

本日の日程に追加し、追加日程とし議題といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認めます。よって、４件

を本日の日程に追加し、追加日程とすることに決

定いたしました。 

  （追加） 

○副議長 まず、追加日程第１、議案第８７号

「平成２０年度西予市一般会計補正予算（第８

号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第８７号「平成２０年度西予市

一般会計補正予算（第８号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回提出します補正予算の主な内容は、歳出で

は、国の定額給付金事業にあわせ西予市商工会が

実施主体となり計画しておりますプレミアムつき

商品券発行に対する助成金の計上とその債務負担

行為の設定、また野村町高瀬在住の三瀬様からご
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寄附をいただきましたので、そのご意思に沿い、

中筋小学校と中筋幼稚園の設備整備と教材備品、

遊具等の購入のための経費及び将来の財務負担軽

減を図るための減債基金の積み立てを行っており

ます。 

 また、歳入では、利子割交付金、地方消費税交

付金、特別交付税、県支出金等の交付額の決定に

よる調整と先ほどの三瀬様から寄附金及び上下水

道事業会計からの利益剰余金納付金を計上してお

ります。 

 プレミアムつき商品券発行に対する助成金につ

きましては、西予市商工会が実施主体となり行い

ます。１０％のプレミアムつき商品券発行に対し

て、そのプレミアム分を助成し、西予市の地域経

済の活性を図るものであります。 

 発行総額は２億２，０００万円のうち、２，０

００万円を限度額として実績に応じ助成したいと

考えております。平成２０年度１，０００万円、

平成２１年度１，０００万円を予定し、平成２１

年度につきましては、債務負担行為の設定をさせ

ていただいております。これによりまして既決い

ただいております歳入歳出予算にそれぞれ１億

８，０１０万８，０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を２６１億６，９７１万５，０００円と

定めるものであります。 

 なお、今回の補正では、市役所庁舎維持管理事

業を初めとする５１事業の繰越明許費を計上して

おります。 

 以上、ご説明いたしましたが、詳細な点につき

ましては、担当課長に説明させますので、よろし

くご審議を賜り、ご決定をいただきますようお願

い申し上げます。 

 

○副議長 河野財政課長。 

 

○河野財政課長 それでは、予算書に沿ってご説

明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をいたします。 

 １１ページをお開き願います。 

 ２目１９節プレミアムつき商品券助成事業補助

金１，０００万円でありますが、これは西予市商

工会が実施主体となり行います１０％プレミアム

つき商品券発行に対する補助金であります。 

 １２ページをお開き願います。 

 小学校費と幼稚園費につきまして、これは平成

２１年１月２９日に亡くなられました野村町高瀬

の三瀬功氏のご意思により、兄の三瀬明聖氏から

中筋小学校と中筋幼稚園のために使ってほしいと

２００万円のご寄附をいただきましたので、その

ご意思に沿い、同小学校、幼稚園の備品の購入及

び遊具の設置をするものであります。 

 次に、１３ページでございますが、１目２５節

積立金１億６，８１０万８，０００円につきまし

ては、これからの大型事業等の起債借入金に対す

る将来負担に備え、減債基金の積み立てを行うも

のであります。 

 次に、歳入でございますが、９ページをお開き

願います。 

 ６款地方消費税交付金マイナス４，９５８万

１，０００円でありますが、これは地方消費税交

付金の交付額決定による減額であります。 

 なお、交付決定額は３億５，５６６万７，００

０円で、前年度比マイナス７．８％となっており

ます。 

 １０ページをお開き願います。 

 ９款１目地方交付税２億３，７１０万８，００

０円につきましては、特別交付税の確定により増

額計上するものであります。 

 なお、交付決定額は１１億４，７１０万８，０

００円で、前年度比８．０％、８，５００万６，

０００円の増額となっております。 

 次に、１７款１目公営企業会計繰入金１４０万

円でございますが、これは上水道施設整備におい

て、一般会計で出資債を借り、上水道事業会計に

出資を行っておりますが、その出資に対する利益

剰余納付金であります。 

 ４ページに返っていただきたいと思います。 

 第２表繰越明許費でありますが、これは地域活

性化・生活対策臨時交付金事業で、市役所庁舎維

持管理事業ほか３４事業６億２，９２６万４，０

００円、定額給付金事業７億３，３０２万２，０

００円、子育て応援特別手当支給事業２，０８７

万２，０００円、その他といたしましてＣＡＴＶ

整備事業ほか１３事業１３億２，５７１万５，０

００円、合計５１事業、金額２７億８８７万３，

０００円を平成２０年度から平成２１年度へ繰り

越しをするものであります。 

 事業名、金額、繰越理由等の詳細につきまして

は、お手元の参考資料をご参照いただきたいと存

じます。 
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 以上、説明とさせていただきます。 

 

○副議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号「平成２０年度西予市一般会計補

正予算（第８号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８７号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○副議長 次に、追加日程第２、議案第８８号

「平成２０年度西予市公共下水道事業特別会計補

正予算（第５号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤産業建設部長。 

 

○安藤産業建設部長 議案第８８号「平成２０年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、宇和処理区及び野村処理区にお

いて、関係機関との協議に不測の日数を要した等

の理由により、年度内の施工が困難になったこと

に伴い繰越明許費１億６，２３８万５，０００円

を計上するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○副議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８８号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第８８号「平成２０年度西予市公共下水道

事業特別会計補正予算（第５号）」は原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８８号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○副議長 次に、追加日程第３、意見書案第１号

「国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直

しを求める意見書（案）の提出について」を議題

といたします。 

 事務局長に朗読いたさせます。 

 

○岩本事務局長 国会議員の定数及び衆議院小選

挙区制度の見直しを求める意見書（案）。 

 国においては、昨年末に地方分権改革推進委員

会の第２次勧告がなされるなど、国から地方への

分権の流れは着実に加速している。今後将来の道

州制も視野に入れた真の地方分権を実現するため

には、現在の政治や経済など各分野における国の

中央集権的な体制がおのずから見直され、外交や

防衛等国の専管事項を中心とした体制に移行して

いかなければならない。 

 折りしも世界経済は未曾有の同時不況下にあ

り、国家財政の膨大な赤字を抱える我が国におい

ても財政出動等による経済の立て直しと財政再建

という相反する課題を克服していかなければなら

ない。このような状況の中で、本県を初め多くの

地方自治体にあっては、我々地方議会議員も三位

一体改革等に起因する深刻な財政事情や市町村合

併に移行して既に定数削減、議員報酬カット等に
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取り組んでいるところである。よって、衆・参両

議院及び政府においても、議員各位の確固たる決

意のもと、時代の流れに的確に対応し、また選挙

制度等に対する地方の声も真摯に反映した国会改

革に速やかに取り組まれるとともに、とりわけ次

の事項について適切な措置を講ぜれるよう強く要

望する。 

 記。 

 １、国会議員の定数を削減すること。 

 ２、衆議院定数の削減に際しては、死票の大量

発生防止、一票の格差是正等の観点から小選挙区

制度を中選挙区制度に改めること。 

 ３、なお衆議院小選挙区制度に関する当面の措

置としては、重複立候補などについて比例代表制

度を見直すとともに、合併後の市町村が選挙区に

よって二分されることのないよう区割りを見直す

こと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成２１年３月１８日、愛媛県西予市議会。 

 提出先、衆議院議長河野洋平、参議院議長江田

五月、内閣総理大臣麻生太郎、総務大臣鳩山邦

夫。 

 以上であります。 

○副議長 ただいま議題となっております本案

は、会議規則第３７条第２項の規定により、提案

理由の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第１号「国会議員の定数及び衆議院小

選挙区制度の見直しを求める意見書（案）の提出

について」は原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第１号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○副議長 次に、追加日程第４、議員派遣の件に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認めます。よって、議員

派遣の件については本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定をいたしました議員派遣について

は、諸般の事情により変更が生じる場合には、議

長にご一任を願いたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 ご異議なしと認め、そのように決定い

たしました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会のあいさつがあります。 

 市長。 

 

○三好市長 平成２１年第１回西予市議会定例会

の閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る３月４日から開会いたしました本定例会に

おきましては、委員各位には、本会議並びに各常

任委員会を通じまして慎重なご審議を賜り、衷心

より敬意と感謝の意を表する次第でございます。 

 おかげをもちまして、平成２１年度一般会計予

算を初め、多数の重要案件につきまして原案のと

おりそれぞれ決定をいただくことができました。

ここに成立を見ました平成２１年度予算によりま

して、市政各般にわたり所期の施策を推進し、市

政の一層の進展と住民福祉の向上と発展に寄与し

てまいりたいと念願いたしております。 

 特に１００年に一度と言われる世界的金融危機

で日本の景気も急速に悪化し、社会経済は混迷を
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きわめておりますが、今まさに、その不況の波が

地方にも静かに忍び寄ってきております。私はこ

のような現実をしっかり受けとめ、そしてこの状

況から早く脱却するための政策を迅速に実行し、

市民の皆様に少しでも安心して暮らしていただけ

るように全力投球で取り組んでまいる所存でござ

います。 

 先日は市内中学校の卒業式がとり行われ、来週

には各小学校においても卒業式がとり行われま

す。私は、西予市の子供たちが希望に輝き大きく

成長していく姿を目の当たりにしまして、改めま

して将来を担う子供たちが安心して生活のできる

社会の構築といつまでも誇りに思える西予市づく

りに渾身の努力を傾注しなければならないとかた

く心に誓ったところでございます。どうか議員の

皆様におかれましてもご指導、ご鞭撻のほどをよ

ろしくお願い申し上げます。 

 いよいよ陽春の候となり、議員の皆様におかれ

ましてもご繁用のことと存じますが、健康には十

分ご留意をいただき、市政推進にご尽力を頼みま

すことを心からお願いを申し上げ、閉会のあいさ

つとさせていただきます。長い間ありがとうござ

いました。 

 

○副議長 これをもって平成２１年第１回西予市

議会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時１２分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

  西予市議会副議長 

 

   同    議員 

 

   同    議員 
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平成２１年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 １０号 
西予市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定に

ついて 
21.３.18 原案可決 

議案第 １１号 
西予市例規の見直しに伴う関係条例の整理に関する

条例制定について 
21.３.６ 原案可決 

議案第 １２号 
西予市職員の勤務時間の改定に伴う関係条例の整理

に関する条例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 １３号 
西予市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 １４号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 21.３.18 原案可決 

議案第 １５号 
西予市育英会設置条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
21.３.18 原案可決 

議案第 １６号 
西予市城川地域育英会設置条例の一部を改正する条

例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 １７号 
西予市三瓶地域育英会設置条例の一部を改正する条

例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 １８号 
西予市公民館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
21.３.18 原案可決 

議案第 １９号 
西予市青少年補導センター条例の一部を改正する条

例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２０号 
西予市社会体育施設条例の一部を改正する条例制定

について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条

例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２２号 
西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２３号 
西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する

条例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市あけはまオートキャンプ場条例の一部を改正

する条例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２７号 
西予市明浜民宿故郷条例の一部を改正する条例制定

について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２８号 
西予市明浜塩風呂条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ２９号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３０号 
西予市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３１号 
西予市城川堆肥製造用施設条例を廃止する条例制定

について 
21.３.18 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ３２号 
西予市野村キャッスルランド深山条例を廃止する条

例制定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３３号 西予市宇和文化会館の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ３４号 
西予市游の里デイサービスセンターの指定管理者の

指定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３５号 
西予市游の里健康センターの指定管理者の指定につ

いて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３６号 
西予市游の里ふれあい広場の指定管理者の指定につ

いて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３７号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の

指定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３８号 
西予市明浜ふるさと創生館の指定管理者の指定につ

いて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ３９号 
西予市あけはまオートキャンプ場の指定管理者の指

定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ４０号 西予市明浜民宿故郷の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ４１号 西予市明浜塩風呂の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ４２号 西予市物産会館の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ４３号 西予市野村農業公園の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ４４号 西予市野村青汁工場の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ４５号 
西予市渓筋農林水産物処理加工施設の指定管理者の

指定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ４６号 
西予市野村畜産総合振興センターの指定管理者の指

定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ４７号 
西予市野村飼料混合施設の指定管理者の指定につい

て 
21.３.18 原案可決 

議案第 ４８号 
西予市大野ケ原集落環境管理施設の指定管理者の指

定について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ４９号 
西予市城川産地形成等促進施設の指定管理者の指定

について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ５０号 
西予市城川食肉加工センターの指定管理者の指定に

ついて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ５１号 
西予市城川特産品センターの指定管理者の指定につ

いて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ５２号 
西予市城川農産物加工センターの指定管理者の指定

について 
21.３.18 原案可決 

議案第 ５３号 西予市有料駐車場の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ５４号 西予市乙亥の里の指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ５５号 
西予市城川ふるさと交流館の指定管理者の指定につ

いて 
21.３.18 原案可決 

議案第 ５６号 西予市三滝ロッジの指定管理者の指定について 21.３.18 原案可決 

議案第 ５７号 市道路線の廃止について 21.３.18 原案可決 

議案第 ５８号 市道路線の認定について 21.３.18 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ５９号 
西予市営土地改良事業の施行について（宇和町下松

葉地区） 
21.３.18 原案可決 

議案第 ６０号 
西予市営土地改良事業の施行について（城川町魚成

地区） 
21.３.18 原案可決 

議案第 ６１号 辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について 21.３.18 原案可決 

議案第 ６２号 平成２０年度西予市一般会計補正予算（第６号） 21.３.６ 原案可決 

議案第 ６３号 
平成２０年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ６４号 
平成２０年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ６５号 
平成２０年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ６６号 
平成２０年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ６７号 
平成２０年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ６８号 
平成２０年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第４号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ６９号 
平成２０年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ７０号 
平成２０年度西予市上水道事業会計補正予算（第４

号） 
21.３.６ 原案可決 

議案第 ７１号 平成２１年度西予市一般会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ７２号 平成２１年度西予市授産場特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ７３号 
平成２１年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
21.３.18 原案可決 

議案第 ７４号 
平成２１年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
21.３.18 原案可決 

議案第 ７５号 平成２１年度西予市国民健康保険特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ７６号 平成２１年度西予市老人保健特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ７７号 平成２１年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ７８号 平成２１年度西予市介護保険特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ７９号 平成２１年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ８０号 平成２１年度西予市公共下水道事業特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ８１号 平成２１年度西予市簡易水道事業特別会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ８２号 平成２１年度西予市上水道事業会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ８３号 平成２１年度西予市病院事業会計予算 21.３.18 原案可決 

議案第 ８４号 
平成２１年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
21.３.18 原案可決 

議案第 ８５号 平成２０年度西予市一般会計補正予算（第７号） 21.３.６ 原案可決 

議案第 ８６号 
西予市大野ケ原育成牧場の指定管理者の指定につい

て 
21.３.18 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ８７号 平成２０年度西予市一般会計補正予算（第８号） 21.３.18 原案可決 

議案第 ８８号 
平成２０年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
21.３.18 原案可決 

陳情第  １号 野村郷土資料館（仮称）の建設について 21.３.18 継続審査 

陳情第  ２号 
労働者派遣法の抜本改正のため意見書を提出するこ

とを求める陳情書 
21.３.18 不 採 択 

意見書案第１号 
国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直しを

求める意見書（案）の提出について 
21.３.18 原案可決 

 議員派遣の件について 21.３.18 承  認 

 


